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トピックスでみる運輸の１年

⽇⽶航空問題（７．９〜）

（貨物分野）
 平成７年９⽉から⾏われていた貨物協議は、合意⽬標期限の８年３⽉末までに⼤筋の了解に達し、４⽉には⻲
井運輸⼤⾂及び⽶国ペーニャ運輸⻑官が合意⽂書に署名をして決着した。
 今回の貨物協議の合意においては、⽇本航空がノースウエスト航空、ユナイテッド航空、フェデラル・エクス
プレスの⽶国先発企業と同等な権利を以遠権を含め獲得し、⽇本貨物航空は就航地点及び便数の⼤幅な拡⼤並び
に以遠権を獲得するなど、⽇本側は⼤幅な権益を獲得したのに対し、⽶国側には後発企業への⼀定の増便、新規
企業の参⼊などが認められた。今回の合意は画期的なもので、貨物専⽤便分野においては、これまで⽇本側が強
く求めていた⽇⽶貨物航空分野における不平等の是正が、⽇⽶航空協定締結以来４３年にしてほぼ達成されるこ
ととなった。

（旅客分野）
 ８年６⽉に開催された第１回旅客協議においては、⽇本側から⽇⽶航空企業の運航機会の平等化と拡⼤を⽬指
した具体的な提案を⾏ったが、⽶側からは⼗分な回答が得られず物別れに終った。我が国としては、引き続き毅
然とした態度で⽇⽶航空関係の不平等の是正を図っていくこととしている。
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代表者による著名（8.3.28、東京）

関⻄国際空港の２期事業の着⼯へ（７．12．18〜）

 平成７年12⽉18⽇、運輸⼤⾂と⼤蔵⼤⾂の間の事前閣僚折衝を踏まえ、８年度予算において関⻄国際空港の２
期事業の着⼯が決定された。
 ２期事業は、総事業費が１兆５，６００億円とされ、空港施設（上物）は従来通り関⻄国際空港株式会社が整
備し、空港の⽤地造成（下物）は関⻄国際空港株式会社と関係地⽅公共団体が共同出資する会社がその整備を⾏
う「上下主体分離⽅式」が導⼊されることとなった。事業内容は、現在の空港島の沖合に新たに約５３０ｈａの
空港島を埋め⽴て、２００７年に２本⽬の平⾏滑⾛路（４，０００ｍ）を供⽤開始するとともに離着陸回数１８
万回対応の施設を整備し、２０１１年には２３万回対応の施設を整備することとなっている。
 関⻄国際空港は、２期事業の着⼯により将来にわたり本格的な国際ハブ空港として機能し、我が国の経済的、
社会的発展に多⼤な貢献をするものと期待されている。

関⻄国際空港2期⼯事の概要

幅運賃制度導⼊による国内航空の競争の実施（８．２〜）

 平成７年12⽉22⽇、国内航空の普通運賃については、標準的な原価を上限として、他社との競争や季節、時間
帯、路線の特性等を踏まえて、航空会社が⼀定幅の中で⾃主的に運賃を設定できるという幅運賃制度を導⼊し
た。
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 この結果、８年２⽉以降ＡＮＡ、ＪＡＬ及びＪＡＳの３社間で運賃設定を巡る競争が⾏われ、８年６⽉の幅運
賃制度移⾏後にも、航空３社間で⼀部路線の値下げ競争が⾏われるなど、運賃を巡る航空会社間の競争が促進さ
れた。また、５割までの営業政策的な割引運賃を、６年12⽉より届出制としているが、割引運賃についても幅運
賃制度導⼊に合わせて、割引率を拡⼤した事前購⼊割引や特定便割引など多様な割引運賃が設定された。
 これらの運賃の弾⼒化に加えて、従来より推進しているダブル・トリプルトラック化（国内航空路線就航会社の
２社化及び３社化）基準を８年４⽉に緩和するなど競争環境の整備により、航空各社の⼀層の経営合理化及び多
様な利⽤者ニーズへの対応が期待されている。

運賃の⼀層の多様化が期待される国内航空

天気予報の⾼度化と気象資料総合処理システムの更新（８．３．１）

 天気予報は様々な分野で利⽤されているが、社会の多様化や⾼度情報化に伴ってよりきめ細かな情報が求めら
れている。これに応えるために気象庁は、平成８年３⽉に気象資料総合処理システムを更新した。このシステム
は、国内外の気象情報の収集・配信をさらに⾼速に処理するとともに、従来の１０数倍の計算速度を持つスーパ
ーコンピュータで、詳細で精度の⾼い数値予報モデルを実⾏するものである。これにより、新しい天気予報で
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は、２０ｋｍ四⽅の３時間毎の天気などを予報する「分布予報」と代表的地域⼜は地点の天気などの時間経過を
予報する「時系列予報」が新たに発表されることとなった。さらに１か⽉予報にも確率表現が導⼊されることと
なった。

上：時系列予報  下：分布予報

海上災害防⽌センターに流出油防除訓練施設が完成（８．３．15）

 海上災害防⽌センターに、実際に油を使⽤して回収装置の操作等が可能な訓練⽔槽、漂着油の回収・清掃実習
のための模擬海岸プール、漂着油拡散予測等のシミュレーション実習のための研修棟等、世界でも画期的な流出
油防除訓練施設が完成した。
 同センターでは、この施設を活⽤して、実際に油を使⽤する等により流出油防除訓練の充実を図るとともに、
平成８年７⽉から、実践的な３つの訓練コース（海洋汚染対応、海上汚染実習、沿岸汚染実習）を開設し、油防
除に有為な⼈材の育成に有効な訓練を実施している。
 また、同施設を活⽤し、８年度から５ヵ年計画で、我が国へのタンカールート周辺国（１５カ国）の海上防災
担当要員の育成を⽬的とした⼈材育成事業を開始する等、国際協⼒の推進に向けた業務内容の充実を図ってい
る。
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流出油防除訓練施設（海上災害防⽌センター）

⾃動⾞安全情報の提供（公表）（８．３．22）

 平成３年に策定された第５次交通安全基本計画において、「ユーザーが⾞種別の安全性の差異を把握し、より
安全性の⾼い⾞を選択することを可能とする⾃動⾞安全情報提供について実験事業を進める」こととされたこと
を踏まえ、⾃動⾞事故対策センターは３年度から運輸省の協⼒のもとに、⾃動⾞の安全情報の提供について調
査・研究を⾏ってきた。
 その成果として、①シートベルトの効果と正しい着⽤法、②エアバッグ（運転者席、助⼿席）等の装備状況⼀
覧、③１．５リットルクラスの国産乗⽤⾞８⾞種の⾼速ブレーキ性能と前⾯衝突安全性能の⽐較試験結果につい
て「⾃動⾞安全情報」として８年３⽉22⽇に試⾏的に公表した。
 本事業は、⾞種毎の安全性に関する⽐較情報を公正中⽴な⽴場で取りまとめ、これを公表することによって、
より安全な⾃動⾞の開発促進と普及拡⼤に役⽴てようとするものである。
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正⾯衝突試験の実施状況
衝突時の衝撃を測定するダミー（⼈体模型）

東海道新幹線品川新駅設置へ（８．３．25〜）

 東海道新幹線は、昭和39年の開業以来、我が国の⼤動脈として重要な役割を果たしてきているが、既に逼迫し
た輸送状況にある。
 こうした状況を打開するため、東海旅客鉄道株式会社から、折り返し運転が可能となる設備を有する品川新駅
の設置計画について、鉄道事業法に基づく事業基本計画の変更認可申請があり、平成８年３⽉25⽇、運輸⼤⾂は
これを認可した。
 この品川新駅が設置されることにより、東海道新幹線の１時間当たりの営業運転が可能な本数（⽚道）が現⾏
１１本であるのを１５本まで拡⼤できるなど、東海道新幹線の輸送⼒増強が図られる。今後は、⽤地の確保、駅
部の設計等を推進し、平成１５年度の開業に向け、⼯事を進めることとしている。
 なお、品川新駅の設置については、運輸省としても、東海道新幹線輸送⼒増強⼯事の⼀環として、⽇本開発銀
⾏低利融資制度により⽀援していくこととしている。

東海道新幹線品川新駅イメージ図
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旅の総合⾒本市「旅フェア'96」の開催（８．４．10〜４．14）

 平成８年４⽉10⽇から14⽇まで千葉県の幕張メッセにおいて、旅に関する総合的な情報の提供を⾏う旅の総合
⾒本市として、「旅フェアʼ96」が開催された。本フェアは、割⾼な国内旅⾏費⽤や円⾼等で国内旅⾏が低迷し、
国内観光の空洞化が進⾏する中で、地域と旅⾏関連産業が連携し、国内旅⾏の需要の喚起を図ったものである。
 会場では１５５の団体・企業が出展し、新たに開発された旅⾏商品の紹介、販売を⾏ったほか、海外の旅⾏業
者を招へいしての商談会も開かれた。また、各ブースにおいては、⼀般の来場者に対しパンフレットの配布など
による観光案内のほか、各地域の物産の提供・販売、郷⼟芸能や伝統芸能の実演などが繰り広げられ、好評を博
した。来場者数も当初の予想の２０万⼈を上回る２２万⼈に達し、⼤盛況であった。

⼤勢の来場者で賑わう会場

我が国初の⽔深１５ｍコンテナターミナルが神⼾港において供⽤開始（８．４．15）

 平成８年３⽉に世界最⼤のコンテナ船「REGINA MAERSK」が神⼾港、横浜港に⼊港した。これは、全⻑３１
８ｍ（⽇本⼀⾼いビル、横浜ランドマークタワーよりも２２ｍ⻑い）、型幅４２ｍ、喫⽔１４ｍ、総トン数８万
トン、積載能⼒６０００ＴＥＵ注という超⼤型コンテナ船であり、⼤型化の進むコンテナ船はついに６０００ＴＥ
Ｕ型の時代に突⼊したと⾔える。
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 このような背景の下、（財）神⼾港埠頭公社が神⼾港ポートアイランド地区において５年から建設を進めてい
た我が国初の⽔深１５ｍの⼤⽔深コンテナターミナル２バースが、８年４⽉15⽇に供⽤を開始した。
 近年、輸送効率の向上を⽬指したコンテナ船の⼤型化は著しく、⽔深１５ｍの⼤⽔深⾼規格のコンテナターミ
ナルの整備が我が国港湾の国際競争⼒強化のため急がれていたところであり、神⼾港の復興にも⼤きく貢献する
ものと期待されている。

注 ＴＥＵ：２０フィート・コンテナに換算したコンテナ個数

⽔深15mコンテナターミナル
「REGINA MAERSK」

テクノスーパーライナー「⾶翔」がシップ・オブ・ザ・イヤー'95を受賞（８．５．15）

 平成８年５⽉、新形式超⾼速船テクノスーパーライナー（ＴＳＬ）の実海域実験船「⾶翔（ひしょう）」が、
Ship of the Year'95を受賞した。
 本賞は、（社）⽇本造船学会が技術的・芸術的に優れた船舶及び海洋構造物の建造を促進し、広く⼀般に海事
思想の普及を図るために制定している賞であり、毎年１隻が選定される。今回の「⾶翔」の受賞は、７年度の実
験航海で、実際にコンテナを積んで⾼速貨物輸送に成功、将来の⾼速海上輸送システムの構築の可能性を⽰した
こと、さらに各地に寄港して⼀般公開を⾏い、テレビや新聞で⼤きく取り上げられる等、社会的に⼤きな関⼼を
呼んだことが、造船、海運及び港湾の将来に夢を拡げ、造船・海事思想の普及に貢献したと評価されたことによ
る。
 なお、ＴＳＬの研究開発は元年度から実施されてきたが、「⾶翔」を⽤いた総合実験により、ＴＳＬに係る運
航技術、⾼速海上輸送システムの確⽴を技術的に実証して、７年間にわたる研究開発を成功裏に終了した。この結
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果、今後のＴＳＬの事業化に向けて、輸送ニーズに適した様々な仕様・性能を有するＴＳＬ実⽤船の建造が可能
となった。

実海域実験船「⾶翔」

⾼度道路交通システム（ＩＴＳ）推進に関する全体構想の策定（８．７．８）

 運輸省を始めとする関係５省庁は、今後２０年間の⾼度道路交通システム（ＩＴＳ：Intelligent Transport
Systems）が⽬標とする機能、開発・展開に関わる基本的な考え⽅等の⻑期ビジョンとして「⾼度道路交通システ
ム（ＩＴＳ）推進に関する全体構想」を取りまとめ、２０のＩＴＳ利⽤者サービスを定義し、９つの開発分野別
に研究開発、展開に関する産学官の努⼒⽬標を設定した。
 運輸省としても、①先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ）の開発推進、②道路運送事業におけるＩＴＳの活⽤⽅策に関す
る調査研究、③⾼度化したナビゲーションに関する研究調査等の施策について積極的な推進を図っているところ
であり、今後とも本全体構想を踏まえて、体系的かつ効率的なＩＴＳの開発・展開を推進していくこととしてい
る。
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⾼速道路交通システム（ITS）のイメージ

元⼩川派代表の兄弟が成⽥空港内の⼟地売買契約を締結（８．７．18、11．12）

 平成８年４⽉、成⽥空港敷地内の地権者である元⼩川派代表が敷地内の⼟地約3.2haを空港公団に売却して、敷
地外に移転することに合意し、この７⽉に空港公団と⼟地売買契約を締結した。また、元⼩川派代表の実弟との
間においても、この11⽉に空港敷地内の⼟地約1.9haに係る⼟地売買契約を締結した。７年１⽉に元⼩川派代表の
実弟が総理⼤⾂及び運輸⼤⾂に対し、これまでの空港づくりについて反省を求める旨の書簡を発出し、両⽒は、
当該書簡に対して遺憾の意を表する運輸⼤⾂の返書を受けて反対運動の終結を表明していた。さらに、元⼩川派
代表と国とは、７年７⽉に、裁判問題の決着や今後、これからの空港建設の進め⽅について話し合うこと等を内
容とした合意書に調印した。その後、両⽒とは空港の必要性や今後の⽣活再建について話し合いを重ね、その結
果、空港建設について理解が得られ、移転の決断を頂いたものである。
 この両⽒の決断は、円卓会議の結論を踏まえてこれまで進めてきた地権者との話し合いの⼀つの成果のあらわ
れである。運輸省としては今後とも、地権者との誠⼼誠意の話し合いを進めるとともに地域との共⽣策の速やか
な具体化を図り、地域と共⽣できる成⽥空港の整備に積極的に取り組んでいくこととしている。
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未買収地の現状

海の⽇の祝⽇化（８．７．20）

 昭和16年以来、７⽉20⽇は「海の記念⽇」として国⺠各層に⻑年親しまれてきたが、昨年、国⺠の祝⽇に関す
る法律が改正され、７⽉20⽇は「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国⽇本の繁栄を願う⽇」として国⺠の祝⽇
「海の⽇」となり、本年はその第⼀回を迎えた。
 当⽇は、東京において皇太⼦、同妃両殿下のご臨席の下記念式典が⾏われ、橋本内閣総理⼤⾂による「海の
⽇」宣⾔等、盛⼤に祝賀⾏事が⾏われた。また、全国各地でも「海の⽇」を中⼼に数多くの慶祝⾏事が⾏われ
た。
 この「海の⽇」が、海と私たちの⽣活との関わりについて理解と関⼼を深める⽇として広く国⺠各層に親しま
れるよう、運輸省としても積極的に取り組んでいくこととしている。

平成８年度 18



国⺠の祝⽇「海の⽇」制定記念式典

「海洋法」元年（８．７．20）

 国連海洋法条約は国連海洋法会議の結果作成され、平成６年11⽉に発効した。同条約は領海、排他的経済⽔
域、深海底、海洋環境の保護及び保全等の分野の規定を設け、海洋に関する権利義務関係⼀般を包括的に規律し
ている。
 我が国としては、速やかにこの国際的な法的秩序に参画するべく、同条約締結及び関連国内法整備に取り組
み、我が国についての同条約の効⼒発⽣にあわせて、関連国内法が８年７⽉20⽇から施⾏された。今後は、新た
に設定された広⼤な排他的経済⽔域等における海上保安庁の監視・取締り体制の充実強化、２００海⾥を超える
⼤陸棚の限界の設定のための海洋調査等を推進することとしている。
 この施⾏⽇の８年７⽉20⽇は、「海の⽇」が初めて国⺠の祝⽇とされた⽇であり、「海の憲法」とも⾔われる
国連海洋法条約は、まさに「海の⽇」から始まることとなった。
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我が国の東端「南⿃島」
島の低潮線が領海、排他的経済⽔域及び⼤陸棚の基線となる

ＪＲ⻄⽇本株式の売却・上場（８．10．８）

 平成８年10⽉８⽇、ＪＲ⻄⽇本株式が東京証券取引所・⼤阪証券取引所に上場された。ＪＲ株式の売却・上場
は、ＪＲ各社の早期完全⺠営化及び⽇本国有鉄道清算事業団の⻑期債務等の償還の観点から⾏われるものである
が、ＪＲ⻄⽇本株式の売却・上場については、５年度のＪＲ東⽇本株式の売却・上場後、株式市況の低迷、阪
神・淡路⼤震災の影響等により、６、７年度の２年間にわたり⾒送られていた。
 今回のＪＲ⻄⽇本株式の売却は、７年12⽉の資産処分審議会答申に基づき、適正な売出価格の決定を可能とし
売却期間の短縮により期間リスクの軽減を図るという観点から、従来の⼊札と売出しの組合せ⽅式に、①⼊札⽐
率を⼤幅に引き上げる、②⼊札と売出しを並⾏して進める等の改善を加えた新たな⼿法により、ＪＲ東⽇本株式売
却時より２０⽇短い７８⽇間で上場までの⼿続きが終了し、１３６．６万株の売却を実施することができた。
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上場申請（⼤阪証券取引所）
株券
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第１部 国鉄改⾰１０年⽬に当たって

平成８年度 22



はじめに

 昭和６２年４⽉に分割・⺠営化を柱とする国鉄改⾰が⾏われ、ＪＲ各社が発⾜したが、改⾰後今年度で１０年
⽬の節⽬を迎えた。
 国鉄改⾰は、破綻に瀕していた国鉄を交通市場の中での激しい競争に耐え得る事業体に変⾰し、国⺠⽣活充実
のための重要な⼿段としての鉄道の役割と責任を⼗分に果たすことができるように国鉄事業を再⽣することを⽬
的としたものであった。
 このような視点にたち、国鉄改⾰から１０年を迎える現時点で、分割⺠営化後のＪＲ各社による鉄道の事業経
営の状況を振り返るとともに、残された課題が何であるのかを明らかにすることは、国鉄改⾰の意義を再認識す
る上で重要なことと考える。
 そこで今年度の運輸経済年次報告では、第１部において「国鉄改⾰１０年⽬に当たって」をテーマとして取り上
げた。まず、第１節では、国鉄の発⾜から国鉄改⾰に⾄るまでの国鉄が果たしてきた役割と、国鉄事業が悪化して
いった状況を概観した。次に第２節では、国鉄再建監理委員会の分割・⺠営化を柱とする「国鉄改⾰に関する意
⾒」と昭和６２年４⽉に実施された国鉄改⾰についてその概要を述べた。第３節では、分割・⺠営化により新し
く発⾜したＪＲについて、輸送動向、経営状況、輸送サ−ビスの状況等について国鉄時代からどのように変わっ
たかを⽐較し、分析した。第４節では、国鉄改⾰時に残された⼤きな課題である⻑期債務等の処理について、⼟
地、株式等の資産処分のこれまでの取り組み状況を述べた。さらに第５節では、これまで⾏ってきた国鉄改⾰の
評価を⾏ったうえ、今後の残された政策課題である⻑期債務等の本格的処理とＪＲ北海道等とＪＲ貨物の完全⺠
営化に向けた取り組みについて述べた。
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第１節 国鉄の発⾜から国鉄改⾰まで

１ 国鉄改⾰までの鉄道事業の歩み

（１）⽇本国有鉄道の発⾜まで

 我が国の鉄道事業は、明治５年１０⽉１４⽇の新橋〜横浜間の開業でその幕を開けた。
 当初は官営鉄道による整備が進められたが、国の財政状況の悪化から、⺠間資本の導⼊による⺠営鉄道の整備
に重点が置かれることとなった。その後、政府の富国強兵施策の下で全国的な鉄道網の敷設を促進する等の観点
から、２５年の鉄道敷設法及び３９年の鉄道国有法により幹線鉄道の国有化が進められ、⼤正１１年の鉄道敷設
法の改正によりローカル線についても整備が促進された。
 さらに第２次⼤戦後、国による鉄道の直営制度を改め、政府の監督を最⼩限にとどめた⾃由な経営主体として
事業を⾏わせる企業体制を実現する観点から、昭和２４年６⽉１⽇に公共企業体として⽇本国有鉄道（国鉄）が
発⾜した。

（２）戦後復興・経済発展期における国鉄

 終戦後から戦後復興に⾄るまでの過程において、国鉄は国内における旅客輸送及び貨物輸送の分野で中⼼的な
役割を果たした。国鉄の輸送量は、旅客輸送⼈員については、２２年度以降わずかに減少したが２６年度には再
び増加し、３０年度には戦前の１１年度と⽐較して３．７倍に増加している。
 ⼀⽅、貨物輸送量についても、朝鮮戦争の特需景気による経済復興と発展によって著しく増加し、３０年度は
１１年度と⽐較すると２．６倍に増加している。
 さらに、３０年代から始まる我が国の⾼度経済成⻑期における国鉄の輸送状況は、３０年度に９１２億⼈キロ
であった旅客輸送量が、４５年度には１，９００億⼈キロへと２．１倍に増加するとともに、貨物輸送量につい
ても、同⼀期間に４２６億トンキロから６２４億トンキロへと１．５倍に増加するなど依然拡⼤傾向であった。
 このように、国鉄は戦後復興期から経済成⻑期における基幹的交通機関として⼤きな役割を果たしていた。
 ⼀⽅、国有鉄道はこの時期⼤量の労働⼒の受け⽫としての役割も果たした。終戦に伴い、２０年度には約９．
９万⼈、２１年度には約６．５万⼈の復員者を雇⽤し、その結果、２２年度においては職員数は６１万⼈強に達
した。

（３）国鉄事業の⾏き詰まり

 以上のように、戦後、国鉄は我が国の復興や経済成⻑に関して中⼼的な役割を果たしてきたものの、４０年代
以降、国鉄事業をとりまく環境変化に柔軟に対応出来難い経営構造等から、急速に国鉄事業は破綻の様相を呈し
ていくこととなった。

（ア）輸送量
〜競争⼒の低下を背景として低迷

 戦後における⽇本経済の⾼度経済成⻑を通じ、急速なモータリゼーション等が進展する⼀⽅、鉄道はそれまで
の独占的地位を失うなど我が国の輸送構造は⼤きく変化していった。このため、旅客輸送の分野では乗⽤⾞の分
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担率が⼤幅に伸びた反⾯、国鉄は４９年度をピークに伸び悩みが続くこととなった。
 また、貨物輸送の分野でも、４０年代以降、トラックの分担率が⼤幅に増⼤する⼀⽅、国鉄の輸送分担率は著
しく減少し、４５年度をピークに減少傾向となった。

（ａ）旅客輸送

 ３０年代から４０年代にかけて国鉄の旅客輸送量（⼈キロベース）は、我が国の経済成⻑にあわせて増加し、
３０年代は年平均６．７％増加、４０年代は年平均２．４％増加していた。しかし、４９年度の２，１５６億⼈
キロをピークに減少に転じ、５０年代は年平均１．１％減少となる等低迷が続いた〔１−１−１図〕。

１−１−１図 国鉄の旅客輸送量の推移

 国鉄旅客輸送の国内旅客輸送全体における分担率をみると、急速なモータリゼーションの進展により、４３年
度には国鉄と⾃動⾞の分担率が逆転し、その後も⾃動⾞の分担率が上昇する⼀⽅で、国鉄の分担率は低下を続
け、５０年度には３０．１％、国鉄改⾰直前の６１年度には２２．６％にまで低下した〔１−１−２図〕。

１−１−２図 輸送機関別旅客輸送量分担率の推移
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 これを距離帯別分担率（⼈員ベース）の推移でみると、⾃動⾞及び航空の分担率の上昇により、国鉄の分担率
は各距離帯においてそれぞれ低下している。
 しかしながら、このような状況においても、３００〜７５０ｋｍの中距離帯における分担率をみると、国鉄改
⾰直前の６１年度でも依然として約６割を占めており〔１−１−３図〕、国鉄は、中距離都市間旅客輸送の分野
において、なお基幹的交通機関としての役割を果たしていた。

１−１−３図 国鉄の距離別分担率の推移

平成８年度 26



（ｂ）貨物輸送

 国鉄貨物輸送量（トンキロベース）は、我が国経済が急速な成⻑を続ける中において、３０年代の前半は順調
な伸びを⽰したが、３０年代後半から４０年代半ばにかけては概ね横ばいで推移し、４５年度の６２４億トンキ
ロをピークとして減少傾向へと転じ、その後も⼤きく減少を続けた〔１−１−４図〕。

１−１−４図 国鉄の貨物輸送量の推移
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 国鉄貨物輸送の国内貨物輸送全体における分担率は、３０年度には約５割を占めていたが、その後、重化学⼯
業の臨海部⽴地が進んだために原材料や製品の輸送が内航海運主体となってきたこと、道路整備の進展によるト
ラック輸送の利便性が向上したこと等により、分担率は低下の⼀途をたどり、国鉄改⾰直前の６１年度には４．
６％となった〔１−１−５図〕。

１−１−５図 輸送機関別貨物輸送量分担率の推移
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 しかしながら、国鉄貨物輸送は、⼤量輸送及び⻑距離輸送の分野で他の交通機関と競争しても⼗分にその特性
を発揮し得ることから、⽯油、セメント及びコンテナ輸送等の分野においては、相応の役割を果たしていた。

（イ）経営状況
〜硬直的な運賃制度、進まぬ合理化等を背景として急速に悪化

 国鉄の事業経営は、輸送構造の変化に伴う輸送量の低迷若しくは減少のため運輸収⼊が伸び悩む⼀⽅、それに
対応した事業内容の⾒直しや、合理化等の経営改善がなかなか進まなかった。その結果、⽣産性は低迷し、地⽅交
通線問題も顕在化するに⾄った。さらに、運賃法定制により適時適切な運賃改定ができなかったことや、労使関係
が極めて不安定だったことも重なり、経営状況は悪化の⼀途をたどり、国鉄改⾰直前には繰越⽋損⾦や⻑期債務
が膨⼤な額に達した。

（ａ）収⽀状況

 ３９年度に単年度⾚字を⽣じて以来、各年度の⽋損額（純損失）は次第に増加し、４１年度には過去の利益積
⽴⾦を取り崩した後繰越⽋損を⽣じ、４６年度には償却前⾚字を計上するに⾄った。５０年代に⼊り、国鉄職員
の年齢構成の歪みから⽣じる退職⾦及び年⾦負担の増⼤がこれに加わり、５１年度及び５５年度に債務の⼀部棚
上げ等の措置も講じられたが、毎年度の⽋損額は、国鉄改⾰前数年間は１兆円を超え、６１年度末の繰越⽋損⾦
は１５．５兆円に、⻑期債務残⾼は２５．１兆円に上る結果となった〔１−１−６図〕、〔１−１−７図〕。

１−１−６図 収⽀状況の推移
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１−１−７図 繰越⽋損⾦と⻑期債務残⾼の推移
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（ｂ）運賃の推移

 国鉄の基本的な運賃の改定には、国鉄運賃法の改正が必要であったが、経営の悪化が進んでいた４０年代、国
鉄運賃が公共料⾦の⽬⽟として常に抑制の対象となり、適時適切な運賃改定が⾏えなかったことが、国鉄の事業
経営を悪化させる原因の⼀つになっていた。こうしたことから、５２年１２⽉国鉄運賃法の⼀部改正が⾏われ、
⼀定の経費の増加分の範囲内で運輸⼤⾂の認可を受けて国鉄の⾃主的経営判断の下に運賃改定を⾏うことができ
るようになった。
 その後、増え続ける経費に対応して毎年のように運賃改定が⾏われたため、国鉄の運賃は、逆に消費者物価を
越える伸びで推移するようになり〔１−１−８図〕、そのことが結果として、国⺠の国鉄離れを引き起こしてい
った。

１−１−８図 旅客鉄道運賃と消費者物価指数の推移
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（ｃ）要員合理化の遅れと⽣産性の低迷

 国鉄の職員数は、復員者を多数受け⼊れた２０年代前半には、⼀時６１万⼈強に達したが、２４年の発⾜時に
は約４９万⼈となっていた。しかし、その後要員の合理化が進まず、５５年までは４０万⼈台で推移した〔１−１
−９図〕。

１−１−９図 国鉄・ＪＲ７社の職員数の推移
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 また、前述したような輸送需要の動向に的確に対応した輸送⼒の⾒直しについても、必ずしも⼗分に⾏われな
かった。
 この結果、国鉄の⽣産性（職員１⼈当たりの⼈キロ・トンキロ）は伸び悩み、４０年代から５０年代にかけ
て、⺠鉄のおおむね１／２〜１／３程度で推移した〔１−１−１０図〕。

１−１−１０図 国鉄及び⺠鉄の⽣産性の推移
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 ⼀⽅、収⼊に対する⼈件費の割合も、４１年から５０年にかけての急激な上昇の後、５０年代には概ね８割台
と⾼い⽔準で推移した〔１−１−１１図〕。

１−１−１１図 収⽀に対する⼈件費の割合
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（ｄ）設備投資の状況

 国鉄は、収⽀状況を年々悪化させていたにもかかわらず、公社という経営形態のあり⽅そのものに内在する体質
から、輸送⼒の増強を中⼼とした多額の設備投資を毎年⾏っていた。このような設備投資の中には、通勤・通学
輸送の混雑緩和のための投資等直接収益とは結びつかないもの、また、完成までに⻑期の期間を要するものが多
かった。⼀⽅、このような投資は、国鉄の経営状況からそのほとんどを借⼊⾦に依存せざるを得ない状況にあっ
たことから、その利⼦負担の増加も含め、⻑期債務を増加させる原因の⼀つとなり、国鉄の事業経営を圧迫して
いた。
 なお、後述の国鉄の再建対策の⼀環として、５７年９⽉の閣議決定に基づき、安全確保のための投資を除き設
備投資を原則として停⽌することとなったため、５７年度から投資額は減少に転じた〔１−１−１２図〕。

１−１−１２図 鉄道整備に係わる投資額の推移
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（ｅ）地⽅交通線の状況

 国鉄の地⽅の営業線の中には、過疎化の進⾏及ぴモ−タリゼーションの進展により、輸送需要が⼤幅に減少
し、収⽀が著しく悪化した結果、国鉄の事業経営を圧迫していたものが少なくなかった。
 このため、５６年には、⽇本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき、運営の改善のための適切な措置を講
じたとしてもなお収⽀の均衡を確保することが困難な営業線を地⽅交通線として１７５線を選定したうえ、その
うちバス輸送に転換することが適当な営業線を特定地⽅交通線として８３線を選定し、バス輸送への転換を強⼒
に推進することとなった。なお、最終的には、国鉄の分割・⺠営化後の平成２年４⽉までに８３線のうち、４５
線はバス輸送に、３８線は第三セクター等の鉄道輸送に転換した。

（ｆ）ストライキの状況

 国鉄改⾰前は、頻繁にストライキが⾏われ、旅客及び荷主の国鉄に対する信頼感は失われていった。特に昭和
５０年１１⽉の闘争、いわゆる「スト権スト」においては、旅客列⾞１４万本、貨物列⾞４万本の運休、影響⼈
員１億５千万⼈にも及び、ストライキ前後の影響も含めての減収は、２６２億円に達するほど⼤規模なものであ
った。

（ウ）再建対策
〜４次にわたるも実らず

 国鉄の経営状況の悪化に対処するため、国及び国鉄は、４４年度以降、⽇本国有鉄道財政再建促進特別措置法
に基づく第１次再建計画（４４〜４７年度）及び第２次再建計画（４８〜５０年度）、⽇本国有鉄道再建対策要
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綱（５０年１２⽉閣議了解）に基づく第３次再建対策（５１〜５２年度）及び⽇本国有鉄道経営再建促進特別措
置法に基づく第４次再建対策（５６〜６０年度）を講じた。その内容は、輸送及び業務運営の近代化、要員規模
の縮減、適時適切な運賃改定、地⽅交通線のバス輸送への転換、利⼦補給、累積⾚字の⼀部棚上げ等であった
〔１−１−１３図〕。

１−１−１３図 国鉄に対する国の財政措置状況の推移

 しかしながら、これら４次にわたる再建対策によっても、事業経営を抜本的に改善するには⾄らなかったた
め、経営形態を含めた抜本的な改⾰を迫られることとなり、後述するように、６０年７⽉の国鉄再建監理委員会
において、分割・⺠営化を基本理念とする「国鉄改⾰に関する意⾒」が出されることとなった。
 運輸省及び国鉄は、６２年４⽉の分割⺠営化の実施までの間、来るべき新経営形態への円滑な移⾏に資すると
の観点から、５８年反び５９年の⼆度にわたる国鉄再建監理委員会の提⾔を受け、要員対策、職場規律の確⽴、
事業分野の整理、地⽅交通線対策、設備投資の抑制等の緊急対策を実施し、また、６１年度には、「⽇本国有鉄
道の経営する事業の運営の改善のために昭和６１年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律」により、
国鉄の債務負担の軽減、希望退職の促進を図るための措置等を⾏った。このうち、希望退職については、内閣に
設けられた国鉄余剰⼈員雇⽤対策本部を中⼼に政府及び関係機関での受け⼊れへの取り組みに併せ、⺠間部⾨で
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の受け⼊れ要請を⾏ったところ、官⺠を挙げた幅広い協⼒が得られた。この結果、約４万⼈の職員が⺠間企業等
へ再就職し、約７千⼈余の職員が国、地⽅公共団体、特殊法⼈等の公的部⾨へ再就職した。

２ 鉄道事業の変遷
〜国策事業から競争⼒を有する⺠営企業へ

 我が国の鉄道事業は明治５年の開始以降、その運営形態が⺠間資本の主導による事業の勃興から国有化施策に
よる国有鉄道の誕⽣、そして国鉄の設⽴へと変遷し、やがて昭和６２年の国鉄改⾰によって再び⺠営化されること
となった。
 このような変遷の過程は、国の産業政策、政治情勢等に⼤きく影響された結果であった。こうした中で国鉄
は、我が国における全国的な鉄道路線網を建設し、基幹的な輸送機関としての役割を果たすとともに、戦争引揚
者をはじめとする⼤規模な労働⼒の受け⽫として、戦後復興と我が国の経済成⻑に⼤きく寄与してきたところで
ある。
 しかし、その後のモータリゼーションの急速な進展等輸送構造の変化に適切に対応できなかったこと、また、
国鉄事業は国の監督の下、運賃法定制により弾⼒的な運賃改定が⾏えなかったことなどから、国鉄の経営状況
は、３９年度に単年度⾚字を計上して以来、悪化の⼀途をたどり、その経営は破綻に瀕するに⾄った。
 このような状況の中で、国鉄を交通市場の中で激しい競争に耐え得る事業体に変⾰し、鉄道事業を再⽣させる
ため、６２年度に分割・⺠営化が断⾏されたのである。
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第２節 国鉄改⾰とは

１ 分割・⺠営化を柱とする国鉄改⾰の考え⽅

 第１節でみたように、国鉄の経営は悪化の⼀途をたどっていく⼀⽅、国及び国鉄による４次にわたる国鉄再建対
策も国鉄の経営状況を抜本的に改善するものではなかった。このため、国鉄は経営形態を含めた抜本的な改⾰を
迫られることとなった。このような状況の中で、国の⾏財政改⾰について審議していた第２次臨時⾏政調査会
（以下「臨調」という。）は、国鉄の分割・⺠営化を打ち出し、さらに、これを受けて設置された国鉄再建監理
委員会は、国鉄の分割・⺠営化を柱とする「国鉄改⾰に関する意⾒」をまとめ、政府はこれを受けて国鉄改⾰を
実施することとなった。

（１）臨調答申

 ５５年度末に設置された臨調は、５７年７⽉３０⽇に、中⻑期的展望に⽴って⾏政のあるべき姿、今後の⾏政
改⾰の基本的な⽅策を提⽰するものとして第３次答申（以下「臨調答申」という。）を出した。この答申では、
国鉄問題に対する世論の⾼まりを背景に、国鉄事業の再建が、緊急に着⼿すべき国家的課題の⼀つとされた。
 臨調答申では、国鉄について、その経営状況が危機的状況を通り越して破産状態にあるとの認識の下に、公社
制度を抜本的に改め責任ある効率的な経営を⾏いうる仕組みを早急に導⼊するため、答申後５年以内にその分
割・⺠営化を⾏うとの⽅針が⽰された。また、⻑期債務については、これを分割する会社にすべて承継させると
健全経営の⽬途が⽴たないことから、分割会社の合理化施策と採算性を検討したうえで⼀定の範囲で承継させる
こととし、それ以外の⻑期債務は国鉄に残置し、元利払いは国が国鉄に補填すること等により処理を⾏うことと
された。

（２）国鉄再建監理委員会の「国鉄改⾰に関する意⾒」

 国鉄再建監理委員会（以下「再建監理委員会」という。）は、臨調答申を受けて制定された「⽇本国有鉄道の
経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法」に基づき国鉄事業の抜本的な改善策を策定することを主たる任
務として５８年６⽉に発⾜した委員会であり、６０年７⽉２６⽇に、分割・⺠営化を基本理念とする「国鉄改⾰
に関する意⾒」を内閣総理⼤⾂に提出した。その基本的な内容は次のとおりである。

（ア） 国鉄改⾰はなぜ必要か

 国鉄の経営状態は悪化の⼀途をたどっており、借⾦の残⾼は６０年度末には実に２３．６兆円の巨額に達す
ると⾒込まれていた。このまま推移すれば、列⾞の運⾏等事業の運営にまで重⼤な⽀障が⽣じることが危惧
される。
 ⼀⽅、鉄道は、今後とも、旅客については中距離都市間旅客輸送、⼤都市圏旅客輸送及び地⽅主要都市に
おける旅客輸送の分野で、国⺠⽣活にとって重要な役割を果たしていくことが⾒込まれ、貨物についても⼤量
輸送や⻑距離コンテナ輸送の分野において相応の役割を果たしていくことが⾒込まれる。
 国鉄改⾰を⾏う意義は、破綻に瀕している国鉄を交通市場の中での激しい競争に耐え得る事業体に変⾰
し、国⺠⽣活充実のための重要な⼿段としての鉄道の役割と責任を、⼗分に果たすことができるよう国鉄事
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業を再⽣することにある。
 このような国鉄の改⾰は⼀刻の猶予も許されない。国鉄事業を再⽣させる可能性がまだ残されている現在
において抜本的改⾰措置を講じることこそ、これを放置した場合の将来における計り知れない不利益を回避
し、結果として国⺠の負担を最⼩限のものとするための最善の道である。

（イ） 国鉄経営はなぜ破綻したのか

 国鉄経営の破綻原因は、鉄道事業を取り巻く環境の変化にもかかわらず、これに即応した経営の変⾰や⽣産
性の向上が⽴ち遅れる等時代の変化に的確に対応できなかったことが最も⼤きな原因である。
 その理由は、現在の経営形態そのものに内在する構造的な問題、すなわち、公社という制度の下で巨⼤組
織による全国⼀元的な運営を⾏ってきたことにある。

（ウ） 分割の必要性

 現在のような全国⼀元的組織では、適切な経営管理が⾏われ難く、事業の運営が画⼀的に⾏われがちであ
ること、各地域や各事業部⾨の間に依存関係が⽣じやすく、それぞれの経営の実情に即した効率化が阻害さ
れること、同種企業間における競争意識が働かないものとなっていることといった問題がある。
 このような弊害を克服し、鉄道事業として今⽇の要請に即した運営を⾏うためには、適切な経営管理が⾏
われ、かつ、地域性や事業部⾨の特性を反映した事業運営が確保されるよう適切な事業単位に分割すること
が不可⽋である。
 ただし、貨物部⾨については、輸送距離が⻑く、コンテナ輸送・⾞扱直⾏輸送の６割を超える列⾞が複数
の旅客鉄道会社にまたがって運⾏されている実態等にかんがみ、旅客部⾨から経営を分離し、全国⼀元的に
鉄道貨物事業を運営できる独⽴した事業体とする。

（エ） ⺠営化の必要性

 現在のような公社制度では、外部⼲渉を避けがたい体質をもっていること、経営責任が不明確になっている
こと、労使関係が不正常なものとなりがちであること、事業範囲に制約があり、多⾓的、弾⼒的な経営が困
難となっていることといった問題点があり、これは、公社という経営形態のあり⽅そのものに内在する構造
的なものである。
 これを打破するには、現⾏公社制度を⺠営化することによって、経営者の官僚的体質の改善と職員の意識
改⾰を図るとともに、関連事業を展開し経営基盤の強化を図るしか道はない。
 なお、⺠営化後の法⼈の性格は、当初、国鉄の全額出資による特殊会社とするが、経営基盤の確⽴等諸条
件が整い次第、逐次株式を処分し、できる限り早期に純⺠間会社に移⾏する。

（オ） ⻑期債務処理の考え⽅
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 新事業体は、最⼤限の効率的経営を⾏うことを前提として、当⾯収⽀が均衡し、かつ将来にわたって事業を
健全に経営できる限度の⻑期債務等を負担する。なお、新幹線保有主体は、資産価額のうち簿価に⾒合う⻑
期債務を引き継ぎ、再調達価額と簿価との差額相当分について「旧国鉄」に対し債務を負うが、これらは実質
的に旅客会社が負担する。
 それ以外の⻑期債務等は旧国鉄に残置し、国鉄⽤地を最⼤限⻑期債務等の処理財源に充てるなど可能な限
りの⼿段を尽くしたうえでなお残る⻑期債務等は何らかの形で国⺠に負担を求めざるを得ない。

（カ） 余剰⼈員対策の考え⽅

 移⾏前に希望退職募集等によりできるだけその数を減らし、移⾏時には旅客鉄道会社に経営の過重な負担
とならない限度において余剰⼈員の⼀部を移籍し、その他は「旧国鉄」の所属としたうえ、⼀定の期間内に
集中的に対策を講じて全員が再就職できるよう万全を期することにより、この問題を解決することが適切で
ある。

２ 国鉄からＪＲへ

 国鉄再建監理委員会の意⾒を受けて、国鉄改⾰実施のために必要な法案の整備等が政府を挙げて⾏われ、その
結果、⽇本国有鉄道改⾰法、旅客鉄道株式会社及び⽇本貨物鉄道株式会社に関する法律、新幹線鉄道保有機構
法、⽇本国有鉄道清算事業団法、⽇本国有鉄道退職希望職員及び⽇本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に
関する特別措置法、鉄道事業法、⽇本国有鉄道改⾰法等施⾏法並びに地⽅税法及び国有資産等所在市町村交付⾦
及び納付⾦に関する法律の⼀部を改正する法律のいわゆる国鉄改⾰関連８法が６１年１１⽉に成⽴し、所要の準
備を経て、６２年４⽉１⽇に分割・⺠営化が実施された。

（１）新会社等の発⾜

 国鉄が⾏っていた鉄道事業のうち、旅客部⾨については、地域を６つに分割し、それぞれ北海道旅客鉄道株式
会社（ＪＲ北海道）、東⽇本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東⽇本）、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）、⻄⽇本旅
客鉄道株式会社（ＪＲ⻄⽇本）、四国旅客鉄道株式会社（ＪＲ四国）及び九州旅客鉄道株式会社（ＪＲ九州）の
６つの旅客鉄道株式会社が、また、貨物部⾨については、旅客部⾨と分離されたうえで⽇本貨物鉄道株式会社
（ＪＲ貨物）が発⾜した。
 分割・⺠営化に当たって、ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州については、営業損益で⾚字が⽣じることが⾒
込まれるなど厳しい経営状況が想定されたため、会社発⾜時に於いて⻑期債務を引き継がせないこととした上
で、営業損失を補填し得る収益が⽣み出されるような経営安定基⾦を設けることにより経営基盤の確⽴を図るこ
ととした〔１−２−１表〕。

１−２−１表 国鉄改⾰時のＪＲ各社の経営諸元
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（２）新幹線鉄道保有機構の設⽴

 既設新幹線については、線区毎に⼤きな資本費格差があるため、これに着⽬して本州３社（ＪＲ東⽇本、ＪＲ
東海、ＪＲ⻄⽇本）の収益調整を⾏う観点から、新幹線鉄道保有機構法に基づき、新幹線鉄道に係る鉄道施設を
⼀括して保有し、これを本州３社に有償で貸し付ける主体として新幹線鉄道保有機構（以下「保有機構」とい
う。）が設⽴された。なお、平成３年１０⽉には、ＪＲ株式の売却・上場を円滑かつ適切に実施する観点から、
本州３社（ＪＲ東⽇本、ＪＲ東海、ＪＲ⻄⽇本）の資産及び債務を確定する必要等が⽣じたため、保有機構が⼀
括保有している新幹線鉄道施設が本州３社に譲渡され、保有機構は解散した。解散時において保有機構が有する
譲渡代⾦債権等の⼀切の権利・義務は、同⽉成⽴した鉄道整備基⾦に承継された。

（３）⽇本国有鉄道清算事業団の発⾜

 国鉄は、⽇本国有鉄道清算事業団法に基づき、昭和６２年４⽉１⽇に⽇本国有鉄道清算事業団（以下「清算事
業団」という。）に移⾏し、ＪＲ各社等に承継されなかった⻑期債務等及び⼟地その他の国鉄の資産は、清算事
業団に引き継がれた。清算事業団は、承継された⻑期債務等の償還及び当該債務に係る利⼦の⽀払いや、これらの
業務を遂⾏するために必要となる国鉄の⼟地等の資産の処分を⾏うとともに、臨時に再就職を必要とする国鉄職
員の再就職の促進を図るための業務を⾏うこととされた。
 このうち、再就職の促進については、分割・⺠営化時において清算事業団への２３，６６０⼈の移⾏者中再就
職先未定者は７，６３０⼈という状況であったが、その後の清算事業団における再就職対策の実施により、７，
６２８⼈のうち５，７３７⼈が再就職を果たし、また、８４４⼈が特別給与⾦を受領して辞職した。この結果、
３年間の再就職対策期間終了に伴う解雇の形での退職者は１，０４７⼈となった。
 なお、この１，０４７⼈に係るＪＲの不採⽤問題については、各地⽅中央労働委員会を経て中央労働委員会に
再審査の申⽴てがなされた１９件のうち、現在（平成８年１０⽉１⽇現在）までに１８件について「命令」が発
せられており、このうち１５件については、不採⽤者の⼀部または全部の者について、不当労働⾏為を認定する
旨の命令となっており、３件については救済申⽴を棄却する命令となっている。これに対し、労使はそれぞれ命令
の取消を求める⾏政訴訟を提起しており、現在係争中である。
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第３節 鉄道事業は再⽣されたか

 昭和６２年４⽉の国鉄の分割・⺠営化に伴い特殊会社として発⾜したＪＲ北海道、ＪＲ東⽇本、ＪＲ東海、Ｊ
Ｒ⻄⽇本、ＪＲ四国、ＪＲ九州及びＪＲ貨物（以下「ＪＲ」という。）は、今年度で会社発⾜後１０年⽬を迎え
た。この間、輸送量が概ね順調に増加し、これによる運輸収⼊の増加と事業の合理化・効率化により、国鉄時代
と⽐較して経営状況は好転した。さらに、国鉄時代には批判のあった輸送サービスについては、利⽤者のニーズ
に応じたサービスの提供に努めており、技術開発も進展している。第５節で述べる⻑期債務等の処理等といった
残された課題はあるものの、鉄道事業の再⽣は着実に果たされつつあると考えられる。そこで、国鉄分割・⺠営
化後のＪＲの輸送の動向、事業経営の状況、サービスの向上及び技術の進展について概観する。

１ 輸送の状況

（１）旅客輸送
〜順調に増加し、競争⼒も強化

 ４９年度にピークを迎えて以降減少していた国鉄旅客輸送量（⼈キロベース）は、分割・⺠営化後は、運賃の据
え置き、ＪＲのうち６つの旅客会社（以下「ＪＲ６社」という。）によるサービスの向上、⻘函トンネル及び瀬
⼾⼤橋の開通等により順調に増加した。６２年度から平成３年度までは、好調な国内景気にも⽀えられ輸送量は
⾼い伸びを⽰した。４年度から７年度は、阪神・淡路⼤震災の影響のあった６年度において減少した以外は、景
気後退の時期があったことを反映して低い伸びとなった。
 ＪＲ６社合計の旅客輸送量を国鉄時代と⽐較してみると、分割・⺠営化直前の１０年間（昭和５２年度〜６１
年度）の旅客輸送量の伸びが、年平均０．６％減であったのに対して、分割・⺠営化後９年間（６２年度〜平成
７年度）では年平均２．６％の増加となっている。また、国内旅客輸送全体におけるＪＲ６社合計の分担率（⼈
キロベース）を国鉄時代と⽐較してみると、国鉄時代は低下しつづけていたが、分割・⺠営化後は２１％前後で
推移しており、国鉄時代に続いていた分担率の低下傾向に⻭⽌めがかかったと⾔える〔１−３−１図〕。

１−３−１図 ＪＲ６社（国鉄）の旅客輸送量及び分担率の推移
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 ＪＲ６社合計の旅客輸送量の分割・⺠営化後の９年間（昭和６２年度〜平成７年度）の年平均伸び率２．６％
は、⺠鉄の同期間における年平均伸び率１．２％を上回っている。また、これをＪＲ東⽇本、ＪＲ東海及びＪＲ
⻄⽇本（以下「ＪＲ本州３社」という。）と⺠鉄が競合する⼤都市圏（東京圏（埼⽟県、⼲葉県、東京都、神奈
川県）、中京圏（愛知県、三重県、岐⾩県）、阪神圏（京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県）、以下同じ）の旅客
輸送量（⼈員ベース）でみると、分割・⺠営化直前の昭和６１年度対⽐で、⺠鉄は平成６年度１１．１％増であ
ったところ、ＪＲ本州３社合計では同２５．２％増と伸び率が⼤幅に上回っている。このように、三⼤都市圏内
においてＪＲ本州３社は⺠鉄に対して競争⼒を取り戻しているとみられる〔１−３−２図〕。

１−３−２図 三⼤都市圏内の輸送量の推移
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 国鉄とＪＲ６社の距離帯別分担率を昭和６１年度と平成６年度で⽐較してみると、７５０ｋｍ以上では下がって
いるのに対し、５００〜７５０ｋｍでは上がっている。また、６年度の分担率をみると３００ｋｍ未満及び７５
０ｋｍ以上では低レベルであるが、３００〜７５０ｋｍの距離帯では５割から７割と⾼い分担率となっている。
このように、３００ｋｍ未満では⾃動⾞が、７５０ｋｍ以上では航空が優位にあるものの、従来輸送特性がある
とされていた３００〜７５０ｋｍの中距離の都市間旅客輸送においてＪＲは依然競争⼒を保っている〔１−３−
３図〕。

１−３−３図 ＪＲ旅客輸送量の距離帯別分担率の推移
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（２）貨物輸送
〜低落傾向に⻭⽌め、⻑距離コンテナ輸送に活路

 昭和４５年度にピークを迎えて以降⻑期低落傾向にあった国鉄貨物輸送量（トンキロベース）は、ＪＲ貨物に
なった後、好調な国内景気に⽀えられるとともに、コンテナ化、ピギーバック輸送等の荷主ニーズに対応した輸
送サービスを充実させたことにより、６３年度から平成２年度は⾼い伸びを⽰した。４年度以降は、景気後退の
時期もあったこと等により減少したが、７年度は前年度の阪神・淡路⼤震災の影響の反動もあり、増加した〔１
−３−４図〕。

１−３−４図 ＪＲ貨物（国鉄）の輸送量及び分担率の推移
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 ＪＲ貨物の輸送量を国鉄時代と⽐較してみると、分割・⺠営化直前の１０年間（昭和５２年度〜６１年度）の
輸送量の平均伸び率が、年平均７．９％減であったのに対し、分割・⺠営化後９年間（昭和６２年度〜平成７年
度）では年平均２．４％増となっている。
 国内貨物輸送全体におけるＪＲ貨物の分担率（トンキロベース）は、分割・⺠営化後は横ばいあるいは若⼲低
下しているものの、国鉄時代に⽐べると低下傾向に⻭⽌めがかかったといえる〔１−３−４図〕。また、ＪＲ貨
物輸送量（トン数ベース）の距離帯別の推移を昭和６１年度から平成６年度まででみると、５００ｋｍ超の距離
帯では、コンテナ化の推進等により、輸送量が他の距離帯に⽐べて⼤きく伸びており、⻑距離コンテナ輸送にお
いては競争⼒を維持している〔１−３−５図〕。

１−３−５図 ＪＲ貨物輸送量の距離帯別推移
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２ 事業経営の状況

（１）経営状況
〜当初予想を上回るものの会社間で格差

（ア）概況

 分割・⺠営化直前の昭和６１年度の国鉄の経常損失（純損失）は、１兆３，１６０億円であったが、分割・⺠
営化後のＪＲ７社合計の経常損益は、⿊字を維持しており、⼀番⿊字幅が⼤きかった平成２年度では３，８２６
億円、７年度では２，０９９億円となっている。また、発⾜後５年間のＪＲ７社の経常⿊字額の合計は、国鉄事
業等の承継計画の策定時に政府が試算した予想（昭和６２年２⽉作成）を上回った〔１−３−６図〕。なお、こ
の予想においては毎年各社とも３〜６％の運賃改定を⾏うことを前提としていたが、実際は、消費税導⼊による
ものを除き、運賃改定は⾏われていないことを考慮すると、ＪＲ７社の経営は予想と実績の差以上に好調に推移
したと⾔える。

１−３−６図 ＪＲ７社合計の経常利益の推移
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（イ）ＪＲ各社の収⽀状況

（ａ）ＪＲ東⽇本、ＪＲ東海及びＪＲ⻄⽇本

 ＪＲ東⽇本、ＪＲ⻄⽇本及びＪＲ東海の３社は、三⼤都市圏及び新幹線を有していることから、⽐較的良好な
経営環境にあり、会社発⾜後、好調な国内景気による輸送需要の増⼤に⽀えられるとともに、輸送サービスの向
上や経営の合理化に努めたことにより、３社とも概ね順調な経営を続け、営業損益、経常損益は⿊字を続けてい
る。
 ＪＲ東海及びＪＲ⻄⽇本については、平成６年度は、７年１⽉の阪神・淡路⼤震災の直接の影響を受けて、営
業利益が減少したものの、７年度にはほぼ回復している〔１−３−７表〕。

１−３−７表 ＪＲ旅客各社の営業利益及び経常利益の推移
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 また、３社は分割・⺠営化に際して⻑期債務を４．６兆円承継しており、さらに、３年１０⽉に保有機構から
新幹線施設の買い取りを⾏ったことにより新たに９．２兆円の新幹線譲渡代⾦債務を負ったが、その推移は〔１
−３−８表〕のとおりである。なお、これらの利息⽀払いのため、営業利益に⽐べ経常利益が⼤幅に少なくなっ
ている。

１−３−８表 ⻑期債務等の推移
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（ｂ）ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州

 会社発⾜時から厳しい経営状況が⾒込まれていたＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州の３社については、会社
発⾜後、好調な国内景気による輸送需要の増⼤に⽀えられたことや輸送サービスの向上、積極的な経営の合理化
に努めたことにより、営業損益の改善が⾒られた。
 経常損益では、経営安定基⾦の運⽤益もあり、昭和６２年度（ＪＲ北海道については平成元年度）以降平成５
年度までは⿊字を維持してきた。しかしながら、営業損益の改善を図ったものの、⾦利の低下に伴う経営安定基
⾦の運⽤益の減少により、３社とも経営状況が悪化し、６年度においてＪＲ四国、ＪＲ九州が初めて５億円の経
常損失を計上し、７年度においては３社とも経常損失が⾒込まれ、更に８年度においても、損失が⼀層拡⼤する
⾒通しとなったので、８年１⽉に元年４⽉の消費税導⼊時の運賃改定を除けば９年余ぶりの運賃改定が⾏われた
〔１−３−７表〕。

（ｃ）ＪＲ貨物

 ＪＲ貨物は、発⾜後、好調な国内景気による輸送需要の増⼤に⽀えられたことに加え、輸送サービスの向上や
経営の合理化に努めたことにより、順調に営業収益を伸ばし、４年度までは経常⿊字を確保してきた。

平成８年度 51



 しかしながら、近年の景気後退及びその後の低成⻑や７年１⽉の阪神・淡路⼤震災等の⾃然災害の影響を受
け、営業利益は２年度をピークに減少し、６年度から２年連続して営業⾚字を計上した。経常損益でも、５年度
から３年間連続して⾚字を計上している〔１−３−７表〕。

（２）運賃
〜⼀部を除き据置き

 国鉄時代は運輸収⼊の確保のため毎年のように運賃改定が⾏われ、国鉄改⾰時に作られたＪＲ７社の収⽀試算
においても昭和６２年度から平成３年度までの間、毎年３〜６％程度の運賃改定を⾒込んでいたにもかかわらず、
分割・⺠営化後は、元年４⽉の消費税導⼊に伴い⾏われた運賃改定（旅客２．９％、貨物３％）を除けば、８年
１⽉にＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州の３社が９年ぶりに⾏った運賃改定（６．７〜７．８％）までＪＲの
運賃は、⺠鉄の運賃及び消費者物価が上昇する中でも据え置かれてきた〔１−３−９図〕。

１−３−９図 運賃の推移

（３）⽣産性
〜⼤幅に向上

 ＪＲの⽣産性は全職員⼀⼈当たりのトンキロ・⼈キロでみると、国鉄時代に⽐較し⾶躍的に向上している〔１
−３−１０図〕。

１−３−１０図 ＪＲ（国鉄）及び⺠鉄の⽣産性の推移
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 また、鉄軌道部⾨における運輸収⼊に対する⼈件費⽐率をみると、分割・⺠営化後は概ね３割台の低い⽔準で
推移している〔１−３−１１図〕。

１−３−１１図 ＪＲ及び⺠鉄の収⼊に対する⼈件費の割合の推移
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（４）職場規律の確保

 国鉄時代は、労使の対⽴等に起因する職場規律の乱れから、経営の健全化への取り組みが円滑に⾏えなかった
が、分割、⺠営化を契機として、労使関係の改善が図られたこと等から、職場規律が確保され、サービス及び経
営成績の向上に⼤きく貢献している。

（５）設備投資
〜⾞両、経営の体質改善投資に重点化し、輸送⼒増強投資の割合は減少

 国鉄時代、昭和５０年代半ばには年１兆円規模まで増加した設備投資は、分割・⺠営化後の６２年度は、分
割・⺠営化直前からの設備投資抑制の流れを受けて減少したが、６３年度以降は概ね増加している〔１−３−１
２図〕。

１−３−１２図 設備投資に係わる投資額の推移
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 分割・⺠営化以降、ＪＲの設備投資は、採算性、投資効率、利⽤者の利便性の向上等を勘案した各社の主体的
な判断の下で⾏われるようになった。このため、国鉄時代はわずかに投資総額の１割程度であった「⾞両」に係
る投資については、分割・⺠営化後は３割近くまでに上昇し、新型⾞両の投⼊等による輸送サービスの改善に結
びついている。また、⾃動改札の導⼊等による省⼒化、関連事業の展開等に関する「経営の体質改善」に係る投
資についても、国鉄時代は概ね１割台で推移していたが、平成７年度には３割近くを占めるに⾄っている〔１−３
−１２図〕。
 ⼀⽅、昭和５５年度には投資総額の半額近くを占めた新線建設、線増等の「輸送⼒整備」に係る投資額は、国
鉄改⾰後は投資総額の２割程度に減少した〔１−３−１２図〕。

（６）関連事業
〜営業収⼊に占める割合は着実に上昇

 国鉄は、公共の福祉を増進することを⽬的とした企業体であり、事業範囲もこの⽬的を達成するものに限られ
ていた。これに対して、分割・⺠営化により、ＪＲは、関連事業の拡充を積極的に図ることが可能となった。
 ＪＲは、関連事業を収⼊の確保、雇⽤の場の確保、鉄道利⽤促進等の経営基盤強化の⼀環として鉄道事業と並
ぶ重要な柱として位置づけており、その保有するノウハウ、技術⼒、資産、⼈材等を最⼤限に活⽤し、鉄道以外の
分野へも積極的に進出している。具体的には、出資会社が⾏っているものも含め、旅⾏業、不動産業、ホテル業等
の事業を⾏っている。
 関連事業収⼊の合計の推移をみると、国鉄時代は、昭和６０年度１，００４億円であったが、分割・⺠営化後
は着実に増加し、平成７年度には２，８６１億円と昭和６０年度の３倍近くになっている。また、ＪＲにおける
関連事業収⼊の営業収⼊に占める割合は着実に上昇しており、国鉄時代の昭和６０年度２．８％と⽐較して⾼い
⽔準で推移している。特に、ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州の３社平均でみた関連事業収⼊の営業収⼊に占
める割合は、１５．３％（平成７年度）とＪＲの７社平均（６．３％）を⼤きく上回っている〔１−３−１３
図〕。

１−３−１３図 ＪＲ７社の関連事業収⼊及び営業収⼊に占める割合の推移
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３ サービスの向上

 国鉄時代は、輸送の安全、時間の厳守が最も重要視された⼀⽅、利⽤者のニーズに必ずしも応じてきたとは⾔
い難く、このことが、国鉄離れの⼀因と指摘されていた。ＪＲは、より良い鉄道サービスの提供を⾏うべく、旅
客輸送サービスの基本である職員の接客態度の改善等に努めるとともに、以下に述べるような努⼒を⾏ってき
た。

（１）旅客ニーズへの対応
〜⾼速化、混雑緩和、バリアフリー化等の取り組みを実施

（ア）利便性の向上

 東海道・⼭陽新幹線における「のぞみ」の導⼊、在来線⾼速化⼯事等により全国的に列⾞の⾼速化〔１−３−
１４図〕、〔１−３−１７図〕、〔１−３−１８図〕を⾏うとともに、新幹線と在来線の直通運転化（いわゆる
⼭形ミニ新幹線の開業）、新幹線と在来線特急との接続の改善、新東京国際空港、関⻄国際空港及び新千歳空港
への乗り⼊れによる空港アクセスの向上等により、利便性の向上を図った。

１−３−１４図 新幹線の表定速度の推移
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１−３−１７図 主要都市（駅）間における在来線特急の所要時間

１−３−１８図 普通列⾞の所要時間短縮状況
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 また、⼤都市圏では、通勤・通学時の混雑緩和のため、京葉線の開業、埼京線の延伸のほか、湘南ライナーの
運⾏、列⾞運転本数の増加等の輸送⼒の増強を⾏ったが、東京圏を中⼼に混雑率の抜本的改善には⾄らず、⼀層の
努⼒が求められている〔１−３−１５図〕。

１−３−１５図 東京圏におけるＪＲの輸送⼒と混雑率の推移
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（イ）地域に密着した鉄道運営

 国鉄時代は、全国⼀元的組織の下で事業が⾏われたため、運営が画⼀的となり、その結果列⾞ダイヤの設定に
おいて、地域の交通事情に沿った運営が⾏われていなかった。これに対して、分割・⺠営化後は、地域のニーズ
に応じたダイヤ設定をする努⼒を⾏っている。例えば、札幌、仙台、福岡等の都市圏では、通勤⼈⼝の増⼤に伴い
普通列⾞を増発している〔１−３−１６図〕。⼀⽅、⻑野、⼤分、秋⽥、松⼭等の地⽅都市では、都市間輸送の
利便性の向上のため、特急列⾞の増発や⾼速化を⾏ったり〔１−３−１７図〕、周辺地域との移動時間の短縮の
ため、普通列⾞の速度向上を図った〔１−３−１８図〕。

１−３−１６図 札幌駅、仙台駅及び博多駅の普通列⾞の発着本数
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（ウ）設備の改善

 ＪＲでは、⾞両や駅舎等の設備についても改善を図っている。
 ⾞両については、２階建て⾞両や、液晶テレビ、オーディオ等の装備、シャワー室を備えた豪華客室、展望室等
を備えた様々な特急⾞両が登場し、通勤列⾞についても、客室側窓の拡⼤、客室空間の拡⼤等により明るく快適
な⾞両が増加する等客⾞の快適性をより向上させるための努⼒を⾏っている〔１−３−１９図〕。

１−３−１９図 快適な⾞両（スーパービュー踊り⼦号）
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 また、公⺠館、図書館を併設した地元住⺠にとって利⽤しやすい駅舎及び街の顔としてふさわしい個性的な駅舎
が増加している〔１−３−２０図〕。

１−３−２０図 個性的な駅舎（奥⽻線⾚湯駅）
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（エ）バリアフリー化への対応

 近年の⾼齢化社会の進展、障害者の社会参加の機会の増⼤等に伴い、⾼齢者、障害者等への配慮、いわゆるバ
リアフリー化がより⼀層必要となっている。
 このため、ＪＲ各社においても鉄道駅におけるエレベーター・エスカレーター、⾞椅⼦⽤通路、誘導・警告ブ
ロックの設置、⾝体障害者⽤のトイレの設置等を積極的に⾏っている。また、⾞両については、⾞椅⼦⽤トイレ
の設置、優先席（シルバーシート）の導⼊の促進等が進められている。この結果、これらの施設の整備率は向上
しているが、⼤⼿⺠鉄及び地下鉄の⽔準よりは低くなっているものが多い〔１−３−２１表〕。

１−３−２１表 ＪＲ（国鉄）の⾼齢者・障害者⽤施設整備状況
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（２）荷主ニーズへの対応
〜コンテナ化の推進等

 貨物輸送についても、ＪＲ貨物発⾜以降、コンテナ輸送に対するニーズの⾼まりに対応してコンテナ化を進め
た〔１−３−２２図〕ほか、クールコンテナ輸送、ピギーバック輸送等新しい商品の開発を⾏い、サービスの向
上に努めている。また、列⾞の直⾏化、新型機関⾞の開発等による輸送時間の短縮や列⾞の増発による輸送⼒の
増強に努めている。

１−３−２２図 ＪＲ貨物（国鉄）の輸送量及びコンテナ化率の推移
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（３）安全性の確保
〜事故件数の減少

 輸送の安全の確保は輸送機関の基本的な使命である。そこで、ＪＲは、安全対策（推進）部（室）の設置及び
社員教育の徹底により事故防⽌体制を整備するとともに、保安施設の整備を進めることにより、鉄道運転事故の
件数を減少させることに対して最⼤限の努⼒を講じてきた。
 こうした努⼒の結果、列⾞の衝突、脱線等を⽣じた運転事故件数及び列⾞百万キロ当たりの運転事故件数は減
少しており〔１−３−２３図〕、死傷者数も３年度以降減少している〔１−３−２４図〕。また、ＪＲは７年１
⽉の阪神・淡路⼤震災の際の教訓を踏まえ、施設の耐震性の向上及び地震発⽣時の列⾞の安全確保に努めてい
る。

１−３−２３図 運転事故件数及び死傷者数の推移
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１−３−２４図 列⾞の⾛⾏百万キロ当たりの運転事故件数の推移

４ ⾼速化等の技術開発への取り組み

 国鉄時代は、国鉄の経営悪化に伴い技術開発への取り組みは後退したが、分割・⺠営化に伴い、鉄道の発展に
必要で共通的な研究開発、社会的要請の⾼い研究開発等を⾏うという⽬的から、国鉄の鉄道技術研究所、鉄道労
働科学研究所等を統合して財団法⼈鉄道総合技術研究所（以下、鉄道総研）が設⽴された。
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 鉄道総研及びＪＲ各社では、新幹線及び在来線の⾼速化技術開発、超電導磁気浮上式鉄道の技術開発、災害等
の被害予測・復旧⽀援システムをはじめとする安全（防災）対策等の技術開発に積極的に取り組んでいる。その
中でも⾼速化への取り組みがめざましく、特に新幹線の⾼速化に成果が現れている〔１−３−２５表〕。

１−３−２５表 新幹線・在来線の⾼速化技術関係に係わる主な取り組み

 また、国鉄時代に抑制されていた研究開発費も、分割・⺠営化後は増加している〔１−３−２６図〕。

１−３−２６図 研究開発費の推移（リニアを除く）
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第４節 改⾰後の⻑期債務等の処理状況

１ 国鉄⻑期債務等の処理⽅針

（１）国鉄⻑期債務とその承継
〜２５．５兆円が清算事業団へ

 昭和６２年３⽉３１⽇をもって⽇本国有鉄道は幕を閉じたが、その時点（昭和６２年度⾸）において処理しな
ければならない国鉄⻑期債務等の総額は、３７．１兆円という膨⼤な額にのぼった〔１−４−１図〕。この国鉄
⻑期債務等については、事業の健全かつ円滑な運営に⽀障が⽣じない範囲で旅客会社等に承継させ、残るものに
ついては清算事業団が処理することとなったが、そのうち新事業体は１１．６兆円（うちＪＲ東⽇本、ＪＲ東
海、ＪＲ⻄⽇本、ＪＲ貨物等が計５．９兆円、保有機構が５．７兆円）を負担することとされ、残る２５．５兆
円については清算事業団において処理することとなった。なお、保有機構は、⾃らの承継債務５．７兆円に加え
て、新幹線施設の再調達価額と簿価の差額２．９兆円を清算事業団に対して負担することとなっており、これを併
せた８．５兆円をＪＲ本州３社が新幹線施設リース料の⽀払いという形で負担していたため、実質的なＪＲ本州
３社、ＪＲ貨物等の負担総額は１４．５兆円であった。

１−４−１図 国鉄⻑期債務等の内容
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（２）清算事業団の債務等の処理⽅針
〜資産売却後、最終的には国において処理

 ６２年の国鉄改⾰により清算事業団が処理することとなった２５．５兆円の債務については、６３年１⽉２６
⽇の閣議決定「⽇本国有鉄道清算事業団の債務の償還等に関する基本⽅針について」において、「最終的に残る
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債務等について国⺠に負担を求めざるを得ない」とされ、その処理については、「⼟地処分収⼊等の⾃主財源を
充ててもなお残る債務等については、最終的には国において処理する」こと、「その本格的な処理のために必要
な『新たな財源・措置』については、雇⽤対策、⼟地処分等の⾒通しのおおよそつくと考えられる段階で、歳
⼊・歳出の全般的⾒直しとあわせて検討、決定する」こととされている。
 また、清算事業団の⾏う資産処分に関しては、「⼟地、株式等の資産の適切かつ効率的な処分を進め、⾃主財
源の増⼤を図り、極⼒国⺠負担の軽減に努めるものとする」こととされている。
 なお、資産処分業務に関する重要事項の審議を⾏う機関として、資産処分業務に関し学識経験を有する委員１
０名からなる資産処分審議会が清算事業団に設置された。
 清算事業団の承継した⻑期債務等の処理のための⾃主財源は、⼟地（８，８０８ｈａ、６２年度⾸推計額７．
７兆円）、ＪＲ７社の株式（９１９万株、額⾯総額０．５兆円）、帝都⾼速度交通営団に対する出資持分（３．
１億⼝、評価額０．７兆円（注１）、以下「営団出資持分」という。）、保有機構に対する債権（２．９兆円
（注２））であり、６２年度⾸においては、総額１１．８兆円と推計された。
 この結果、最終的に国において処理することとされている⻑期債務等の額は、清算事業団の承継した⻑期債務
等２５．５兆円とその処理に充てることとされた⾃主財源１１．８兆円の差額１３．８兆円と試算されていた
〔１−４−２図〕。

１−４−２図 国鉄⻑期債務等の処理
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(注) １．昭和６２年９⽉に純資産価額⽅式（再調達価額）により評価した額。
２．東海道・⼭陽・東北・上越新幹線の再調達価額と簿価との差額

２ 清算事業団の資産処分

(1) ⼟地

（ア）旧国鉄等からの⼟地等の承継
〜８，８０８ｈａの⾮事業⽤資産

 国鉄⻑期債務の処理に当たっては、国⺠負担をできるだけ軽減するため、旧国鉄が保有していた⼟地のうち、将
来の鉄道事業に最少限必要となる事業⽤⽤地以外の⽤地は原則として売却することとし、これらを清算事業団に
帰属させ、⽇本鉄道建設公団から引き継いだものを併せて、８，８０８ｈａの⼟地（その後、⽇本鉄道建設公団
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からの追加承継等により、保有⼟地は約４８０ｈａ増加している。）を売却し、この収⼊を⻑期債務の償還に充
てることとなった。

（イ）⼟地売却の⼀時的凍結
〜地価⾼騰を背景

 東京圏では昭和６２年の公⽰地価（商業地）が前年⽐４８％上昇するなど、６０年頃からの地価の急激な⾼騰
を背景として、当⾯の地価対策が国家的緊急課題となり、６２年１０⽉１６⽇に「緊急⼟地対策要綱」が閣議決
定され、事業団の⼟地の売却については、「地価が異常に⾼騰しつつある地域内の⽤地の売却については、異常
な⾼騰が沈静化するまでこれを⾒合わせる」こととされ、事実上⼊札による処分は凍結された。また、同要綱で
は「地価を顕在化させない⼟地の処分⽅法について検討を進める」とされた。
 ６３年５⽉には「地価を顕在化させない⼟地の処分⽅法について」（資産処分審議会答申）が出され、⼟地の
処分⽅法として、「⼟地信託⽅式」（⼟地を信託し、信託受益権を分割⼜は⼀括で処分する⽅法）、「建物付⼟
地売却⽅式」（清算事業団⽤地に建物を建設し、⼟地と建物を共有持分権⼜は区分所有権として分割して売却す
る⽅法）等が⽰された。その後、公⽰地価の前年⽐上昇率が全国平均で６３年の２２％から平成元年には８％に
なるなど、地価⾼騰が沈静化傾向を⾒せるとともに、清算事業団の債務が累増している状況を踏まえて、元年２⽉
には⼟地対策関係閣僚会議申合せがなされ、「周辺地域の地価の動向等に照らし、地価に悪影響を与えないと判
断されるものについて、順次、⼀般競争⼊札を⾏うことができるものとする」とされ、同年６⽉からは、順次、
監視区域内における⼀般競争⼊札が再開されることとなった。

（ウ）債務償還等に関する具体的処理⽅針の策定
〜平成９年度までに実質的処分を終了

 上記のように⼟地の処分が制約された⼀⽅で債務等が累増するという状況に対して、債務等の本格的な処理の
早期実現を図るため、「⽇本国有鉄道清算事業団の債務の償還等に関する具体的処理⽅針について」が元年１２
⽉１９⽇に閣議決定され、不動産変換ローン（不動産の共有持分権に変換する予約権が付いたローン契約により
債務の早期償還を⾏う⽅式）をはじめとする様々な⼟地処分⼿法を導⼊、推進するとともに、清算事業団の⼟地
については、「平成９年度までにその実質的な処分を終了する」こととされた。

（エ）⼟地処分の推進
〜⼀般競争⼊札の拡⼤、随意契約の要件緩和、多様な処分⽅法の活⽤

（ａ）概観

 その後の清算事業団の⼟地処分は、景気の後退の時期があったことに加え、全国平均の公⽰地価が平成３年を
ピークとして８年まで毎年連続して下落するなど不動産市況の低迷により極めて厳しい状況となった。このた
め、４年１⽉には運輸省内に「⽇本国有鉄道清算事業団所有⼟地処分推進中央会議」（４年１⽉以降８回開催）
を設置し、全省あげての清算事業団の⼟地処分の⽀援体制を確⽴するとともに、各地⽅ブロックにおいても関係
⾃治体、地⽅運輸局及び清算事業団から構成される連絡会議を設置している。また、平成５年１０⽉に、運輸省
と清算事業団が共同して策定した「⽇本国有鉄道清算事業団の⼟地の処分及び有効活⽤の促進のためのアクショ
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ンプログラム」（その後、６年１２⽉及び８年２⽉にも策定）に基づき、あらゆる⼿段を講じて⼟地処分を推進し
ている。
 さらに、事業団は、事業団⽤地の情報を掲載した情報誌の発⾏、⼟地売却ＰＲ⽉間の実施、⼟地情報センター
の設置等積極的に⼟地のＰＲに努めている。

（ｂ）具体的促進策 〔１−４−３表〕

１−４−３表 ⼟地の処分⽅法の実施状況と促進策
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① ⼀般競争⼊札の拡⼤
市街地等における⼀般競争⼊札については、事実上凍結されていたところであるが、その後の地価の沈静

化の中で、３年１１⽉に地価に悪影響を与えない⼿法として上限価格付競争⼊札を⼀部で導⼊し、４年１１
⽉には⼤規模⽤地にも上限価格付競争⼊札の拡⼤を図った。
 また、７年４⽉からは⼊札に係る所有権移転禁⽌等の規制条件を全⾯的に緩和するなど、⼀般競争⼊札の
拡⼤に努めてきた。

② 随意契約による処分の推進

地⽅公共団体等が公的⽤途に供する場合は随意契約によることが可能となっているが、３年１０⽉、４年
９⽉に随意契約の要件緩和を⾏った。また、４年８⽉の「総合経済対策」において、地⽅公共団体による事
業団⽤地等の先⾏取得に対する利⼦負担軽減措置が講じられた。

③ 多様な⼟地処分⽅法の活⽤

事業団では上記のような処分⼿法の他に、前述した様々な⽅式を導⼊して⼟地処分の⼀層の促進を図ってい
るが、「⼟地信託⽅式」については３年度から渋⾕等６ヶ所で信託受益権の販売を実施し、また、「建物付
⼟地売却⽅式」については３年度から津⽥沼電⾞区等２１ヶ所で実施している。「不動産変換ローン⽅式」
については２年度から新宿南等５ヶ所で実施している。
 その後地価がさらに沈静化する中で、地価対策に配慮しつつ購⼊者のニーズに対応した売却⽅法として、
「建物提案⽅式」（清算事業団が、購⼊希望者から建物建設計画の提案を受けたうえで⼊札を実施する⽅
式）及び「⺠間住宅付共同分譲⽅式」（⺠間事業者が清算事業団⽤地上に住宅を建設し、清算事業団と共同
で住宅分譲を⾏う⽅式）を開発し、６年度からそれぞれ１０ヶ所で実施している。
 なお、⼊札にかけても落札されない物件については、５年１１⽉からレインズ（Real Estate Information
Network System、指定流通機構の不動産情報コンピューター・ネットワーク）を利⽤した売却を実施してい
る。その他、⽐較的⼩規模な物件の公募売却も７年１０⽉から実施している。

（オ）⼟地等の処分の実績
〜平成７年度までに５，８００ｈａ、４．６兆円

 以上のような経緯をたどりつつ、昭和６２年度から平成７年度までに売却した清算事業団の⼟地は約５，８０
０ｈａであり、約４．６兆円の収⼊をあげてきたところであるが、このうち国や地⽅公共団体に対する随意契約
が約５，０００ｈａ、約３兆４，３００億円と、その⼤宗を占めている〔１−４−４図〕。
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１−４−４図 ⼟地処分の実績
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 清算事業団の⼟地は、駅周辺など地域の中⼼的市街地の近傍に位置しているものが多く、売却後は地⽅公共団
体のまちづくりに活⽤されるなど地域の活性化を図る空間へと変⾝している。主な活⽤事例としては、ＪＲ両国
駅前の江⼾東京博物館、⼤阪のＯＣＡＴ（⼤阪シティエアターミナル）のほか、公園、病院、福祉施設等の公共
施設やオフィスビル、住宅にも活⽤されている〔１−４−５図〕。

１−４−５図 これまでに清算事業団が売却した⼟地の活⽤事例

（カ）今後の取り組み
〜汐留、品川等⼤規模物件の早期処分を推進

（ａ）平成８年度における取り組み
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 現在、清算事業団⽤地は約３，５００ｈａを残すところとなっているが、本年度においても⼀般競争⼊札、随
意契約のほか、建物提案⽅式等を実施することにより、その処分を強⼒に進めることとしている。
 特に８年度には、⼤規模物件である汐留地区のうち、銀座寄りの３街区（５．３ｈａ）について、同年５⽉か
ら⼟地購⼊者の募集を開始したところであり、今後、街区単位での⼟地利⽤・建物計画案の提案を受け、８年度
中に⼊札を実施することとしている。
 なお、残りの街区についても、仮換地指定がなされ次第、順次売却⼿続を進めることとしている。
 また、品川駅東⼝地区については、現在、清算事業団が施⾏主体として⼟地区画整理を進めており、８年３⽉
に仮換地指定された同地区の⼤部分（５．３ｈａ）について、８年度中に汐留と同様の⽅法により売却する⽅針
である。

（ｂ）今後の取り組み

 今後の清算事業団の⼟地の処分については、不動産を取り巻く状況が依然として厳しい中、実質的処分の終了
年度である９年度を⽬前にして⼀層の推進が必要である。
 このような状況を踏まえ、運輸省・清算事業団としては、組織を挙げてのセールス活動を⼀層強化するととも
に、残る汐留、品川、東京駅周辺、梅⽥など⼤規模物件の売却促進、地⽅公共団体に対する⼟地購⼊の要請、建
物提案⽅式等を活⽤した多様な⼿法に基づく処分の推進等の措置を積極的に実施していくこと等により、９年度
末までに⼟地の実質的処分が終了するよう最⼤限努⼒していくこととしている。

(2) 株式等

（ア）営団出資持分の譲渡
〜約０．９兆円が国へ

 清算事業団の保有する営団出資持分については、政府からの清算事業団に対する貸付⾦の償還に代えて、適正
な価額で順次、政府に譲渡することとされ、昭和６２年度より平成元年度までに３９３億円の譲渡が⾏われた。
 その後、債務等の累増防⽌及び償還の基盤確⽴のため、２年度に清算事業団の営団出資持分の政府への⼀括譲
渡と引き替えに、当該出資持分の２年度における評価額（９，３７２億円）相当の資⾦運⽤部からの有利⼦債務
を清算事業団から国に承継させる措置が講じられた。

（イ）ＪＲ株式の処分
〜ＪＲ東⽇本、⻄⽇本を⽪切りに早期売却を推進

（ａ）清算事業団のＪＲ株式の保有

 国鉄改⾰により新たに発⾜したＪＲ各社の株式については、債務処理に充てるため清算事業団で保有すること
とされた（株式数９１９万株、額⾯評価額約０．５兆円）〔１−４−６表〕。

１−４−６表 ＪＲ各社の株式数
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（ｂ）ＪＲ株式基本問題検討懇談会と株式処分の基本⽅針の確⽴

 ＪＲ株式の処分については、２年３⽉から、ＪＲ株式の処分に関し、運輸省としての指針を得るため、「ＪＲ
株式基本問題検討懇談会」が開かれ、３年５⽉には、できる限り早期に効果的な売却を⾏うこと、売却に当たっ
ては、公正な価格決定を⾏うとともに、広く国⺠に購⼊機会を提供し得るよう公正かつ簡明な⼿続き、⽅法によ
ること、証券・⾦融市場の動向へ⼗分に配慮すること等を内容とする「ＪＲ株式の売却に関する意⾒」が運輸⼤
⾂に提出された。

（ｃ）ＪＲ東⽇本株式の売却・上場

 運輸省では、４年８⽉には、４年度の株式売却の対象会社をＪＲ東⽇本に決定するなど、準備を進めたが、株
式市況は、⽇経平均株価が元年末にピークに達した（３万８，９１５円）後急落し、２年末には２万５千円を割
り込み、３年末から４年春まで、株価低迷のため新規公開は事実上停⽌しており、４年８⽉には⽇経平均株価が
１万４先円台にまで下落する等低迷した。このため、経済対策閣僚会議により出された「総合経済対策」におい
て、証券市場の活性化対策の⼀環として、政府保有株式の売却の凍結等が⽰され、ＪＲ東⽇本株式の４年度の売
却は⾒送られた。
 ５年度に⼊り、⽇経平均株価は、２万円から２万１千円の間で推移する等回復し、株式市場の動向も落ち着き
を⾒せたため、ＪＲ東⽇本株式の売却が⾏われ、１０⽉２６⽇に東京証券取引所等４証券取引所における上場が
実現した。このときの売却株式数は、発⾏済株式数４００万株中２５０万株、売却収⼊は１．１兆円であった。

（ｄ）ＪＲ⻄⽇本株式の売却・上場への取り組み
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 ＪＲ東⽇本に続く新規株式売却対象会社については、６年６⽉の資産処分審議会答申を踏まえ、同⽉、ＪＲ⻄
⽇本とすることが決定され、同社株式の売却・上場に向けての⼿続きが進められたが、⽇経平均株価が６年９⽉
頃には２万円を割る等株式市場をめぐる状況等から、ＪＲ⻄⽇本株式の６年度内の売却上場は⾒送られた。
 翌７年度においても、７年１⽉の阪神・淡路⼤震災により、ＪＲ⻄⽇本が６年度決算で上場基準を達成するこ
とができなかったこと等のため、前年度に続き株式の売却・上場の断念を余儀なくされた。
 ⼀⽅で、売却⽅法について検討を⾏い、７年１２⽉の資産処分審議会答申において、株式の新規売却について
は、現⾏の⼊札と売出しの組合せ⽅式に改善を講じた「⼊札と売出しの並⾏実施⽅式」が、適切であるとされ
た。

（e）ＪＲ⻄⽇本株式の売却・上場の実施

 ８年度においては、ＪＲ⻄⽇本株式の売却について、７年１２⽉の答申を踏まえて「⼊札と売出しの並⾏実施
⽅式」で⾏うこととし、所要の準備を進め、同年１０⽉８⽇、東京証券取引所等６証券取引所に上場を果たし
た。売却株式数は発⾏済株式数２００万株中１３６．６万株の売却、売却収⼊は０．５兆円となった。

（ｆ）ＪＲ株式売却のための今後の取り組み

 ＪＲ株式の処分は、ＪＲ各社の完全⺠営化と同時に、清算事業団の債務償還を図る観点からも、売却・上場の
ための条件が整い次第、速やかに進めていくことが必要である。
 運輸省・清算事業団としては、今後ＪＲ東海株式の売却・上場及び既に上場を果たしたＪＲ東⽇本及びＪＲ⻄
⽇本の残株式の売却について検討・準備を進めていくこととしている。その際には、６年６⽉の資産処分審議会
答申を踏まえ、完全⺠営化に⾄る段階が３社間でできるだけそろうよう配慮することとしている。
 ⼀⽅、ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ九州及びＪＲ貨物会社の各会社は、厳しい経営状況の中で現時点において
直ちに株式上場⼿続を進めることは困難であると考えられるが、本州３社と同様、完全⺠営化及び国⺠負担軽減
の観点から、なるべく早期に売却を⾏う必要があり、そのため、その前提となる経営基盤の強化の⽅策について
検討を⾏っているところである。

３ 海外における過去債務処理の取り組み状況

 以上のように、我が国における国鉄⻑期債務等の処理の取り組み状況についてみてきたが、海外における鉄道
の制度改⾰としては、主にヨーロッパ諸国において、我が国と同様に経営状況の破綻した国鉄に係る改⾰が実施
されており、なかでも、ドイツとイギリスにおいては、我が国において１９８７年に国鉄改⾰が実施された後
に、１９９４年より国鉄の分割・⺠営化等を柱とする改⾰が⾏われており、過去債務の処理問題への対応もなさ
れている。
 以下、海外における我が国と共通した内容の制度改⾰を実施している国鉄の過去債務処理の取り組みの状況を
参考として取り上げる。

(1) ドイツ

（ア）過去債務問題の背景
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 ドイツは１９９０年に統⼀されたが、統⼀前の旧東⻄ドイツには、ドイツ帝国鉄道（ＤＲ：東ドイツ国鉄）、
ドイツ連邦鉄道（ＤＢ：⻄ドイツ国鉄）が存在していた。ＤＲに関しては、旧東独時代は⾃動⾞の⼊⼿困難さ、
計画経済体制下での⼀定の鉄道需要の保証等の事情から鉄道依存度が⾼かったものの、ドイツ統⼀による⾃由経
済体制への移⾏に伴い、⾃動⾞との競争にさらされることとなり、これにコストの急騰などの要因も加わって、急
速に業績は悪化した。１９９１年には旅客、貨物ともに輸送量は１９９０年に⽐べほぼ半減し、４３億マルク
（約３，１８２億円：１マルク＝約７４円で換算（平成８年９⽉末現在）。以下同じ。）の⽋損を計上してい
た。また、ＤＢに関しても、１９７０年から１９９０年までの２０年間で旅客輸送シェアについては８．４％が
６．２％に、貨物輸送シェアについては３９．９％が２４．７％ヘそれぞれ低下するなど輸送実績が低迷を続け
たため、１９７３年以降の⻄ドイツ政府によるＤＢに対する利⼦補給措置にもかかわらず、累積債務額は１３５億
マルク（約９，９９０億円）から４４０億マルク（約３．３兆円）に増加していった。
 以上のように、ＤＢ及びＤＲの債務については、さらに１９９４年に約７００億マルク（約５．２兆円）と⾒
込まれた債務がその後１０年間に少なくとも約３，８００億マルク（約２８兆円）に達する⾒込みであったこと
から、将来的に鉄道が交通機関として再⽣を遂げ、連邦財政の危機を回避させるという背景の下に、１９９４年、
過去債務についての抜本的な処理を含む国鉄改⾰が実施されることとなった。

（イ）債務処理に向けての取り組み

 ドイツでは、１９９４年１⽉国鉄改⾰が⾏われ、業績の悪化していた旧東⻄ドイツ国鉄は統合され、ドイツ鉄
道株式会社（ＤＢＡＧ）が設⽴された。ＤＢＡＧは、鉄道施設の所有者となり、その建設、維持、運営を⾏うと
ともに、これを担当する部⾨と区分された旅客輸送部⾨（遠距離と近距離に区分）と貨物輸送部⾨を有すること
となった。鉄道施設保有・管理部⾨についてはＤＢＡＧの他の旅客輸送部⾨と貨物輸送部⾨及びこれらと同⼀の
条件下で鉄道施設を借り受けるＤＢＡＧ以外の鉄道事業者からの使⽤料をもって収⼊としている。ＤＢＡＧの鉄道
施設保有・管理部⾨、旅客輸送部⾨・貨物輸送部⾨等は将来的には１９９９年初までにそれぞれ部⾨毎に独⽴の
会社として分割することが予定されている。
 １９９３年末で約６６０億マルク（約４．９兆円）にのぼる旧東⻄ドイツ国鉄の過去債務については、新たに
設⽴された連邦の機関である連邦鉄道財産機構（ＢＥＶ）に全て承継され、ＤＢＡＧには承継されなかった。Ｂ
ＥＶは、債務の承継と併せてＤＢＡＧの営業上不要な不動産等（評価額約１３３億マルク（約９，８４２億
円））も承継した。
 ＢＥＶが承継した約６６０億マルクの過去債務の償還に充てる財源としては、⼀般財政⽀出のほか、ＢＥＶの
不動産の売却収⼊があてられており、償還のための借⼊れは実施されていない。
 この過去債務については、これまでのところ、その発⽣年度に利⼦の⽀払いが⾏われており、元本についても
９６年度から償還が開始されている。９６、９７年度各３億マルク（約２２２億円）、９８年度以降は少なくと
も年間２８億マルク（約２，０７２億円）の元本償還を⾏うことが予定されていることから、過去債務は純減に
向かう⾒込みとなっている。
 また、９４年からは旧東⻄ドイツ国鉄の過去債務の償還等により⼀般財政需要が増⼤することから、鉱油税の
引き上げが⾏われ、９４年度では約７７億マルク（約５，６９８億円）の増収があった。
 よって、国鉄改⾰に伴いＢＥＶが承継した債務については連邦が無制限の責任を負うこととされているため、
ドイツの過去債務処理の最終責任については連邦政府に帰属することとなっている。

(2) イギリス
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（ア）過去債務問題の背景

 イギリス国鉄は、１９５０年代の半ばよりモータリゼーションの進展等から経営が悪化し始め、⼀時的に⿊字
の時期はあったものの、それ以外は⼀貫して⾚字経営を続けていた。１９８０年代初頭、景気後退や競争激化の
ため深刻な経営難に陥り、関連事業の⺠営化をはじめとする経営努⼒の結果、⼀旦、単年度⿊字を計上するもの
の、１９９０年度以降には英仏海峡トンネル関連投資等への⽀出増により⾚字に転じていた。
 イギリス国鉄は、１９７４年以降、運営上の⽋損に関しては原則として政府から補償されることとされてお
り、設備投資についても１９７５年以降は旅客輸送のうち、ローカル線等の輸送に関するものは補助されること
となっていたこと等から、イギリス国鉄の過去債務は我が国やドイツに⽐べ⽐較的少額（９４年度⾸で約３２億
ポンド（約５，４４０億円：１ポンド＝約１７０円で換算（平成８年９⽉末現在）。））であった。

（イ）債務処理に向けての取り組み

 イギリスでは、１９９４年４⽉国鉄改⾰が⾏われ、旧イギリス国鉄は鉄道施設保有・管理主体（新たに設⽴さ
れたレールトラックが担当）と列⾞運⾏主体（全国２５の旅客会社、４分野に区分された貨物会社等を⼦会社と
して保有する持株会社である英国鉄管理会社が担当）に分割され、レールトラックは列⾞運⾏主体からの線路使
⽤料収⼊により運営され、政府からの助成は受けないこととなっている。約３２億ポンドの債務については、英
国鉄管理会社（約６２．７億ポンド（約２，１５９億円）を承継）とレールトラック（約１９．７億ポンド（約
３，３４９億円）を承継）が分割して承継した。英国鉄管理会社の承継した債務については、その⼦会社の株式
売却収益等を返済にあてることとなっている。また、レールトラックの承継した債務については、線路使⽤料収
⼊を返済にあてることとなっている。
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第５節 国鉄改⾰の評価と残された政策課題

１ 国鉄改⾰後１０年を経た現時点における評価

（１）国鉄改⾰の意義
〜国鉄事業の再⽣

 国鉄改⾰の意義は、国鉄再建監理委員会の意⾒にあるとおり、破綻に瀕している国鉄を交通市場の中での激し
い競争に耐え得る事業体に変⾰し、国⺠⽣活充実のための重要な⼿段としての鉄道の役割と責任を⼗分に果たす
ことができるよう国鉄事業を再⽣させることであった。
 そしてその具体的⽅策として、国鉄経営の破綻の原因は公社制による全国⼀元的な経営形態にあるとし、適切
な事業単位への分割及び⺠営化が⾏われた。その際、旅客部⾨の分割を⾏うに当たっては、旅客の流動実態等を
重視して６会社を設⽴し、各会社の安定的な経営基盤の確保については収益調整措置によって担保することとし
た。また、貨物輸送については、列⾞の運⾏実態等にかんがみ、旅客部⾨からは経営を分離し、全国⼀元の経営
体制とした。
 ⼀⽅、経営形態の変⾰に伴い⽣ずる問題のうち、余剰⼈員対策については、旅客会社に適正要員規模の２割増
の⼈員を移籍させるとともに、旧国鉄職員の再就職対策として、移⾏前の希望退職及び清算事業団への移⾏者に
対する再就職プログラムを実施した。
 また⻑期債務等の処理に当たっては、新事業体の事業経営の健全性の確保と最終的な国⺠負担の軽減の２つの
要請を最⼤限満たす観点から、本州３社（ＪＲ東⽇本、ＪＲ東海及びＪＲ⻄⽇本をいう。以下同じ。）及びＪＲ
貨物に簿価（新幹線は再調達価額）評価資産に⾒合う債務を負担させるとともに、清算事業団の⼟地、株式等の
資産の売却収⼊を残債務等の処理財源とし、最終的に残る⻑期債務等については国⺠に負担を求めるという現在
のスキームが定められた。

（２）評価すべき点
〜運賃⽔準の維持、輸送サービス内容の向上、納税者への負担軽減、職員数の削減

 国鉄改⾰から１０年を経た今、（１）に述べたような具体的⽅策の下で国鉄事業の再⽣という観点から⾒る
と、分割・⺠営化後の鉄道事業の状況の中には主に以下の４つの点をはじめとして評価できるものが多い。

①運賃⽔準の維持

 昭和５０年代以降の国鉄時代においては、毎年のように⾏われた運賃改定の⼀⽅で旅客輸送量は減少停滞
が続いたところであるが、⺠営化後は、平成８年のＪＲ北海道等（ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州をい
う。以下同じ。）の運賃改定以外は基本的には⺠営化前の運賃レベルが維持されている。運賃⽔準が安定し
た背景としては、⺠営化後の好調な経済動向による輸送量増があったことも事実であるが、運賃⽔準が据え
置かれたことによってＪＲ各社が他の交通機関に対する競争⼒を増し、ＪＲ各社のサービス⾯の向上の努⼒
もあってこれが輸送量の増加に結びつくという良いサイクルをもたらしたことも否定できない。交通市場に
おける競争⼒を発揮する結果となったことは分割・⺠営化の最も顕著な効果として評価することができる。
今後、⾼速道路の整備の進展等による相対的な競争条件の低下が予想されるところであり、また、かつての
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ような⼤きな経済成⻑が期待できない経済情勢下でいかに輸送量の伸びを確保するかという点に留意し、創
意⼯夫をこらして営業努⼒に合わせ経営の効率化等を進めることが期待される。

②鉄道輸送サービスの内容の向上

 ダイヤ設定の改善や新規⾞両の投⼊など、分割により地域の実情にあったサービスの提供が可能となったこ
とに加え、鉄道特性を最⼤限発揮させる観点からの⾼速化や旅客輸送サービスの基本である職員の接客態度
の改善等のサービス⾯の向上が国鉄改⾰後積極的に進められたことは、利⽤者利便の向上の観点から評価に
値する。ただ⼀⽅では、⼤都市部における混雑率の改善や、⾼齢者、⾝障者の移動の円滑化に資する諸施設の
整備⽔準などについては⽴ち遅れている部分があり、これらの課題の解決のため、今後⼀層の努⼒が期待さ
れる。

③納税者への負担軽減

 国鉄時代は国からの補助⾦の額が国鉄による納税に代わる納付⾦等の額を上回り、差引概ね年間６，００
０億円程度の国⺠負担がなされていたところであるが、分割・⺠営化後はＪＲ各社は新たに法⼈税等の国税
を納付することになり、本州３社を中⼼に経営が好調に推移したことを背景に、逆に納税額が補助⾦の額を
概ね年間１０００億円以上も上回る状況が続いている〔１−５−１表〕。この点で、国鉄改⾰は国の財政の
改善効果をもたらし、ひいては納税者たる国⺠にとって負担軽減効果をもたらしているといえる。

１−５−１表 国鉄・ＪＲの納税、補助⾦等の額の推移
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④職員数の削減

 国鉄時代の経営上の問題として、何よりも事業内容に⽐し極端に多数の職員を抱えていたことが指摘されて
いた。国鉄の分割・⺠営化の⽅針が⽰された昭和５７年度末に３８．７万⼈であった職員数はＪＲ各社が発
⾜した６２年度初には１９．９万⼈、平成７年度末には１８．９万⼈と減少しており、それに伴い、ＪＲ各
社を通じて国鉄時代と⽐較して⽣産性の向上が図られた。

（３）ＪＲ各社の評価〜経営基盤の確⽴が共通課題

 国鉄事業の再⽣の観点からは、ＪＲ各社が健全な経営を維持し、さらに経営基盤の強化を図ることによって、
最終的な完全⺠営化を図ることが⼤きな課題である。ここでは、この⾯から⾒たＪＲ各社ごとの評価について述
べる。
 会社発⾜以降の経営状況を概観してみると、⼤別して、本州３社については、三⼤都市圏及び新幹線を有し経
営環境⼒が⽐較的良好であり、ＪＲ北海道等については、発⾜当初より厳しい経営環境が予想され、⻑期債務等
を承継しないこと及び経営安定基⾦の設置等の特別の措置が講じられたものの、昨今の⾦利低下による経営安定
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基⾦の運⽤益の減少などにより経営が厳しい状況にあり、また、ＪＲ貨物については、トラック、海運等と激しい
競争関係にあり、厳しい経営状況となっている。
 このように経営状況の相違はあるものの、各社に共通した今後の課題は、国鉄改⾰の⽬標である早期の完全⺠
営化の実現に向けて、その経営の中⼼である鉄道事業について更なる増収努⼒と経営効率化による経費節減に努
めるとともに、関連事業の充実を通じて経営の多⾓化を図ることにより、その経営基盤のより⼀層の強化を図る
ことである。各社別の評価は、以下の通りである。

（ア）本州３社
〜混雑緩和のための施設整備等⽴ち遅れた分野への取り組みを期待

 営業利益の増加（昭和６２年度から平成７年度で２５％増）に対し営業費⽤の増加を抑えている（同１２％
増）ことから、平成７年度の営業ベースの損益は昭和６２年度に⽐し２倍となる。⼀⽅経常利益は⻑期債務の利
⼦負担や既設新幹線施設の買い取りに伴う新たな利⼦負担のため昭和６２年度に⽐し１．５倍の増加にとどまっ
ている〔１−５−２表〕。鉄道共済組合と厚⽣年⾦の統合に伴う負担⾦等の新たな経費増加要因を抱えることか
ら、より⼀層の増収努⼒及び経営の効率化が必要である。加えて、⼤都市圏における混雑緩和やエレベーター等
の施設整備等⽴ち遅れている分野について積極的な取り組みが期待される。

１−５−２表 ＪＲ旅客会社の営業利益及び経常利益の推移
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 また、５年に株式の上場を⾏ったＪＲ東⽇本に続き、ＪＲ⻄⽇本が今年の１０⽉に各証券取引所に株式上場を
⾏ったところであり、ＪＲ東海についても早期の完全⺠営化の実現に向け、引き続き上場のための環境整備に努
める必要がある。

（イ）ＪＲ北海道等
〜経営安定基⾦の運⽤益減少への対処が急務

 経営環境が特に厳しい３社については、会社発⾜当初から積極的な合理化を進めてきた結果、⼤幅な⽣産性の
向上がみられる〔１−５−３図〕。また当初より厳しい経営環境が予想されている中で、営業損益における⾚字
幅を⺠営化当初に⽐べ３社計で２２０億円改善したところであるが、近年の低⾦利状況による経営安定基⾦の運
⽤益の減少（⺠営化当初に⽐べ３社計で２３４億円）などによりその経営状況は厳しく、完全⺠営化の実現のた
めには、今後とも、より⼀層の増収努⼒や経営合理化など各社が最⼤限の経営努⼒を尽くすことが必要である。

１−５−３図 ⽣産性の推移
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 また、３社の営業地域内における⾼速道路の整備の進展により、⾃家⽤⾞や⾼速バスとの競争の激化が⾒込ま
れるが、きめ細かなダイヤ設定や⾼速化、⾞両設備の充実などにより、鉄道ならではの魅⼒を引き出し、不断に
競争⼒を⾼めていくことが肝要である。

（ウ）ＪＲ貨物

平成８年度 87



〜経営基盤の強化が急務

 国鉄時代から引き続きコンテナ化、直⾏化による⾼速化を進めたことで、着実に輸送構造の変⾰を図り、鉄道
貨物特性を発揮できる分野に特化しつつある。６年に、同社の中⻑期経営計画「フレイト２１」を策定し、輸送
体系の再構築、営業⼒の強化及び要員の圧縮に取り組んでいるところであるが、５年度以降、営業収益が減少に
転じ３年連続して経常⾚字を出すなど厳しい経営状況が続いた。特に、７年度には回復が⾒られたものの、４年
度からは貨物輸送量がトンキロベースで減少に転じ、さらに特化を進めてきたコンテナ貨物についても６年度ま
で減少傾向が続いた。今後同計画の抜本的⾒直しを⾏い、徹底的な経営合理化を⾏うことはもとより、物流市場
においてより競争⼒のある輸送商品の開発などに努めるとともに、集荷の⼤部分を依存する通運事業者との連携
を強化することにより営業⼒を強化する等早急にその経営基盤の強化を図ることが必要である。

２ 残された政策課題

 １（２）に述べたように、国鉄改⾰には現時点で評価すべき⾯が多々ある⼀⽅で、残された政策課題もまた数
多い。その中でも最⼤の課題が⻑期債務等の処理に関する問題である。また、完全⺠営化の推進の観点から、Ｊ
Ｒ北海道等及びＪＲ貨物の経営基盤の強化についても、緊急の政策課題として取り組む必要がある。

（１）⻑期債務等の処理

 本州の３旅客会社に引き継がれた債務の償還は順調に進んでいるが、清算事業団に残置された債務について
は、⼟地及び株式の処分が円滑に進まず、かつ⼟地の価格も２年のピーク時に⽐べて⼤幅に落ち込んだこと等か
ら、債務残⾼が増加しつつあり、⼀⽅、売却資産は残りわずかとなっており、このまま放置すれば最終的に残る
債務額の増加は避けられない状況にあるため、何らかの抜本的な対策が緊急に求められる状況となってきてい
る。

（ア）⻑期債務等の現状
〜平成８年度⾸で２７．６兆円

 清算事業団は、昭和６２年度から平成７年度までの９年間で合計１１．３兆円の収⼊を上げた（注）。
 しかし、⼀⽅で、鉄道共済年⾦の特別負担を含めた利払い等の⽀払の合計は９年間で１３．３兆円にのぼり、
その結果、８年度⾸における清算事業団の⻑期債務等の残⾼は、国鉄改⾰当時の２５．５兆円から２．１兆円増
加し、２７．６兆円となっている。
 また、清算事業団の債務の償還等に充てられる資産のうち、

①⼟地については、売却の進展及び評価額の⽬減りにより、８年度⾸における評価額は、約３兆円

②ＪＲ株式については、５年度にＪＲ東⽇本株式を売却した結果、６６９万株（額⾯で、３，３４５億
円）、

③鉄道整備基⾦（旧保有機構から債務を承継）に対する債権については、元本約１．９兆円
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となっている（８年度⾸）。

（注） 昭和６２年度から平成２年度までの営団出資持分の譲渡を含む。

（イ）債務増加の要因
〜⾦利及び共済年⾦負担

（ａ）⾦利及び年⾦に係る利払い負担等

 清算事業団は、国鉄⻑期債務等から毎年発⽣する⾦利及び年⾦に係る利払い負担等（以下「⾦利等」とい
う。）の⽀払額以上の収⼊を上げなければ、その不⾜分だけ債務残⾼が累増するという、まさに⾦利等との競争
状態にあるという問題を抱えている。
 毎年度発⽣する⾦利等は、年１．３兆円ないし１．５兆円にのぼっており、この⾦利等の⽀払額を超える収⼊
額を上げ、債務残⾼が減少したのは、営団出資持分の⼀括譲渡と引換えに０．９兆円の債務を国が承継する措置等
が講じられた２年度及びＪＲ東⽇本株式を２００万株売却し、１．１兆円の売却収⼊を上げた５年度の２回のみ
であり、その他の年度は、いずれも債務残⾼が増加する結果となっている〔１−５−４図〕。

１−５−４(a)図 ⻑期債務等残⾼の推移
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１−５−４(b)図 国鉄清算事業団の債務処理の状況

 債務のうち確定債務の残⾼及び平均利率は〔１−５−５表〕のとおりである。８年度⾸において、清算事業団
の有利⼦債務は１８．４兆円であり、その平均利率は４．９５％となっている。

１−５−５表 国鉄清算事業団の確定債務と⾦利の負担（平成８年度⾸）
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（ｂ）共済年⾦による負担

①共済年⾦に係る特別負担

 昭和６２年度以降の新たな負担として、⽇本鉄道共済年⾦特別負担がある。これは、極めて厳しい財政状
況にある鉄道共済年⾦は、平成２年度より厚⽣年⾦をはじめとする他の年⾦制度からの⽀援を仰ぐこととな
ったが、その際、鉄道共済側の⾃助努⼒の⼀つとして、鉄道共済年全の過去の保険料率が⼗分でなかったこ
とに伴う旧国鉄時代の事業主の負担不⾜分について、旧国鉄の事業主としての地位を引き継いだ清算事業団
が、２年度から８年度まで年１，０００億円（総計７，０００億円）負担しているものである（ＪＲも年２
２０億円、総計１，５４０億円を負担）。

②統合に伴う移換⾦負担

 ８年６⽉７⽇に「厚⽣年⾦保険法等の⼀部を改正する法律」が成⽴し、被⽤者年⾦制度の再編成の第１段
階として、鉄道共済年⾦を含む旧３公社共済年⾦が９年４⽉に厚⽣年⾦に統合されることとなった。
 統合に当たっては、妥当な⽔準の積⽴⾦の移換が必要とされ、鉄道共済組合の現有積⽴⾦では、⾜りない
部分については、事業主が負担することが必要とされ、鉄道共済の現有積⽴⾦で充当できない約１兆円のう
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ち、旧国鉄の事業主としての地位を引き継いだ清算事業団が、９年度⾸において、新たに約０．８兆円の移
換⾦債務を負うことが予定されている。

（ウ）債務減少への取り組み
〜資産売却及び財政⽀援

（ａ）資産売却収⼊

 ⼟地、株式等の資産売却は、不動産市況、株式市況の影響を受け、⼟地の売却について⼊札による処分が凍結
される等、思い通り進んでいない現状にある。

（ｂ）補助⾦

 債務残⾼の増加を防⽌するため、清算事業団に対しては補助⾦が交付されてきたところである。その総額は８
年度までの１０年間で約１．６兆円となっている〔１−５−６図〕。

１−５−６図 ⽇本国有鉄道清算事業団補助⾦の推移
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（ｃ）国からの無利⼦貸付⾦

 清算事業団の債務には、５兆３，３８８億円（８年度⾸）の無利⼦貸付⾦が含まれている。
 その内訳は、

①特定無利⼦貸付⾦（昭和６１年度に⼀般会計に承継された国鉄の有利⼦債務相当額を⼀般会計から国鉄に
無利⼦で貸し付けたもの）

平成８年度⾸残⾼ ５兆５９９億円

②財政再建貸付⾦（昭和５１年度に棚上げを⾏った⻑期債務（昭和５１年度２兆５，４０４億円）の償還の
ために、５１年度から５４年度までの間⼀般会計が国鉄に無利⼦で貸し付けた資⾦）

平成８年度⾸残⾼ ２，１６１億円
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③地⽅交通線特別貸付⾦（地⽅交通線の運営費に充てるため、５２年度から５４年度までの間⼀般会計が無
利⼦で貸し付けた資⾦）

平成８年度⾸残⾼ ６０８億円

④その他（昭和２６年に無利⼦、無期限で貸し付けた２０億円の貸付⾦）

となっている。

これらの無利⼦貸付⾦は、清算事業団の厳しい状況に鑑み、①については、当初の貸付条件（昭和６１年から５
年据置、２０年均等償還）が、平成２年度特別措置法により変更（同１０年据置、１５年均等償還）され、②③
についても同法により据置期限が２年度から７年度まで延⻑された。

（エ）現⾏スキームの限界
〜残り資産が減少し、債務の累増が不可避

 これまでの債務処理の状況は、前述したとおり、まさに⾦利等との競争と認識しており、年間１．３兆円ない
し１．５兆円の⾦利等以上の⾃主財源収⼊をあげなければ、債務が累増し、最終的に残る債務額も増加すること
となる問題を抱えている。
 ⼀⽅、⾃主財源収⼊が、⾦利等と同額あるいはそれ以上になった場合であっても、⼀時的には債務は増加しな
いが、売却により資産額が減少することから、最終的に残る債務額は増加することとなる。また、地価の下落等
により資産評価額が⽬減りすれば、更にその分だけ最終的に残る債務額が増加することとなるといった問題も⽣
じている。
 資産が少なくなってきた現状において、債務の⼤幅な減少は期待できるものではないばかりか、⾃主財源を充
ててもなお残る債務の累増は避けられない状況となっている。

（オ）本格的処理策の確⽴の必要性

 清算事業団の債務等については、昭和６３年の閣議決定において、「⼟地処分収⼊等の⾃主財源を充ててもな
お残る事業団の債務等については最終的には国において処理する」こととなっており、その「本格的な処理のた
めに必要な「新たな財源・措置」については、雇⽤対策、⼟地の処分等の⾒通しのおおよそつくと考えられる段
階で、歳⼊・歳出の全般的⾒直しとあわせて検討、決定する」こととされている。雇⽤対策については、前述の
とおり既に終了しており、また、⼟地の処分については、平成元年の閣議決定において、「事業団の⼟地の処分
については、平成９年度までにその実質的な処分を終了する」こととされている。
 また、現在の⻑期債務残⾼に⽐べて、⼟地・ＪＲ株式等の清算事業団の資産は、残りわずかであり、今後⼤幅
な債務の減少は期待できない上に、このまま推移すれば⾦利等により最終的に残る債務額はますます増加してい
くと⾒込まれる。
 こうした中で、国鉄⻑期債務の本格的処理策については、連⽴与党の財政構造改⾰ワーキングチームが９⽉１
８⽇に検討を開始し、この場で国が責任をもって債務処理に当たることについて是認するものとされた。また、
１０⽉の衆議院議員選挙後の１１⽉１５⽇には、新たに⾃⺠党に国鉄⻑期債務問題特別委員会が発⾜し、この問
題についての本格的検討が開始された。
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 債務の本格的な処理の遅れは、益々国⺠負担額を増加させることになることから、これを防⽌するためにも、
債務の本格的な処理策の確⽴が急務である。このため、国⺠の納得が得られるような、具体的処理⽅策について
鋭意検討を進めることとしている。

（２）ＪＲ北海道等及びＪＲ貨物の完全⺠営化に向けた経営基盤の強化

 １に述べたように、旅客部⾨の分割を⾏うに当たっては、各会社の安定的な経営基盤の確保については収益調
整措置によって担保することとされ、これを受けてＪＲ北海道等については経営安定基⾦が設けられ、その運⽤
益によって営業損益における⾚字を補填し、経営の維持を図ることとされた。しかし、昨今の低⾦利情勢の影響
により、この運⽤益の額が年々低下し、収益調整措置として充分機能しない状況となってきている。また、ＪＲ貨
物については、旅客会社からの線路使⽤料を追加費⽤分だけにする（いわゆるアボイダブルコスト原則）等の調
整が図られているが、貨物輸送は旅客輸送以上に景気動向に左⽯されやすく、ＪＲ北海道等にも増して経営基盤
が不安定な現状にある。
 上記事情に加え、国鉄改⾰時に創設されたＪＲ７社を対象とする①承継特例（国鉄からの承継資産について固
定資産税等の課税標準の１／２）、ＪＲ北海道等３社を対象とする②ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州の特例
（３社の所有⼜は借受資産について固定資産税等の課税標準の１／２）の他、ＪＲ貨物を対象とする③買換特例
（⼟地等を譲渡してコンテナ貨⾞を取得した場合の圧縮記帳）等の税制特例措置が８年度末で期限切れを迎える
こととなる。
 国鉄改⾰の最終的な⽬標である完全⺠営化を本州３社に引き続いて果たすためには、各社の徹底した営業努
⼒、以下の課題への取り組み等を通じて上記の状況に対処が必要である。

（ア）ＪＲ北海道等についての課題
〜設備投資の確保、経営安定基⾦の運⽤益の確保

（ａ）設備投資資⾦の確保

 ３社の営業範囲内においては、⾼速道路の整備の急速な進展等により、他の交通モードとの競争が激化してお
り、収⼊の過半数以上を占める都市間輸送の競争⼒を将来にわたって維持するためには更なる⾼速化等の輸送サ
ービスの向上が求められている。また、都市圏輸送においては、地元⾃治体による道路混雑の緩和等の要請か
ら、輸送⼒増強のネックとなっている単線区間の改良が必要とされている。
 しかしながら、３社の経営状況では、⾃⼰資⾦のみでは円滑にこれらの投資を実施することができないと⾒込
まれるため、これについて如何に対処するかが課題である。

（ｂ）経営安定基⾦の運⽤益の確保

 ＪＲ北海道等の３社については、会社発⾜時にその運⽤益で営業損失を補填し得る収益が⽣み出されるよう設
けられた経営安定基⾦の運⽤益が、近年の低⾦利により急激に減少していることなどから、３社の徹底した経営
努⼒にもかかわらず経営状況が悪化してきており、当⾯この状況が続くと⾒込まれることから、早期に完全⺠営
化の実現が可能となる経営基盤の強化が図られるよう、３社の経営状況の悪化の要因である経営安定基⾦の運⽤
益をいかにして確保するかが課題である。
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(イ) ＪＲ貨物についての課題への取組み
〜完全⺠営化に向けた道筋の明確化

 ＪＲ貨物の完全⺠営化を達成するためには、徹底した合理化の推進や物流事業者等との連携の強化による営業
⼒の強化など同社の経営全般にわたりその活性化・強化を図ることはもとより、我が国における鉄道貨物輸送の
意義を再確認するとともに、同社の経営を取り巻く基本的な諸条件について将来にわたってその安定化・明確化
を図るなど、同社の完全⺠営化に向けた道筋を早急に明らかにすることが必要である。
 この認識に基づき、８年１０⽉１１⽇に運輸⼤⾂の懇談会として、「ＪＲ貨物の完全⺠営化のための基本問題
懇談会」を開催し、我が国における鉄道貨物輸送の意義をはじめ、ＪＲ貨物の経営改善策、線路使⽤料及びダイ
ヤ調整のあり⽅、インフラ整備のあり⽅、同社の経営の活性化・強化を図り、完全⺠営化を実現する観点から、
物流事業者等の関係者に株式の⼀部を処分する場合における望ましい株主構成のあり⽅など、ＪＲ貨物の経営に
関する基本的な事項全般にわたり、各界の有識者及び関係者による検討を始めたところである。
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むすび

 昭和６２年４⽉に⾏われた国鉄の分割・⺠営化を柱とする国鉄改⾰は、国の財政負担を軽減するだけでなく、
経営理念を変⾰し、利⽤者ニーズに即応できる⺠営体制を確⽴することにより、鉄道事業を活性化し、後の世代
に鉄道という財産を引き継ぐために⾏われた国家的な⼀⼤事業であった。
 今年度、国鉄改⾰１０周年⽬に当たって、改めて振り返ると、ＪＲ各社の経営の合理化、効率化等により運賃
は安定的に推移し、鉄道輸送サービスの内容も充実、向上するなど利⽤者の利便は⼤きく向上し、また、輸送量
も増加し、経営状況は概ね順調に推移した。
 ⼀⽅で、国鉄⻑期債務問題は資産処分等の取り組みがなされたものの、債務残⾼が増加し、抜本的な対策が求
められる状況になっており、また、厳しい経営環境におかれているＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪＲ九州の３社並
びにＪＲ貨物については完全⺠営化のための経営基盤強化への取り組みが求められている。
 運輸省としては、国鉄改⾰の完遂に向けて、国鉄⻑期債務等の本格的処理等の課題に全⼒で取り組んでいくこ
ととしている。
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第２部 運輸の動き
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第１章 平成７年度の運輸の概況と最近の動向

第１節 ⼀般経済の動向と運輸活動

１ 旅客輸送の動向

(1) 国内輸送

（ア）概況

 （景気が緩やかな回復局⾯にある中で、国内旅客輸送量も増加）
 平成７年度の我が国経済は、阪神・淡路⼤震災、円⾼の進展などの影響により、上半期には⼀時、景気回復の
動きに⾜踏みもみられたが、円⾼の修正、９⽉策定の⼤型経済対策の進捗などにより、下半期になってから緩や
かながら回復の動きがみられるようになり、実質経済成⻑率はＧＤＰ（国内総⽣産）で２．２％（６年度は０．
５％）となった。
 旅客輸送の動向に影響が⼤きいとされる⺠間最終消費⽀出は２．７％増（６年度は１．５％増）と緩やかな回
復を⽰している。また、家計⽀出をみると、交通費（公共輸送機関関係）は１．９％減（６年度は２．５％減）
と減少が続き、⾃動⾞等関係費（⾃家⽤⾞関係）は１．５％増（６年度は３．１％増）と依然増加を続けている
［２−１−１図］。

２−１−１図 国内旅客輸送量及び消費⽀出等の動向
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 このように消費が緩やかな回復傾向となる中で、７年度の国内旅客輸送も増加を続け、総輸送⼈員が８４１億
⼈、対前年度⽐（以下同じ。）１．１％増、総輸送⼈キロが１兆３，８８０億⼈キロ、１．５％増となった
（注） ［２−１−２表］。

２−１−２表 輸送機関別国内旅客輸送量

 輸送料分担率は、⾃家⽤乗⽤⾞及び航空が拡⼤し、この他は縮⼩または横ばいとなった。営業⽤輸送機関のシ
ェアは４０．３％、０．１ポイント減となり、低下傾向が続いた［２−１−３図］。
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２−１−３図 国内旅客輸送機関分担率の推移（⼈キロ）

（注） 阪神・淡路⼤震災の影響により、平成７年１⽉〜３⽉の⾃動⾞輸送統計の調査結果は営業⽤バス等以外
について兵庫県分を除いた数値を公表しているが、本節においては除かれた部分を含めて推計した全国値を使⽤
している。

（イ）輸送機関別の輸送動向

 （ＪＲ（旅客会社）は震災の反動により⼈員、⼈キロとも増加）
 ＪＲ（旅客会社）は、７年４⽉上旬に震災による不通区間が全線開通し、震災の影響が緩和されたことなどか
ら、輸送⼈員が１．１％増、輸送⼈キロ１．９％増となった。
 定期旅客についてみると、新幹線定期旅客の輸送⼈員が９．１％増、輸送⼈キロも８．５％増と堅調に伸びて
おり、また、ＪＲ全体でも輸送⼈員０．７％増、輸送⼈キロ１．４％増となっている。平均輸送距離も０．７％
⻑くなり、通勤通学の⻑距離化傾向は依然として続いている。
 定期外旅客は、震災の影響の緩和などにより、輸送⼈員１．８％増、輸送⼈キロ２．３％増となった。特に輸
送⼈キロの回復の度合いが⼤きく、平均輸送距離の伸びが４年振りにプラスに転じた〔２−１−４図〕。
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２−１−４図 ＪＲ旅客の平均輸送距離と新幹線定期旅客輸送⼈キロの伸び率の推移

 （⺠鉄は依然低調な推移が続く）
 ⺠鉄（ＪＲ（旅客会社）を除く。）は、震災後の不通が⻑引いた事業者もあり、輸送⼈員０．５％減、輸送⼈
キロ０．６％減と低調に推移した。このうち、定期旅客は、輸送⼈員０．８％減、輸送⼈キロ０．６％減、定期
外旅客は、輸送⼈員横ばい、輸送⼈キロ０．５％減となり、定期の減少傾向が依然続くとともに、定期外も低調
となっている。業態別でみると、⼤⼿⺠鉄（１５社）は輸送⼈員０．８％減、輸送⼈キロ０．９％減と減少を続
け、地⽅中⼩⺠鉄は輸送⼈員０．６％減、輸送⼈キロ０．５％減、地下鉄は輸送⼈員０．１％増、輸送⼈キロ
０．６％増となった。

 （⾃動⾞輸送は引き続き営業⽤が減少、⾃家⽤が増加）
 ⾃動⾞のうち営業⽤⾃動⾞（バス、ハイヤー・タクシー）は、輸送⼈員２．９％減、輸送⼈キロ１．６％減と
減少が続き、⾃家⽤⾃動⾞は、輸送⼈員２．２％増、輸送⼈キロ１．９％増と増加を続けた。

 （減少を続けるバス輸送）
 営業⽤バスは輸送⼈員２．９％減、輸送⼈キロ１．１％減、⾃家⽤バスは輸送⼈員２．８％減、輸送⼈キロ
７．３％減となり、ともに減少が続いた。
 営業⽤バスのうち、乗合バスは、輸送⼈員３．１％減、輸送⼈キロ３．９％減と減少が続いた〔２−１−５
図〕。貸切バスは、震災の影響が緩和され、輸送⼈員０．３％増、輸送⼈キロ１．０％増と回復へ向かった。

２−１−５図 乗合バスの輸送量と平均輸送距離
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 （ハイヤー・タクシーも減少続く）
 営業⽤乗⽤⾞（ハイヤー・タクシー）も減少を続け、輸送⼈員２．８％減、輸送⼈キロ４．３％減となった。
旅客需要の減少が⽌まらないため、実⾞率（実⾞キロ／⾛⾏キロ×１００）の低下傾向が続くとともに、５〜６
年度において上昇傾向を⽰していた実働率（実働延⽇⾞／実在延⽇⾞×１００）も減少に転じた〔２−１−６
図〕。

２−１−６図 ハイヤー・タクシーの輸送⼈キロの伸びと実働率及び実⾞率の推移
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 （⾃家⽤乗⽤⾞は堅調に増加）
 ⾃家⽤乗⽤⾞は、輸送⼈員２．１％増、輸送⼈キロ２．２％増と堅調に増加した。稼働状況を表す実働率は６
９．０％と６年度に⽐べて若⼲減少したものの、保有⾞両数は３．６％増と安定した伸びを続けている〔２−１
−７図〕。

２−１−７図 ⾃家⽤⾃動⾞の輸送⼈キロ及び保有⾞両数の伸びと実働率の推移
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 （航空は好調な伸びが続く）
 航空は、震災後の臨時便運航による輸送量増加の反動はあるものの、輸送⼈員４．８％増（幹線３．１％増、
ローカル線５．７％増）、輸送⼈キロ６．１％増（幹線４．７％増、ローカル線７．１％増）となり、関⻄国際
空港の開港などで輸送量が⼤幅に増加した６年度に引き続き、好調な伸びを⽰している。また、輸送⼒について
も幹線・ローカル線ともに増加しており、座席利⽤率は６年度の６１．２％に対し７年度は６０．７％とほぼ横
ばいとなった〔２−１−８図〕。

２−１−８図 国内航空旅客輸送⼈キロと輸送⼒の伸び率
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 （旅客船は輸送⼈キロが⼤幅減少）
 旅客船（⼀般旅客定期航路、特定旅客定期航路及び旅客不定期航路の合計）は、２年連続で航路数が減少した
ことに加え、震災による⻑距離旅客の減少なども影響し、輸送⼈員１．４％減、輸送⼈キロ７．０％減と輸送⼈
キロが⼤幅に減少した。

（２）国際輪送

 （出国⽇本⼈数は昨年に引き続き、⼤幅増加）
 ７年（暦年）における出国⽇本⼈数は、対前年⽐（以下同じ。）１２．７％増の１，５３０万⼈と６年に引き
続き⼤幅に伸び、４年連続で史上最⾼を更新した。震災の影響により、２〜４⽉にかけては出国⽇本⼈数の伸び
が緩やかとなったが、その後は円⾼の進⾏などを受け、夏期を中⼼として、同⽉⽐ベースで６年を⼤きく上回る
増加を続けた。
 出国⽇本⼈の旅⾏⽬的別シェアをみると、観光が全体の８２．９％を占め、６年（８３．２％）とほば同じで
あった。
 男⼥別では、男性は１１．９％増、⼥性は１３．６％増となっており、男⼥別シェアは、男性が５５．２％、
⼥性が４４．８％（６年は、それぞれ５５．６％、４４．４％）と⼥性のシェアの拡⼤傾向が続いている〔２−
１−９図〕。

２−１−９図 出国⽇本⼈数と訪⽇外客数の推移
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 主要旅⾏先別では、アジア州が６８５万⼈で全体の４４．８％（１．１ポイント減）を占め、次いで北アメリ
カ州が５１２万⼈で３３．５％（１．７ポイント増）、ヨーロッパ州が１８５万⼈で１２．１％（０．２ポイン
ト減）の順となった〔２−１−１０図〕。個々の国・地域のシェアは、アメリカ合衆国の３１．１％を筆頭に、
韓国１０．２％、⾹港７．６％、以下、中国、台湾、オーストラリア、シンガポールの順となった。

２−１−１０図 旅⾏先別出国⽇本⼈数
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 （震災、円⾼等が影響し、外国⼈観光客は⼤幅減少）
 ７年の訪⽇外客数は、前半の急速な円⾼の進展、震災などの影響により、年間で３３５万⼈、３．５％減（６
年は１．７％増）となった。このうち、観光客は全体の５１．８％の１７３万⼈で、９．６％減（６年は０．
５％減）と⼤幅に減少した。
 州別にみると、アジア州が２０２万⼈で全体の６０．３％を占め、次いで北アメリカ州が６３万⼈で１８．
８％、ヨーロッパ州が５１万⼈で１５．２％の順となった〔２−１−１１図〕。国・地域別では、訪⽇外客総数
が最も多いのは韓国で８７万⼈、観光客数が最も多いのは台湾で４９万⼈となっている。

２−１−１１図 地域別訪⽇外客数
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２ 貨物輸送の動向

(1) 国内輸送

（ア）概況

 （トン数、トンキロとも増加を続けた国内貨物輸送）
 ７年度の実質ＧＤＰ（２．２％増、６年度は０．５％増）を構成する経済指標のうち貨物輸送の動向に影響の
⼤きな指標についてみると、⺠間企業設備投資は５．０％増（６年度は３．５％減）、公的固定資本形成は１
０．０％増（６年度は１．０％減）と増加に転じた。⺠間最終消費⽀出も２．７％増（６年度は１．５％増）と
緩やかな回復傾向を⽰している〔２−１−１２図〕。

２−１−１２図 国内貨物輸送量と主要な経済指標の推移
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 このような状況のなかで、７年度の国内貨物輸送は、総輸送トン数で６６億４，３００万トン、対前年度⽐（以
下同じ。）２．２％増、総輸送トンキロで５，５９０億トンキロ、２．１％増と、トン数、トンキロとも２年連
続の増加となった〔２−１−１３表〕。

２−１−１３表 輸送機関別国内貨物輸送量

 輸送機関別でみると、航空（輸送トン数で５．４％増、輸送トンキロで６．０％増、以下同じ。）が３年連続
して増加した。⾃動⾞は、営業⽤⾃動⾞（４．２％増、５．２％増）は６年度を上回る伸びとなったが、⾃家⽤
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⾃動⾞（１．４％増、０．０％増）は低迷を続けている。内航海運（１．３％減、０．１％減）は、６年度は堅
調であったが、７年度はわずかながら減少となった。鉄道（２．６％減、２．５％増）は、近年はトン数、トン
キロとも減少の傾向が続いていたが、７年度はトン数は減少したものの、震災による不通区間の復旧により輸送
距離の⻑いコンテナ貨物の輸送量が⼤きく回復したことから、トンキロは増加した。
 この結果、７年度の輸送トンキロでみた各輸送機関の分担率は、鉄道４．５％、営業⽤⾃動⾞３９．９％、⾃
家⽤⾃動⾞１２．８％、内航海運４２．６％、航空０．２％となり、営業⽤トラックのみが拡⼤した〔２−１−
１４図〕。

２−１−１４図 国内貨物輸送の輸送機関分担率の推移(トンキロ）

 （実質ＧＤＰの成⻑率とほぼ呼応した貨物輸送量）
 貨物輸送量の動きとＧＤＰに対する部⾨別寄与度の推移を⾒ると、４年度までの５年間、国内需要の動きに概
ね呼応してきたトンキロベースでの輸送量は、５年度は、上昇に転じた国内需要に反して減少を続け、ＧＤＰの
成⻑率を⼤きく下回ったが、６年度は、緩やかな回復を続ける国内需要を上回る率で増加に転じ、ＧＤＰの成⻑
率を上回った。７年度は国内需要を下回ったが、ＧＤＰの成⻑率にほぼ呼応した〔２−１−１５図〕。

２−１−１５図 国内貨物輸送の伸びと実質ＧＤＰに対する部⾨別需要の寄与度の推移
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 これは、５年度が冷夏、⻑⾬で、夏場の季節商品や発電⽤重油の需要低下に伴い、輸送需要が減少したが、６
年度は⼀転して猛暑、渇⽔となり、これに伴う輸送需要が増加したことに加え、阪神・淡路⼤震災に係る救援物
資輸送、代替輸送、輸出⼊貨物の転送、がれき等廃棄物輸送等が、輸送経路遮断等のマイナス以上にプラス要因
として働いたものと⾒られる。このように、近年においては、輸送量の伸び率を通常の経済的要因による伸び率
以上に増幅させる特殊要因が作⽤してきたものと考えられる。７年度は、震災時の緊急輸送需要の終息、震災復
旧需要の発⽣などの増減要素が重なり合い、特殊要因間で打ち消し合ったが、景気が緩やかな回復局⾯にある中
で、輸送量の伸び率はＧＤＰの成⻑率にほぼ呼応することとなった。

（イ）輸送機関別の輸送動向

 （減少傾向を続けた鉄道貨物）
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 ＪＲのコンテナ貨物は、７年度は６年度と異なり渇⽔を伴わない猛暑であったため飲料⽔の出荷は少なかった
が、６年度の震災の影響の反動や、⾞扱であった繊維、化学⼯業品のコンテナ化の進⾏により、トン数で５．４％
増、トンキロで６．９％増となった。⾞扱貨物は、コンテナ化の進⾏に加え、セメント、⽯灰⽯などの⼀部荷主
の減産体制移⾏に伴う輸送規模の縮⼩，⽯油ピギーバックの撤退などにより、トン数で７．１％減、トンキロで
１０．１％減となった。このためトン数、トンキロともに４年連続の減少を続けていた鉄道全体による輸送量
は、７年度は各々２．６％減、２．５％増と、トンキロ増加の動きを⽰したが、震災による影響を除く対前々年
度との⽐較では各々２．９％減、１．３％減となり、減少傾向は依然として続いている〔２−１−１６図〕、
〔２−１−１７図〕。

２−１−１６図 鉄道の輸送トンキロとＪＲ⾞扱・コンテナ列⾞運転本数

２−１−１７図 ピギーバック輸送量の推移
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 （営業⽤は増加傾向を強め、⾃家⽤は横ばいを続けた⾃動⾞貨物）
 ⾃動⾞による貨物輸送は、国内需要の回復を反映して、トン数で２．６％増、トンキロで３．９％増となった
〔２−１−１８図〕。

２−１−１８図 ⾃動⾞貨物輸送量の推移
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 営業⽤・⾃家⽤別にみると、営業⽤⾃動⾞の輸送量は、パソコンなどの電気製品や通信販売品を含む宅配便貨
物が堅調であった。また、７年度の猛暑は渇⽔を伴なわなかったため、飲料⽔の出荷は減ったものの、夏場の⽔
もの（酒・ビール、清涼飲料⽔等）、⽩もの（冷蔵庫、エアコン等）は好調であった。加えて公共投資関連、震
災復旧関連等の建設資材の輸送量の増加などもあり、トン数では４．２％増、トンキロでは５．２％増といずれ
も堅調であった。これに対し、⾃家⽤⾃動⾞の輸送量は、⼀部の建設関連貨物が伸び悩んでいることなどによ
り、トン数で１．４％増、トンキロで０．０％増となり、概ね横ばいとなった。

 （わずかながら減少となった内航海運貨物）
 内航海運の貨物輸送量は、トン数では１．３％減、トンキロでは０．１％減とわずかながら減少となった。
 これを貨物船、油送船別にみると、貨物船は、セメント、鉄鋼等が年度後半に持ち直し、輸送量は増加した。
油送船は、６年度は、夏場の猛暑による冷房⽤の電⼒需要の増⼤に加え、渇⽔による⽔⼒発電の不振もあり、⽕
⼒発電⽤の重油輸送が急激に増⼤したが、７年度は、猛暑ながら渇⽔もなく、⽔⼒発電が好調であったことなど
から、重油輸送は減少した。また、物流コスト削減を図るため、荷主が提携して製品供給体制の⾒直しを⾏う動
きも⾒られ、これが輸送量減少の⼀因ともなっている〔２−１−１９図〕。

２−１−１９図 内向海運の輸送量及び関連指標の推移
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 （３年連続増加で好調な国内航空貨物）
 ７年度の国内航空貨物輸送量は、⺠間消費が緩やかな回復傾向を続けるなかで、⽣鮮貨物、航空宅配貨物や通
信機器関連、⼀部の貴重品貨物等が好調に推移したことに加え、海外進出⽇系企業などからの製品・半製品の輸
⼊貨物の国内転送が依然として好調であることなどから、トン数で５．４％増、トンキロで６．０％増と、とも
に３年連続で増加し、堅調な伸びを⽰した〔２−１−２０図〕。

２−１−２０図 国内航空貨物輸送量
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(2) 国際輸送

（ア）世界の海上輸送活動

 （堅調な世界の海上荷動き量）
 欧州経済、⽶国経済の景気拡⼤のテンポに減速がみられるが、アジア諸国の経済が総じて好調を持続している
なかで、７年の世界の海上荷動き量の合計は、トンベースで４６億７，８００万トン、対前年⽐（以下同じ。）
３．８％増、トン・マイルベースで２０兆１，９００億トン・マイル、３．０％増となり、いずれも過去最⾼と
なっている。なお、世界の海上荷動き量に占める我が国輸出⼊貨物の割合はトンベースで１８．３％、トン・マ
イルベースで２１．２％（６年は各々１８．５％、２１．４％）となり、ほぼ横ばいであった〔２−１−２１
表〕。

２−１−２１表 世界及び我が国の海上荷動き量
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（イ）我が国の海上貿易量の動向

 （輸出⼊ともに増加）
 ７年の我が国の海上貿易量（トンベース）は輸出⼊合計で、３．１％増（６年は４．１％増）の８億５，４２
２万トンとなり、増加を続けた。
 輸出は、２．１％増（６年は４．８％増）の９，７３８万トンと５年連続の増加となったが、伸び率は鈍化し
た。これを品⽬別にみると、鉄鋼、セメント、乗⽤⾞が、それぞれ４．１％減、６．４％減、１１．０％減とな
ったが、電気製品、機械類は、それぞれ１３．８％増、２．０％増となった。
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 輸⼊については、７年は３．２％増（６年は、４．０％増）の７億５，６８４万トンと３年連続で増加を続け
た。輸⼊貨物を品⽬別でみると、⽯炭（７．７％増）、鉄鉱⽯（３．７％増）に加え、製造業の海外拠点への移
動に伴う⽇系海外進出企業からの逆輸⼊の製品や半製品を含む機械機器（３２．４％増）が急増したことが注⽬
される。これらが増加したことにより、乾貨物計では５．７％増（６年は２．７％増）と増加を続けた。また、
液体貨物計は、シェアの⼤きな原油が減少（１．２％減）に転じたことなどにより、０．１％増（６年は５．
７％増）と伸び率は低下した〔２−１−２２表〕。

２−１−２２表 我が国の品⽬別海上貿易量
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（ウ）我が国商船隊による海上輸送活動

 （輸出は減少、輸⼊、三国間は増加）
 ７年の我が国商船隊による海上輸送量は、全体で７億２９０万トンで５．０％の増加となった。このうち輸出
は、３，８４０万トンで５．５％減、輸⼊は、５億２，９６０万トンで３．１％増となった。⼀⽅、三国間輸送
は、１７．０％増の１億３，４６０万トンとなった〔２−１−２３表〕。

２−１−２３表 我が国をめぐる国際海上貨物輸送量

 また、我が国商船隊による積取⽐率は輸出⼊とも減少を続けている。
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（エ）国際航空による貨物輸送

 （増加を続ける国際航空貨物）
 ７年度の国際航空貨物輸送量（継越貨物を除く。）は、輸出、輸⼊ともに６年度の⼤幅な伸びに⽐べ、伸び率
は鈍化してはいるものの、依然として順調な伸びとなっており、輸出は、アジア地域との取扱いが増え続けたこと
などにより、トンベースで対前年度⽐（以下同じ。）１１．５％増の６８万トン、輸⼊は⽇本の製造業の海外⽣産
の拡⼤もあって製品、半製品の輸⼊が急増したことなどから、１４．５％増の１１３万トンとなった。
 我が国の航空企業による輸送量（トンベース、継越貨物を含む。）をみると、輸出は１．８％増、輸⼊は７．
６％増であり、積取⽐率は６年度に⽐べ、輸出は０．７ポイント減の３８．６％、輸⼊は０．３ポイント減の３
８．５％となった〔２−１−２４表〕。

２−１−２４表 我が国をめぐる国際航空貨物輸送量

３ 輸送指数の動向

 （輸送指数は輸送業総合、輸送活動総合とも順調に増加）
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 我が国経済が緩やかな回復局⾯にある中で、７年度の輸送業総合の輸送指数は、対前年度⽐（以下同じ。）
２．７％増（６年度は１．１％増）と、ＧＤＰを上回る伸び率を⽰した。
 ⾃家輸送を含む輸送活動総合の輸送指数は、好調なマイカー輸送に⽀えられ、２．２％増（６年度は１．７％
増）と順調な伸びを維持している〔２−１−２５図〕。

２−１−２５図 輸送指数の動向

 （⾃家⽤の寄与が⼤きい旅客、変動の激しい貨物）
 最近の５年間をみると、国内輸送活動総合の輸送指数の伸び率は、景気の⾕にあった５年度に減少に転じたの
を除けば、ＧＤＰの伸び率に概ね呼応した動きを⾒せている。
 このうち、旅客輸送活動の輸送指数は、⺠間最終消費⽀出の安定した動きに沿って、ウェイトの⼤きい⾃家⽤
輸送機関（マイカー、⾃家⽤バス等）がプラスに寄与を続けており、ＧＤＰの伸び率に概ね呼応した動きとなっ
ている。なお、営業⽤輸送機関は、４年度以降、バス、タクシーなどの輸送量の減少により、マイナスの寄与が
続いている。６年度は、震災による鉄道等の運休などが寄与をさらに押し下げたが、７年度はその反動でマイナ
ス幅を⼩さくした。しかしながら、営業⽤輸送機関のウェイトが⼩さいことから、営業⽤輸送機関のこのような
輸送量変動は、旅客輸送活動全体の輸送指数には⼤きく影響しなかった。
 また、貨物輸送活動については、４〜５年度には、建設関連貨物の輸送量が⼤幅に減少したことなどにより、
⾃家⽤輸送機関（⾃家⽤トラック）がマイナスに⼤きく寄与したが、６年度以降には、猛暑、震災等による特別
需要の増加などにより、営業⽤輸送機関がプラスに⼤きな寄与を続けている。このような輸送量の変動を受け、
貨物輸送活動全体の輸送指数はＧＤＰの増減幅を超えた激しい動きとなっている〔２−１−２６図〕、〔２−１
−２７図〕。

２−１−２６図 ＧＤＰ伸び率及び輸送指数増減率の推移
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２−１−２７図 国内輸送活動の輸送指数の増減率に対する各輸送機関の寄与度の推移
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 輸送指数とは、我が国の国内旅客・貨物輸送活動及び我が国企業による国際輸送活動を総合的にとらえ、
指数化したものである。具体的には、各輸送機関別の旅客・貨物輸送量（原則として旅客は⼈キロ、貨物は
トンキロ）を、それぞれの輸送機関の創出した粗付加価値額（雇⽤者所得・営業余剰等）をウェイトとし
て、基準時加重相対法（ラスパイレス法）により総合化している。
 従って、⼈や⼈キロまたはトンやトンキロを単位とするそれぞれの輸送量に対して、輸送活動を経済的側
⾯からとらえた総合的な指数であり、国内総⽣産（ＧＤＰ）や鉱⼯業⽣産指数等と対⽐してとらえられるこ
とができるものである。
 この指数の系列のうち、輸送業総合は、営業輸送だけからなるもので、輸送活動総合は、⾃家輸送を含ん
だすべての輸送からなるものである。

４ 最近の輸送動向（８年４⽉〜８⽉の実績）

（１）国内旅客輪送の動向

 （ＪＲ、⺠鉄はともに減少）
 ＪＲ（旅客会社）６社合計の８年４⽉〜８⽉の輸送⼈員は、対前年度同期⽐（以下同じ。）０．２％減となっ
た。このうち、定期旅客は１．０％減、定期外旅客は１．３％増となっている。
 ⺠鉄は、震災の影響が緩和されたものの、輸送⼈員は１．２％減となった。そのうち定期旅客は２．２％減、
定期外旅客は０．４％増となっている。

 （東京のバスは減少を続け、タクシーは微増）
 東京のバスは４．５％減と減少が続き、タクシーは０．１％増と旅客需要は⾜踏みが続いている。

 （航空は増加傾向が続く）
 航空は、幹線４．４％増、ローカル線５．２％増となり、全体では４．９％増と好調な推移が続いている〔２
−１−２８表〕。

２−１−２８表 輸送機関別国内旅客輸送量

＜輸送指数とは＞
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（２）国内貨物輪送の動向

 （ＪＲ（貨物会社）はコンテナ化が進んだものの、減少を続ける）
 鉄道による貨物輸送のうち、コンテナは、⾞扱の繊維・化学⼯業品のコンテナ化などにより、７．３％の増
加、⾞扱は、セメント、⽯灰⽯の減送、⽯油ピギーバックの撤退の影響が続いており、９．５％の減少となった
ため、鉄道全体で２．８％減となった。

 （特別積合せトラックは増加）
 特別積合せトラックは、宅配便、家電製品、パソコン等の増加が継続しており、全体で３．５％増となってい
る。

 （内航海運はほぼ横ばい）
 貨物船は、セメントなどの増加により０．８％増、油送船は０．３％減となり、内航海運全体では０．３％増
となっている。
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 （航空は増加）
 航空は、⽣鮮貨物、航空宅配貨物などが依然として好調なこともあり、全体では４．３％増となっている〔２−
１−２９表〕。

２−１−２９表 輸送機関別国内貨物輸送量

（３）国際輪送の動向

 （国際航空旅客は好調）
 我が国企業による国際航空旅客は、９．７％増と⼤幅な伸びを⽰した。これは、近年、円⾼などによって喚起
された海外旅⾏需要の増加の勢いが、依然として継続しているものと考えられる。

 （外航海運貨物は全体的に伸び悩み）
 我が国企業による外航海運貨物（８年４〜６⽉の実績）は、輸出が２６．１％減、輸⼊が０．２％減、三国間
が１８．８％減となっており、全体で６．０％減となっている。

 （国際航空貨物は横ばい）
 国際航空貨物は、⼤変好調であった７年度の反動で、輸出⼊計で０．１％減となっている〔２−１−３０
表〕。

２−１−３０表 我が国企業による輸送機関別国際旅客・貨物輸送量
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５ 施設設備の動向

（１）７年度における公共投資の動向

 （交通関係公共投資が増加）
 平成７年度の交通関係公共投資は、総額１７兆９８１億円、対前年度⽐（以下同じ。）５．９％増となってい
る〔２−１−３１表〕。

２−１−３１表 交通関係公共投資
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 個別部⾨についてみると次のとおりである。

（ア）鉄道

 鉄道全体では、７，３５６億円、１９．７％増となった。
 内訳を⾒ると、⽇本鉄道建設公団（貸付線）では、前年度に引き続き、北陸新幹線（⾼崎・⻑野間、⽷⿂川・
⿂津間、⽯動・⾦沢間）、東北新幹線（盛岡・⼋⼾間）、九州新幹線（⼋代・⻄⿅児島間）等の整備新幹線や地
⽅鉄道新線の⼯事が進捗したことにより、２，６４６億円、３３．８％増となった。公営地下鉄では、京都市及
び⼤阪市の⼯事が開業を控えピークに向かっていることから、３，５５３億円、２３．５％増となった。営団地
下鉄は、１，０７８億円、１０．８％減となった。公団ニュータウン鉄道では、神⼾市営⻄神延伸線の新線建設
⼯事費の減少により、７９億円、４．８％減となった。

（イ）港湾

 港湾全体では、１兆４，２３５億円、２６．５％増となった。
 内訳をみると、港湾整備事業では、名古屋港、神⼾港等１９港における国際海上コンテナターミナルの整備、
北九州港、⼗勝港等１９港における複合⼀貫輸送に対応したターミナルの整備、⻑崎港、那覇港等３９港におけ
る港湾の再開発、東京港、広島港等３９港と⼤阪湾における廃棄物海⾯処分場等の整備を重点課題として事業を
推進しており、阪神・淡路⼤震災の復興対策事業の補正予算もあって、総額では９，４２６億円、３３．９％増と
なった。海岸事業では、東京港、新潟港、津⽥港等２５２港で海岸保全施設等の整備、神⼾港、博多港等１１３
港で海岸環境の整備が進められ、１，１７９億円、４４．７％増となった。

（ウ）空港

 空港全体では、４，９１５億円、対前年度⽐１８．４％増となった。
 第６次空港整備五箇年計画に従い、６年度に引き続き三⼤空港プロジェクトを最優先課題として空港整備を推
進している。内訳をみると、空港整備では、東京国際空港の沖合展開事業において平成８年度末の新Ｃ滑⾛路の
供⽤に向け重点的な整備が実施されたこと等により、３，４１９億円、１８．６％増となり、航空保安施設で
は、防災対策として代替施設の整備を⾏ったこと等から、９２９億円、２０．５％増となった。

(2) ⺠間設備投資の動向

（ア）⺠間設備投資の動向

 ７年度の⺠間設備投資は、⼤蔵省「法⼈企業統計年報」によれば、総額４４兆１５６億円、対前年度⽐３．
９％増となった。業種別にみると、製造業では、⾷料品、化学、鉄鋼で減少となったものの、電気機械、輸送⽤
機械など多くの業種で増加に転じたことから、製造業全体では７．６％増となった。また、⾮製造業では、不動
産業、電気業で減少となったものの、運輸・通信業（６．３％増）を含む多くの業種で増加に転じたことから、
⾮製造業全体では２．２％増となった。

（イ）運輸関連⺠間設備投資の動向
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 （７年度の運輸関連⺠間設備投資実績は前年度実績よりやや減少）
 「運輸関連企業設備投資動向調査」（原則として資本⾦１億円以上の２，７７１社調査）によると、７年度の
運輸関連企業設備投資の実績額は、⼯事ベースで総額２兆６，０３４億円、前年度実績の（以下同じ。）６．
８％減となった〔２−１−３２表〕。

２−１−３２表 運輸関連企業設備投資実績及び計画（⼯事ベース）
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 部⾨別にみると、「運送業部⾨」全体では０．９％増で、航空利⽤運送業、港湾運送業及び鉄道利⽤運送業が
⼤幅に増加する⼀⽅、国内旅客船業及び内航海運業が⼤幅に減少した。「製造業部⾨」全体では８．３％減であ
ったが、鉄道⾞両製造業は前年並みであった。「その他の部⾨」全体では４３．９％減で、⾃動⾞ターミナル業
を除く全ての業種で⼤幅に減少した。この結果、全２０業種中、１１業種で投資額が減少した。

 （鉄道業、航空運送業及び倉庫業は増加）
 主な業種の設備投資動向をみると、鉄道業では、⽤地への投資の増加等から１．３％の増、航空運送業では、
航空機への投資の増加等から１２．３％の増、倉庫業では、冷蔵倉庫への投資の増加等から１８．５％の増とな
った。

 （公害防⽌設備及び環境のための投資が⼤幅に増加し、エネルギー対策のための投資が⼤幅に減少）
 ７年度設備投資実績（⼯事ベース）を投資⽬的別にみると〔２−１−３３表〕、「公害防⽌設備及び環境のた
めの投資」、が⼤幅に増加したものの、「エネルギー対策のための投資」及び「研究開発のための投資」は⼤幅
に減少し、「能⼒増強のための投資上「サービス改善のための投資」等は減少した。

２−１−３３表 運輸関連設備投資⽬的別内訳（⼯事ベース）

 （資⾦調達先のうち、政府系⾦融機関、社債のシェアが減少）
 ７年度設備投資に係る資⾦調達の実績（⽀払ベース）は、総額２兆６，２１９億円、７．３％減となり、その
うち、内部資⾦は１兆５，１８０億円、３．２％増、外部資⾦は１兆１，０３９億円、１８．６％減となった
〔２−１−３４図〕。
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２−１−３４図 運輸関連設備投資資⾦調達実績及び計画（⽀払ベース）

 資⾦調達総額における構成⽐をみると、社債が３．４ポイント減少、政府系⾦融機関が１．３ポイント減少、
外資が０．９ポイント減少し、外部資⾦全体では５．９ポイント減少した。

 （過去４年ぶりの増加）
 ８年度の設備投資計画（⼯事ベース）は〔２−１−３２表〕、総額２兆６，８３０億円、３．１％増と、前年
度の減少から増加に転じた。
 主な業種の投資計画をみると、鉄道業は、⽤地等への投資が増加したことから１１．２％増、トラック運送業
は、⾞庫及び修理⼯場への投資等が増加したことから１８．２％増となった。⼀⽅、航空運送業は、地上施設等
への投資が減少したことから１．１％減となった〔２−１−３５表〕。

２−１−３５表 主要な業種別平成８年度設備投資計画（⼯事ベース）
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第２節 規制緩和等への取り組み

１ 運輸省における規制緩和の推進

 我が国経済社会は、構造的に変化してきており、国⺠のニーズも時代とともに変化してきている。運輸省として
は、この動きを敏感に把握して、⾃らの⾏政や規制を不断かつ積極的に⾒直していくことが重要であると考えてい
る。
 運輸省は、社会経済情勢の変化に応じるとともに、安全で、より安く、より快適にという利⽤者の声を⼗分に
反映した運輸⾏政を展開するため、運輸省の所管⾏政に係る規制の⾒直しを積極的に進めており、平成５年４⽉
以降、事務次官を本部⻑とする「許認可事務等改⾰推進本部」体制の下で、「３年以内を⽬途に、許認可等件数
を２割削減」するとの基本⽅針に従い、⾃主的に許認可等件数の削減を進めてきたが、これについては、８年３
⽉に達成できた。
 他⽅、許認可等件数の削減のみならず、内容的にも国⺠⽣活に密着した規制緩和について、規制緩和推進計画に
盛り込み、積極的に推進しているところである。

２ 規制緩和推進計画

 規制緩和推進計画は、我が国経済社会の抜本的な構造改⾰を図り、国際的に開かれ、⾃⼰責任原則と市場原理
に⽴つ⾃由な経済社会としていくことを基本として、規制緩和などを計画的に推進するため、７年３⽉３１⽇
に、７年度から１１年度までの５か年を計画期間として閣議決定された。
 当初５か年であった計画期間は、７年４⽉の緊急円⾼・経済対策において前倒しされ、計画期問は７年度から
９年度までの３か年となっている。また、本計画は、内外からの意⾒・要望、⾏政改⾰委員会の意⾒などを踏ま
え、毎年末までに⾒直し、毎年度未までに改定することとなっており、今回初めての改定として、８年３⽉２９⽇
に「規制緩和推進計画の改定について」が閣議決定された。

３ 規制緩和推進計画の実施状況

 運輸省においては、当初計画の策定に当たり、

①物流コストの削減等に資する諸規制の⾒直し
②旅客輸送サービスの向上等に資する諸規制の⾒直し
③国際輸送の競争⼒の確保に資する諸規制の⾒直し
④国際基準への調和等に資する諸規制の⾒直し

の４つの視点に⽴って、内外の意⾒・要望を踏まえ、政府全体で１，０９１の規制緩和事項のうち、２１９の規
制緩和事項を盛り込んだ。
 このうち、平成７年度中に、その７１％に当たる１５５事項を措置したが、その主な内容としては、国内航空
に引き続き、鉄道、路線バス、国内旅客船について、その営業政策的割引運賃・料⾦の認可制を届出制にする、
国内航空運賃に幅運賃を導⼊する、⾃動⾞の検査・点検・整備制度を⾒直すとともに、簡素化を図るなどを実施
している。
 これまでに実施した主な規制緩和措置及びその効果を挙げると次のとおりである。
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（１）⾃動⾞検査及び点検整備に関する規制緩和

 ７年７⽉に、道路運送⾞両法の⼀部を改正する法律を施⾏し、⾃動⾞ユーザーの⾃⼰管理責任の明確化を⾏う
とともに、（ア）⾃家⽤乗⽤⾞の６か⽉点検の義務付廃⽌、（イ）１２か⽉点検及び２４か⽉点検の項⽬半減、
（ウ）国の検査における前検査、後整備の受⼊れ、（エ）⾞齢１１年超えの⾃家⽤乗⽤⾞等の⾞検期間の延⻑等
を⾏った。
 本事項の施⾏状況を⾒ると、いわゆるユーザー⾞検の件数は、７年７⽉〜８年６⽉で１２１万件となってお
り、対前年同期⽐６２％の増加となっている。このうち、定期点検整備を実施せずに検査を受けるいわゆる「前
検査」の受検割合は８．６％となっている。
また、⼤衆⾞クラス（１，４００ｃｃ〜１，８００ｃｃ）の点検整備料⾦について、制度改正後１か⽉時点の、
全国の整備⼯場における標準的な点検整備料⾦のサンプル調査の結果を⾒ると、改正前に⽐較して、定期点検（１
２か⽉点検）においては、平均で約３３％、⾞検整備（２４か⽉点検）においては平均で約１３％減少してお
り、ユーザーの費⽤負担が軽減されている。
 さらに、制度改正後１年後の全国の整備⼯場の標準的に設定されている点検サービスの内容のサンプル調査の
結果を⾒ると、約６０％の事業者において、⾃動⾞の⾞齢や⾛⾏距離に応じた点検整備メニューを設定し、この
うち約４０％の事業者において、ユーザーが希望に応じ付加することができる整備のメニューを設定しているほ
か、約４％の事業者においてユーザーが⾞検時の点検整備に⽴ち会い、点検整備内容をきめ細かく選択できるサ
ービスが提供されるなど、点検整備の多様化が進んでいる。

（２）国内航空に関する規制緩和

 運賃の多様化と航空事業者による経営効率化の観点から、７年１２⽉に、航空事業者が路線ごとに標準的な原
価を最⾼額とする⼀定の幅で包括的に認可を受け、その幅の中で⾃主的に運賃設定することを認める幅運賃制を
導⼊した。
 これにより、従来の割引運賃の規制緩和と相まって、事前購⼊割引の割引率の拡⼤、⼀部の路線における普通
運賃の低減、回数券の多様化等による利⽤者利便の増進が図られている。

（３）バス事業、タクシー事業に関する規制緩和

 ７年４⽉に路線バスについて営業政策としての割引について認可制を届出制へと緩和し、割引運賃を実施する
事業者数の延べ数は７年度末現在で３２８事業者（５年前の４倍強）と増加しており、運賃の多様化が図られて
いる。
 タクシーの運賃・料⾦については、５年１０⽉以降、同⼀地域同⼀運賃によらない個別審査⽅法を導⼊するこ
とにより多様化・弾⼒化を促進してきており、全国８３の運賃ブロックのうち、８年８⽉現在３２の運賃ブロック
において多重運賃が実現しているほか、割引運賃等についてもノーマイカーデー割引、運賃前払割引等の出現に
よる多様化が実現している。
 また、バス・タクシーの事業⽤⾃動⾞について、リースによる⾞両保有は、従来、事業開始後３年を経過した
者に限りファイナンス・リースによる保有のみを認めてきたところであるが、⾃動⾞リースの発展、普及状況等
に鑑み、８年３⽉から、これらの制限を撤廃し、新規参⼊事業者についてもリースによる⾞両保有を認めること
とした。これにより、事業者の負担が軽減され、事業の⼀層の活性化が期待される。
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（４）トラック事業に関する規制緩和

 ８年３⽉から、新規参⼊者の事業⽤⾃動⾞の保有についてメンテナンス・リースも含むリースによる保有を認
めることとした。
 トラック事業については、２年１２⽉の物流⼆法の施⾏以来、３年度から６年度にかけて合計約７，０００件
に及ぶ新規参⼊があるなど新旧の事業者の⼊れ替えが頻繁に⾏われており、事業の活性化が進んできているとこ
ろであるが、上述の措置により更なる参⼊者数の増加が⾒込まれるなど、事業のより⼀層の活性化が期待され
る。

（５）鉄道事業に関する規制緩和

 営業政策としての割引は既に昭和６２年に届出制とされているが、更に、７年４⽉より旅客鉄道についてはグ
リーン料⾦、寝台料⾦、⼀部の特急料⾦、２割以内の回数乗⾞券等について、認可制から届出制へと緩和した。
 本措置を受け、個室料⾦の値下げや、時差回数券やプリペイドカードの設定等が新たになされており、運賃・料
⾦設定のより⼀層の多様化・弾⼒化が進んでいる。

（６）旅客船事業に関する規制緩和

 ７年７⽉より、不定期遊覧船について、事業の許可基準から需給要件を除外した。本措置により、６年７⽉〜
７年３⽉に６件であった新規参⼊が、措置後の７年７⽉〜本年３⽉には１６件に増加してきている。
 また、７年４⽉より、旅客船、貨物フェリーについて営業政策としての割引や特別室利⽤料⾦等⼀部の運賃・
料⾦の設定及び変更について認可制から届出制へと緩和したことにより、６年４⽉〜１２⽉に４９件であった申
請件数が、措置後の７年４⽉〜１２⽉では１４７件へと増加し、運賃・料⾦のより⼀層の多様化が進んできてい
る。

４ 規制緩和推進計画の改定

 今回の改定に当たり、運輸省においては、当初計画の策定以降把握した内外からの意⾒・要望、７年１２⽉に
総理に提出された⾏政改⾰会の意⾒等を踏まえつつ改定作業を進めてきたが、計画の改定作業の透明性の確保の
ため、８年１⽉２５⽇には、「運輸省の規制緩和推進計画の⾒直し検討状況について」を公表した。
 そして、それらの意⾒・要望についてはできる限り多くの事項を改定計画に盛り込むよう⼗分に検討を⾏い、
８年３⽉２９⽇には、新規に６８の規制緩和事項を追加するとともに、既に計画に盛り込んだ事項についても、
措置内容の具体化、実施時期の前倒し等を⾏った。
 改定計画の主な内容は後述のとおりであるが、運輸産業における健全な競争を促進することを⽬的とした、事
業参⼊の容易化、運賃・料⾦設定の弾⼒化等に資する施策等となっている。

(1) 事業参⼊の容易化

（ア）トラック事業
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（ａ）最低⾞両台数基準の引下げ
 ８年４⽉１⽇に、地⽅運輸局における最低⾞両台数規制について、将来的に全国⼀律５台となるよう引下げて
いく観点から、最低⾞両台数基準の地⽅運輸局間格差を是正し、全国の市町村の４４％について、１０台の市町
村は７台あるいは５台へ、７台の市町村は５台へと、最低⾞両台数基準の引下げを⾏った。
 今後は、運⾏管理の実態等を把握し、適正に⾏えることを確認した上で、更に、５台に向けて段階的にその基
準を引下げることとしている。

（ｂ）営業区域の拡⼤
 営業区域については、従来１１の拡⼤営業区域を設定していたが、８年４⽉１⽇に、阪神圏区域に京都府を追
加し京阪神圏区域とし、⼭陽圏区域に⼭⼝県を追加し南中国圏区域とした。
 今後は、運⾏管理の実態等を把握し、適正に⾏えることを確認した上で、将来的に営業区域をブロック単位に
拡⼤することとしている。

（イ）タクシー事業

（ａ）需給調整の透明化、運⽤の弾⼒化
 需給動向の算定⽅法、算定結果等を明らかにし、需給調整の透明化を図る。また、需給動向の算定結果の上
で、供給過剰である場合であっても、それがあらかじめ⽰された⼀定の範囲内であれば、地域の実情に応じて、
免許等の処分を⾏いうるよう運⽤の弾⼒化を⼀層進める。

（ｂ）最低保有⾞両数基準の引き下げ
 現⾏では、事業区域により、最⾼６０両から最低１両まで設定されているが、８年度中に、地域の特性を踏ま
えた上で、東京等⼤都市地域を中⼼として、全体的に緩和の⽅向で抜本的な⾒直しを⾏うこととしている。

（ウ）⾞検における指定整備事業

 指定整備事業（いわゆる⺠間⾞検場）においては、点検・整備・検査を同⼀⼯場で⾏わなければならないとの
制約を⾒直し、８年度中に、⾃ら検査施設を持たず、他の事業者と共同して検査施設を有することとなる場合で
も、指定⼯場の資格を得られるよう措置する。

（エ）内航海運業

 モーダルシフトの担い⼿となるコンテナ船、ロールオン・ロールオフ船を１０年度末までに船腹調整事業の対
象外とし、その他の船舶については、荷主の理解と協⼒を得ながら、５年間を⽬途に所要の環境整備に努め、そ
の達成状況を踏まえて同事業への依存の解消時期の具体化を図ることにより、同事業の計画的解消を図ることと
している。

（オ）航空運送事業

 国内航空路線のダブル・トリプルトラック化基準については、４年１０⽉に、
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① ダブルトラック化の基準は当初年間需要７０万⼈以上となっていたのを、年間需要４０万⼈以上に、
② トリプルトラック化の基準は当初年間需要１００万⼈以上となっていたのを、年間需要７０万⼈以上に緩
和したところであるが、８年４⽉１⽇に、この基準を更に従来の半分に緩和し、
① ダブルトラック化については年間需要２０万⼈以上（Ｂ７３７で３往復／⽇）、

トリプルトラック化については年間需要３５万⼈以上（Ｂ７３７で５往復／⽇）とした。

 これらの措置を受け、８年１０⽉１⽇現在、トリプル化されているもの２２路線、ダブル化されているもの２９
路線となっており、総輸送⼈員の約７７％をカバーしている。

(2) 運賃・料⾦設定の弾⼒化

（ア）タクシー事業

 運賃・料⾦については、タクシー事業の特性に応し、⼀層の経営効率化インセンティブ付与、サービス向上、
利⽤者の利益保護等の観点から、設定⽅式の在り⽅等について検討を⾏うこととなっており、検討結果に基づき
新たな運賃・料⾦の設定⽅式を実施することとしている。

（イ）トラック事業

 運賃・料⾦について、本年度中に、運賃の届出の際に求めている原価計算書の添付を不要とする範囲を拡⼤す
る。具体的には⼀定範囲の値下げについても、届出に際し、原価計算書の添付を不要とする。

（ウ）⾃動⾞ターミナル事業

 ８年５⽉、⾃動⾞ターミナル法の⼀部を改正する法律が成⽴し、⼀般⾃動⾞ターミナルの使⽤料⾦について認
可制を届出制とした。

（エ）内航海運業

 内航海運の運賃協定については、デイリーサービスの確保の観点から実施されている沖縄及び先島運賃同盟を
除き、それぞれの性格等を踏まえ、８年度から１０年度末までに廃⽌する。この場合、内航タンカー運賃協定及
び内航ケミカルタンカー運賃協定については、併せて荷主の優越的地位の濫⽤の防⽌のための新たな措置を講じ
ていく。

（オ）旅客鉄道事業

 旅客鉄道運賃の設定⽅式のあり⽅については、７年１⽉に設置された旅客運賃問題研究会での検討を経て、８
年２⽉の「旅客鉄道運賃ワーキンググループ」の報告書において改善の⽅向が⽰された。これを受けて、８年３⽉
に閣議決定された「規制緩和推進計画の改定について」においては、旅客鉄道事業に係る運賃・料⾦規制につい
て、「旅客鉄道運賃ワーキンググループの結論に基づき対処」することとされた。
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 報告書の内容としては、現⾏の総括原価⽅式が適当であるが、その運⽤について、①総括原価⽅式の下での上
限価格制の導⼊、②ヤードスティック⽅式の強化、③原価計算⽅式の改善（複数平年度化など）、④諸⼿続の簡
素化等、⑤情報公開の促進といった改善措置が必要とされた。
 運輸省としては、８年１１⽉に、上記改善措置を盛り込んだ新運賃制度をとりまとめ、９年１⽉より実施に移
すこととしている。

（３）ニューサービスの導⼊の促進

 ８年度中に、指定整備事業において点検の際に法定点検と併せて検査と同様なチェックを実施することによ
り、整備の前にユーザーが検査合否の情報を得られるサービスの導⼊・普及を促進する。これにより、ユーザー
が点検及び検査合否の情報の内容に応じて、ユーザー⾃⾝の責任において⾃主的に整備内容を選択できることと
なるため、⾞検時におけるユーザーの負担の軽減が図られる。

（４）個別法による独占禁⽌法適⽤除外制度の⾒直し

 ７年３⽉に閣議決定された規制緩和推進計画において、「個別法による独占禁⽌法の適⽤除外カルテル等制度
については、平成１０年度末までに原則廃⽌する観点から⾒直しを⾏い、平成７年度末までに具体的結論を得
る。」とされたため、８年３⽉の規制緩和推進計画の改定において⾒直しの結論が盛り込まれた。
 この結果、運輸省関係の個別法による独占禁⽌法適⽤除外制度（７年度未で８法律１０制度）のうち、１０年
度未までに倉庫業法の集荷協定の独占禁⽌法適⽤除外制度等５法律５制度が廃⽌、道路運送法の運輸協定の独占
禁⽌法適⽤除外制度等３法律３制度が縮⼩されることとなった。

５ 今後の取り組み

 運輸省は、計画改定後も、引き続き計画に盛り込んだ事項を着実に実施していくとともに、改定計画の基本⽅
針等を踏まえ、経済的規制、社会的規制等について、その在り⽅の⾒直しを進めることとしている。
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第３節 ⼈にやさしい運輸をめざした運輸政策の展開

 社会の急速な⾼齢化や障害者の社会参加への要請に対応した公共交通機関の整備、通勤混雑・道路混雑の緩
和、製造物責任制度の導⼊に伴う被害者救済制度の充実など、利⽤者・国⺠の利便性、快適性等に祝点をおいた
⼈にやさしい運輸の実現が求められているが、運輸省はこれに対応するため以下の施策を進めている。

１ ⾼齢者・障害者等にやさしい運輸サービスの実現

 社会の急速な⾼齢化や障害者の⾃⽴と社会参加の要請に適切に対応するため、⾼齢者・障害者等が安全かつ⾝
体的負担の少ない⽅法で公共交通機関を利⽤できるよう、施設整備をはじめとする様々な施策を講じていく必要
がある。

（１）財政的⽀援の実施

 ⽇本開発銀⾏等の融資対象⼯事には、鉄道駅、旅客船・空港ターミナルにおけるエレベーター、エスカレータ
ー等の⾼齢者・障害者等のための施設整備が含まれているが、平成７年度には鉄道駅における⾼齢者・障害者等
のための施設整備を特に対象とした⽇本開発銀⾏による超低利融資を⾏った。
 平成６年９⽉に設⽴された(財)交通アメニティ推進機構は、⺠間等からの出捐を原資として、鉄道駅におけるエ
レベーター・エスカレーターの設置事業及びリフト付バス等の導⼊について事業費の１０％、バス・旅客船・空
港ターミナル及び旅客船におけるエレベーター・エスカレーターの設置について事業費の５％補助を⾏うほか、
⼀般利⽤者等への啓発広報、情報提供及び⾼齢者や障害者の利⽤に配慮した交通施設の整備のあり⽅や技術に関
する調査研究を⾏っている。７年度については、視覚障害者の案内・誘導に関する調査研究等を⾏った。なお、
特に整備の急がれている鉄道事業者が⾏う障害者対応型エレベーター・エスカレーター設置事業については、
「交通施設利⽤円滑化対策費補助⾦」として国からも、（財）交通アメニティ推進機構を通じて事業費の１０％の
補助を⾏うこととし、併せて２０％の助成を⾏うこととしている。さらに、７年度から同財団は、鉄道駅等のタ
ーミナルについて移動円滑化対策を総合的に講じた「アメニティターミナル」整備事業を推進している。また、建
設省と連携して、駅内外の歩⾏環境快適化のための事業推進の円滑化を図るため、「駅内外歩⾏者快適化作戦」
の第１回推進協議会を８年８⽉に開催し、札幌駅、勝⽥台駅、豊橋駅、⼤曽根駅、⼩倉駅の５地区をモデル地区
に指定し、駅内のエレベーター・エスカレーターの設置や、バスの総合案内システムの設置等に対する⽀援を⾏っ
ている。

（２）各種ガイドライン等に基づく事業者等の指導

 運輸省では、「公共交通ターミナルにおける⾼齢者・障害者のための施設整備ガイドライン」（６年３⽉改
定）等の各種ガイドライン等に基づき、駅のエレベーター・エスカレーターの設置、円滑な移動を図るために必
要な情報提供装置の導⼊、リフト付バスの導⼊等の対策を進めるよう交通事業者に対する指導を⾏っている。

（３）⾼齢者疑似体験の実施

 運輸サービスに携わる職員の意識を⾼め、⾼齢者・障害者等の具体的ニーズを把握するために、８年３⽉に霞
ヶ関駅において、視覚、聴覚、運動能⼒を制限する特殊な器具を装着し、駅の施設を実際に利⽤してみる「⾼齢
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者疑似体験」を実施した〔２−１−３６図〕。

２−１−３６図 ⾼齢者疑似体験
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（４）モデル交通計画策定調査の実施

 ⾼齢者・障害者等の視点に⽴脚して、これらの利⽤者が出発地から⽬的地まで円滑に移動できるような交通体
系を構築するため、平成５年度から７年度にかけて横浜市、⾦沢市をモデル地区として⾼齢者・障害者等のため
のモデル交通計画調査を実施した。今後は、これを全国的な⾼齢者・障害者等のための連続性のある交通体系の
具体的なモデルケースとしていくこととしている。

（５）運賃割引制度

 鉄道、バス・タクシー、国内旅客船、航空において、⾝体障害者や精神薄弱者のための運賃割引制度を導⼊し
ている。

２ ⼤都市における交通混雑の緩和

 「より速く、より快適に」という利⽤者のニーズに対応し、通勤・通学時の混雑緩和、慢性的な道路交通渋滞
の緩和を図る必要がある。また、特に近年における住宅地の⼀層の遠隔地化により、通勤・通学に要する時間が
増⼤していることが、通勤・通学者の⾁体的・精神的負担を増幅し、国⺠が経済⼒に⾒合った豊かさを実感でき
ない⼤きな要因の⼀つになっている。
 このため、都市鉄道等の整備・充実による輸送⼒増強といった施設整備の積極的な推進とともに、オフピーク
通勤の促進や交通渋滞対策としての「交通需要マネジメント」の推進といったソフト⾯でのより⼀層の⼯夫が必要
である。

（１）通勤・通学混雑の緩和

 ⼤都市の鉄道については、事業者によりラッシュ時の輸送⼒の増強が進められた結果、混雑緩和傾向にあるも
のの、東京圏における主要区間のラッシュ時の混雑率の平均は、依然として２００％近くであり、２５０％を越
える区間も存在している〔２−１−３７図〕。こうした状況を踏まえ、・⻑期的にはラッシュ時の主要区間の平
均混雑率を全体として１５０％程度まで緩和し、特に混雑率の⾼い東京圏では、当⾯、１８０％程度まで緩和す
ることをめざしている。このため、都市鉄道の整備と時差通勤やフレックスタイム制等によるオフピーク通勤の
推進とを「⾞の両輪」として位置付け、取り組んでいるところである。

２−１−３７図 ⾸都圏の鉄道のラッシュ時間帯の輸送⼒、輸送⼈員及び混雑率の推移
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（ア）都市鉄道の整備

 都市鉄道においては、輸送⼒の増強を図る観点から、引き続き、地下鉄等の新線建設、複々線化、列⾞の⻑⼤
編成化、運⾏本数の増加等の施策を推進することとしている。しかしながら、新線建設、複々線化⼯事等の輸送
⼒増強対策は、⻑期間にわたり膨⼤な資⾦を要するため、適切な⽀援措置を講じつつ、計画的かつ着実に推進し
ていく必要がある。

（イ）オフピーク通勤の推進

ラッシュ時の混雑は、通勤者の出社時刻が短い時間帯に集中していることから発⽣する。したがって、企業等に
おいて時差通勤やフレックスタイム制によるオフピーク通勤を推進し、輸送需要をその前後に分散させれば現在
の通勤・通学混雑を相当程度緩和することができるものと考えられる。
 運輸省としては、労働省と連携し、５年９⽉に経済界や労働界の代表、有識者、鉄道事業者、関係⾏政機関等
で構成する「快適通勤推進協議会」を設置し、オフピーク通勤の普及促進に積極的に取り組んでいる。

オフピーク通勤のキャンペーン活動としては、８年１１⽉を「快適通勤推進⽉間」として昨年度に引き続き重
点的にキャンペーン活動を展開したところである〔２−１−３８図〕。

２−１−３８図 オフピーク通勤を呼びかけるポスター
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（２）道路混雑の緩和

 道路交通の円滑化を図るため、６年９⽉より、警察庁、建設省、運輸省の３省庁合同で「渋滞対策協議会」を
設置し、これら関係省庁との連携のもとで、従来のハード⾯の対策に加え、パークアンドライドや相乗り・時差
出勤などを利⽤者サイドに働きかける「交通需要マネジメント」等のソフト⾯の施策を推進している。
 特に、「交通需要マネジメント」施策については、その具体化への取り組みを⽀援する「総合渋滞対策⽀援モ
デル事業」を６年度に創設し、この事業のモデル郡市として、６年度には全国１０都市（札幌市、秋⽥市、宇都
宮市、⾦沢市、豊⽥市、⾼⼭市、奈良市、広島市、徳島市、北九州市）を指定し、７年度には２都市（⻑岡市、
⻑崎市）を追加指定した。
 さらに、７年度からの施策として「都市交通円滑化プロジェクト（公共交通機関利⽤促進調査）」に着⼿し
た。これは、多くの都市において、道路混雑等によって都市機能の維持及び都市住⺠の快通な⽇常⽣活が阻害さ
れており、⾃家⽤⾞の交通需要を鉄道・バス・地下鉄等に誘導する必要が⽣じていることから、公共交通機関を
利⽤する上での阻害要因を把握し、改善策を講ずることにより、公共交通機関を利⽤者のニーズにより適合させ
ようとするものであり、７年度は⻑岡市、⾦沢市及び⻑崎市の３都市を、８年度は札幌市、浜松市、⼤分市を対
象都市としている。
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第４節 阪神・淡路地域の復興

１ 復興への取り組みの基本的考え⽅

 平成７年１⽉１７⽇、淡路島北部を震源とするマグニチュード７．２の直下型⼤地震が発⽣し、阪神・淡路地
域は壊滅的な打撃を被った。
 阪神・淡路地域は、関⻄圏はもとより我が国の政治、経済、⽂化の中⼼の⼀つとして、その発展に⼤きく寄与
してきた地域であり、東⻄交通の⼤動脈の要衝として重要な地域である。
 特に神⼾は、国際貿易を⽀える我が国屈指の港湾都市であるとともに、有数の国際観光都市でもあることか
ら、この地域の１⽇も早い復興、発展は我が国の将来にとっても極めて重要な課題である。
 政府は、震災の被害を受けた阪神・淡路地域の早期の復旧・復興を図るため、７年２⽉に内閣総理⼤⾂を本部
⻑とする阪神・淡路復興対策本部を設置し、７年４⽉に「阪神・淡路地域の復旧・復興に向けての考え⽅と当⾯
講ずべき施策」が、７年７⽉には「阪神・淡路地域の復興に向けての取組⽅針」が決定され、阪神・淡路地域の
復旧・復興を着実に進めることとされた。
 運輸省としても、これらの決定に沿って、鉄道・港湾及び観光の復旧・復興に全⼒を注ぐこととし、鉄道・港湾
施設の整備、耐震性の強化等の復興特別事業を中⼼として、７年度、８年度予算において様々な復旧・復興の⽀
援措置を講じた。その結果、鉄道は、７年８⽉に全線復旧し、港湾は８年度中に概ね復旧する⾒通しとなってい
る。
 また、モーターボート競⾛関係者が特別競⾛の実施により、７年度の５１億円に引き続き、８年度も２０億円
を⽬標とする「震災復興⽀援資⾦」を確保し、神⼾港地区や被災地域の交通網の確保、被災住⺠の⽣活向上や地
域経済の復興に役⽴つ事業等に活⽤することとなっている。
 なお、神⼾港を含め、我が国の港湾の国際競争⼒のさらなる強化を図る観点から、関係省庁と協⼒して、⼊港
⼿続きの簡素化、情報化に取り組んでいる。

２ 鉄道・港湾の復興

(1) 鉄道の復興

（ア）鉄道の復旧

 鉄道施設については、阪神・淡路⼤震災により⾼架橋の落下や地下駅の崩壊など甚⼤な被害を受けたが、運輸
省が設置した「鉄道施設耐震構造検討委員会」による原因究明と復旧⽅策の検討結果を踏まえ、各鉄道事業者が
全⼒を挙げて復旧⼯事を⾏った結果、震災から約７ヶ⽉後の７年８⽉２３⽇には全線で運転が再開された。

（イ）復旧に伴う輸送⼈員の回復

 ＪＲについては、東海道本線及び⼭陽新幹線が全区間開通した７年４⽉以降には対前年同⽉⽐でプラスに転じ
ており、震災の影響も⾒られなくなっている。阪急電鉄、阪神電鉄等については、路線の不通による輸送⼈員の
⼤幅な減少があり、両電鉄が全線開通した７年６⽉以降においても、沿線⼈⼝の減少に加えＪＲ線へのシフト等
のため輸送⼈員は⼗分に回復せず、震災の後遺症が⻑引いている〔２−１−３９図〕。
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２−１−３９図 輸送⼈員の推移（平成７年度、対前年同⽉⽐）

（ウ）緊急耐震補強

 鉄道施設耐震構造検討委員会は、鉄道施設の耐震性の向上について、７年７⽉２６⽇、新たな耐震設計⼿法が
確⽴されるまでの当⾯の措置として、「既存の鉄道構造物に係る耐 て」及び「鉄道新設構造物の耐震設計に係る
当⾯の措置について」をとりまとめた。これを踏まえて運輸省では、同年８⽉２４⽇に既存の鉄道構造物の緊急
耐震補強計画をとりまとめた。
 同計画は、⼤規模な地震に対しても構造物が崩壊しないことを基本的⽬標とし、新幹線及び輸送量の多い在来
線の線区を対象に、既存の⾼架橋、開削トンネル等について、新幹線については概ね３年、その他の鉄道につい
ては概ね５年を⽬途に緊急耐震補強を実施しようとするものである。この計画に基づき、各鉄道事業者は耐震補
強⼯事を実施しているところである。
 なお、耐震補強⼯事により取得した鉄道施設については、８年度税制改正において固定資産税の特例措置が講
じられた。また、地下鉄等に対して耐震補強⼯事に要する費⽤の⼀部に対する補助を⾏っているほか、ＪＲ、⼤⼿
⺠鉄に対しては⽇本開発銀⾏による低利融資が⾏われている。

(2) 港湾の復旧・復興

（ア）神⼾港復興のための基本的考え⽅

 運輸省では、港湾管理者である神⼾市等と協議の上、７年２⽉１０⽇、①港湾機能の早期回復、②施設の耐震
性の強化、③市街地復興との連携、④国際拠点港湾としての復興を内容とする「兵庫県南部地震により被災した
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神⼾港の復興の基本的考え⽅」をとりまとめた。
 これを踏まえ、神⼾市では、７年４⽉２８⽇、神⼾市全体の復興及び活性化に資することを⽬的として、「短
期復興計画」と「中⻑期復興計画」から構成される「神⼾港復興計画」をとりまとめた。
 また、この復興計画に対応するため、７年８⽉３⽇、「神⼾港港湾計画」の⼀部変更が港湾審議会で承認され
た。
 神⼾市ではこの港湾計画に基づき、⽡礫の受⼊等にも資する⼟地造成、再開発による物流機能の強化のほか、
耐震強化岸壁、国際海上コンテナターミナル、快適な環境を創造する緑地の整備等を⾏っている。

（イ）復旧・復興に対する⽀援措置等

 神⼾港は我が国の経済活動に⼤きな役割を果たしており、また神⼾港の復旧・復興が被災地域の復興にとって不
可⽋であることから、神⼾港の復旧・復興に対し、これまで、国として以下のような⽀援措置を講じてきてい
る。
 （財）神⼾港埠頭公社が保有するコンテナ、フェリーバースの災害復旧に対する国庫補助等の⽀援制度及び港湾
緑地の復旧に対する予算制度を創設した。また、神⼾市保有の荷役機械の復旧費の⼀部を補助した。さらに、港
湾機能の早期回復を図るため、６年度第⼆次、７年度第⼀次及び第⼆次補正予算において、岸壁、防波堤、荷役
機械、港湾緑地等の災害復旧を⾏うとともに、⼤⽔深かつ⾼規格なコンテナターミナルの整備による国際競争⼒
の強化、耐震強化岸壁及び防災拠点の整備による防災性の向上を図っている。また、⽇本開発銀⾏からの⺠間の
港湾施設等の復旧に対する低利融資制度や⺠有海岸保全施設の復旧に対する超低利融資制度が創設された。
 ８年度においても、国際海上コンテナターミナルの耐震強化に対する国の負担率の拡充等、神⼾港の復興に対
する⽀援措置を講じている。
 また、震災による⽡礫等の処理のため、港湾においては積み出し場所や受⼊場所を確保し、神⼾港において８
年６⽉末までに約９８０万トン、さらに、⼤阪湾広域臨海環境整備センターの海⾯処分場において約５４０万ト
ン、その他津名港等において約８０万トン、全体で約１，６００万トンを受け⼊れており、８年度中に受⼊れを完
了することとしている。
 さらに、被災地域の復興に資する基盤的施設の整備を促進するため、⺠活法による⽀援措置の拡充を講じた。

（ウ）神⼾港の復旧・復興状況

 阪神・淡路⼤震災により壊滅的な被害を受けた神⼾港では、関係者の努⼒により精⼒的に復旧を⾏っている
〔２−１−４０表〕。

２−１−４０表 神⼾港の復旧状況
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 また、第⼀線防波堤、新交通システム（ポートアイランド線、六甲アイランド線）については全て復旧が完了
している。臨港道路（ハーバーハイウェイ）についても六甲⼤橋〜摩耶埠頭間及び神⼾⼤橋の復旧が完了してお
り、８年８⽉２４⽇にハーバーハイウェイ全線の復旧が完了している。
 さらに、阪神・淡路復興委員会の提⾔に基づき建設を進めてきた仮設桟橋埠頭（外貿コンテナ船⽤２バース、
海上フィーダー船⽤２バース）は８年２⽉１⽇に全て完成している。また、８年４⽉１５⽇には、⼤型コンテナ
船に対応する我が国初の⽔深１５ｍの国際海上コンテナターミナル２バースの供⽤を開始したところである〔２
−１−４１図〕。

２−１−４１図 ⽔深１５ｍ国際海上コンテナターミナル
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 これに伴い、神⼾港発着の定期航路は１０⽉２１⽇現在、２０１航路中１７２航路（新規２１航路含む）が再
開されており、また、総⼊港隻数は平成８年７⽉で震災前の６年７⽉に⽐べて約９８％、外航船⼊港隻数は同じ
く約８８％となっている。
 貨物量については８年７⽉で震災前の６年７⽉に⽐べて約８１％、外貿コンテナ貨物量については同じく約７
６％にまで回復してきている。
 また、８年８⽉２４⽇にハーバーハイウェイ全線の復旧が完了、９⽉３０⽇には阪神⾼速道路神⼾線が全線開
通するなど神⼾港のアクセス道路の復旧が完了しており、今後、岸壁の復旧⼯事の進捗に伴い、さらに貨物量の
回復が⾒込まれると考えられる。
 今後の復旧・復興のスケジュールとしては、８年度末をめどに全ての港湾機能の回復を図ることとしており、
また、引き続き⼤⽔深の国際海上コンテナターミナル、耐震強化岸壁、防災拠点、港島トンネルの整備を図るこ
ととしている。

（エ）神⼾港以外の港湾の復旧・復興状況

 尼崎⻄宮芦屋港においては、８年１０⽉２１⽇現在被災した岸壁１０バース中７バースが本格復旧、２バース
が暫定利⽤可能となっている。また、⻄宮防波堤は７年８⽉に復旧を完了しており、⻄宮⼤橋については、８年５
⽉２２⽇に全⾯供⽤となっている。さらに、尼崎閘⾨についても７年１１⽉３０⽇に災害復旧⼯事を完了してい
る。

平成８年度 152



 また、被災を受けた東播磨港の岸壁９バース、明⽯港の岸壁１バース、津名港の岸壁７バース、⼤阪港の岸壁
５バースについては、全て復旧が完了している。
 今後の復旧・復興のスケジュールとしては、尼崎⻄宮芦屋港において、８年度末までに残り２バースについて
も復旧を完了することとしている。
 その他の施設についても８年度未までに復旧を完了することとしている。

３ 観光の復興

（１） 基本⽅針と復旧・復興に対する⽀援

 神⼾市を中⼼とする地域は、歴史的建造物等多様な観光資源が存在する地域であり、観光は重要な産業である
と同時に、地域⽂化の形成に⼤きな役割を果たしている。
 この地域の観光復興については、このような特⾊を活かし、国際観光交流地域としての復興を念頭に置きつ
つ、以下のような施策を実施した。

（ア）阪神・淡路観光復興促進デスティネーション協議会

 阪神・淡路を中⼼とした本格的な観光復興を図るため、従来の「阪神・淡路⼤震災被災地域ホテル・旅館等復
興対策協議会」を発展させ、８年９⽉末の阪神⾼速道路の復興以降の観光誘客を中⼼とする課題・⽅策を検討す
るため、地元と官⺠連携による協議会を８年４⽉２３⽇に設置した。協議会では、観光キャンペーンの実施と旅
⾏商品開発等を検討したほか、各種会議の誘致等の利⽤促進⽅策を策定し、その具体化を図っている。

（イ）総合的観光復興計画のあり⽅に関する調査委員会

 この地域の観光資源や観光施設の被災状況、復旧⾒通しを把握するとともに、総合的観光復興計画のあり⽅を
検討するための調査委員会を設置し、調査・検討を⾏った。

（２） 観光施設の復旧状況

 神⼾市内のホテルなどの宿泊施設は、７年３⽉中句では約５割が営業再開をしていたが、８年６⽉末には約９
割が営業を再開している。
 神⼾市内の遊園地、博物館、重要⽂化財等の観光施設については、昨年３⽉中句では約３割が、８年６⽉末に
は約９割が営業を再開している。

２−１−４２図 にぎやかさを取り戻した神⼾市街
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第２章 変貌する国際社会と運輸

第１節 国際交通サービスの充実

１ 我が国の国際運輸の状況

 現在我が国の経済規模は、世界の１５％以上をしめるに⾄っているが、運輸分野においても、〔２−２−１
図〕のとおり、我が国を中⼼とする国際運輸活動が世界に占めるウエイトは⼤きいものとなっている。

２−２−１図 世界に占める⽇本の経済規模と運輸

 我が国の経済は、諸外国の⼈・物との円滑な交流による相互依存関係の深化に伴って発展してきたが、特に近
年、円⾼の進⾏や経済摩擦の激化、これらに対応した⽇本企業の海外進出や国際分業の進展、内需主導型経済へ
の移⾏等、我が国を取り巻く経済環境は⼤きく変化している。また、平成７年１，５３０万⼈にのぼった海外旅
⾏者は、今後さらに着実な増加が予想される。
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 こうした状況の中で我が国は国際交通網の整備や国際協調政策を進めるとともに、国際輸送安全対策の実施、
発展途上国への経済協⼒等を通じた⽇本の進んだ運輸技術・ノウハウの提供等の積極的な貢献を引き続き進める
など、国際運輸の充実に努⼒していくことが求められている。

２ 国際交通網の充実

 国際定期航空輸送は、国際的な⼈的交流及び物的流通を⽀えその促進を図るため必要不可⽋なものであり、利
⽤者のニーズに適切に対応した運航路線と輸送⼒を確保していくことが重要な課題となっている。このため、新規
の航空協定の締結及び既存の航空協定の改訂等による航空関係の⼀層の拡充を⽬指して航空交渉を精⼒的に⾏って
いる。７年度においては、１６カ国との間で２２回の航空交渉が⾏われ、ニュージーランド航空企業の福岡乗り
⼊れ、⽇本・ミャンマー間の国際航空業務の開始等国際航空交通網を拡充することに合意したほか、⾹港の中国
返還後の⽇本・⾹港間の国際航空業務を規律する⽇本・⾹港間の航空協定への仮署名が⾏われた。また、８年３
⽉にはポーランドとの間の航空協定が発効しており、８年７⽉現在、我が国の航空協定締結国数は４７カ国とな
っている。更に、新規に我が国との間の航空協定の締結を希望する国は４０カ国に上っている。８年７⽉には、パ
プア・ニューギニアと航空協定締結に向けた予備協議を開催し、輸送⼒及び路線について合意しており、今後、
協定締結に向けて協議が⾏われる予定である。
 海運については我が国外航海運政策は「海運⾃由の原則」を基本としており、我が国外航海運に係る制度は世
界的に⾒ても最も⾃由化が進んでいると⾔える。我が国は海上交通安全と海洋環境に配慮しつつ、⾃由で公正な
国際海運市場を形成するため、ＷＴＯ（世界貿易機関）、ＩＭＯ等の国際機関における活動に積極的に貢献して
いる。また、⽶国、ＥＵ等とは海運政策の調整及び意⾒交換を⾏っており、８年１⽉にワシントンで開催された
⽇⽶海運協議においては⽶国海運法の⾒直し、アラスカ原油輸出禁⽌解除法、ＷＴＯ海運継続交渉等について意
⾒交換を⾏ったところである。
 さらに中国、韓国等の近隣諸国との間では⼆国間協議の実施等により両国海運企業が相互主義に基づき航路開
設や営業活動を確保できるように努めており、その成果の⼀つとして、中国において邦船社の１００％出資によ
る法⼈の設⽴が⾏われたところであるが、今後とも更に⾃由化に向けた努⼒を続けていくこととしている。
 また、国際的な相互依存関係の深化の⼀⽅で、各国間の競争が進んでおり、我が国においても国際交通網を⽀
える必要な社会資本を確保するよう港湾・空港の整備を進めている。
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第２節 国際的課題に対応した運輸⾏政の展開

１ 諸外国とのハイレベルな⼆国間政策調整の推進

 運輸省では、主要運輸当局と密接な意思疎通を図ることにより、運輸分野における諸課題について円滑な調整
を⾏うため、運輸審議官と諸外国の次官グラスとの間で運輸ハイレベル協議等を実施している。
 ＥＵとの間では、８年４⽉東京において第５回⽇ＥＵ運輸ハイレベル協議を開催し、欧州委員会第７総局⻑
（運輸担当）を迎え、航空、海運、環境等の運輸分野における重要間題を中⼼に協議を⾏った。
 このほか、不定期なものとして、マレイシア及びインドネシア（８年３⽉）、パナマ及びペルー（８年５
⽉）、オーストラリア（８年５〜６⽉）等との間でハイレベルによる政策対話を⾏ってきており、今後ともこう
した機会を通じて随時各国との間で政策調整を図ることとしている。

２ ⽇⽶包括経済協議

 ⽇⽶包括経済協議は、経済⾯における⽇⽶関係の新たな枠組みを構築するため、５年７⽉の⽇⽶⾸脳会談で枠
組みの設置について合意された。マクロ経済⾯、セクター別・構造⾯での協議及び「地球的展望に⽴った協⼒の
ための共通課題」（コモン・アジェンダ）がその柱となっている。このうち、特に運輸省と関連の深い事項は、
セクター別・構造⾯での協⼒としての⾃動⾞・同部品分野及びコモン・アジェンダ中の⽇⽶運輸技術協⼒及び太
平洋⾃然災害監視ネットワークである。

（１）⾃動⾞・同部品分野

 同分野では、①⽶国製部品⾃主購⼊計画（ボランタリープラン）の上積み・改定、②ディーラーシップ及び、
③補修部品の規制緩和を主要事項として約２年にわたる協議が⾏われた結果、７年６⽉に基本的に妥結し、同年
８⽉に⽇⽶両国政府間で決着⽂書が作成され最終決着に⾄った。
 この決着内容に基づき、運輸省は、補修部品の規制緩和について、分解整備の定義の⾒直し、構造等変更検査
の対象範囲の⾒直し、特定部品専⾨の整備⼯場の認証制度の創設、整備⼯場の⼈的要件及び指定⼯場の施設要件
の緩和等の措置を実施しているところであり、さらに、外国製補修部品情報ネットワークの整備等外国製補修部
品使⽤促進のための環境整備を図っているところである。
 今後、決着内容の実施状況を評価するため、年次協議が開催されることとなっている。

（２） ⽇⽶運輸技術協⼒

 運輸分野全般における包括的な協⼒関係を構築するとともに、両国における効率的かつ安全な交通体系の整備
に資することを⽬的とするものであり、５年７⽉の⽇⽶⾸脳会談での合意に基づき、６年２⽉に運輸⼤⾂及び⽶
国運輸⻑官との間で運輸技術協⼒のための実施取決めが締結された。
 現在までに、６年１０⽉及び７年１０⽉の２回にわたり専⾨家会合が開催され、⾼速鉄道技術、船舶からの油
流出防⽌技術、鉄道の地震対策、臨海部施設の地震対策、ＩＣカード／スマート・カード技術の利⽤等１０項⽬
が優先協⼒項⽬とされている。

（３） 太平洋⾃然災害監視ネットワーク
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 本協⼒は、本年６⽉に新たにコモン・アジェンダに追加された。⾃然災害軽減のための地震、⽕⼭、及びそれ
らの派⽣現象（津波、⽕⼭灰）等の観測・監視のための意⾒・情報交換体制の整備を⾏うとともに、⾃然災害情
報のリアルタイム交換・提供システムネットワークを確⽴し、他の環太平洋諸国へ奨励拡⼤するものである。

３ ⽇⽶航空交渉

 ⽇⽶航空協定は、⽇本の占領終了直後の昭和２８年、まだ⽇本の航空企業による国際線の運航が⾏われていな
かった時代に締結されたもので、このような当時の状況を反映して、以遠権等の権益及び協定の運⽤が極めて不
平等なものとなっている。このため、その是正を⽬的とした⽇⽶航空協議が５１年以来断続的に⾏われてきてい
るが、⽶国が既得権の維持と追加権益の交換にはかなり厳格な相互主義を求めてきたため、永年、不平等性が残
されたままとなっていた。
 貨物分野については、平成７年９⽉から５回にわたり協議を重ねた結果、８年４⽉に⽇⽶航空協定締結以来４
３年にして⽇⽶航空関係の平等化（貨物）をほぼ実質的に達成することに成功した。
 旅客分野については、８年６⽉、約３年ぶりに⽇⽶航空旅客協議が開催されたが、⽇本側が、①⽇⽶航空企業
間の機会の平等化、②⽶国先発企業の協定に基づく⼀定のルールの下での以遠権の拡⼤、③これらを前提とした
⽇⽶双⽅の航空企業の機会拡⼤を提案したのに対し、⽶国側は①当⾯の懸案事項の最優先解決、②しかる後、先
発企業の以遠既得権の不可侵の確認（この問題が解決されるまでは、⽇本企業の権益拡⼤は認めないとの⽴
場）、③更にしかる後、双⽅企業の権益拡⼤を主張したため、物別れに終わった。このため、事態は予断を許さ
ない状況にあるが、我が国としては、引き続き毅然とした態度で⽇⽶航空関係の不平等の是正を図っていくことと
している。

４ ＷＴＯ（世界貿易機関）

 昭和６１年より開始されたＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドにおける交渉の成果として、７年１⽉に「世界貿易
機関を設⽴するマラケシュ協定」（以下「ＷＴＯ協定」という。）が発効した。
 ＷＴＯ協定の附属書の１つである「サービスの貿易に関する⼀般協定」には、運輸を含むサービス分野の⾃由
化促進のためのルールが定められている。運輸分野のうち、航空分野については、航空機の保守等の⼀部の付随
的な業務を除き同協定の適⽤除外とされている。また、海運分野についてはウルグアイ・ラウンド後も継続交渉
が⾏われてきたが、⽶国が消極的姿勢に終始したことなどにより本年６⽉末の期限までに交渉がまとまらなかっ
たため、本交渉を⼀旦中断し、１１年末までに次期ラウンドが開始されることにあわせてこれを再開することと
なった。
 なお、現在、サービス分野の補助⾦や政府調達等についてのルールを策定するための作業も⾏われている。

５ 諸外国からの規制緩和要望への対応

 規制緩和は、我が国に対する輸出の促進や円滑化に資するとの観点から、国際的にもその推進を強く求められ
ている。
 このため、我が国は７年３⽉３１⽇に策定した「規制緩和推進計画」を毎年度末に⾒直す際、外国からの意
⾒・要望の把握に努めてきている。運輸省では昨年度末の⾒直しに当たり、前述の⽇⽶包括協議の中の規制緩
和・競争政策等ワーキング・グループ及び⽇・ＥＵ規制緩和会合への参加等を通じて外国政府の要望を聴取する
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とともに、ＡＣＣＪ（在⽇⽶国商⼯会議所）、ＥＢＣ（欧州ビジネス協議会）等外国事業者団体との意⾒交換も
⾏っている。

６ ⾃動⾞基準・認証制度の国際化

 我が国は、⾃動⾞基準・認証制度に関し、従来から基準の国際調和、認証⼿続の簡素化等を図ってきており、
市場アクセスの改善に努めてきている。
 また、欧⽶から要望のあった個別の技術的問題については、⾃動⾞基準・認証制度に関する専⾨家の意⾒交換
等を通じ適切に対応している。
 特に、我が国は、国連欧州経済委員会⾞両構造作業部会（ＵＮ／ＥＣＥ／ＷＰ２９）に継続的に参画すること
により、⾃動⾞基準・認証制度の⼀層の国際化に努めてきている。
 具体的には、「乗⽤⾞のブレーキ」「灯⽕器取付位置」「前照灯の配光特性」の各基準について、諸外国に先
だって同部会での作業内容を採り⼊れて改正を⾏ったところである。また、外国と構造・装置についてそれぞれ
の国の認証を認め合う相互承認制度を導⼊するため、同作業部会で取り扱われている国連欧州経済委員会１９５
８年改正協定（⾃動⾞の統⼀基準の策定及び相互承認に関する協定）への加⼊に向けた必要な具体的⼿続きにつ
いて検討を⾏っている。

７ 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定

 ＯＥＣＤ（経済協⼒開発機構）造船部会では、元年１０⽉より、造船業における正常な競争条件を確保するた
め、政府助成措置の廃⽌と加害的廉売⾏為の防⽌を主な内容とする新たな協定（いわゆる造船協定）に関する交
渉が⾏われてきた。交渉は６年１２⽉に妥結し、その後７年１２⽉には韓国、ノールウェー及びＥＣが、また、
８年６⽉には我が国が協定を締結しており、残る⽶国が締結することによってこの協定は発効することになる。こ
の協定の発効により国際造船市場における健全な競争条件の確⽴が図られ、ひいては、市場の秩序維持及び安定
化の進展が期待されるため、⽶国による早期の協定締結が望まれている。

８ ＡＰＥＣ（アジア・太平洋経済協⼒）

 アジア・太平洋地域における経済関係の緊密な協⼒を図り、地域の⼀層の発展に資するため、元年に発⾜した
ＡＰＥＣは６年１１⽉に、インドネシアのボゴールで開催された第２回⾮公式⾸脳会議において、⾃由で開かれ
た貿易及び投資という⽬標を先進経済は２０１０年、開発途上経済は２０２０年までに達成することが宣⾔され
た。
 また、昨年１１⽉の⼤阪における閣僚会議及び⾮公式⾸脳会議では、ボゴール宣⾔達成のための具体的な道筋
を⽰す「⼤阪⾏動指針」が策定された。
 そして、本年は１１⽉のフィリピンにおける閣僚会議及び⾮公式⾸脳会議に向けて、貿易・投資の⾃由化・円
滑化に関する「⾏動計画」を策定することとなっている。
 このような中にあって、運輸省では、運輸ワーキンググループ及び観光ワーキンググループを中⼼に、成⻑著し
い同地域において、各メンバーと連携をとりつつ、積極的な貢献を果たしている。

（１）運輸ワーキンググループの動き
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 ８年４⽉にヴァンクーヴァーにて開催された第９回運輸ワーキンググループにおいて、我が国の提案により、港
湾の専⾨家間で共通の課題について協⼒していくための港湾専⾨家会議を設⽴することとなった。本年１１⽉開
催予定の運輸ワーキンググループにて⼩グループによる予備会合を開く予定である。
 その他、域内の政府系研究機関、研究内容等のリストを作成すべく我が国が提案した「運輸技術研究データベ
ース」、⾃動⾞及び同部品の基準・認証制度の調和の可能性、⼿法等の調査活動に関する「道路輸送調和プロジ
ェクト」、電⼦データ交換促進を図る「ＥＤＩプロジェクト」等のプロジェクトに積極的に対応している。今後と
も、効率的で安全かつ環境にやさしい運輸システムの確⽴に向け、従来のプロジェクトとともに、新規プロジェグ
トについても対応することとしている。

（２）観光ワーキンググループの動き

 ８年５⽉に北京で第８回会合が開催されたが、本会合は「⼤阪⾏動指針」が策定された後の初めての会合であ
り、観光に関する障壁の除去問題をはじめ域内全体の⾃由化、円滑化を⽬指した第⼀歩の会合として熱⼼な討議
が⾏われた。

９ アジア海運フォーラム

 世界の外航海運におけるアジアの役割が⾼まる中、我が国の呼びかけによりアジア主要海運国７ヶ国・地域の
海運局⻑クラスの参加を得て、第１回の「アジア海運フォーラム」を７年６⽉東京で開催した。本年６⽉には第
２回会合が⾹港で開催ざれ、各国・地域の海運の現状や海運政策について活発な意⾒交換が⾏われるなど、更に政
策対話が進められている。

１０ アジア・オセアニア地域航空フォーラム

 ８年１〜２⽉、アジア・オセアニア地域における協⼒体制を模索するため、我が国の提唱により、同地域での
初の試みとしてアジア・オセアニア地域国際航空フォーラムが京都で開催された。同フォーラムには域内の１３カ
国等が参加し、参加国間の意⾒交換、情報交換を通じて国際航空の分野における地域協⼒を進めていくため、今
後とも毎年フォーラムを開催していくことが必要である旨合意されたほか、個別の事項については、①増⼤する同
地域の航空需要に対応し、その需要を拡⼤するために域内各国の⼀致した努⼒と航空関係のインフラの拡充が求
められること、②制度的粋組みについては、運輸権の交換のための世界的な多国間協定は近い将来実現する⾒込
みはないが、地域レベルでは⼆国間体制と多国間体制の併存の可能性もあること、また、現存の国際航空の制度
の中で、公平かつ平等原則の下、国際航空を拡⼤し強化するための措置が追求されるべきであること等について
共通認識が得られた。
 次回フォーラムは、９年中にタイにて開催されることが予定されており、今後とも同フォーラムヘの参加を通じ
て同地域における国際航空の発展のための地域協⼒を促進して⾏くこととしている。
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第３節 国際社会への貢献

１ 国際協⼒の推進

（１）運輸分野における国際協⼒の重要性

 開発途上国の発展のためには、効率的な輸送体系の構築や観光の振興が不可⽋である。しかし途上国において
は、そのための資⾦、技術、⼈材等が不⾜している。このため豊富な経験と優れたノウハウを持つ我が国に対し
運輸分野の国際協⼒の要請が数多くなされている。これに対し運輸省は、基盤施設の整備等のハード⾯のみなら
ず、施設の管理・運営、事業の経営等のソフト⾯も含めて、国際協⼒に総合的に取り組んでいる。

（２）運輸分野における国際協⼒の実績

 我が国の国際協⼒の中で運輸分野は、過去五年間で協⼒実施国が１００カ国以上にのぼり、有償資⾦協⼒全体
の２１％を占めるなど重要な役割を果たしてきている〔２−２−２図〕、〔２−２−３図〕。平成７年度の協⼒
形態別の実績は以下の通りである。

２−２−２図 最近５ヶ年の運輸分野における国際協⼒の対象国
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２−２−３図 最近５ヶ年における有償資⾦協⼒の内訳

（ア）資⾦協⼒

 有償資⾦協⼒では、中国の北京⾸都空港計画、フィリピンのメトロマニラ公共鉄道開発計画、ペルーカヤオ港
整備計画等２３件について総額２，２８５億円におよぶ円借款の交換公⽂が締結された。
 無償資⾦協⼒では、ラオスのヴィエンチャン国際空港改修計画、フィジーの気象観測・予報設備整備計画、ジ
ョルダンの北部アカバ湾油汚染防⽌計画等１２件について総額９０億円の交換公⽂が締結された。

（イ）技術協⼒

 開発調査（協⼒対象国と共同して開発計画のマスタープラン策定や可能性調査等を⾏うもので、調査の過程を
通じて計画策定に係る技術を移転することも⽬的としている）については、７年度はグァテマラ⾸都圏交通網整備
計画、ヴィエトナム全国沿岸海上運輸整備開発計画、パナマ・バルボア港開発計画調査等、１２件がスタートし
た。
 また、鉄道、港湾、航空等の分野の専⾨家合計２６２名をインドネシア、中国等をはじめとして、全体で３９カ
国及び国際機関に派遣した。
 研修分野では、⾃動⾞⾏政制度、総合観光セミナー、造船経営管理セミナーなどの研修で、７９の国・地域か
ら４０９名の研修員を受け⼊れた。また、ロシアからも航空、港湾分野において研修⽣を受け⼊れている。

平成８年度 162



 プロジェクト⽅式技術協⼒（専⾨家派遣、研修員受け⼊れ、機材等供与を⼀つのプロジェクトに統合し総合的
に実施するもの）については運輸分野では、７年度に新たにブラジルの都市交通⼈材養成センターについての協
⼒を開始し、実施中の案件の合計は９件となっている。
 リハビリテーション協⼒（再活性化協⼒）とは、途上国でメンテナンス不良等から所期の⽬的を達成していな
い施設、設備等を修理・補修し再活性化するもので、運輸分野においては、６年度よりメキシコでメキシコシテ
ィー・トローリーバス再活性化協⼒を実施している。

（３）国際協⼒の動向

（ア）環境問題への対応

 運輸省では、特に地球環境問題の対応には⼒を⼊れており、気候変動観測・監視体制の整備、都市交通公害対
策、海洋汚染防⽌対策等、さまざまな⾓度からこの問題に積極的に対応している（第１０章参照）。

（イ）開発途上国のニーズに対する的確な対応

 開発途上国のニーズを的確に把握するため、ハイレベルの政策対話、実務者協議を実施するとともに、多様な
ニーズに対応するため、運輸関係国際協⼒における国別、分野別の援助指針の策定を進めている。
 また、途上国の⼤都市において深刻化している交通渋滞や⼤気汚染等の都市交通問題への対応や、ＢＯＴ⽅式
（Ｂｕｉｌｄ、Ｏｐｅｒａｔｅ、Ｔｒａｎｓｆｅｒ、施⼯した会社が施設を⼀定期間運営した後、政府側に譲渡
するもの）等のインフラ整備への⺠活導⼊に対する⽀援等についても、積極的に取り組んでいる。

２ 海上安全対策の推進

（１）カーフェリーの安全対策

 我が国は従来から、海上安全確保及び海洋環境保護については、関係諸国や国際機関との国際協調のもとで積
極的にその対策を推進してきている。６年９⽉にバルト海で発⽣したカーフェリー「エストニア」号の事故を契
機に、ＩＭＯ（国際海事機関）ではカーフェリーの安全性に関する全⾯⾒直しが⾏われた。これに対し我が国か
らも復原性に関する専⾨家を派遣する等、積極的な貢献を⾏ってきたところであり、カーフェリーの復原性、⽔
密性、救命設備等を改善する「１９７４年の海上における⼈命の安全のための国際案約」の改正が、７年１１⽉
に採択された

（２）ばら積み貨物船の安全対策の推進

 ばら積み貨物船の海難が後を絶たないことから、現在、ＩＭＯでは、ばら積み貨物船の損傷時の安全性の向
上、検査の強化等の検討が⾏われている。我が国も、適切な安全要件を提案する等、積極的に審議に参加してい
る。

（３）東京ＭＯＵ／ＰＳＣ検査官研修
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 海上⼈命安全条約（ＳＯＬＡＳ条約）等の基準に適合していない船舶（サブスタンダード船）の排除を⽬的とし
て、アジア太平洋地域において外国船舶の監督（ポートステートコントロール：ＰＳＣ）を協⼒して実施するた
め、「アジア太平洋地域におけるＰＳＣ実施のための覚書」（東京ＭＯＵ）が５年１２⽉に策定され、６年４⽉
から実施している。これに基づき、関係各国においてＰＳＣの強化を図っているところであるが、域内における技
術レベルの向上、ＰＳＣの標準化を図ることが重要な課題となっていることから、７年度から５か年計画で域内
の検査官約２２０名を⽇本に招へいし、ＰＳＣ検査官研修を実施しており、今後も引き続き積極的に国際貢献を
進めていくこととしている。

（４）マラッカ・シンガポール海峡における航⾏安全対策

 我が国の重要なオイルルートであるマラッカ・シンがポール海峡においては、近年、通航船舶の増加、航⾏形
態の多様化、地球環境問題への意識の⾼まり、国連海洋法条約において利⽤国の協⼒に関する規定が設けられた
こと等状況が著しく変化している。また、平成６年８⽉、村⼭⾸相に対しマハティール⾸相が、⽇本の積極的な
イニシアティブと協⼒を要請した。さらに、昨年９⽉にはＩＭＯでマレイシアが同海峡における新たな航路帯の
指定及び施設整備を提案する等沿岸国の我が国への⼀層の協⼒を求める動きは⾼まつつつある。
 このような状況下において、我が国は、従来から（財）マラッカ海峡協議会を通じた航⾏援助施設の整備とそ
の維持管理やＩＭＯにおける検討への参加等を⾏っているところであるが、本年５⽉には船舶の安全航⾏を確保
するための再⽔路調査についての協⼒を沿岸３カ国を対象に実施することとし、１０⽉から現地において本格調
査（測量）を開始する予定である。また、本年７⽉には(社)⽇本海難防⽌協会においてシンガポール連絡事務所を
開設し、航⾏安全対策等の調査・研究を⾏っている。今後とも、前述の動きを踏まえて、積極的に対応していくこ
ととしている。

３ 国際科学技術協⼒

 国際的な科学技術活動については、「科学技術基本法」及び「科学技術基本計画」においてもその強化が謳わ
れるなど、重要性が増しているところであるが、運輸省においても、所掌する各分野に関する国際科学枝術協⼒活
動を積極的に推進している。
 運輸省関係の国際科学技術協⼒案件は年々増加し、８年７⽉現在で１６カ国（ＥＵを含む）、１２５テーマに
及んでいる。また、科学技術庁の在外研究員派遣制度、外国⼈研究者招へい制度等を活⽤した研究者の交流を促
進するほか、科学技術振興調整費を活⽤して国際共同研究を実施する等、協⼒案件の質的な充実を図っている。

２−２−４図 国際科学技術協⼒の案件数(平成８年９⽉現在）
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 協⼒の枠組みとしては、⼆国間協⼒（政府間の科学技術協⼒協定または交換公⽂による取極を締結して⾏う協
⼒及び貿易経済協議等に基づいて⾏う協⼒）及び多国間協⼒（国際機関等による協⼒）がある。この中で⽇⽶間
の協⼒においては、科学技術協⼒協定や環境保護協⼒協定に基づく活動に加えて、「天然資源の開発利⽤に関す
る⽇⽶会議（ＵＪＮＲ）」や⽇⽶包括経済協議「地球的展望に⽴った協⼒のための共通課題（コモン・アジェン
ダ）」においても活動を⾏っている。特にＵＪＮＲにおいては海洋構造物専⾨部会及び海底調査専⾨部会におい
て、それぞれ船舶技術研究所⻑及び海上保安庁⽔路部沿岸調査課⻑が部会⻑を務めているほか、今年新しく設置
された沿岸環境科学技術専⾨部会において，港湾技術研究所⻑が部会⻑を務めている。また、環境保護協⼒協定
に基づくプロジェクトの⼀つ「有害底質の処理処分」において、港湾局環境整備課⻑が共同議⻑を務めている。
 運輸省としては、今後とも、情報交換、専⾨家交流、共同研究といった種々の形態の協⼒を実施していくこと
としている。
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第４節 国連海洋法条約の批准に伴う国内法の整備

１ 海洋法に関する国際連合条約（「国連海洋法条約」）

 国連海洋法条約は、約⼗年にわたる第３次国連海洋法会議の結果、昭和５７年に作成され、平成６年１１⽉に
発効した。同条約は領海、公海等既存の国際条約により規律されていた分野に加え、新たに排他的経済⽔域、深
海底、海洋環境の保護及び保全等の新たな分野の規定を設け、海洋の利⽤に関する問題⼀般を包括的に規律して
いる。さらに、深海底に関する規定を実質的に改善するために、同条約第１１部の実施に関する協定が６年７⽉
に採択されたことから、未締結であった多くの国による同条約の締結が促進されることとなった。

２ 関連国内法の整備等

 国連海洋法条約の締結国は同条約に基づく包括的な法的秩序に参加し、海洋に関する諸活動をより安定的・統
⼀的に⾏うことができる。海洋に囲まれる我が国にとって、海運、漁業、海洋開発等の諸活動をより安定的・統
⼀的に⾏えることは、極めて重要であり、国益に沿うものである。我が国としては、速やかに国際的な海洋の法
的秩序に参画するべく、同条約の締結及び関連国内法８本の整備を⾏った。運輸省においては、同条約締結に関
連する国内法整備として、領海法の⼀部改正、海上保安庁法の⼀部改正、海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する
法律の⼀部改正に取り組んだ。今後は、新たに設定された排他的経済⽔域等における監視・取締り体制の⼀層の
充実強化を推進することとなる。

３ 領海法の⼀部改正

 領海法の⼀部改正では、領海の幅を測定するための基線として直線基線を加えた。また、我が国の領域におけ
る通関等に関する法令に違反する⾏為の防⽌及び処罰のために、領海の外側に接続⽔域を設定した。これに伴
い、接続⽔域内で海上保安官等が必要な措置をとることが可能となった。

４ 海上保安庁法の⼀部改正

 海上保安庁法の⼀部改正は、我が国における接続⽔域及び排他的経済⽔域等の海洋に係る新たな法制度の導⼊
や最近の海上における犯罪等の発⽣状況の変化等を踏まえ、海上保安官が犯罪の予防等の措置を機動的かつ適切
に講ずることができることとするための法整備である。具体的には、海上保安官が講ずる船舶の停⽌、乗組員の
下船、積荷の陸揚げ等の措置に対する発動要件の明確化等を図った。

５ 海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する法律の⼀部改正

 海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する法律の⼀部改正では、海洋汚染事犯を引き起こした外国船舶に対して、
担保⾦等の提供を条件に速やかに釈放等の措置を講ずる制度の創設と、罰則規定の⾒直し等を⾏った。また、国
連海洋法条約により排他的経済⽔域における海洋環境の保護・保全についての沿岸国の管轄権が認められたこと
から、同法律が我が国の排他的経済⽔域において適⽤されることとなった。

６ 「海の⽇」から始まる「海の憲法」
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 国連海洋法条約関連の運輸省提出の改正法は、８年６⽉７⽇に第１３６回通常国会で成⽴し、６⽉１４⽇に公
布され、同条約が我が国について効⼒を⽣じる⽇である７⽉２０⽇から施⾏されることとなった。奇しくも８年
７⽉２０⽇は、「海の⽇」が初めて国⺠の祝⽇化された⽇である。「海の憲法」とも⾔われる国連海洋法条約、
海洋に関する新たな国際的な法的秩序は、まさに「海の⽇」から始まることになった。
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第３章 物流構造変⾰への対応

第１節 経済・社会状況の変化に伴う物流構造変⾰

 近年の我が国経済は、緩やかな回復局⾯に⼊ってきたものの、さまざまな分野で⼤きな変化に直⾯している。国
際的には、経済のグローバル化の進展により経済活動の国際競争が⼀層激化し、その中で我が国が競争⼒を維持
していくために、企業の事業活動に適した環境の整備が求められている。また、国内的には、消費者の意識の成
熱の中で、⽣活の豊かさを実感できるような社会の実現への要請が⾼まっている。
 物流は、我が国の国⺠⽣活と産業の基盤として極めて重要な役割を果たしていることから、こうした経済・社
会状況の変化は、物流分野に⼤きな影響を及ぼしている。⼀つは、物流システム全体の効率化、消費者のニーズに
応じた物流サービスの⾼付加価値化、物流商慣⾏の⾒直し等を通じて、物流分野のコストを低減しようという動
きである。もう⼀つは、輸⼊品の受⼊体制の整備とともに、製品、部品等の輸⼊の急増という輸⼊品⽬構成の変
化に対応した、国際物流とそれに接続する国内物流の円滑化である〔２−３−１図〕。

２−３−１図 主な商品の輸⼊額推移

 ⼀⽅、環境問題についても、⼤都市地域を中⼼に窒素酸化物の排出量抑制や、地球温暖化の原因となる⼆酸化炭
素等の温室効果ガスの排出量抑制が重要な課題となっている。また、道路交通混雑の問題は依然として深刻であ
り、労働時間の短縮をはじめとする労働環境の改善や、今後予想される若年労働者の減少といった問題への対応も
求められている。
 これらの諸点を考慮して、今後とも我が国経済や国⺠⽣活の真に豊かな発展を⽀える、効率的な物流体系の構
築に取り組む必要がある。
 特に、我が国経済の⾼コスト構造の是正・活性化のために、「構造改⾰のための経済社会計画」が、平成７年
１２⽉１⽇に閣議決定されており、その中の「⾼コスト構造是正・活性化のための⾏動計画」において、物流効
率化のための⽬標が掲げられている〔２−３−２表〕。

 ２−３−２表 ⾼コスト構造是正・活性化のための⾏動計画（抄）
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「構造改⾰のための経済社会計画」より
（平成７年１２⽉１⽇：閣議決定）

⾼コスト構造是正・活性化のための⾏動計画−物流（総論）

３．⽬標
(1)⽬標

・コンテナターミナル等の基盤整備により、コンテナの輸出⼊に係る陸上輸送コストの１割低減を⽬指す。
・複合⼀貫輸送に対応した内貿ターミナルからの上陸輸送の半⽇往復圏の割合について現在の約７０％から

約８０％を⽬指す。
・荷主・貨物運送取扱事業者と連携し、鉄道貨物におけるパレタイズ貨物について２割程度を⽬指す。
・けん引き重量1,200トン以上の列⾞本数の倍増を促進する。
・ＲＯＲＯ船、コンテナ船（モーダルシフト対象船種）の船服量が、従来の伸びを下回らない⽔準で増加す

るよに⽬指す。
・臨港地区を除く営業倉庫に占める流通型倉庫の割合について、２割程度を⽬指す。

 このため、港湾、空港といった基本インフラの整備を着実に進めるとともに、貨物駅、倉庫、上屋、トラック
ターミナル等の物流拠点の整備、海運・鉄道の積極的活⽤を図るモーダルシフトや複合⼀貫輸送の推進をはじめ
とする幹線物流の効率化及び積合せ輸送等を通じてトラックの積載効率の向上を図る地域内物流の効率化が必要
となっており、運輸省では、これらの施策を積極的に進めていく。
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第２節 効率的な物流体系整備の推進

１ 物流拠点の整備

 貨物駅、倉庫、上屋、トラックターミナル等の物流拠点は、貨物の保管、積卸し、荷捌き等物流活動の円滑化
のための様々な活動が⾏われる物流の結節点であり、その整備のあり⽅が、物流システム全体の効率化やサービ
ス⽔準に⼤きな影響を及ぼす。特に近年では、内陸部を中⼼に物流ニーズの⾼度化、多様化に対応して、保管、荷
捌き、流通加⼯機能、⾼度情報処理機能等様々な機能を併せ持った物流拠点の整備が求められている。また、物
流コストのより⼀層の低減、輸⼊拡⼤と製品輸⼊の急増に対応し、流通の効率化を重視して⾃動化・情報化を進
めながら流通加⼯等の機能の集約を⾏う流通システム効率化を促進する物流施設や、輸⼊拡⼤に対応する物流施設
等の整備が求められている。
 このため、港湾、空港といった基本インフラの整備を着実に進めるとともに、倉庫、トラックターミナル等⺠
間事業者により整備される物流拠点についても、税制上の優遇措置、⽇本開発銀⾏等による融資等の種々の⽀援
措置により整備を促進している。
 このほか、「⺠間事業者の能⼒の活⽤による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」に基づく税制や⾦融
の優遇措置等によって、⺠間事業者による特定施設の整備を促進している。また、「流通業務市街地の整備に関す
る法律」に基づく税制や⾦融の優遇措置等を活⽤して、都市周辺における流通業務市街地の整備を促進してい
る。
 さらに、⺠間事業者による公共的な物流拠点の整備については、初期投資が莫⼤であるうえに投下資本の回収
に時間がかかることから、なかなか整備が進まない⾯が⾒られる。特に都市部においては、⽤地取得の困難性か
ら物流拠点の絶対数の不⾜、既存施設の⽼朽化等の問題が⽣じ、拠点整備の⼀層の促進が必要になっている。
 こうした状況を受けて、８年６⽉に運輸政策審議会物流部会において、物流拠点の整備のあり⽅について、整
備が必要とされる物流拠点の典型像、投資促進⽅策の充実、関係省庁・地⽅公共団体との連携、パブリック・ア
クセプタンスの⾼い物流拠点の整備の必要性、情報化・標準化の推進等についてのとりまとめがなされた。運輸
省では、これらの実現に向け、上記の税制や⾦融の優遇措置のほか、物流拠点整備の指針の策定等の諸施策を講
じていく。

２ 幹線物流の効率化

（１）⻑距離幹線輸送の効率化・輸送能⼒向上

 我が国の現状の物流体系においては、⾼速道路網を中⼼とした道路整備の進展と、ドア・ツー・ドア輸送や多
頻度⼩⼝配送といった⾼度なサービスの浸透を背景として、機動性に優れたトラック輸送が中⼼となっている〔２
−３−３図〕。

２−３−３図 輸送機関別貨物輸送量の推移
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 しかし、トラック輸送については、排ガス等による環境への影響、道路交通混雑、労働環境の改善要請といっ
た問題が⽣じている。⼀⽅、海運・鉄道は、省⼒・低公害型の⼤量輸送機関という優れた特性を有しており、主
に⻑距離幹線輸送においては、荷主・物流事業者等の理解と協⼒を得つつ、海運・鉄道へのモーダルシフトと、
異なる輸送機関を効率よく組み合わせて利⽤する複合⼀貫輸送を促進していく必要がある。
 これに対応して、海運や鉄道の輸送能⼒と利便性の向上、またトラックとの積替え効率の向上が不可⽋であ
り、このためのハード・ソフト両⾯の環境整備について、引き続き⾦融や税制の優遇措置等の⽀援措置を講じて
いる。
 ハード⾯では、海運については、コンテナ船、ロールオン・ロールオフ船（モーダルシフト船）の整備、船腹
調整事業の計画的解消等を通じて海運の輸送⼒増強、コスト低減を図っている。また、海陸⼀貫輸送の円滑化の
ため、複合⼀貫輸送に対応した内質ターミナルや、港湾と幹線⼀般道路等を直結する幹線臨港道路の整備を推進し
ている。鉄道については、編成の⻑⼤化によりコンテナ列⾞の輸送⼒増強を図るとともに、貨物駅の積替え施設
の拡充を⾏っている。
 ソフト⾯では、貨物の特性に応じたモーダルシフト推進⽅策やモーダルシフト量に関する調査、周知活動の⼀環
として導⼊事例集の作成及び配布、地⽅運輸局におけるモーダルシフト推進協議会の設置に係る指導、助⾔等の施
策を⾏っている。
 また、海運における新しい輸送⼿段として、新型式超⾼速貨物船テクノスーパーライナーの事業化⽀援について
も検討を進めている。

（２）⼀貫パレチゼーションの推進
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 複合⼀貫輸送の推進には、各輸送機関の結節点における貨物の積替えの円滑化が必要不可⽋である。⼀貫パレ
チゼーションは、貨物を荷主から荷受⼈まで⼀つのパレットに積載して輸送する輸送⽅法であり、積替えの際に
フォークリフト等の荷役機械を使⽤するので⼤幅な効率化を図ることができる。さらに、パレットの標準化によ
って、使⽤効率を向上させることができる。
 このため、運輸省は、ＪＩＳ規格とされたＴ１１型パレットの普及を促進するための⽇本開発銀⾏等による融
資、同パレット導⼊の成功事例集の配布等を通じての事業者に対する周知活動を通じて、⼀貫パレチゼーション
を推進している。

（３）幹線共同運⾏の推進等

 トラックの⻑距離幹線輸送については、積載効率を上げることによるメリットが持に⼤きい。現状でも、⼟⽇
等の閑散期において特別積合せ運送事業者の協⼒による特定区間での共同運⾏や、複数の荷主の情報交換による帰
り荷の確保が⾏われており、今後とも荷主企業を含む関係者の積極的な取組みが期待される。
 また、幹線輸送の共同運⾏を推進するためには、都市内及び周辺部において、幹線トラック輸送と地域内トラ
ック輸送に携わる複数の貨物⾃動⾞運送事業者が利⽤可能な公共トラックターミナルの整備が必要である。
 このほか、道路⼀体型広域物流拠点の整備等につき、建設省、国⼟庁と共同で設置した「マルチモーダル推進
協議会」において協議を⾏っている。

３ 地域内物流におけるトラック輸送の効率化

 ⻑距離の幹線輸送においては前記のように複数の輸送機関の活⽤が重要であるが、端末における地域内輸配送
に関しては、今後もトラック輸送に依存していかなければならない状況にある。こうした中で、過度の交錯輸送
を避け、トラック⼀台当たりの積載効率を⾼める等の取組みが必要である。
 たとえば、複数荷主の貨物の積合せができず、⽚道輸送が多い⾃家⽤トラックは、積載効率が低くなる場合が多
いため、営業⽤トラックによる積合せ輸送を積極的に活⽤していく必要がある〔２−３−４表〕。

２−３−４表 営業⽤トラックと⾃家⽤トラックの⽐較
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 都市内・地域内の商業・業務集積地域においては、荷捌き場等の⽤地の確保が⾮常に困難であることから、路
上駐⾞の増加と相まって慢性的な交通混雑の原因の⼀つとなっており、共同集配の推進が特に急務となっている。
これに対して福岡市の天神地区では、地元経済団体、トラック協会、関係⾏政機関等による協議会を開き、６年
９⽉に共同輸送会社が設⽴されたほか、広島市、横浜市、熊本市でも既に共同集配の構築に向けた協議会が開催
される等、各地で取組みが進んでいる。
 また、「中⼩企業流通業務効率化促進法」に基づき、中⼩企業者たる運送事業者、荷主等が共同で実施する流
通業務効率化事業に対する⽀援を⾏っており、８年９⽉までに９つの協同組合の効率化計画の認定を⾏った。さ
らに、積合せ輸送の拠点となる共同配送センター等の建設については、⽇本開発銀⾏等による融資や税制の優遇
措置を活⽤している。
 このほか、前述の「マルチモーダル推進協議会」において、共同集配システム構築のための都市内物流拠点の整
備につき協議を⾏っている。

４ 物流業の活性化に向けた環境整備

（１）物流に係る事業機会の拡⼤

 物流に関わる事業者の間では、物流コストの低減を図りつつ、荷主や消費者の多様なニーズに合わせた物流サ
ービスの充実が求められている。先進的な物流企業の中には、物流を製造・販売の補完的機能としてではなく、
原料調達から返品回収、廃棄物処理に⾄るまでの⼀連の事業活動を⽀える、⼀貫したシステムとして捉えるところ
が現れている。また、物流の効率化を⽬的として、製品の共同開発や販売委託等について異業種間の企業提携も
⾒られる。
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 こうした動きに対応して、輸送、保管、荷捌き等の主要な物流事業を総合的に運営し、物流についてトータル
に施設、設備、運営ノウハウを有する物流事業者が、荷主の物流ニーズに多⾯的に対応し、企業内物流を代⾏す
る事例が増えている。

（２）物流業に係る規制の緩和等

 運輸省では、「規制緩和推進計画」に基づいて、事業機会及び消費者の選択機会の増⼤、弾⼒的な運賃・料⾦
の導⼊、各種届出・報告の削減等を促進するよう、物流業に係る規制については所要の緩和措置を進めていると
ころである。⾃動⾞ターミナルについて、事業者の負担を軽減し、創意⼯夫による機動的、弾⼒的な事業運営を
促進するという観点から、８年５⽉に「⾃動⾞ターミナル法の⼀部を改正する法律」が公布され、⼀般トラック
ターミナルについては免許制を許可制とすることにより、事業への参加を容易にするとともに、⼯事施⼯に関す
る⼿続や料⾦、使⽤約款等に関する規制を簡素化するほか、専⽤トラックターミナルについては同法上の規制を
撤廃する等の処置を講じた。
 さらに、荷主業界を含めた物流をめぐる取引慣⾏を⾒直し、サービス⽔準に対応した価格体系を構築すること
により、事業者間の公正な競争を確保していく。また、欧⽶諸国における物流サービスと我が国における物流サ
ービスとの国際⽐較を⾏った「物流サービスに係る内外価格差調査」によれば、⽇本の物流サービスは必ずしも
欧⽶に⽐して⾼いものではないが、より⼀層の物流コスト低減のために、所要の⽅策について検討を⾏っている。

（３）物流事業の情報化等の推進

 移動体通信やバーコードといった、近年急速に進歩している情報通信・情報処理技術が、物流事業者によって積
極的に物流に応⽤されてきている。中でも、物流分野におけるＥＤＩ（電⼦データ交換）の導⼊は企業間におけ
る取引関連情報の円滑な交換に資するものであり、運輸省では、政府及び⺠間の双⽅が参画した「物流ＥＤＩ推
進機構」において関係団体等と連携し、国際物流・国内物流両分野におけるＥＤＩの導⼊推進のための環境整備
に取り組んでいる。
 さらに、我が国港湾の国際競争⼒の強化の観点から、⺠間事業者の負担を軽減するため、港湾における⼊出港
に係る諸⼿続について、書類様式の統⼀等の簡素化を図っていく。また、⼊出港に係る⼿続で電⼦情報処理化に
なじむものについては、平成１１年に更改予定の海上貨物通関情報処理システム（Ｓｅａ−ＮＡＣＣＳ）との連
携を考慮して、より総合的な電⼦情報処理化について検討を進めている。
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第３節 輸⼊拡⼤等に対応する国際物流の円滑化

１ 国際複合⼀貫輸送の推進

 国際物流の分野においては、近年、経済のグローバル化の動きを受けて、国際的なドア・ツー・ドア輸送につ
いて、フォワーダーが荷主との間で⼀貫して運送責任を負う国際複合⼀貫輸送が発展しており、国際宅配便等の⾼
度な物流サービスが急速に普及している。また、アジア地域を主とする⽇本企業の⽣産拠点の海外進出に伴い、
その製品等の国際複合⼀貫輸送を担うため、貨物運送取扱事業者の海外進出も活発化している。
 こうした状況に対応して、運輸省では、我が国の国際貨物運送取扱事業者の諸外国における事業活動につき公
正な機会を確保するため、諸外国との調整等を⾏っている。また、アジア地域における輸送機器の規格化に資す
るよう、韓国との間でＴ１１型パレットを主体とする規格化推進のための協議を⾏っている。

２ 輸⼊インフラの整備

 輸⼊拡⼤の要請に加えて、製品・部品輸⼊の急増という輸⼊品⽬構成の変化を背景として、国際物流と国内物流
との接続の円滑化が⼀層求められてきていることから、中枢国際港湾における⼤⽔深コンテナターミナルや⼤都
市圏における拠点空港等の港湾、空港の整備を進めるほか、輸⼊品の保管、配送を円滑に⾏うための倉庫、上屋
等を整備する必要がある。
 このため、運輸省では、輸⼊拡⼤に対応する倉庫、港湾上屋の整備について、税制上の優遇措置を活⽤して、
これらの整備の促進を図っている。
 また、「輸⼊の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（ＦＡＺ法）」に基づき、港湾⼜は空港及
びその周辺地域に輸⼊促進地域（フォーリン・アクセス・ゾーン＝ＦＡＺ）を設け、当該地域において輸⼊促進
に寄与する事業に対して⽀援措置を講じており、これまでに２２地域の地域輸⼊促進計画が承認されている〔２
−３−５図〕。特に、昨年のＦＡＺ法の改正により規定されたＦＡＺ地域内の特定集積地区においては、倉庫
業、貨物⾃動⾞運送事業、港湾運送事業等の輸⼊貨物流通促進事業者に対して税制の優遇等の⽀援措置を講ずる
ことにより、輸⼊関連事業者の集積を促進し、輸⼊貨物の円滑な流通を図っていく。

２−３−５図 ＦＡＺ指定地域

平成８年度 175



平成８年度 176



第４章 観光レクリエーションの振興

第１節 旅⾏の振興

１ 観光産業の現状

（１） 国⺠の意識

 総理府の「国⺠⽣活に関する世論調査」（平成７年５⽉）において、国⺠は「今後、⽣活のどのような⾯に⼒
を⼊れたいと考えているか」について⾒ると、「レジャー・余暇⽣活」を挙げる者が最も多く、５８年に「住⽣
活」を抜いて以来連続して第１位を占め続けている〔２−４−１図〕。

２−４−１図 今後の⽣活の⼒点の推移

（２） 旅⾏業の現状
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 主催旅⾏業者５０社の７年度の取扱⾼は、６年度に⽐べて国内旅⾏が１．１％増、海外旅⾏は１１．６％増、
合計で５．４％増であった〔２−４−２表〕、〔２−４−３表〕。

２−４−２表 旅⾏業者・旅⾏業者代理業者数

２−４−３表 主要５０社の取扱⾼
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（３） ホテル・旅館業の現状

 ホテル・旅館の利⽤状況は依然として低迷しており、主要登録ホテルの７年の客室利⽤率は２年と⽐較して９．
８ポイントの減となっている〔２−４−４表〕。こうした中、６年度には主要登録ホテルの５８．９％、主要登
録旅館の５０．７％が⾚字経営となっている〔２−４−５表〕。

２−４−４表 主要登録ホテルの客室利⽤状況の推移

２−４−５表 主要登録ホテル・旅館の経営状況
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２ 「ゆとりある休暇」の実現

 ゆとりある国⺠⽣活を実現していくため、国⺠が多様かつ充実した余暇活動を実現できる環境を整えていくこと
が重要である。
 このため、「ゆとりある休暇」推進協議会を引き続き開催しつつ、連続休暇等の普及拡⼤、充実した休暇を過
ごすための環境整備を図っていくこととしている。
 また、７年６⽉の観光政策審議会答申において、⼀部の祝⽇の曜⽇指定化により連休を創出するなどの休暇制
度の改善が提⾔されており、その実現に向け⺠間において検討が進められている。

３ 安全・快適な旅⾏の確保

（１） 旅⾏業法等の改正

 近年における海外旅⾏の⼀般化等に対応するとともに、⼀層の消費者保護を図るため、７年、旅⾏業法の⼀部
を改正し、あわせて標準旅⾏業約款の改正を⾏い、８年４⽉から施⾏している。
 旅⾏業法の主な改正内容は以下の通りである。

①登録に関する規制の合理化
②営業保証⾦について算定⽅法の適正化、消費者優先還付規定の設定
③旅⾏業務取扱主任者の職務の明確化、取引条件説明時の書⾯交付、主催旅⾏広告の表⽰⽅法の改善等の旅
⾏業務の適正化

 ⼀⽅、標準旅⾏業約款については、旅程保証制度（主催旅⾏において重要な契約の変更があった場合にはその
原因が⼀定の免責事由に該当する場合を除き変更補償⾦を⽀払う制度）の創設等を⾏った。

（２） 旅⾏者の安全確保

 近年、海外旅⾏者が増加する⼀⽅、⽇本⼈が海外において事故・事件等に遭遇するケースが増⼤していること
から、外務省等関係省庁と緊密な連絡をとり、旅⾏業者等に適切な情報提供を⾏うなど、旅⾏者の安全確保のた
めの施策を講じている。
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第２節 国際観光交流の促進

１ 外国⼈訪⽇旅⾏の促進

（１） 外国⼈訪⽇旅⾏の現状

 平成７年の⽇本⼈海外旅⾏者数は、１，５３０万⼈と、５年前（平成２年）に⽐べて１．３９倍、１０年前に
⽐べて３．０９倍に増加し、順調に伸⻑している。⼀⽅、訪⽇外国⼈旅⾏者数は、円⾼の進⾏により訪⽇旅⾏費
⽤の⾼騰が進む状況において、３３５万⼈と極めて低い⽔準にとどまるなど、ここ数年は横這い⼜は微減の状態
にあり、その⽔準は、欧⽶先進諸国と格段の差があるのみならず、近隣のアジア諸国への旅⾏者数にも劣る状態と
なっている〔２−４−６図〕、〔２−４−７図〕。

２−４−６図 ⽇本⼈海外旅⾏者数、訪⽇外国⼈旅⾏者数の推移
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２−４−７図 主要国・地域の来訪外国⼈旅⾏者数の⼈⼝⽐

 国際観光は国際相互理解にとって⼤きな意義を有しており、こうした伸び悩んでいる訪⽇外国⼈旅⾏者を増加さ
せ、⽇本を⾒聞してもらうことは、我が国に対する国際理解を増進するうえで極めて重要であることから、以下の
施策を展開している。

（２） 外国⼈の来訪促進活動の充実
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 ８年１⽉に、学識経験者、観光産業関係者等から成る「観光交流による地域国際化に関する研究会」を発⾜さ
せ、訪⽇外国⼈旅⾏者を⾶躍的に増⼤させ、⽇本の観光地を⼼から楽しんでもらうための総合的施策について幅
広く検討を⾏い、４⽉に「ウェルカムプラン２１（訪⽇観光交流倍増計画）」として提⾔が取りまとめられた
〔２−４−８表〕。

２−４−８表 ウェルカムプラン２１に関する提⾔の概要

 運輸省としては、関係する省庁、地⽅公共団体、観光産業等とともに、本提⾔に盛り込まれた施策の実施を図
っていくこととし、概ね１７年（２００５年）時点において訪⽇外国⼈旅⾏者数を現在より倍増させ、７００万
⼈に到達させることを⽬指している。

（３）国際コンベンションの振興

（ア） コンベンション法による国際コンベンションの振興

 国際会議（国際コンベンション）を我が国で開催することは、外国⼈参加者にとって我が国を理解する絶好の
機会になるほか、地域経済の活性化や地域の国際化にも貢献する。そのため「国際会議等の誘致の促進及び開催
の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」（コンベンション法）に基づく「国際会議観光都市」は、これ
までの４２都市に加え８年４⽉に新たに３都市を認定し、合計４５都市になった〔２−４−９図〕。

２−４−９図 国際会議観光都市
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 また、同法に基づき、国際観光振興会は、認定を受けた都市に対して国際コンベンション等の誘致に関する情
報の定期的提供、海外における国際会議観光都市の宣伝等を⾏うとともに、国際コンベンション等の開催の円滑
化を図るため、寄付⾦の募集、交付⾦の交府等の事業を⾏っている

（イ） 国際会議場の整備

 ⺠活法に基づき、国際会議場の整備を⾏う⺠間事業者に対し⽀援を⾏っている。７年度までに４施設の整備計
画を認定しており、このうち横浜国際平和会議場、宇奈⽉国際会館及びりんくうゲートタワービル国際会議場に
ついては供⽤を開始しており、神⼾ポートピアホール国際会議場については引き続き整備推進中である。

（４） 国際観光振興会による外客誘致活動
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 外国⼈の来訪促進活動を推進するため、⽇本の観光宣伝、観光情報提供等を国際観光振興会を通じて⾏ってい
る。
 ８年度は、従来からの既存の国際会議の誘致に加え、地⽅⾃治体等が独⾃の企画により会議を開催する「企画
型国際会議」の創出⽀援、アジアの主要国を対象としたマーケティング戦略の研究、プロモーション・キャンペ
ーンの実施等を加えるとともに、昨年度から開始したインターネットによる観光情報の提供を充実強化するた
め、観光関連団体・企業と連携したパソコン情報提供事業を開始している。
 なお、海外における観光宣伝や国内観光案内所の運営業務などについても引き続き効率化を図ることとしてい
る。

（５） 登録ホテル・旅館等の整備

 国際観光ホテル整備法に基づき、ハード・ソフト両⾯からみて外国⼈旅⾏者の宿泊に適したホテル・旅館の登
録を⾏い、税制上の優遇措置等によりその整備を推進し、また、これらの登録ホテル・旅館に関する情報を外国
⼈旅⾏者に提供している。また、国際観光レストラン登録規程に基づき、外国⼈旅⾏者が容易かつ快適に⾷事が
できる優秀なレストランについても登録を⾏い、国内における外国⼈旅⾏者の受⼊れ体制の整備を⾏っている。
なお、８年９⽉末現在、９９０軒のホテル、１，９５６軒の旅館及び１４９軒のレストランが登録されている。

２ 国際交流及び国際協⼒の推進

（１） ⼆国間観光協議の推進

 我が国は、観光分野における交流が盛んな⽶国、韓国、中国、カナダ、スペイン、豪州との間で、政府ベースも
しくは官⺠合同の⼆国間観光議を定期的に開催している。これらの協議では、相⼿国との観光交流の⼀層の充
実・活性化を図っていくことを⽬的に、両国間の観光振興策の検討、観光振興上の問題点及び対応策等について
意⾒交換を⾏っている。

（２） 国際協⼒の推進

 近年、豊富な観光資源を活⽤して経済発展を図ろうとする開発途上国の観光重視の姿勢を反映して、我が国に
対する観光関連の国際協⼒の要請が増⼤している。
 このため、⼆国間技術協⼒として国際協⼒事業団（ＪＩＣＡ）を通じた観光分野の研修員の受⼊れ、専⾨家の
派遣及び開発調査等に積極的に対応する⼀⽅、世界観光機関（ＷＴＯ）、経済協⼒開発機構（ＯＥＣＤ）、アジ
ア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター（ＡＳＥＡＮセンタ
ー）等の国際機関や、アジア太平洋経済協⼒（ＡＰＥＣ）等の協議会などの場を通じて国際間の連携強化を図って
いる。特に、７年６⽉に⼤阪に設置されたＷＴＯアジア太平洋事務所が⾏う観光開発協⼒活動等を積極的に⽀援
することにより、アジア太平洋地域における国際交流、国際協⼒の⼀層の促進、アジア太平洋諸国と我が国との
信頼関係の⼀層の強化を図っている。
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第３節 観光による地域の活性化

１ 地域と観光産業の連携による国内観光の振興

（１） 国内観光促進協議会の開催

 国内観光は、現在、割⾼な価格⽔準、個⼈・⼩グループ旅⾏を中⼼とした多様なニーズへの対応の⽴ち遅れ、
観光地の魅⼒低下等により、空洞化が懸念される状況にある。
 このため、平成７年６⽉の観光政策審議会答申を受けて、国内観光促進に向けた諸施策を国内観光産業全体の
取組みにより具体化していくため、７年９⽉に国内観光促進協議会を設置した。協議会では、⾼齢者や障害者の
旅⾏促進、滞在型旅⾏の促進、国内旅⾏の低廉化等の施策テーマ毎にワーキンググループを設置するとともに、必
要に応じてモデル事業の実施のための地域検討会を置き検討を⾏い、推進⽅策を取りまとめたところである。

（２） 観光⽴県推進地⽅会議の開催

 ２１世紀を⽬指した観光のより⼀層の振興を図るため、「９０年代観光振興⾏動計画（ＴＡＰ９０ʼｓ）」に基
づき、官・⺠、中央・地⽅が⼀体となった観光⽴県推進地⽅会議を、最近の沖縄まで１３地域で開催している
〔２−４−１０図〕。この会議では、それぞれの地域の特性を⽣かした観光振興⽅策についての具体的な提⾔が
⾏われ、各地域の協議会等フォローアップ推進組織を通して、逐次実⾏に移されるなどの成果をあげている。

２−４−１０図 観光⽴県推進地⽅会議開催状況
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（３） 地域伝統芸能等を活⽤した観光の振興

 地域伝統芸能等（地域の伝統的な芸能及び⾵俗習慣）は、地域固有の歴史、⽂化等を濃く反映したものであ
り、これを活⽤することは、地域の特性を⽣かした観光の振興を図るためには極めて効果的である。
 そのため「地域伝統芸能等を活⽤した⾏事の実施による観光及び特定地域商⼯業の振興に関する法律」に基づ
き、地域伝統芸能等を活⽤したイベントに対して⽀援を⾏っている。
 また、（財）地域伝統芸能活⽤センターが８年６⽉１４⽇から１７⽇まで開催した「第４回地域伝統芸能全国
フェスティバル（岩⼿）」の⽀援を⾏った。

（４） 旅フェアʼ９６の開催

 地域と旅⾏関連産業が連携し、国内旅⾏の総需要の喚起を図ることを⽬的に、８年４⽉１０⽇から１４⽇ま
で、旅に関する総合的な情報の提供を⾏う旅の総合⾒本市として「旅フェアʼ９６」が昨年に引き続き千葉県の幕
張メッセで開催され、２２万⼈の来場者を記録した。

（５） デスティネーション開発協議会の開催
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 受⼊側の地域と送客側の観光産業が連携して共同で地域観光の振興⽅策について協議する「デスティネーショ
ン開発協議会」が、６年９⽉に沖縄県で開催されたのをはじめ、岐⾩県・滋賀県、⼭形県、阪神・淡路地域及び
⿅児島県においても設置・開催され、当該地域の観光需要の喚起を図っている。

（６） 観光交通地域振興アクションプランの策定

 地域と観光交通関連産業が連携して、ソフト・ハード両⾯からの観光の振興と交通基盤の整備・運営を⼀体
的・計画的に推進する観点から、８年度より新規施策として「観光交通地域振興アクションプラン」の策定に着
⼿した。８年度は北陸地域（富⼭県、⽯川県、福井県）及び四国地域（徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県）の２
地域を対象地域として実施することとしている。

２ 観光資源の保護・活⽤を通じた観光の振興

 地域固有の貴重な⽂化遺産や⾃然景観などの観光資源を保存活⽤していくことは、魅⼒ある観光地づくりのた
めに⽋くことができない要素である。こうした観光資源の保護、継承のために、岐⾩県⽩川郷合掌造り⺠家やト
ラストトレイン（静岡県⼤井川鉄道で展⽰・運⾏されているＳＬ列⾞）等といった貴重な観光資源について保
護・活⽤等の事業を⾏っており、これらの活動を通じて地域の特性をいかした観光の振興を図っている。

（１）観光基盤施設の整備

（ア） 家族旅⾏村の整備

 家族旅⾏村は、家族が恵まれた⾃然の中で⼿軽に観光レクリエーション活動ができるようキャンプ場、ピクニ
ック緑地、スポーツレクリエーション施設、簡易宿泊施設等を整備するもので、現在、４６地区において整備が
終了し、１地区において整備が⾏われている。

（イ） 国際交流村の整備

 国際交流村は、(注) 国際観光モデル地区における外国⼈旅⾏者誘致の拠点として、外国⼈旅⾏者に地域の⾃
然、⽂化、歴史を紹介したり、伝統的⽣活⽂化を体験してもらうための施設等を⼀体的に整備するもので、現
在、１１地区において整備が終了し、１地区において整備が⾏われている。

（注） 国際観光モデル地区 外国⼈旅⾏者が安⼼して⼀⼈歩きできる環境を作り、同地域への外国⼈旅⾏者の
来訪を促進し、地⽅の国際化、国際相互理解の増進等に寄与するもの。現在、３９道県４２地区が指定されてい
る。

（ウ） 家族キャンプ村の整備

 家族キャンプ村は、国⺠の余暇活動の増⼤、⾃然志向の⾼まり等のニーズに対応するものとして、豊かな⾃然
の中に⼿軽・低廉かつ快適に利⽤できる質の⾼いオートキャンプ施設（⾞をテントサイトまで乗り⼊れることの
できるキャンプ場）〔２−４−１１図〕を整備し、このキャンプ施設を滞在基地として周辺の観光レクリエーシ
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ョン施設等との連携を図るものであり、現在２地区において整備が終了し、１４地区において整備が⾏われてい
る。

２−４−１１図 オートキャンプ場

（２） 総合保養地域の整備

 ゆとりある国⺠⽣活の実現と地域の振興を図ること等を⽬的とした総合保養地域整備法に基づき、８年３⽉ま
でに総合保養地域の整備に関する４１道府県の基本構想が承認され、各地域で⾃然環境の保全等に配慮しつつ総
合保養地域の整備が進められている。
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第４節 レクリエーションの振興

１ 海洋性レクリエーションの振興

 平成１１年（１９９９年）を⽬標とする海洋性レクリエーション振興のための「Marineʼ９９計画」（昭和６３
年度策定）に基づき、マリーナ等の基盤的施設や客船整備を進めるとともに安全性の向上のための⽅策の充実を
進めてきており、その主な施策は以下の通りである。

（１） 公共マリーナや簡易な係留施設であるプレジャーボートスポットの整備を進めているほか、⺠間事業者
等が⾏うマリーナの整備に対する貸付制度等の⽀援を⾏っている。
 ⼀部地域で問題となっている無許可係留艇を適切な保管場所に誘導するため、マリーナの整備のほか、安価で
簡易な係留・保管施設等の整備を引き続き促進するとともに、各地⽅運輸局及び港湾建設局に⾈艇利⽤対策会議
や⾈艇利⽤者相談窓⼝を設けて、地⽅⾃治体、関係者団体を加えた協議を進め、健全な利⽤秩序の確⽴とプレジ
ャーボート利⽤者のマナー向上を図っている。

（２） 港湾や海岸において、景観や親⽔性に配慮した港湾緑地、広場、海浜等の整備や歴史的に価値の⾼い港
湾関連施設、⼈々の⽂化・交流活動を促進する施設の整備及び良好な海域環境の創造や⽔質・底質の改善のため
の事業を推進している。これらの事業の実施により、魅⼒あるウォーターフロント空間の形成や海洋性レクリエ
ーションの振興に寄与している。

（３） 海難防⽌講習会等を通じて海難防⽌思想の普及・⾼揚を図るとともに、種々の安全指導を⾏っている。
また、海上安全指導員制度及び、（財）⽇本海洋レジャー安全・振興協会による「プレジャーボート救助事業
（ＢＡＮ）」等の⺠間の⾃主的な安全活動を積極的に⽀援している。なお、「ＢＡＮ」は、８年７⽉１⽇から、
これまでの関東地区に加え、関⻄地区においてもサービスを開始した。

（４） 詳細な波浪予想図や台⾵情報の作成をはじめとした気象・海象情報の充実や局地的な気象・海象情報を
提供する「船舶気象通報」及び海洋情報の提供窓⼝である「海の相談室」の充実等により、情報提供体制の強化
を図るとともに、新たにサービスが開始された衛星船舶電話を利⽤した緊急通報⽤電話（通称「海の１１０
番」）の整備等による遭難情報の速やかな連絡体制の充実強化を図っている。

（５） クルーズ旅⾏をさらに普及させるためクルーズ情報の提供、クルーズキャンペーンの開催等の振興⽅策
を推進している。

２ スカイレジャーの振興

 スカイレジャーの⼈気が⾼まるとともに愛好者は年々増加しており、地⽅⾃治体においてもその振興を通じて
地域振興を図ろうとする動きが増えてきている。
 このような状況において運輸省としては、（財）⽇本航空協会、全国スカイレジャー振興協議会等の関係団体
を指導しつつ、スカイレジャーの安全確保及びその振興を図っている。
 具体的には、安全性、利便性が⾼く既存の航空交通との分離がなされたエリアを認定する「優良スカイレジャ
ーエリア認定制度」に基づき、パラグライダー・ハンググライダーに係るエリアが１４か所（８年７⽉現在）認定
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されている他、毎年度、各種スカイレジャーを紹介する「スカイ・レジャー・ジャパン」（８年は１１⽉３⽇及
び４⽇に旧南紀⽩浜空港跡地において開催）等のイベントについても、運輸省として積極的に⽀援を⾏ってきてい
る。
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第５章 国⺠のニーズに応える鉄道輸送の展開

第１節 鉄道整備の推進

１ 鉄道整備の基本的⽅向

 ２１世紀に向けて、国⼟の均衡ある発展を図り、また、本格的な⾼齢化社会の到来を間近に控え、国⺠が真に
豊かさを実感できる社会を実現するためには、交通関係社会資本の充実・強化が重要となっている。特に鉄道は
サービスの充実について、通勤・通学時の混雑緩和や都市間移動のスピードアップ、道路の混雑解消、環境負荷の
⼩さい交通体系の構築の要請等の観点から国⺠の強い要望があり、これらを踏まえて幹線鉄道の⾼速化や都市鉄
道の輸送⼒増強等を進めてきている。
 幹線鉄道については、整備新幹線をはじめとした⾼速鉄道ネットワークの整備・⾼度化が重要な課題となって
おり、全国主要幹線鉄道の表定速度の平均時速を１２０ｋｍ台まで引き上げるとともに、鉄道特性のある分野に
ついて、東京、⼤阪、名古屋、福岡⼜は札幌から地⽅中核都市（⼈⼝２０万⼈以上の都市及び県庁所在地の都
市）までを、少なくとも、概ね３時間台で結ぶことを⽬標として、整備新幹線の整備、在来線と新幹線との直通
運転化、スピードアップのための線形の改良、新型⾞両の開発等を推進していく必要がある。
 ⼀⽅、都市鉄道については、通勤通学時の混雑緩和が重要な課題となっており、⼤都市圏におけるラッシュ時
の混雑率を１５０％（東京圏については当⾯１８０％）にすることを⽬標として、新線建設、複々線化、列⾞の
⻑編成化、列⾞本数の増加等による輸送⼒増強を進める必要がある。また、新しい住宅地の供給、通勤・通学時
間の短縮等の観点からも、都市鉄道の整備が強く求められている。
 しかしながら、鉄道整備は、建設費の増⼤、⽤地確保の困難化等から、ますます膨⼤な資⾦と⻑期の懐妊期間
を要するものとなっており、投資リスクも⼤きくなってきている。従って、鉄道事業者の投資促進のインセンティ
ブとして、財政、政策⾦融、税制、運賃政策、地域社会の⽀援等について、あらゆる観点から検討を⾏い、国、
地域社会、利⽤者等の関係者がそれぞれ必要な負担を⾏い、鉄道整備の推進のため⼀層努⼒していくことがます
ます重要となっている。

２ 鉄道整備に対する助成

（１） 鉄道整備に対する助成の必要性

 鉄道の整備には膨⼤な資⾦が必要であり、その回収には⻑期間を要する。特に⼤都市圏における新線建設につ
いては、地下鉄のキロ当たり建設費が数百億円に上ることにも⾒られるとおり、より規模の⼤きな投資が必要と
なっているとともに、⽤地取得の遅延等により投資の懐妊期間も⻑くなり利息負担も膨⼤となっている。また、近
年増加している需要開発型の路線においては、輸送需要を正確に⾒込むことが困難な場合がある。
 以上のように、鉄道整備は投資リスクが⼤きなものとなっており、鉄道整備を着実に推進していくためには、資
本費の負担の軽減を図るなど鉄道事業者の投資意欲を醸成するための投資インセンティブの強化が必要である。

（２） 鉄道整備に対する⽀援措置

 幹線鉄道の整備に対する⽀援措置として、全国新幹線鉄道整備法に基づく整備新幹線の整備に対する助成のほ
か、在来線の⾼速化等に関して、幹線鉄道等活性化事業費補助制度等が導⼊されている。
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 ⼀⽅、都市鉄道の整備に対する⽀援措置としては、通勤・通学混雑の緩和等に資する新線建設や複々線化等を
進めるため、従来から地下⾼速鉄道整備事業費補助制度（昭和３７年度開始）や⽇本鉄道建設公団による⺠鉄線
建設（Ｐ線利⼦補給⾦）制度（昭和４７年度開始）などの⽀援措置が導⼊されてきた。しかし、近年、⼤都市圏
を中⼼として既存の⽀援措置だけでは不⼗分な状況となったため、⽀援措置の多様化が進んでいる。例えば、宅
地開発と鉄道整備を複合的に⾏うものを対象に開発者負担や地域社会の⽀援措置を制度化したものとして、ニュ
ータウン鉄道整備事業費補助制度（昭和４８年度開始）や⼤都市地域における宅地開発及び鉄道整備の⼀体的推
進に関する特別措置法に基づく制度（平成元年度開始）があり、また、将来にわたる輸送⼒増強⼯事の資⾦に充
てるために運賃収⼊の⼀部を⾮課税で積⽴てることができる特定都市鉄道整備積⽴⾦制度（昭和６１年度開始）
が導⼊されている。平成６年度には地下⾼速鉄道整備事業費補助制度等の拡充がなされ、８年度より、沿線地域
の活性化・開発の促進等に資する貨物鉄道の旅客線化事業に対する補助制度が創設され、⽀援措置の⼀層の充実
が図られた。さらに、３年に鉄道整備基⾦が設⽴され、国の⼀般会計等の財源による鉄道整備に対する既存の助
成のほか、新たに既設新幹線の譲渡代⾦の⼀部（特定財源）を活⽤した整備新幹線の建設に対する交付⾦の交付
や主要幹線鉄道⼜は都市鉄道の整備事業に対する無利⼦の資⾦の貸付け等の助成が総合的かつ効率的に⾏われる
こととなり、また、６年度に都市鉄道・幹線鉄道整備事業費が新たに公共事業関係費とされ、助成財源の安定
的、継続的確保が期待されることとなった。
 また、駅施設に対する⽀援措置として、エレベーター及びエスカレーター等の整備について（財）交通アメニテ
ィ推進機構による補助や⽇本開発銀⾏による低利融資制度があるほか、地域の活性化及び振興に⼤きな役割を果
たす複合的な機能を持つ旅客ターミナル施設の整備に対しても、⺠間事業者の能⼒の活⽤による特定施設の整備
の促進に関する臨時措置法の特定施設として⽀援を⾏っている。
 今後とも、これらの制度をより有効に活⽤し、鉄道整備を積極的に進めていく必要がある。

３ 幹線鉄道の整備

（１） 整備新幹線の整備

 全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画が定められている整備新幹線については、国⼟の均衡ある発展と地域
の活性化に資することから６年１２⽉１９⽇の官房⻑官、⼤蔵⼤⾂、運輸⼤⾂及び⾃治⼤⾂申合せに従い、その
整備を積極的に推進している〔２−５−１図〕。

２−５−１図 全国新幹線鉄道網
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 具体的には、現在着⼯中の東北新幹線盛岡・⼋⼾間、北陸新幹線⾼崎・⻑野間、⽷⿂川・⿂津間及び⽯動・⾦
沢間、九州新幹線⼋代・⻄⿅児島間の３線５区間については、その整備を着実に推進している〔２−５−２
図〕。８年６⽉には、「町づくりと⼀体となった鉄道駅緊急整備事業」により、⻄⿅児島駅において進められて
いた新幹線駅施設の先⾏整備部分が開業した。

２−５−２図 整備新幹線３線５区間概要図
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 また、未着⼯区間については、同申合せにおいて、その整備のための「新しい基本スキーム」につき８年中に
成案を得ることとされており、現在、与党において検討が進められている。
 さらに、駅周辺の都市計画との関連性から整備の緊急性の⾼い北陸新幹線富⼭駅及び九州新幹線熊本駅におい
て、⽤地の先⾏取得のために必要な設計、測量等を⾏うことを⽬的とした整備新幹線駅整備調整事業を実施して
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いるほか、難⼯事が予想される⻑⼤トンネルにおいて試掘調査を実施する等の整備新幹線建設推進準備事業を実
施している。

（２） 在来幹線の⾼速化等

 在来幹線の⾼速化等については、所要時間の⼤幅な短縮、利⽤者の利便性の向上を図るため、幹線鉄道等活性
化事業費補助制度や鉄道整備基⾦による無利⼦貸付制度を活⽤し、北越北線（六⽇町・犀潟間）、⽯勝線・根室
線（南千歳・釧路間）などの⾼速化事業や⽥沢湖線・奥⽻線（盛岡・秋⽥間）の新幹線直通運転化事業等を推進
している。北越北線、⽯勝線・根室線及び⽥沢湖線・奥⽻線はいずれも９年春に開業する予定である〔２−５−
３図〕、〔２−５−４表〕。

２−５−３図 幹線鉄道⾼速化事業等⼀覧
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２−５−４表 幹線鉄道⾼速化事業等⼀覧

 なお、８年３⽉には、⾼速化事業が進められてきた⼭陰線・宮福線等（園部・天橋⽴間）が開業した。

４ 都市鉄道の整備

（１） 都市鉄道の計画的整備

 東京圏を始めとする⼤都市圏における鉄道の通勤・通学時の混雑は、近年の輸送⼒増強の努⼒により緩和傾向
にあるものの、未だ厳しい状況にあり、その緩和を図るためには、今後とも、都市鉄道の計画的な整備が必要不
可⽋である〔２−５−５図〕。
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２−５−５図 ⼤都市における混雑率
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 このため、東京圏、⼤阪圏及び名古屋圏については、運輸政策審議会から鉄道整備計画が答申されており、こ
れに基づいた計画的かつ着実な整備が図られているところである〔２−５−６表〕。

２−５−６表 ⼤都市圏における鉄道整備の進捗状況

 なお、東京圏については、８年度より、次期計画の策定に向けて検討に着⼿した。
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（２） ⼤⼿⺠鉄による整備

 ⼤⼿⺠鉄１５社は、昭和３６年から、第１次輸送⼒増強等投資計画を実施して以来、新線建設等輸送⼒増強⼯
事、安全対策⼯事及びサービス改善⼯事を内容とする投資を推進してきており、現在は、第８次の同計画に基づ
き、輸送サービスの向上等に努めている。
 また、⾸都圏の⼤⼿⺠鉄５社は、混雑緩和に資する複々線化等の抜本的な輸送⼒増強を図るため、特定都市鉄
道整備積⽴⾦制度の活⽤による⼤規模⼯事を進めている〔２−５−７図〕、〔2−５−８図〕。

２−５−７図 特定都市鉄道⼯事概略図

２−５−８図 特定都市鉄道⼯事（複々線化）
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（３） 地下鉄の整備

 地下鉄は、平成８年７⽉現在、帝都⾼速度交通営団及び９都市（札幌市、仙台市、束京都、横浜市、名古屋
市、京都市、⼤阪市、神⼾市及び福岡市）の公営事業者等によって総営業キロ５４６．６ｋｍで運営されてお
り、７年度の輸送⼈員は約４，８１７百万⼈、輸送⼈キロは約３２，４５５百万⼈キロとなっている。最近で
は、帝都⾼速度交通営団南北線（駒込〜四ッ⾕間）が８年３⽉に延伸開業したところであり、さらに、８年７⽉
１⽇現在、地下鉄全体では１１７．５ｋｍにのぼる新線建設が進められている。

（４） 旅客鉄道会社（ＪＲ）による整備

 ８年３⽉に、⼭⼿貨物線の旅客線化⼯事により、ＪＲ東⽇本埼京線が新宿から恵⽐寿まで延伸された。線路増
設⼯事については、ＪＲ北海道札沼線（⼋軒〜あいの⾥教育⼤間）及びＪＲ⻄⽇本福知⼭線（新三⽥〜篠⼭⼝
間）で複線化⼯事が進められている。

（５） 宅地開発と⼀体となった鉄道の整備
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 ⼤都市圏における宅地供給は重要な課題となっており、宅地開発と⼀体となった鉄道の整備が進められてい
る。秋葉原とつくばを結ぶ常磐新線の整備については、３年３⽉、整備主体として第３セクター⽅式による⾸都
圏新都市鉄道株式会社が設⽴され、同年１０⽉には、⼤都市地域における宅地開発及び鉄道整備の⼀体的推進に
関する特別措置法に基づき、運輸⼤⾂、建設⼤⾂及び⾃治⼤⾂は、東京都、埼⽟県、千葉県及び茨城県に対し、
基本計画の承認を⾏った。同会社は、４年１⽉にこの承認基本計画の内容に沿って鉄道事業法上の免許を受け、
秋葉原〜新浅草間（５年１⽉）、守⾕〜伊奈⾕和原間（６年１⽉）、新浅草〜六町間（７年２⽉）、六町〜三郷
中央間（８年２⽉）について⼯事施⾏認可を受けて、事業を進めている。

（６） その他の都市鉄道等の整備

 この他、東京臨海⾼速鉄道臨海副都⼼線（新⽊場〜東京テレポート間）及び神⼾電鉄公園都市線（フラワータ
ウン〜ウッディタウン中央間）が８年３⽉に、東葉⾼速鉄道東葉⾼速線（⻄船橋〜東葉勝⽥台間）が４⽉に開業
する等、着実に都市鉄道の整備が進められている。
 また、モノレールは、８年７⽉現在、東京モノレール等９路線で営業運転されているほか、新たに東京、千
葉、⼤阪及び北九州において６路線の延伸⼯事が⾏われている。新交通システムは、７年１１⽉に開業した東京
臨海新交通臨海線（新橋〜有明間）を含め、８年７⽉現在、１０路線で営業運転されており、横浜、名古屋及び
⼤阪において３路線が⼯事中である。

５ 地⽅鉄道の整備

（１） 地⽅鉄道の現状

（ア） 中⼩⺠鉄の維持

 中⼩⺠鉄は、地域における重要な⽣活基盤の⼀つとなっているが、過疎化による運賃収⼊の伸び悩みや⼈件費
等の諸経費の増加等の理由から⼤部分の事業者が⾚字経営となっている。このため、⾃⽴的経営を⽬指して鉄軌道
設備の近代化等を推進しようとするものについては、設備整備費の⼀部を補助（近代化補助）し、また、他の交
通機関への代替が困難であるものについては、当該鉄道の⽋損額の⼀部を補助（⽋損補助）するなど、従来から
地⽅公共団体とともに各種の助成措置を講じている。
 近年は、経営努⼒による収⽀好転や並⾏道路整備の進捗等経営環境の変化等により対象事業者が減少したため
⽋損補助は縮⼩しているが、３年に発⽣した信楽⾼原鐵道の事故等に鑑み、４年度に安全対策に係る設備整備に
ついて近代化補助制度の⼀層の充実を図るとともに、鉄道係員に対する教育補助制度が新設された。さらには、
４年度から転換鉄道等を近代化補助の対象としたことに伴う５年度以降の⾶躍的な対象事業者数の増加等に呼応
し近代化補助予算の⼤幅増額を図るなど、中⼩⺠鉄に対する⽀援体制は総合的に強化されている。
 今後、国及び地⽅公共団体においては、中⼩鉄道事業者の⾃⽴的経営のための努⼒を近代化補助等により⽀援
し、⼀⽅、⽋損補助を受けている事業者については速やかに⽋損補助への依存から脱却するよう指導していくこ
とが必要である。

（イ） 転換鉄道の現状
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 地⽅交通線対策の⼀環として旧国鉄の経営から切り離された転換鉄道は、現在、地元⾃治体が中⼼となって設⽴
した第三セクター等により運営されている。転換後、列⾞の運⾏回数を増加し利便性を向上させるなど様々な努
⼒を⾏っているが、依然としてほとんどの事業者が厳しい経営を余儀なくされている。
 今後は、事業者にあっては、前述の近代化補助（４年度より対象化）を積極的に活⽤しつつ、⾃⽴的な経営が
できるよう⼀層の努⼒をし、地元地⽅公共団体等にあっては、経営安定のための基⾦の運⽤等を⾏うほか、旅客
誘致のための積極的な働きかけを⾏うなど、鉄道経営を維持するための条件整備を⾏っていくことが必要である。

（２） 地⽅鉄道新線の整備

（注）地⽅鉄道新線は、現在までに、秋⽥内陸縦貫鉄道（⽐⽴内〜松葉間）、三陸鉄道（⽥⽼〜普代、吉浜〜
釜⽯間）等９社が営業中であるが、さらに、８年度中の完成を⽬指している北越北線（六⽇町〜犀潟間）等残
る４路線の建設が進められている。

（注）地⽅鉄道新線：旧国鉄の地⽅交通線対策の⼀環として国鉄新線としての⼯事が凍結されていた路線のう
ち、地元⾃治体による第三セクターが経営することとなり、⽇本鉄道建設公団により⼯事が再開されたもの。
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第２節 鉄道サービスの充実

１ 駅施設の改善

 駅施設の改善については、通路・階段の拡幅、ホームの拡幅等により、旅客の移動を円滑化することにより、
混雑の緩和、危険の防⽌、乗り換え利便の向上が図られている。また、運輸省では、⾼齢者・障害者等の利便性
の確保を考慮しつつ利⽤者サービスの観点から施設・設備が整備されるよう鉄道事業者を指導しており、各鉄道
事業者においても、計画的に、エレベーター、エスカレーター、⾞椅⼦通路、誘導・警告ブロック、⾝障者⽤トイ
レ等の整備が進められている。特にエレベーター及びエスカレーターの整備については、整備指針等に基づき、
整備を促進するとともに、（財）交通アメニティ推進機構を通じて、国として助成を⾏っておつ、平成７年度末の
ＪＲ、⼤⼿⺠鉄及び地下鉄におけるエレベーター設置駅数は４６０駅、エスカレーター設置駅数は９９６駅とな
っている。さらに、建設省と連携して、駅内外の歩⾏環境快適化を図るため、「駅内外歩⾏者快適化作戦」を実施
し、現在⼩倉駅等５地区をモデル地区に指定し、事業の⽀援等を⾏っている。

２ より快適な⾞両の導⼊

 ⽣活環境の向上に伴い、⾞両に対してもより⼀層の快適性が求められており、⾞両の新造⼜は改造により逐次
改善が進められている。快適性を向上するために冷房設備等の整備が進められており、⾞両の冷房化率はＪＲ６
社が９６．６％、⼤⼿⺠鉄及び営団が９９．０％となり、ほぼ冷房化を達成したといえる。また、⽐較的経営基
盤の弱い中⼩⺠鉄においても７５．８％となり、着実に冷房化が促進されている。冷房設備の他には、⾞内での
ラジオ放送、眺望の良い⼤型の窓等の採⽤があげられる。また、移動制約者等の利便性に配慮した⾞椅⼦スペー
ス、優先席、次駅案内表⽰等の整備も進んでいる。

３ 相互乗り⼊れ

 ⼤都市圏においては、複数の鉄道事業者による鉄道ネットワークが形成されていることから、乗り換えに伴う
不便を解消することが旅客の利便性の向上に⽋かせなくなっており、鉄道の相互乗り⼊れや乗り換え駅の施設の
改善を進めることがますます重要となってきている。
 このうち、⾸都圏については１２事業者によって相互乗り⼊れが⾏われており、８年６⽉１⽇現在、その距離
は８６１ｋｍとなっており、１年間で２９ｋｍ増加した。また、全国では、ＪＲ旅客会社と第３セクター鉄道間
の相互乗り⼊れを含め、８年６⽉１⽇現在、４９事業者３，６２８ｋｍにおいて乗り⼊れが⾏われており、１年
間で２０５ｋｍ増加した。

４ 利⽤者ニーズに対応した乗⾞券の導⼊

 キャッシュレス時代の利⽤者ニーズに対応し、また、より⼀層の利便性向上を図るため、次のような多様な乗
⾞券の導⼊が進められている。
 プリペイドカードについては、各事業者において順調に導⼊が進んでいるが、乗⾞券を購⼊せずにそのまま改
札を通過できるストアードフェアカードについても、３年のＪＲ東⽇本をはじめとして⼀部の事業者において導
⼊が進んでいる。さらに複数の事業者間で共通に利⽤できるストアードフェアカードの導⼊も８年４⽉の京阪神
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圏の５社間をはじめとして進められており、８年４⽉の営団及び東京都営地下鉄のストアードフェアカードの導
⼊の際にも、カードの共通化が図られた。
 また、ラッシュ時に集中する旅客の分散、閑散時の鉄道利⽤の促進を図るため、⼤⼿⺠鉄１４社及び営団は、
７年９⽉１⽇に実施された運賃改定の際に、平⽇のオフピーク時（１０：００〜１６：００）に利⽤可能で従来
の回数乗⾞券よりも割引率の⼤きな時差回数乗⾞券及び⼟曜・⽇曜・休⽇等に終⽇利⽤可能で更に割引率の⼤き
な⼟・休⽇割引回数乗⾞券を導⼊した。

５ 旅客鉄道運賃設定⽅式の改善措置

 旅客鉄道運賃の設定⽅式については、７年１⽉に設置された「旅客運賃問題研究会」での検討を経て、同研究
会の学識経験者、報道関係者に加え、鉄道事業者、利⽤者代表などからなる「旅客鉄道運賃ワーキンググループ」
を同年８⽉末に設置し、具体的かつ実務的な検討作業を進めた結果、８年２⽉２３⽇に報告書がとりまとめられ
た。
 これを受けて、８年３⽉に閣議決定された「規制緩和推進計画」においては、旅客鉄道事業に係る運賃・料⾦
規制について、「旅客鉄道運賃ワーキンググループの結論に基づき対処」することとされた。
 報告害に⽰された結論のポイントについては

（１）旅客鉄道事業の独占性、公益性にかんがみ、その運賃設定⽅式としては、総括原価⽅式が適当であ
り、その運⽤について、利⽤者利益の増進、経営の効率化、事業者の⾃主性の確保などの観点から、これを
改善する必要があるとし、その具体的内容として、

①事業者の⾃主性を確保するため、総括原価⽅式の下での上限価格制を導⼊すること
②経営効率化インセンティブを強化するため、ヤードスティック⽅式を強化すること
③経営の安定を確保するため、原価計算⽅式を改善すること（複数平年度化など）
④規制コストを縮⼩するため、関係諸⼿続きを簡素化すること
⑤透明性を確保するため、算定⽅式、事業内容などの情報公開を促進すること

等の⽅向が⽰された。

（２） ⼀⽅、プライスキャップ制を含むいわゆる上限価格制については、

①利⽤者利益の保護
②必要な設備投資の促進
③上限価格の妥当な⽔準の算定

等の諸課題がなお未解決であり、今後の鉄道事業環境の変化等を勘案しつつ引き続き検討が必要とされた。
 運輸省としては、８年１１⽉に、上記改善措置を盛り込んだ新運賃制度をとりまとめ、９年１⽉より実施に移
すこととしている。
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第３節 安全で信頼される鉄道であるために

１ 鉄道輸送の安全の現状

 我が国における鉄道運転事故の件数及び死傷者数は、列⾞運転の⾼速化・⾼密度化が進むなかでも、安全対策
を着実に実施してきた結果、⻑期的に減少する傾向にある。〔２−５−９図〕。しかしながら、列⾞運転の⾼速
化等に伴い⼀度事故が発⽣すると、多数の死傷者を⽣じる恐れがある。また、⼈的な被害は伴わないものの、空
港アクセス鉄道を始め鉄道輸送の⼀層の定時性が求められるなかで、⾞両故障等による列⾞の遅延が多数発⽣し
ている。

２−５−９図 運転事故件数と踏切道の⼀種化率の推移と⽐較

 このような状況をふまえ、運輸省は、鉄道輸送を安全で安定した信頼されるものとするため、以下の諸施策を
講じている。

２ 鉄道輸送の安全性・安定性を確保するための施策

（１） 踏切事故の防⽌

 踏切事故の件数及び死傷者数は、踏切事故防⽌総合対策５ヶ年計画（第１次〜第５次）に基づく踏切遮断機・
踏切警報機の整備等の安全対策を着実に実施してきた結果、⻑期的に⾒ると⼤幅に減少してきたが、依然として運
転事故の半数を占めており、踏切事故防⽌は鉄道の安全確保のために極めて重要であることから、平成８年２⽉
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に第６次踏切事故 防⽌総合対策（８年〜１２年度）を策定するとともに踏切道改良促進法を５箇年間延⻑し、踏
切道の改良を引き続き推進していくこととした。運輸省はこれに基づき、踏切道整備に必要な資⾦を財政投融資
により確保するとともに、⼀定の要件を満たす鉄道事業者に対し、地⽅公共団体と協⼒して踏切保安設備の整備
費の⼀部を補助している。

（２） 列⾞衝突事故等の防⽌

 列⾞衝突事故等を防⽌するため、運転⼠がブレーキ操作を怠った場合に列⾞を⾮常停⽌させる⾃動列⾞停⽌装
置（ＡＴＳ）等の整備・改良、列⾞無線の整備等を積極的に推進してきた結果、鉄道運転事故の⼤幅な減少を達
成したが、さらに安全性を向上させるため、引き続き運転保安設備等の整備を推進する。

（３） 鉄道係員の取扱いに起因する事故の防⽌

 鉄道係員の取扱いに起因する事故を防⽌するため、鉄道係員安全対策教育指導費補助⾦等により、異常時対応
等に関する教育・指導の充実を図っている。また、動⼒⾞操縦者の資質維持により鉄道の安全確保を図るため、
動⼒⾞操縦者運転免許試験を実施するとともに、指定動⼒⾞操縦者養成所の適切な運営を指導している。

（４） ⾞両故障の防⽌

 列⾞遅延の原因となる⾞両故障を防⽌するため、故障発⽣原因の分析を⾏うとともに、⾞両の保守の適正化に
ついて、新技術を取り⼊れた検査・修繕機器の導⼊による⾞両検査体制の改善、検査・修繕担当者に対する教育
訓練の⼀層の充実を図るよう鉄道事業者を指導している。

（５） 事故の原因究明と再発防⽌

 鉄道事故が発⽣した際には、鉄道事業者に対して、適正かつ迅速に原因究明を⾏うよう指導している。また、
必要な場合には、運輸省は⾃ら原因究明にあたるとともに、事故の背後要因解明のため特別保安監査を実施して
いる。これらの調査結果については、必要な情報を事業者に提供するとともに、⾏政施策への反映により、同種
事故の再発防⽌に活⽤している。さらに、情報公開の観点から、調査途中においても可能な限り中間報告を⾏って
いる。

３ 快適で安全な⾞両の開発を⽬指す鉄道⾞両⼯業

（１） 我が国の鉄道⾞両⼯業の現状

 我が国の鉄道⾞両⼯業は、鉄道⾞両・同⾞両部品をはじめとして、鉄道信号保安装置、索道搬器運⾏装置等の
製造を⾏い、我が国の鉄道全体を⽀えている産業である。
 平成７年度の新造⾞両の⽣産実績は、２，３１２両（対前年度⽐６．７％減）であった。これを⾞種別にみる
と、国内向けでは、電⾞１，６４２両、ディーゼル⾞７４両、貨物⾞４１４両、その他４９両、合計２，１７９
両となっており、また、輸出では、合計１３３両（対前年度⽐７．０％減）であった。仕向け先別の実績をみる
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と、アジア向け機関⾞１２両、旅客⾞３両、北アメリカ向け旅客⾞２８両、アフリカ向け旅客⾞９０両であった
〔２−５−１０図〕。

２−５−１０図 我が国の新造⾞両の⽣産実績の推移

 国内需要は、国鉄改⾰直後のＪＲ各社の新造⾞両の需要が⼀巡したため、国鉄時代の平均的なレベルにある。
⼀⽅、輸出は円⾼の影響や欧州の⾞両産業の積極的な売り込み等により引き続き低迷傾向にある。このため、全
体の需要は今後とも⼤幅な増加の⾒込まれない状態にある。

（２） 鉄道⾞両⼯業の課題と対策

 今後、我が国の鉄道においては、利⽤者のニーズに応えるための⾼速化、安全性、快適性の向上等に加えて省
エネルギーや低騒⾳といった社会的要求を満たす⾞⾯の開発・提供が求められており、このような多様なニーズ
に対応するための技術的能⼒の確保が必要である。
 また、我が国の鉄道⾞両技術は、新幹線に代表されるように諸外国の鉄道の⾼速化や交通基盤の充実に貢献す
るものとして期待されているが、これらのニーズに対応するためにも、さらなる技術向上に努める必要がある。
 このような状況の中にあって、我が国の鉄道⾞両⼯業を発展させていくためには、鉄道⾞両等の製造事業者と
鉄道事業者が、互いに協⼒して技術開発を継続的かつ積極的に推進するとともに、⾞両単体のみならず総合的な
鉄道システムを提供し得る体質への変⾰が必要であり、このためには、鉄道⾞両の共同開発及び標準化並びにコ
スト低減等について業界として積極的に取り組む体制を整備していくことが強く求められている。
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第６章 ⼈と地球にやさしい⾞社会の形成へ向けて

第１節 安全で環境と調和のとれた⾞社会の形成へ向けて

１ ⾃動⾞交通を取り巻く環境

 ⾃動⾞は、国⺠の⾝近な⾜として、また我が国経済を⽀える物流の動脈として、現代社会に不可⽋のものであ
り、その保有台数は今や７，０１２万台に達している（平成７年度末現在）〔２−６−１図〕。

２−６−１図 ⾃動⾞保有⾞両数の推移

 それに伴い、道路交通混雑もますます激しいものとなり、交通事故等による死者数は８年連続して１万⼈を超
え、⾃動⾞公害についても、窒素酸化物、粒⼦状物質等による⼤気汚染、⾃動⾞騒⾳による⽣活環境への影響等
が社会的問題となっており、加えて、地球温暖化等の地球環境問題への対応が⼤きな課題となっている。
 今後「⼈」と「⾞」がより上⼿につきあっていける「安全で環境と調和のとれた⾞社会」の実現を⽬指し、⼀
層の努⼒が求められている。

（１） 安全で環境と調和のとれた⾞社会の形成

（ア） 低公害⾞の開発・導⼊
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 環境負荷の低減のためには低公害⾞の開発・普及が⼤変有効である。現在実⽤段階にある低公害⾞の種類とし
ては、メタノール⾃動⾞他３種類があげられる〔２−６−２表〕。

２−６−２表 低公害⾞の特性

 これら低公害⾞の開発・普及を促進するためには、⼀層の技術開発による性能の向上、価格の⼀層の低減、取
得に対する⽀援措置等が必要である。このため、既に実⽤化されているメタノール⾃動⾞や電気式ハイブリッド
⾃動⾞に加え、７年９⽉には蓄圧式ハイブリッド⾃動⾞、１２⽉には圧縮天然ガス⾃動⾞それぞれについて、⼀
般⾞両と同様に道路運送⾞両の保安基準を適⽤し、⼀般ユーザーの取得を容易としている。
 また、国税・地⽅税の優遇措置をはじめ、⽇本開発銀⾏等による低利融資やバス活性化システム整備費等補助
制度、運輸事業振興助成交付⾦を活⽤した助成措置などの施策を推進してきたところであり、８年度において
も、所得税・法⼈税における特別償却⼜は税額控除の制度の延⻑、⾃動⾞取得税の軽減税率の拡⼤（２．２％→
２．４％控除）を図ったところである。
 また、７年６⽉に（財）物流技術センター内に設置した運輸低公害⾞普及機構が⾏う低公害⾞のリース事業、
低公害⾞に関する広報宣伝事業等を積極的に⽀援し、低公害⾞の普及促進を図ることとしている。

（イ） 排出ガス対策への取り組み

 ⾃動⾞排出ガス規制については、特に、新⾞に対して順次規制強化を⾏っており、最近では、元年１２⽉の中央
公害対策審議会答申の⻑期⽬標値のうち、ガソリン中量⾞（⾞両総重量１．７トン超２．５トン以下）及び重量
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⾞（⾞両総重量２．５トン超）については、５年１０⽉に道路運送⾞両の保安基準を改正し、６年及び７年にか
けて規制強化を実施している。また、ディーゼル⾞については、８年１⽉に道路運送⾞両の保安基準を改正し、
⾞両総重量１２トンを超える⼤型⾞を除いて窒素酸化物、粒⼦状物質、⿊煙の⼀層の低減を内容とした９年規制
及び１０年規制を実施することとしており、残りの⾞種についても１１年中に規制強化を実施する予定である。

（ウ） ⾃動⾞ＮＯｘ法への対応

 ⼤都市地域を中⼼とした窒素酸化物による⼤気汚染については、「⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地
域における総量の削減に関する特別措置法」（いわゆる⾃動⾞ＮＯｘ法）が４年６⽉に公布され、同法に基づき
国が策定した総量削減基本⽅針を受けた都道府県知事による総量削減計画が５年１１⽉に策定されるとともに、
特定地域のトラック・バス等についてＮＯｘ排出量のより少ない⾞種へ代替することへの義務付け（使⽤⾞種規
制）を５年１２⽉より実施しているところである。また、運送事業者等に対する⾃動⾞使⽤の合理化に関する指
針に基づき、事業所管⼤⾂により事業者等に対する指導・助⾔を⾏っている〔２−６−３図〕。

２−６−３図 ⾃動⾞から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（⾃動⾞
NOx法）の体系

 運輸省としては、本法に基づき、⾞検制度を活⽤しての使⽤⾞種規制を着実に実施し、指針に基づく⾃動⾞使
⽤の合理化について事業者等への指導等を⾏うほか、共同配送輸送の推進、低公害⾞の普及等総合的な施策を推
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進することとしている。

（エ） 騒⾳対策への取り組み

 ⾃動⾞騒⾳規制については、新⾞の加速⾛⾏騒⾳の規制強化、使⽤過程⾞に対する近接排気騒⾳の導⼊、消⾳
器装着の義務付け等について実施してきたところである。
 また、４年１１⽉の中央公害対策審議会中間答申及び７年２⽉の中央環境審議会答申「今後の⾃動⾞騒⾳低減
対策のあり⽅について（⾃動⾞単体対策関係）」を踏まえ、⼤型バス・乗⽤⾞（乗⾞定員６⼈以下）、軽２輪⾃
動⾞及び第⼀種原動機付⾃転⾞については１０年に騒⾳規制の強化を図るべく所要の措置を講じたところであ
り、７年３⽉の中央環境審議会答申に⽰された総合的施策についても、着実に推進していくこととしている。

（オ） 省エネルギー対策への取り組み

 近年、内外のエネルギー需要の増⼤、⼆酸化炭素等の濃度上昇に伴う地球温暖化等の地球環境問題への関⼼の
⾼まり等に関して、環境負荷の低減にも貢献する省エネルギーの重要性はますます増⼤してきている。
 運輸省においては、「エネルギーの使⽤の合理化に関する法律」に基づき、ガソリン乗⽤⾞の燃費について⼀
層の改善を図るため、⾃動⾞メーカーが遵守すべき新たな⽬標値等を５年１⽉に告⽰するとともに、ガソリン貨
物⾞についても８年３⽉に燃費⽬標値を告⽰し、⾃動⾞燃費の⼀層の改善を推進している。また、ディーゼル⾞
についても燃費規制の導⼊について今後検討することとしている。
 このほか、⾃動⾞及び交換部品等に係るリサイクルの促進を図るため、⾃動⾞整備事業者等に対して、適切な
指導及び助⾔を⾏うこととしている。

（カ） ⾃動⾞の燃料品質対策

 ⾃動⾞燃料の品質は、⾃動⾞の安全確保、環境対策に⼤きな影響を及ぼすことから、運輸省としても、燃料の
品質維持に関して必要な考慮をすることとしている。
 このため、８年３⽉、道路運送⾞両法に基づく道路運送⾞両の保安基準において、⾃動⾞の構造・装置の規制
の前提となる⾃動⾞の燃料の品質を⽰し、⾃動⾞の使⽤者、所有者等に対し、適正な品質の燃料の使⽤を促した
ところである。
 また、今後の燃料市場の動向を踏まえながら、燃料品質が⾃動⾞の排出ガス及び装置に及ぼす影響の解析等を
積み重ね、運輸省としての燃料対策の充実を図っていくとともに、関係省庁へも必要に応じ働きかけていくことと
している。

（２） より安全な⾞社会をめざして

（ア） ⾃動⾞の安全に関する技術基準の⾒直し等

 ⾃動⾞の保安基準については、国際的調和にも留意しつつ、交通環境の変化に対応した⾒直しを適宜⾏ってい
る。特に、近年、交通事故死傷者が⾼い⽔準で推移しているという厳しい事態に対処するため、４年３⽉に運輸
技術審議会から出された答申を逐次計画的に実施することとしている。このため、５年４⽉には、乗⽤⾞の前⾯
衝突時の⾞両本体による衝撃吸収性能の強化、ブレーキ性能の強化等について、６年３⽉には、⼤型後部反射器
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の装備義務付け対象⾞種の拡⼤及びシート組み込み式チャイルドシートの規定整備について、８年９⽉には側⾯
衝突時の⾞両本体による衝撃吸収性能の強化、⼤型⾞のブレーキ性能の強化等について⾃動⾞の安全基準の拡充
強化を実施したところである。今後も本答申を踏まえ、４年３⽉に設⽴された（財）交通事故総合分析センター
の実施する交通事故の総合的な調査分析等を活⽤し、安全基準のより⼀層の拡充強化、研究開発の推進等を⾏う
とともに、⼤型バスの構造等の⾯からの安全対策についても検討を進めることとしている。

（イ） 先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ）の開発

 エレクトロニクスを応⽤することにより、⾃動⾞を⾼知能化した先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ：Advanced Safety
Vehicle）について、２１世紀初頭の実現を⽬指し、ＡＳＶ推進検討会を中⼼に研究・開発を⾏ってきたが、３年
度から５か年計画で推進してきた第１期のＡＳＶ計画が７年度に最終年度を迎え、本年３⽉に研究成果報告会及
び各⾃動⾞メーカにより試作されたＡＳＶ⾞の発表会が成功裏に終了した。
 運輸省においては、引き続き、本年度から５か年計画で第２期のＡＳＶ推進検討会を設置し、対象⾞種として
従来の乗⽤⾞に加えてトラック、バス等を含めるとともに、第１期の検討会において今後の検討課題とされたヒュ
ーマン・インターフェースの最適化及びインフラとの整合・連携について検討を⾏うこととし、⺠間における⾃
動⾞技術の研究開発の更なる推進を図ることとしている。

（ウ） ⾃動⾞安全情報の試⾏提供（公表）

 ⾃動⾞事故対策センターは、８年３⽉、運輸省の指導のもと、①シートベルトの効⽤と正しい着⽤法、②エア
バッグ（運転席、助⼿席）等の装備状況⼀覧、③ユーザーが直接検証することができない市販⾞の安全性能のう
ち、⾼速ブレーキ性能と前⾯衝突安全性能についての１５００ｃｃクラス国産乗⽤⾞８⾞種の⽐較試験結果を⼩
冊⼦に取りまとめ、「⾃動⾞安全情報」として試⾏的に公表した。
 本事業の⽬的は、⾞種毎の安全性に関する⽐較情報を公正中⽴な⽴場で取りまとめ、これをユーザー情報とし
て定期的に提供することによって、ユーザーの選択を通じて、より安全な⾃動⾞の普及拡⼤を促進することであ
る。また、同時に、⾃動⾞メーカーのより安全な⾞造りへの研究開発が促進され、⾃動⾞の構造・装置⾯におけ
る⾼いレベルの安全性が確保されることも期待している。さらに、ユーザーに必要な⾃動⾞の安全装置の正しい
使い⽅等の情報を同時に提供することにより、⾃動⾞の安全性について、正しい理解の促進を図ろうとするもの
である。

（エ） 今後の⾃動⾞の検査及び点検整備

 ７年７⽉に「道路運送⾞両法の⼀部を改正する法律」（６年法律第８６号）が施⾏され、新しい⾃動⾞の検査
及び点検整備制度がスタートした。これにより、ユーザー⾞検が増加した⼀⽅、⾃動⾞整備業においては、点検
整備サービスの多様化やユーザー利便の向上を図る努⼒が進められてきている。
 運輸省としては、引き続き、ユーザーの保守管理意識の⾼揚を図るための「⾃動⾞点検整備推進運動」等の各
種活動を関係者の協⼒を得ながら⾏っていくこととしている。
 ７年１２⽉に⾏政改⾰委員会から出された「規制緩和の推進に関する意⾒」を踏まえ、安全確保、環境保全を
前提とし、整備事業者がより多様できめ細かな点検・整備サービスを提供するようになり、ユーザーの⾃⼰責任
の醸成にも資することをめざしつつ、８年３⽉に閣議決定された「規制緩和推進計画の改定について」において
新たに次のような項⽬を盛り込み、逐次措置している。
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①８年度中に、ユーザー⾃⾝による整備の選択の幅を拡げるため、指定整備事業において、点検の際に法定点検
と併せて検査と同様なチェックを実施することにより、整備の前にユーザーが点検及び検査合否の情報を得られ
るニューサービスの導⼊・普及を促進することとしており、８年１１⽉に指定整備制度の運⽤の⾒直しを⾏っ
た。
②８年度中に、指定整備事業において、⾃ら検査施設を持たず、他の事業者と共同して検査施設を有することとな
る場合でも、指定⼯場の資格を得られるよう措置する。
③⾃動⾞の検査の有効期間及び点検・検査項⽬について、透明なプロセスによる⾒直しを⾏う仕組みを作るた
め、⾃動⾞の検査・点検整備に関する基礎調査検討会を設置した。この仕組みにより、８年度以降調査検討を⾏
うこととしている。

（オ） リコール制度

 リコール制度とは、⾃動⾞が設計⼜は製作の過程に起因することにより、保安基準に適合しない場合⼜はしな
くなるおそれがある場合、⾃動⾞メーカー及び輸⼊代理店が、その原因、改善⽅策等を運輸⼤⾂に届け、対象と
なる⾃動⾞を回収し、無料で修理する制度である。このリコール制度は、昭和４４年から運輸省令に基づき実施
されてきたが、平成７年１⽉からは道路運送⾞両法に基づく措置として法制化された。

（カ） ⾃動⾞ユーザーからの苦情相談等への対応

 リコール制度が７年１⽉に法制化され、また、製造物責任法（ＰＬ法）が同年７⽉に施⾏されたことに関連す
る措置として、ユーザ⼀利益の保護及び事故の未然防⽌対策の⼀層の充実を図る観点から、以下の対策を講じ
た。
（ａ） ⾃動⾞交通局技術安全部審査課ユーザー業務室に⾃動⾞不具合情報受付専⽤ＦＡ輸局に設けた⾃動⾞に
係る苦情相談窓⼝の充実を図った。
（ｂ） 交通安全公害研究所に⾃動⾞技術評価部を新設し、同部がユーザー業務室と連携し、リコール等に関
し、⾏政上必要となる原因究明の実施及び原因究明に係わる技術的、専⾨的な試験調査依頼に対応することとし
た。

（キ） 事業⽤⾃動⾞の安全な運⾏の確保

 事業⽤⾃動⾞の安全な運⾏を確保するため、⼀定規模以上の⾃動⾞運送事業者に対して営業所毎に運⾏管理者
を選任させるとともに、運転者の労務管理、乗務員の指導監督等⽇常の運⾏の安全を管理させている。国は運⾏
管理者に対して、研修の充実等指導・教育の徹底を図り、安全運⾏に対する資質の向上と併せ、事業⽤⾃動⾞の
重⼤事故発⽣時における情報を迅速に収集し、事故原因の究明を⾏い、同種事故の再発防⽌を図るとともに、事
故防⽌対策を定め事故警報を発出するなど、⾃動⾞運送事業者等に対するより⼀層の交通事故防⽌対策への積極
的な取り組みについて推進している。

（ク） ⾃動⾞事故被害者に対する保護・救済対策

 ⾃動⾞事故による被害者の保護・救済を図るため、⾃動⾞損害賠償保障制度の適切な運⽤を⾏っている。７年
１２⽉には、消費⽣活協同組合及び事業協同組合等が⾃動⾞損害賠償責任共済事業を⾏えること等を内容とする
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⾃動⾞損害賠償保障法の改正が⾏われた。
 また、⾃動⾞事故対策センターの重度後遺障害者（⾃動⾞事故によりいわゆる植物状態等となったものをい
う。以下この節において同じ。）に対する援護業務の充実につき、７年１０⽉から、有識者からなる研究会
（「⾃動⾞事故被害者の援護の在り⽅に関する研究会」）において検討を⾏った。同研究会では、８年５⽉に療
護センターを治療機能に特化すること及び⼀般病院での重度後遺障害者の受⼊れを促進すること等を内容とする
研究結果がとりまとめられた。

（３） ナンバープレートへの希望番号制の導⼊

 ⾃動⾞を１台ごとに識別する役割を有するナンバープレートに対し、従来から⾃分の希望する番号を付けたい
との声が多数のユーザーから寄せられてきたが、これまでは⾃動⾞登録検査業務電⼦情報処理システムの制約か
ら、登録された順に⼀連の番号を付与せざるを得ない状況であった。
 しかしながら、８年１⽉に⾃動⾞の種別及び⽤途による分類番号を３桁化対応できるようにシステムを全⾯更
新したため、ナンバープレートの払出能⼒がこれまでの１０倍に増⼤され、希望番号制を導⼊する前提条件が整
った。
 このため、ユーザーの多様なニーズに応えるべく、１０年春を⽬途にナンバープレートの４桁の⼀連番号部分
に希望番号制を導⼊することとしている。
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第２節 利⽤者ニーズに対応した⾞社会の形成へ向けて

１ ⾃動⾞旅客輸送の活性化

（１） バス

（ア） 現状と課題

 乗合バス事業は、都市における⾛⾏環境悪化に伴う速度の低下、地⽅における⼈⼝の減少やマイカーの普及等
による利⽤者の減少等により、厳しい経営状況が続いている。
 しかしながら、バス交通は、鉄道等の幹線交通に対してフィーダー的な役割を果たすものであり、また、地⽅
においては、これに加えて幹線交通の役割をも担うなど⽇常⽣活に不可⽋な輸送機関となっている。このため、厳
しい経営状況のもと、地域住⺠の⾜を確保するため、事業の効率化の⽀援や所要の補助を⾏っていく必要があ
る。
 また、近年、地域の住⺠の⽣活に密着したいわゆるコミュニティバスや、⾼齢者・障害者等の移動⼿段を確保す
るためのリフト付きバス等が普及してきており、地域の福祉⾏政との連携の下にこれらを積極的に推進していく
必要がある。
 さらに、近年、バス事業においてもプリペイドカードによる運賃の⽀払いが普及してきており、また、⼀枚の
カードで複数の事業者のバス運賃の⽀払いができるバス共通カードが導⼊され、利⽤者利便の向上が図られてい
る。

（イ） 都市におけるバスの活性化、道路交通の円滑化

 ⼤都市、地⽅中核都市の過密化する道路交通において、公共交通機関たるバスの利⽤を促進することは、道路
空間の有効活⽤、道路交通の円滑化に資するものである。このため⾃家⽤⾞からの誘導を図り、バスの利⽤者利
便を向上させるため、運輸省は中央レベルの「バス活性化連絡会」及び各都道府県ごとの「バス活性化委員会」
を通じ、警察、道路管理者、地⽅公共団体、バス事業者等関係者と⼀体となって、バス専⽤レーンの設置、違法
駐⾞の排除等の⾛⾏環境改善の実現に向けた諸施策を推進しているところである。
 また、バス輸送サービスの改善施策については、低床・広ドアバスの導⼊や停留所におけるバスシェルターの
設置等を事業者に指導するとともに、需要の喚起及び利⽤者利便の向上を図る都市新バスシステムの整備、カー
ドシステムの整備等について、バス活性化システム整備費補助制度による⽀援を⾏っている。
 さらに、都市における道路交通の円滑化を図るため、平成６年９⽉より警察庁、建設省とともに「渋滞対策協
議会」を設置し、従来のハード⾯の対策に加え、パーク・アンド・ライドや相乗り・時差出勤など利⽤サイドに
働きかける交通需要マネジメント（ＴＤＭ）等のソフト⾯の対策を進めている。その具体的な取り組みを⽀援す
るため「総合渋滞対策⽀援モデル事業」を実施することとし、６年度には札幌市等１０都市を指定し、７年度に
は、⻑岡市及び⻑崎市の２都市を追加指定し、⽀援を⾏っている。
 また、複数の交通機関の連携による効率的な輸送体系の確⽴のため、建設省と連携して７年９⽉より「マルチ
モーダル推進協議会」を設置し、駅内外における歩⾏環境の快適化や鉄道駅と⾼速バスの結節強化等の課題につ
いて検討を進めている。駅内外の歩⾏環境の快適化については、「駅内外歩⾏者快適化作戦第１回推進協議会」
を８年８⽉に開催し、札幌駅、勝⽥台駅、豊橋駅、⼤曽根駅、⼩倉駅の５地区をモデル地区に指定し、駅内のエ
レベーター・エスカレーターの設置や、バスの総合案内システムの設置等に対する⽀援を⾏っている。
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（ウ） 地⽅バスの維持・整備

 地⽅バスは、地域住⺠にとって不可⽋な公共交通機関であるが、過疎化の進⾏、マイカーの普及などの原因によ
り利⽤者の減少傾向が続いており、路線の維持⾃体が困難なところがあるなど厳しい経営状況に置かれている。
このため、運輸省では、地域住⺠の⾜を確保するため、事業者に対し、フリー乗降制やデマンドバスの導⼊等地
域の実情に応じてサービスの多様化を図ることにより利⽤者の確保等に関する⾃主的な経営努⼒を⾏うよう指導
するとともに、それらの経営努⼒を前提に所要の助成措置を講じているところである。

（エ） 貸切バス事業について

 貸切バス事業は、主として団体客の観光を⽬的とした輸送に利⽤されるものであるが、イベント会場と最寄り
駅間の輸送、過疎地域における住⺠の⾜としての輸送等広範囲の輸送を担っている。しかしながら、近年、観光需
要の低迷の影響を受け、利⽤者も減少し厳しい状況におかれている。このため、６年９⽉に雇⽤保険法に基づく
雇⽤調整助成⾦の指定業種とされた。
 ⼀⽅、近年⼩グループでの観光旅⾏が増加しており、従来通りの⼤型観光バスでは利⽤者ニーズに⼗分対応しき
れないことから、各事業者においてマイクロバスの導⼊が進みつつある。
 貸切バス事業に関しては、規制緩和推進計画において、事業者の負担軽減及び利⽤者利便の増進の観点から、
需給調整の透明化及び運⽤の弾⼒化を⾏うとともに、事業区域の段階的拡⼤、事業参⼊時の最低保有⾞両数規制
の抜本的⾒直しを⾏うこと、また、運賃・料⾦規制についても、実態に合致し、利⽤者ニーズを踏まえた運賃・
料⾦の設定が可能となる⽅策を講じることとなっており、この計画を着実に実施することとしている。

（オ） ⾼速バスネットワークの充実

 ⾼速道路の伸⻑に伴い、⾼速バス網の拡充が進み、６年度末現在全国で１，３０７系統が運⾏されるなど、国
⺠の⾜として定着してきている。特に、夜⾏便を中⼼とした３００キロ以上の⻑距離⾼速バスについては、昭和
６３年以降急速に路線網が拡充し、平成７年度末現在で１６８路線が運⾏されている。⾼速バスは、鉄道・航空
に⽐べ低廉な運賃であること、また、夜⾏便の場合は朝に到着するため１⽇が有効活⽤できること等から、利⽤
者に受け⼊れられているものと考えられるが、今後は、需要に応じた路線の再編成、⾞内の快適性の向上、利⽤
しやすいターミナルの整備等を更に推進していくことが必要となっている。

（２） タクシー

（ア） 現状と課題

 タクシーは、鉄道、バスといった⼤量輸送機関と異なり、個⼈のニーズに応じた輸送を担うとともに、時間帯
や地域によっては鉄道、バスの代替的な、また、駐⾞スペースの乏しい都市では⽇常の⽣活、業務活動のための
効率的な輸送機関となっている。
 しかしながら、バブル以降の景気後退及び同局⾯からの回復基調が緩やかであったこと等から、タクシーの利
⽤者は減少しており厳しい経営状況に置かれている。また、タクシー事業に必要な運転者を確保していくために
は、時短への対応も含めて労働条件の改善を図っていくことが不可⽋となっている。
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 このため、利⽤者ニーズに即したサービスの提供等需要喚起のためにタクシー事業者の⼀層の努⼒が求められ
るところであり、⾏政としては、事業者の創意⼯夫が⼗分に⽣かされるよう規制のあり⽅を適宜⾒直してきたと
ころである。

（イ） タクシー事業の規制の⾒直し

 ５年５⽉の運輸政策審議会答申「今後のタクシー事業のあり⽅について」を受けて、運賃・料⾦の多様化、需
給調整の運⽤の緩和等に取り組んでいる。この結果、７年３⽉に実施された東京地区の運賃改定においては、遠
距離割引運賃、ワゴン配⾞・時間指定予約料⾦、時間制運賃などが、また、７年１２⽉に実施された⼤阪地区の
運賃改定においては、定額運賃前払い割引、ノーマイカーデー割引などが設定され、需要の喚起、利⽤者ニーズ
に即したメニューの多様化が図られたところである。
 また、規制緩和推進計画においては、運賃・料⾦の多様化、需給調整の運⽤の緩和、事業区域の段階的拡⼤等
が盛り込まれている。
 このうち、運賃・料⾦の多様化については、タクシー事業の特性に応じ、⼀層の経営効率化インセンティブ付
与、サービス向上、利⽤者の利益保護等の観点から、設定⽅式のあり⽅等について検討を⾏うこととなってお
り、検討結果に基づき新たな運賃・料⾦の設定⽅式を実施する予定である。さらに需給調整については、５年１
０⽉より東京地区において⼀定幅の中で増減⾞を弾⼒的に認める制度を導⼊しているところであるが、需給調整
の透明化を図るとともに、当該事業区域の需給状況が、あらかじめ⽰された⼀定範囲を超える供給過剰である場
合を除き、免許等の処分を⾏うよう弾⼒的な処分を⾏うこととしている。事業区域については、事業の効率化を
図る観点から、地域の実情を踏まえ、段階的拡⼤に取り組んでいる。
 このほか、過疎地域や団地、深夜の都市等において定着してきている乗合タクシーについて、申請に係る⼿続
きの簡素化を図るとともに、従来の運⾏形態にとらわれることなく、弾⼒的に処理するよう措置し、積極的に推
進を図っている〔２−６−４図〕。

２−６−４図 都道府県別乗合タクシーの状況
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 このように、タクシー事業に係る規制については適宜⾒直しを⾏っているところであるが、今後さらに計画内
容の着実な実施を図っていくこととしている。

（３） その他の輸送サービス
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 レンタカー及びリースカーは、７年３⽉末現在で、レンタカーが約２３万台、リースカーが約１８８万台とな
るなど成⻑を続けており、国⺠⽣活、産業経済活動に不可⽋なサービスとなっている。
 また、近年、主に企業等との⻑期的な契約に基づき⾃家⽤⾃動⾞の運転、整備、燃料等の管理等を請け負う⾃
家⽤⾃動⾞管理業や、飲酒等のため⾃⼰の⾞両を運転できなくなった者に代って運転を⾏う運転代⾏業が発展して
きている。
 これらの事業については、利⽤者ニーズに的確に対応したサービスの提供、利⽤者の保護、輸送の安全の確保
を図っていくため関係⾏政機関とも連携しつつ関係事業者団体を通じた⽀援を⾏っている。特に、運転代⾏業につ
いては、６年１０⽉に警察庁と共同して運転代⾏問題協議会を設置し、違法⾏為の排除、安全対策等についての
取り組みを⾏うこととし、効果的に業界を指導するため、８年３⽉に共管法⼈として社団法⼈全国運転代⾏協会
の設⽴を許可した。
 さらに、我が国における⾼齢化社会の急速な進展、⾼齢者・障害者等の社会参加の機会の拡⼤に伴い、これら
の⼈々の移動⼿段の確保の必要性が⾼まっており、地⽅⾃治体の援助等のもと、いわゆる福祉タクシーが発展して
きている。福祉タクシーは、７年３⽉末で、５８６事業者１，０４２両となっているが、通常のタクシーと⽐べ
⾞両価格が⾼く、また運⾏効率も低い等の問題もあり、タクシー事業者が独⼒で導⼊を図っていくことには限界
があるので、地域の福祉⾏政との連携の下に取り組んでいく必要がある。

２ トラック輸送の効率化

（１） トラック輸送の現状と課題

 トラック輸送は、我が国物流の基幹的輸送モードとして国内貨物輸送の⼤宗を占めており、多様化・⾼度化す
る顧客ニーズに的確に対応し、産業経済の発展と国⺠⽣活の向上に貢献している。
 最近の輸送実績を⾒ると、４、５年度と営業⽤トラックの輸送量が減少するという厳しい状況下にあったが、
６年度には２年ぶりに若⼲の増加に転じた。７年度においても輸送量は増加し、回復の兆しをみせているもの
の、いわゆる産業の空洞化や価格破壊の影響などトラック輸送を巡る環境は、依然として厳しい状況にある。
 ⼀⽅、近年の経済のソフト化、産業構造の変化に伴い、利⽤者の輸送サービスに対するニーズは⾼度化、多様
化する傾向にある。これに対応してトラック事業者においても⼩⼝多頻度輸送や冷凍・冷蔵輸送など⾼度な輸送
業務を展開するとともに、納品代⾏、梱包、保管、流通加⼯等各種付帯サービスに積極的に取り組むなど、トラ
ック輸送にとどまらず総合的な物流サービスの提供を⽬指した取り組みが⾏われている。
 以上のように、回復が遅れる需要、経済のソフト化等トラック輸送を取り巻く環境は依然として厳しいが、加
えて、労働⼒の⾼齢化や労働時間の短縮への取り組み、⾼速道路料⾦や軽油価格の値上げ等の⾼コスト要因、騒
⾳問題、交通渋滞、ＮＯｘ規制等の環境規制の強化、ＣＯ２排出抑制等の地球温暖化対策などの課題が⼭積して
おり、今後、トラック輸送は、これらの課題に積極的に取り組んでいく必要がある。

（２） 規制緩和への取り組み

 トラック輸送については、２年に施⾏された貨物⾃動⾞運送事業法により、参⼊については免許制から許可制
へ、運賃については認可制から届出制へと⼤幅な規制緩和が実施されたところであり、その後、毎年多数の新規
事業者の参⼊が続いた。これにより、市場における競争が活発化する⼀⽅、宅配便時間指定サービス等事業者の
創意⼯夫による新しい輸送サービスが提供されるなど、着々と規制緩和の成果が現れてきている。
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 また、同法の施⾏後についても、トラック事業者の負担を軽減する等の観点から、逐次規制の緩和を実施して
きている。例えば、６年には、原価計算書の添付義務の緩和等の運賃・料⾦の届出規制の緩和、５の拡⼤営業区
域の増設等を⾏い、また、７年には、運送約款の変更の届出及び事業⽤⾃動⾞の貸渡しの許可の廃⽌を⾏うな
ど、規制の⾒直しを進めているところである。
 本年も、「規制緩和推進計画」に基づき、８年３⽉から、開業時の事業⽤⾃動⾞の保有についてメンテナンス
リースを含むリースによる保有を認めることとしたほか、４⽉からは、最低⾞両台数基準について全国の４４％
にあたる市町村において基準の引き下げを⾏った。また、拡⼤営業区域についても、道路の整備状況等に対応し
て、阪神圏区域に京都府を追加して京阪神圏とし、⼭陽圏に⼭⼝県を追加して南中国圏とする区域の拡⼤を⾏って
おり、これにより事業者の効率的な輸送体系の構築がより⼀層進むものと考えられる。今後についても、「規制
緩和推進計画」等に基づき、将来的に最低⾞両台数基準を全国⼀律５台とするべく段階的に基準の引き下げを実
施する等社会経済情勢の変化に的確に対応した規制の⾒直しを進めていく予定である。

（３） トラック事業を巡る諸課題への取り組み

（ア） 輸送の安全の確保

 トラック輸送は、その利便性、機動性等から、今後とも我が国の貨物輸送の中で基幹的な役割を果たしていく
ことと思われる。しかしながら、トラック輸送は、道路という公共的な空間を利⽤して提供される輸送サービス
であることから、交通事故の防⽌を中⼼とした輸送の安全の徹底を期することが最重要課題である。したがっ
て、今後とも、貨物⾃動⾞運送適正化事業実施機関等を活⽤した過積載防⽌対策、過労運転防⽌対策等に引き続
き積極的に取り組んでいく必要がある。なお、本年４⽉には、「⾼速道路における安全運⾏対策会議」を開催
し、⼤⼿宅配事業者等に対し、安全運⾏統括責任者の選任や安全運⾏総点検の実施などを指導したところであ
る。

（イ） 輸送の効率化の推進

 今後の⾞社会においてトラック輸送が社会と共⽣していくためには、環境問題等の社会的課題に積極的かつ的
確に対応していくことが不可⽋であり、そのためには、輸送の効率化を図っていくことが重要である。このため、
貨物⾃動⾞運送事業法の施⾏により新たに認められた⼀般貨物⾃動⾞運送事業者による積合せ輸送の推進に加え
て、６年１１⽉から特別積合せ事業者間で幹線における共同運⾏を実施しており、現在までに９の運⾏区間にお
いて共同運⾏が⾏われている。また、福岡市天神地区や新宿副都⼼等において貨物の共同集配が⾏われており、
その他の地区においても検討が進められている。

（ウ） 労働時間短縮の推進

 トラック産業は、⾼齢化の進展と若年層を中⼼とした構造的な労働⼒不⾜という問題を抱えている。これらの
問題は、現在の少⼦化傾向にかんがみると、トラック産業の将来の発展にとって⼤きな障害となりかねないもの
である。このため、９年４⽉から実施される週４０時間制に向けた段階的な取り組み等労働時間の短縮、省⼒化
対策等を推進することを通じて、トラック産業を魅⼒ある職場とすることにより、安定的な労働⼒の確保を図っ
ていく必要がある。
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（エ） 利⽤者保護対策の充実

 近年、宅配便を中⼼とした消費者物流の分野がますます成⻑しつつある。しかしながら、消費者物流の⼀分野
である引越運送については、利⽤者ニーズの⾼度化・多様化により、付帯サービスの拡充などそのサービス形態
が複雑化してきており、それに伴って、様々なトラブルが発⽣している。このような状況にかんがみ、苦情処理体
制の拡充等引越運送に係る利⽤者保護対策の充実を図ることとしている。

（４） 情報化への取り組み

 トラック業界においては、輸送の効率化、輸送サービスの向上等を推進する観点から、従来より、情報化に向
けた取り組みが精⼒的に進められている。特に、荷物・⾞両情報を交換し、主に帰り荷の斡旋を⾏う「システム
ＫＩＴ」や「ローカルネットワークシステム」、トラック事業者と荷主が輸送計画などの電⼦データを交換する
「物流ＥＤＩ」等を活⽤することにより、⾞両の効率的運⽤等輸送の効率化が図られてきている。
 さらに、近年、ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）に代表される位置情報システムや経路誘導、
配⾞計画等に関連する情報通信ソフトなども登場してきており、情報関連機器の低価格化や機能向上等と相まっ
て、トラック業界における⾼度情報化に向けた取り組みは急速に本格化しつつある。
 特に、今後のトラック事業における情報化は、トラック輸送の効率化を促進し、コスト削減を進め、経営の安
定と⾼度化に資するという観点のみならず、輸送の安全性の向上、渋滞の緩和等交通環境の改善、エネルギー消費
の節減等の社会的要請に応えるという観点からますます重要となると考えられる。
 運輸省としては、このような状況を踏まえ、トラック事業者の情報化への取り組みを⽀援する観点から、トラ
ック事業における情報通信技術の活⽤⽅策、新しい情報通信システムのあり⽅等について、ユーザーとしてのトラ
ック事業者のニーズを踏まえつつ、技術的な検証のみならず、事業効果、事業化に向けた具体的な課題等も含めて
総合的かつ多⾯的な検討を進めることとしている。
 また、事業者負担の軽減と⾏政事務の効率化を図る等の観点から、各事業者データの保有と更新を各運輸局や
陸運⽀局と運輸本省との間で⾃動的に⾏う全国的なシステムとして「貨物⾃動⾞運送事業者情報処理システム」が
導⼊され、本年６⽉から稼働している。
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第３節 ⾼度道路交通システムの形成へ向けて

 ⾼度道路交通システム（ＩＴＳ：Intelligent Transport Systems）とは、最先端の情報通信技術等を⽤いて⼈と道
路と⾞両とを⼀体のシステムとして構築し、道路交通の安全性、輸送効率等の向上、渋滞の軽減等交通の円滑化を
通じた環境の保全等を実現しようとするものである〔２−６−５図〕。

２−６−５図 ＩＴＳのシステム概念図
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 我が国では、ＩＴＳの推進について、７年２⽉に政府の⾼度情報通信社会推進本部（本部⻑：内閣総理⼤⾂）
が策定した「⾼度情報通信社会推進に向けた基本⽅針」を踏まえ、７年８⽉に運輸省等関係５省庁が協⼒して
「道路・交通・⾞両分野における情報化実施指針」を策定し、さらに、８年７⽉に「⾼度道路交通システム（Ｉ
ＴＳ）推進に関する全体構想」において２０のＩＴＳ利⽤者サービスを定義するとともに、ＩＴＳの９つの開発
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分野別の研究開発、展開に関する産学官の努⼒⽬標に関する今後２０年間の⻑期ビジョンとして策定したところ
である。
 運輸省においても、全体構想を踏まえ、引き続き関係省庁を含めた国内、国外の関係者との連携を図りながら
以下の項⽬を中⼼として体系的、効率的にＩＴＳの推進を図っていくこととしている。

①先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ）の開発推進
８年度からの５か年計画でヒューマン・インターフェースの最適化、道路インフラ等との整合・連携等を中
⼼に第２期の研究調査を⾏う。

②道路運送事業におけるＩＴＳの活⽤⽅策に関する調査研究
８年度から道路運送事業における情報化のあり⽅とその導⼊効果等について調査を⾏う。

③⾼度化したナビゲーションに関する研究調査
ディスプレイの⾒やすさ等の安全性の評価に関する調査研究を６年度から８年度までの３か年計画で進めて
いる。
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第７章 海運、船員対策及び造船の新たな展開

第１節 海上交通の充実

１ 海への理解と関⼼を深めるために

 これまで、７⽉２０⽇は「海の記念⽇」として、海の重要性について国⺠の理解と関⼼を深めるために、海に
関する様々な⾏事が⾏われるなど、⻑年親しまれてきていたが、平成７年、国⺠の祝⽇に関する法律が改正さ
れ、本年７⽉２０⽇は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国⽇本の繁栄を願う⽇」として定められた国⺠の
祝⽇「海の⽇」の第１回⽬となった。この「海の⽇」を中⼼に全国各地において、⺠間レベルによる記念式典や
祝賀会を始めとし、様々な慶祝⾏事が展開された。
 周囲を海に⾯した我が国は、⼈や物の輸送、産業、⽣活等の各分野において海に深く関わり、⼤きな恩恵を受
けている。海は、温暖な気候をもたらすとともに、国⺠⽣活に⽋かせない貿易物資等の安定輸送に⼤きな役割を
果たしており、漁業資源の場、マリンレジャーの場としても親しまれている。また、地球環境保全の上で、海の
役割も⾼まっている。
 この世界に先駆けて国⺠の祝⽇となった「海の⽇」が、海の様々な役割を認識する⽇として広く国⺠各層に親
しまれ意義深いものとなるよう、運輸省としても積極的に取り組んでいくこととしている。

２ ⽇常⽣活を⽀える外航海運の発展

（１） 我が国外航海運を取り巻く環境の変遷

 （アジア海運の発展）
 アジア経済の発展とともにアジアを巡る貿易は拡⼤を続けており、アジアにおいて巨⼤な海運市場を形成しつ
つある。中でも製品や半製品の輸送に適した海上コンテナ輸送が⼤きな発展を遂げることとなった。世界のコン
テナ取扱量に占める東アジア１０カ国の割合は昭和６０年の２８．６％から平成６年には４２．７％にまで⾼ま
っている。
 また、我が国とアジアの間での国際⽔平分業の進展等により貿易構造が変化した結果、北⽶航路においては６
年には中国が我が国を抜き最⼤の積み出し国となるなどアジアにおけるコンテナ物流の重⼼は我が国から他のア
ジア諸国へとシフトしてきている。
 このような状況の中で、従来⽇本発着貨物に⼤きく依存してきた邦船社が苦境に⽴たされる⼀⽅で、アジア船
社が急増する⾃国貨物と安い⼈件費を背景にコンテナ定期部⾨を中⼼に急成⻑を遂げてきた。
 （コンソーシアムの再編）
 １９８０年代以降、世界のコンテナ航路においてはアジア船社の台頭により激しい競争が繰り広げられてき
た。中でも北⽶航路においては、昭和５９年の⽶国海運法施⾏以降の運賃⽔準の低迷等で撤退・倒産する船社が
相次いだ。各邦船社は、アジア船社等への対抗上、内陸までの複合⼀貫輸送（インターモーダル）サービスの向
上を図ったが、その投資が重荷となったことに加え、急激な円⾼の進⾏による円ベースでの収⼊の⽬減りによ
り、巨額の⾚字を計上してきた〔２−７−１図〕。

２−７−１図 ⼤⼿５社の定期部⾨の損益の推移
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 その後、運賃は平成７年はじめにはドルベースでは昭和５９年のレベルまで回復するに⾄り、経営合理化の効
果や為替相場が円安に振れたこともあり、平成７年度の邦船社の北⽶航路における⾚字幅は⼤幅に減少した。し
かしながら、平成７年秋以降各社がシェア拡⼤のため運賃競争を展開したことにより運賃は再び急落し、各船社
とも厳しい航路運営を余儀なくされている。
 このような中、コストを抑制しつつサービス⽔準を向上するための⽅策として、世界的な規模でのコンソーシ
アムの再編が進められている〔２−７−２図〕。今回のコンソーシアムは欧州・⽶国・アジア・⽇本といった異な
る地域の船社が世界的な規模で提携しているのが特徴であり、コンテナ定期航路を営む⽇本の３船社もそれぞれ
外国の船社をパートナーとしている。従来、単独サービスを⾏っていた船社も多くがコンソーシアムを形成する
等、世界の定期航路は巨⼤なコンソーシアム間で競争が⾏われる新たな⼤競争（メガ・コンペティション）時代
に⼊ったと⾔える。

２−７−２図 欧州・北⽶航路グループ再編成
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（２） 変貌を迫られる我が国外航海運

 （国際競争⼒強化に向けた取り組み）
 海運サービスにおいては、サービス⽔準が船社間で差がなくなってきていることから、運賃⽔準が船社決定の
最重要要因となっている。このため、邦船社はコスト削減に向けてコストのドル建て化を進めるとともに、運航
費・船費・店費の実額の圧縮を図っている。
 また、貨物のアジアシフトに伴って三国間輸送の⽐重が⾼まっており、７年には定期コンテナ船部⾨における輸
送量の約５１％を占めるに⾄っている〔２−７−３図〕。このため我が国外航海運企業においては特に定期部⾨
を中⼼に、本社及び地⽅⽀店のダウンサイジングにより店費を削減するとともに、主要海外拠点の代理店を⾃営
化し、運賃決定権等を現地に移譲することにより海外における営業⼒の強化する傾向にある。

２−７−３図 我が国商船隊の定期コンテナ部⾨の輸送量の構成
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 （我が国外航海運の構造変化）
 厳しい国際競争に⽣き残っていくために、我が国をはじめとする先進国の外航海運は⼤きく構造変化している。
 我が国商船隊は、⽇本籍船、仕組船（⽇本船社が海外⼦会社に保有させ実質的⽀配の下に運航している外国籍
船）及び単純外国⽤船（貨物の増減による船腹需要に対応して海外からチャーターしてくる外国籍船）の３種類
から構成されているが、船舶の仕組化と外国⼈船員の配乗が進められた結果、⽇本籍船は⼤きく減少している
〔２−７−４図〕。

２−７−４図 ⽇本籍船、仕組船、単純外国船⽤別我が国商船隊の推移
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 船社機能についても、船舶保有部⾨はパナマ等の便宜置籍国に設⽴した⼦会社がその主体となっており、船員
配乗についてもフィリピン等に設⽴した配乗会社（マンニング会社）を通じて外国⼈船員の配乗が⾏われてい
る。また、船舶のメンテナンスについても分社化し独⽴させるのが⼀般的となっており、資本関係のない海外の
独⽴系船舶管理会社に船員配乗と船舶メンテナンスを会わせて委託している船舶も多くなっている。さらに定期部
⾨においては、営業機能の⼀部についても海外に移転する傾向にある。
 （貿易物資の安定輸送の確保）
 厳しさを増す経営環境の中で経営を維持するために、我が国外航海運の構造は⼤きく変貌している。しかし、
貿易⽴国であり海運に⼤きく依存している我が国にとって、⽇本籍船及及び⽇本⼈船員の急激な減少傾向に⻭⽌め
をかけることが喫緊の課題となっている。
 そこで、同様の課題を抱える欧州等他の先進国におけるフラッキングアウト防⽌策を参考としつつ検討を⾏
い、海上運送法の⼀部改正により、安定的な国際海上輸送の確保上重要な⼀定の⽇本籍船を国際船舶と位置づ
け、税制上の優遇措置等を講ずることとした。さらに、本年３⽉より海運造船合理化審議会を開催し、国際船舶
に関する制度の本格的な実施に向けた課題をはじめとして、最近における国際経済環境の変化を踏まえた外航海
運のあり⽅について、幅広い議論を⾏っているところである。

（３） 外航クルーズ旅⾏等の振興

 ７年において、船内１泊以上の外航クルーズに参加した⽇本⼈客数は前年⽐７．６％増の８万⼈となった。ま
た、クルーズの期間も考慮に⼊れた⼈・泊数（クルーズ客数と泊数の積）は前年⽐２１．２％増の５６万６千
⼈・泊となり、平均泊数も前年⽐１２．７％増の７．１泊となった。個⼈利⽤客の割合が増加したこと等から
も、我が国においてもクルーズの⻑期化・本格化が進みつつあると⾔える。なお、⽇本籍外航クルーズ船により
１泊以上の国内クルーズを利⽤した⽇本⼈客は前年⽐８．４％増の１４万５千⼈、外航クルーズ客数と合わせた
我が国のクルーズ⼈⼝は対前年⽐８．１％増の２２万５千⼈となった。
 また、我が国をめぐる外航旅客定期航路としては、現在、韓国、中国、台湾及びサハリン（コルサコフ）との
間に、１０社により８航路が運航されており、７年の⽇本⼈利⽤客は⽇韓間の⾼速船利⽤客の増加により、前年
⽐８．６％増の１４万５千⼈となった。

３ 安全で快適な海上旅客輸送の充実

（１） 海上旅客運送の概況

 公共交通機関として重要な役割を果たしている国内旅客船事業は、８年４⽉１⽇現在、８９３事業者により
１，４６４航路において、２，５３５隻（約１３８万トン）をもって運航されており、船舶１隻当たりの平均総
トン数は、昭和６２年の４５４総トンから平成８年の５４５総トンへと⼤型化が進んでいる。
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（２） 海上旅客輸送のサービスの向上

 （国内旅客船の⾼速化）
 近年の国⺠の時間価値の⾼まりにより、海上旅客輸送分野においても⾼速化が進んでおり、⾼速船（航海速⼒
時速４０ｋｍ以上）の就航⽐率は昭和６２年の７．３％（１７３／２，３５８隻）から、平成８年には９．４％
（２３９／２，５３５隻）に増加している。このうち超⾼速旅客船（航海速⼒時速６５ｋｍ以上）は８年４⽉現
在１７航路に３１隻が就航している。今後とも海上旅客輸送の⾼速化はますます促進されるであろう。
 （⾼齢者、⾝体障害者等に対する配慮）
 旅客船ターミナル及び船舶においては、⾼齢者、⾝体障害者等に配慮した施設が増加しており、例えば１０年
３⽉完成予定の神⼾港中突堤の旅客船ターミナルは⾼齢者、⾝体障害者等に配慮したエレベーター等を設置して
整備されることとなっている。また、運賃についても、多数の航路において、⾼齢者・⾝体障害者等を対象とし
た割引を実施しているが、７年９⽉に視覚障害者に対する割引の適⽤範囲を拡⼤する制度改正を⾏ったところで
ある。
 （運賃の弾⼒化等）
 事業者の創意⼯夫が発揮され、利⽤者利便の向上が図られる営業政策的な割引運賃等については、事業者の⾃
主的な判断に委ね、適時適切な商品設定を可能とする等のため、７年４⽉より認可制を緩和し、事前届出制を導
⼊した結果、各事業者による新たな割引運賃の導⼊等が活性化された（Ｈ６．４〜６．１２…４９件、７．４〜
７．１２…１４７件）。
 さらに、同年７⽉より遊覧旅客不定期航路事業（起終点同⼀で寄港地のない航路において営むもの）につい
て、運賃を事前届出制とするとともに、許可基準を緩和した結果、運賃の設定・変更、新規参⼊ともに前年より
増加した（運賃の設定・変更Ｈ６．７〜７．３…７件、７．７〜８．３…２８件、新規参⼊６．７〜７．３…６
件、７．７〜８．３…１６件）。

（３） 地域の⽣活を⽀える海上旅客輸送の確保

 （離島航路の整備・近代化）
 地域の⽣活を⽀える海上旅客交通を維持・整備し、その利⽤促進を図るためには、旅客航路事業者による地域
のニーズに対応した輸送サービスが必要であり、地⽅公共団体等による地域振興施策等の展開を図ることが重要
である。
 しかしながら、こうした施策の展開を図ったとしても、旅客輸送量が伸びず、地域の実情にあった輸送サービス
の提供が困難となる場合には、運賃⽔準の適正化、運航及び事業運営の効率化等と併せて、公的助成を⾏うこと
により維持・整備を図ることが適当である。
 離島航路の維持・整備については、６年度の制度改正において、航路経営により⽣じた⽋損の７５％相当額を
国が、２５％相当額を地⽅公共団体がそれぞれ補助する従来の定率補助⽅式を改め、国は国庫補助対象航路を除
く全国の離島航路の実態を考慮して定める標準的な賃率や標準単価に基づき算定する標準化した⽋損額を補助
し、地域の実情に応じて⽣ずる残余の⽋損に対しては、地⽅公共団体が主体的な事業として補助を⾏うこととし
た。これにより、国の補助における標準的な賃率や標準単価を通じて経営効率化の⽬安が⽰されると同時に、地
⽅公共団体の⾃主性が発揮されることとなった。
 さらに、８年度には、事業者において経営改善５ヶ年計画を作成した上、⼀層の経営努⼒を⾏いながら航路経
営の改善・効率化を図る仕組みとして経営改善制度を導⼊した。
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 また、離島の振興を図る上で、船舶の⾼速・⼤型化等が必要となっていることから、６年度から、離島航路に
就航する船舶の近代化に係る建造費⽤の⼀部を補助する制度を設けた。
 これらにより、離島航路の利便性の向上、観光需要の増加が期待される。

４ 今後の内航海運対策の推進

（１） 船腹調整事業の⾒直しについて

 船腹調整事業はこれまで内航海運組合法により私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律（独占禁⽌
法）の適⽤が除外されてきたが、⾃⼰責任と市場原理に⽴った経済社会を実現するため公的規制を緩和するとい
う⽅針の下、同事業を含む個別法による独占禁⽌法適⽤除外制度については、６年７⽉及び７年３⽉の閣議決定
において、「原則廃⽌する観点から⾒直しを⾏い平成７年度末までに具体的結論を得る。」こととされた。
 このため、運輸省は、今後の内航海運対策を含む船腹調整事業の⾒直しについて６年７⽉に海運造船合理化審
議会に諮問し、７年６⽉に「現在の船腹調整事業について、内航海運業者による同事業への依存の計画的解消を
図る」旨の答申を得た。同答申及び７年１２⽉に内閣総理⼤⾂に提出された⾏政改⾰委員会の「規制緩和の推進
に関する意⾒」等を踏まえ、船腹調整事業については、「規制緩和推進計画の改定について」（８年３⽉閣議決
定）において以下のとおり⾒直すこととされた。

・モーダルシフトの担い⼿となるコンテナ船、ＲＯＲＯ船を１０年度末までに船腹調整事業の対象外とする。
・その他の船舶については荷主の理解と協⼒を得ながら５年間を⽬途に所要の環境整備に努め、その達成状況

を踏まえて同事業への依存の解消時期の具体化を図る。
・荷主が⻑期にわたり積荷を保証する船舶には、原則ノースクラップで建造を認める⻑期積荷保証船の範囲を

拡⼤する。

（２） 内航海運の運賃協定の⾒直し

 内航海運の運賃協定についても、海上運送法により独占禁⽌法の適⽤除外とされていたが、船腹調整事業と同
様に原則廃⽌する観点から⾒直しを⾏った結果、「規制緩和推進計画の改定について」（８年３⽉閣議決定）に
おいて以下のとおり⾒直すこととされた。

・沖縄航路運賃同盟及び先島航路運賃同盟については、デイリーサービスの確保の観点から実施されている共
同運航関係の協定に限って引き続き適⽤除外を認める。

・内航タンカー運賃協定、内航ケミカルタンカー運賃協定については１０年度末までに廃⽌する。
・その他の運賃協定については８年度末までに廃⽌する。

（３） 船腹調整事業等の⾒直しに向けた取り組み

 今後運輸省としては、内航海運業界等が閣議決定に沿った所要の措置を着実に講じていくよう、⾃⼰資本の充
実、集約化等による経営基盤の強化、債務保証業務の実施による船舶建造の円滑化等の環境整備施策を推進して
いくとともに、その進捗状況を⼗分に把握し、適切に指導することとしている。
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 なお、７年１２⽉の⾏政改⾰委員会意⾒を踏まえ、船腹調整事業及び運賃協定の⾒直しを⾏うに際しては併せ
て荷主の優越的地位の濫⽤を防⽌し、公正な取引関係を構築していくための新しい措置を講じることが不可⽋で
あることから、現在運輸省と公正取引委員会との間で連絡協議会を設け、検討を⾏っている。

（４） 荷主の物流コスト削減と内航海運の輸送効率化への取り組み

 近年、近隣諸国等との国際競争関係の激化、⽯油業界における規制緩和（８年４⽉から特⽯法廃⽌）等を背景
として、荷主側の経営環境は⼀段と厳しさを増しており、⼤胆なリストラに取り組んでいる。その中で物流コス
トの削減に資する内航輸送の効率化も⼤きな課題として提起されている。
 内航海運においては、従来から荷役時間の短縮、配船の効率化等を進めてきたが、今後も物流コストの削減に
資する内航輸送の効率化を推進することがこれまで以上に求められており、船舶の⼤型化・近代化、荷役機械の
⾼度化等を推進するとともに、ＥＤＩ等の情報システムの整備、配船・船員配乗等について事業者間で共同して⾏
える体制の整備等を推進していく必要がある。また、荷主側においても、全天候型バースの整備、荷役機械の近
代化、商取引慣習の⾒直し等による出荷波動の平準化、出荷ロットの⼤型化を推進していく必要がある。
 なお、物流コストを削減するため、⽯油業界においては交錯輸送の縮⼩等により内航海運による輸送量を縮⼩
させる動きが、また、鉄鋼業界においては荷役時間の短縮等により船舶の回転率を向上させること等の動きが顕
著となってきており、これらの動きは内航海運の必要船腹量を減少させる⽅向で作⽤することとなる。
 このため内航海運においては、今後の船腹需給の変動に的確に対応し、安定的かつ効率的な輸送サービスを提
供する観点から荷主との間の定期協議機関の活⽤等により、今後の輸送需要動向等の把握に努めるとともに、船
腹需給変動への対応⼒の確保等を図るため、協業化、集約・合併等の推進により内航海運業者の事業規模を拡⼤
し経営基盤を強化していく必要がある。

５ 港湾運送事業の⾼度化・効率化の推進

 海上輸送の窓⼝である港湾において、海上輸送と陸上輸送の接続を⾏う港湾運送を取り巻く環境は、物流ニー
ズの⾼度化・多様化等により⼤きく変化している。このような環境の変化に対応するためには、港湾運送事業の
⾼度化対策として、①新型荷役機械の導⼊や情報化の推進等による労働集約型産業から装置型産業への転換、②
これらを円滑に進めるための事業の共同化等による事業基盤の強化等を進めていくことが重要な課題となってい
る。
 このため、総合輸⼊ターミナルをはじめとする⼤型物流拠点の整備、全天候バースや荷捌き施設の整備、荷役
の機械化、情報化の促進等に対し、各種政策融資や税制上の優遇措置等による⽀援措置を講じているところであ
る。
 こうした取り組みもあって、船舶積卸量に対するコンテナ貨物の割合は、６年度には約３割を占め、荷役効率
についてみると、港湾荷役労働者１⼈１⽇当り荷役量が１３９．７トンと、１０年前（８７．７トン）の約１．
６倍に さらに、港湾運送事業の効率化を求める荷主や船社からの要請に対応して、主要港のコンテナターミナ
ルにおいては、港湾労使の合意により７年６⽉より⽇曜荷役が再開され、８年６⽉までの１年間で３４７隻の外
貿コンテナ船が利⽤している。また、従来から実施してきている夜間荷役についても、１８時以降に⾏われたも
のが約５割、２４時以降に⾏われたものが約２割に達しているなど、⽇曜及び夜間における荷役ニーズへの積極的
な対応が進められている さらに、港湾運送事業の効率化を求める荷主や船社からの要請に対応して、主要港の
コンテナターミナルにおいては、港湾労使の合意により７年６⽉より⽇曜荷役が再開され、８年６⽉までの１年
間で３４７隻の外貿コンテナ船が利⽤している。また、従来から実施してきている夜間荷役についても、１８時
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以降に⾏われたものが約５割、２４時以降に⾏われたものが約２割に達しているなど、⽇曜及び夜間における荷役
ニーズへの積極的な対応が進められている。

２−７−５表 主要港のコンテナターミナルにおける⽇曜荷役の実施状況

２−７−６表 主要港のコンテナターミナルにおける夜間荷役の実地状況
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第２節 船員対策の新たな展開

１ 船員の雇⽤

（１） 船員雇⽤の現状

 外航海運における経営の合理化や国際的漁業規制の強化による漁船の減船等により海運業及び漁業の雇⽤船員
数は引き続き減少傾向を⽰しており、平成７年１０⽉には約１２．７万⼈と対前年同⽉⽐約４，０００⼈（３．
１％）の減少となっている。船員の年齢構成をみると、⾼齢化の傾向は変わらず、海技の伝承の受け⽫となるべき
若年船員の不⾜という状況が依然として懸念されている。
 また、船員の労働需給⾯をみてみると、有効求⼈数が８年４⽉には１，２１２⼈と対前年同⽉⽐１４０⼈（１
０．３６％）の減少となり、有効求職数は４，０３８⼈と対前年同⽉⽐９２⼈（２．２３％）の減少となった。
このため、有効求⼈倍率は０．３０倍と対前年同⽉より０．０３ポイント下がった状況である。

（２） 船員雇⽤対策等の推進

（ア） ⽇本⼈船員の確保及び船員雇⽤対策

 外航海運については、昭和６０年９⽉のプラザ合意後の円⾼を背景に、更に７年春の急激な円⾼等により⽇本
⼈船員を配乗した⽇本籍船は急速に国際競争⼒を失いつつあり、⽇本籍船及び⽇本⼈船員は減少を続けている。
こうした現状を打開し、⽇本籍船及び⽇本⼈船員の確保を図るための施策への取り組みが緊急の課題となってい
る。このような課題に対応するため、８年度より国際船舶に関する制度の第⼀歩が踏み出されだが、国際船舶に
配乗される⽇本⼈船員のあり⽅等、なお関係者間で検討すべき課題が残されていることから、今後関係者間の⼀
層の調整を図りつつ、総合的な施策を確⽴する必要がある。
 ⼀⽅、内航海運においては、従来は漁船や外航船の船員が内航船員不⾜を補充する供給源となっていたが、最
近はその転⼊が従来ほどは期待できない状況となってきている。⼀⽅、内航船員の⾼齢化の状況は依然として厳し
く、若年船員を中⼼とした船員の確保が今後の内航海運の重要課題の⼀つとなっている。このため、労働条件・
労働環境の改善、リクルート対策の強化等を⾻⼦とした５年３⽉の「内航船員不⾜問題を考える懇談会」報告に
沿って、フォローアップ会議を開催し、タンカー荷役の際の「船舶荷役安全確認表」の標準化、積荷の品質管理
や航海毎のタンククリーニングといった特殊要因を抱えるケミカルタンカーに係る船員の労務軽減対策等の諸問
題を検討する「ケミカル問題⼩委員会」の設置等の施策を実施しているほか、全国の地⽅運輸局等に設置した内
航船員確保対策協議会等を活⽤し各地区毎に対策を講じている。
 また、内航船員の確保、経営基盤の安定・強化等にも資する観点から、新⼈船員の安定的採⽤及び教育訓練の
実施体制の整備、協業化等による船員配乗の共同化、健全な（注）マンニングの育成等の諸課題について検討を
進めることとしている。
 また、本州・四国連絡橋（９年度以降）及び東京湾横断道路（９年中）の供⽤開始に伴い発⽣すると予想され
る船員の雇⽤問題について、現在、関係者間において協議を⾏っており、職業転換を円滑にするための離職前職
業訓練の実施をはじめとする諸対策について関係省庁とも⼗分な連絡をとりながら適切に対処することとしてい
る。
 漁業については、国際的な漁業規制の強化及び漁業資源の減少等による減船の実施に伴い発⽣した漁業離職者
に対し、職業転換給付⾦の⽀給等所要の措置を講じていくこととしている。また、漁業離職者の⽣活の安定、雇
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⽤の確保のため、これらの者の内航海運への再就職を促進するための「内航転換助成事業」を実施している。
 さらに、⾼齢化社会に対応するため、離職⾼齢船員の雇⽤の促進を図るための「離職⾼齢船員活⽤対策助成事
業」を⾏っている。

（注）マンニング：他の内航船舶貸渡事業者の所有する船員未配乗の船舶を借り受け、これに船員を配乗し、内
航運送事業者に貸し渡す内航船舶貸渡事業者。

（イ） 外国⼈船員受⼊れ対策

 従来、⽇本籍船であって⽇本の船社が配乗権を有するものについては、陸上労働者の受⼊れに関する閣議了解
を準⽤して、外国⼈船員を配乗しないように⾏政指導を⾏っている。これに対し、⽇本籍船であっても海外貸渡し
により外国の船社が配乗権を持っているものについては、閣議了解の範ちゅう外として扱われ、外国⼈船員が⼀部
配乗されている。
 外航海運については、２年３⽉から海外貸渡⽅式（いわゆるマルシップ⽅式）により外航貨物船において混乗
を実施している。また、旅客船については、２年９⽉からは内・外航を問わずエンターテナー等の専⾨的な技
術・技能等を有する外国⼈船員が乗り組む⽇本客船において、３年６⽉からは海外貸渡⽅式により外国⼈船員を
配乗し、外航輸送と次の外航輸送の間の短期間内航輸送に従事する内外航併⽤客船において混乗を実施してい
る。
 ⼀⽅、漁船については、海外基地を利⽤する漁船を対象に、２年９⽉より混乗を実施しているが、７年９⽉か
ら外国⼈漁船員を乗組員数の２５％から４０％に拡⼤している。

（ウ）ＩＬＯ海事総会への対応

 ８年１０⽉に開催されたＩＬＯ海事総会においては、船員についての有料職業紹介事業を認めることとする
「船員の採⽤及び職業紹介に関する条約」等について審議が⾏われ、４本の条約（議定書を含む。）等が採択さ
れた。

２ 船員教育体制の充実と船員制度の近代化

（１） 船員教育体制の充実等

 （新規学卒者の採⽤確保等）
 商船⼤学及び商船⾼等専⾨学校の新規学卒者の採⽤は、近年外航海運の不況により抑制され、特に７年度はそ
の採⽤者数は著しく落ち込んだ。新規学卒者の安定的な採⽤は、将来にわたって我が国商船隊の安全な運航等に
必要な⽇本⼈船員を養成していくために重要であり、企業側の配慮を要望してきたところである。
 また、若者の海離れをくい⽌めるためには将来の外航海運の展望が⽰されることが重要であるが、８年３⽉よ
り海運造船合理化審議会が開催されており、⽇本籍船及び⽇本⼈船員の確保を⽬的とした国際船舶に関する制度
の本格的な実施、拡充に関する今後の課題をはじめとして、最近における国際環境の変化を踏まえた外航海運の
あり⽅について、幅広い議論が⾏われている。
 （船員教育制度の改善等）
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 船員教育制度については、特に⽇本⼈外航船員教育に関して、混乗化の進展に伴う船員の配乗体制及び船内職
務体制の変化等への対応の観点から船員教育スキームの⾒直し、新たな海技資格制度等に対応した教育機関と船
社との役割分担の検討、外国⼈船員教育に関しても我が国海技資格取得援助の必要性の検討等の課題が考えられ
ることから官公労使の委員からなる「将来の船員教育に関する検討会」において検討している。
 加えて、７年度から３か年計画で航海訓練所の練習船「⻘雲丸」の代船建造を⾏い、９年度には新練習船が誕
⽣する運びとなっており、これを活⽤し将来の我が国の海運を⽀える優秀な若年船員の確保・育成を推進していく
こととしている。

（２） 船員制度の近代化

 船舶の技術⾰新に対応した近代的な船員制度を整備するとともに、厳しい海運情勢下で⽇本⼈船員の職域確保
を図る等の観点から、船員制度の近代化に関する実験及び検証を進めることにより、段階的に乗組体制の⾒直し
を⾏い、５年４⽉には世界で最も少数精鋭化された第四種近代化船（１１名体制）を実現させた。
 ⼀⽅、プラザ合意後の急激な円⾼等、厳しい国際状況下で近代化船は海外売船等により急激な減少傾向が続い
たことから、４年６⽉の船員制度近代化委員会「今後の船員制度近代化のあり⽅（第四次提⾔）」に基づき、近
代化船の制度をマルシップ⽅式の混乗船の中で⽣かす混乗近代化船（⽇本⼈船員８〜９名）を６年３⽉に実⽤化
したほか、より⼀層の円⾼の進展に対応し、⽇本⼈船員６〜７名体制の混乗近代化船を７年９⽉より実⽤化して
いる。さらに、第四種近代化船についても、海外貸渡⽅式により外国⼈要員による洋上メンテナンスを７年１０
⽉より実施した。
 しかしながら、近代化船を取り巻く環境はさらにその厳しさを増しており、近代化船とは別の枠組みで、７年
春の急激な円⾼を機に、前述のように国際船舶制度への取り組みが開始されることとなった。
 なお、今後の船員制度近代化のあり⽅については、船員制度近代化委員会の下で、現在、船員制度近代化の経
過及び提⾔の達成状況等、船員制度近代化の経緯を取りまとめ、情勢等を分析し、課題の整理及び今後の⽅向に
ついて検討を進めている。

３ 船員の労働時間の短縮と船員災害防⽌対策の推進等

（１） 船員の労働時間の短縮等

 船員の豊かでゆとりのある⽣活の実現を図るとともに、魅⼒ある職場づくりを進め、若年船員を中⼼とした労
働⼒を確保するため、船員の労働条件等の⼀層の改善が求められている。このため、船員労務官による監査等を
活⽤しつつ、その推進を図っているが、特に、労働時間については、近年の労働時間短縮に向けての国⺠的な問
題意識の⾼まりや陸上労働者の労働時間の短縮の動向等を踏まえ、７年４⽉１⽇から外航船及び内航⼤型船につ
いては週平均４０時間労働制に移⾏したところである。内航⼩型船についても９年４⽉１⽇から週平均４０時間
労働制に移⾏することとなっており、その円滑な移⾏に向けて啓蒙指導を進めている。

（２） 船員災害防⽌対策の推進

 船員災害防⽌については、第１次船員災害防⽌基本計画策定当時に⽐べ災害発⽣率は半減し、引き続き減少傾
向にあるものの、陸上産業と⽐較して依然として⾼い船員の死亡災害発⽣率に加え、船員の⾼齢化、外国⼈船員
の混乗化といった労働環境の変化に伴う安全衛⽣⾯への悪影響が懸念されている現状等を踏まえた、第６次船員
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災害防⽌基本計画（５〜９年度）及び８年度船員災害防⽌実施計画に基づき、⾼年齢船員の死傷災害防⽌対策、
中⾼年齢船員の疾病予防対策及び健康増進対策、外国⼈船員の混乗に係る安全衛⽣対策等の諸対策の推進を図っ
ている。

（３） 船舶の適正な乗組定員の確保

 船舶の乗組定員については、船員の労働時間の厳守と船舶の航海の安全を確保するために、船員労務官による
監査等を通じて、適正な乗組定員の確保に努めている。しかしながら、内航海運においては景況の悪化のなか
で、荷主の⽤船料等の抑制に伴う乗組員数の少数化、ひいては船員の過重労働といった実態が⾒受けられるよう
になってきており、また、過⼩員数で運航する内航⼩型船の海難事故も発⽣していること等から、特に、総トン数
２００トン未満の船舶について、甲板部の当直者が⼗分な休息を確保できるような乗組員数を配乗するよう指導
を⾏っている。
 また、９年２⽉に発効するＳＴＣＷ条約の改正により、当直者に対し２４時間につき最低１０時間の休息時間
を確保することが義務づけられることから航海当直基準の⾒直しを進めているほか、さらには、内航海運を取り
巻くこれらの状況を踏まえ、船舶の総トン数等に応じた標準的な乗組定員を定めるべく関係者間で検討を⾏って
いる。

平成８年度 241



第３節 魅⼒ある造船・舶⽤⼯業をめざして

１ 我が国造船業の現状

 我が国造船業の平成７年度の新造船受注量は、厳しい為替相場の変化の下にありながらも、アジアの海運市況
の活発化等により昨年に引き続き１，０００万総トンの⼤台を越え、３９３隻、１，０２２万総トン（総トン数
ベース（以下同じ）で対前年度⽐８．５％減）となった〔２−７−７図〕。

２−７−７図 我が国の新造船受注量の推移

 また、７年度の竣⼯量は３０１隻、９０６万総トン（対前年度⽐９．０％増）であり、その結果７年度末の⼿
持⼯事量は４０７隻、１，３９５万総トン（対前年同期⽐９．１％増）と増加し、約１年半以上の⼯事量を確保
している。
 しかし、世界的な供給過剰感や韓国造船業の⼤幅な設備拡張に伴う受注活動等を背景として船価⽔準が低迷し
ており、今後の経営について懸念される状況にある〔２−７−８図〕。

２−７−８図 世界の新造船受注量の推移
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２ 造船業の課題と対策

 韓国造船業の設備拡張等による国際競争の激化や為替の変動等近年の我が国造船業及び舶⽤⼯業を取り巻く急
激な環境変化に対応するため、８年７⽉に海運造船合理化審議会から意⾒書が提出された。これを踏まえ、我が
国造船業が存在意義のある健全な「魅⼒ある造船業」として存在していくために、国際競争⼒の⼀層の向上、経
営体制の強化、就労環境及び雇⽤条件の⼀層の改善、⾼度な技術⼒の保持等の課題に対応する必要がある。この
ため、運輸省では、造船事業者の⾃主的な努⼒を基本としつつ、以下の取り組みを⾏っている。

（１） 魅⼒ある造船業へ向けた産業基盤の整備

（ア） 次世代造船業の構築

 我が国造船業は、最近１０年間で⾼い⽣産性の向上を達成したが、在来の⼿法と技術では、今後とも国際競争
⼒を強化しつつ、適切な就労環境及び雇⽤条件を提供していくのは容易ではないと考えられる。このため、⾼度
情報化技術等を活⽤した次世代造船業の構築を推進することとしている。具体的には、ＣＩＭ（注１）等による
⽣産の⾼度化やＣＡＬＳ（注２）等情報技術の⼀層の活⽤による経営の合理化、効率化の推進等を図るととも
に、関係業界を含めた⾼度情報化の推進体制の整備を図っていくこととしている。
 また、⽣産の集中化、船種・船型の専⾨化等を進めることにより、構造調整等の過程を通じて縮⼩した⽣産拠
点が散在している現在の⽣産体制の適正化を図っていくこととしている。
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 さらに、事業提携等による集約化を促進することにより、経営資源の有効活⽤、投資の効率化等を図っていく
こととしている。

（注１）ＣＩＭ（ＣＩＭＳ）：Computer Integrated Manufacturing System（コンピュータ統合⽣産システム）
 受注から引渡しまでに⾄る⽣産活動を⾼度に⾃動化・情報化し、コンピュータにより統合的に管理するシステ
ム。

（注２）ＣＡＬＳ：Continuous Acuqisition and Life-cycle Support（⽣産・調達・運⽤⽀援統合情報システム）
 ⽣産・調達・運⽤等の企業活動全般に関する情報を電⼦化し、関連する部⾨・企業間において共有するシステ
ム。

（イ） 研究基盤の強化

 将来の我が国造船業を⽀える重要な要素である技術⼒の向上、産業としての可能性の拡⼤、多様化する社会ニ
ーズへの的確な対応等を図るための創造的技術ポテンシャルの向上が必要である。このため、研究資源の集約、
共同研究の推進、産学官の研究組織の有機的連携の促進等によって研究基盤を強化していくこととしている。この
⼀環として、メガフロート等の次世代船舶の研究開発を⾏う技術研究組合等に対して、造船業基盤整備事業協会
による⽀援措置等を講じている。

（ウ） 需要の創出

 ２０００年以降は新造船需要の減退と国際競争の激化が予想されるため、新造船需要の変化に対応しつつ造船
事業者の適正な操業を維持する⾒地から、テクノスーパーライナー等在来の船舶需要とは異なる新たな需要の創
出に対し積極的に取り組んでいくこととしている。
 また、⽼朽船の代替の円滑化、安全・環境保全等の観点から、引き続き⽼朽船及びサブ・スタンダード船（１
９７４年の海上⼈命安全条約等の国際基準に適合していない船舶）の解撤を促進していくこととしている。

（エ） 中⼩造船業の⾼度化

 今後とも、中⼩造船業は内航船等の建造を通じて⼀定の役割を果たしていくものと考えられるが、その中で内
航輸送の近代化、漁業規制の強化等に対応して、５年７⽉から中⼩企業近代化促進法に基づいた第４次構造改善
事業を実施している。加えて、最新の造船技術の中⼩分野への展開等技術ポテンシャルの向上や地域の特性をいか
した経営の合理化等を推進し、中⼩造船業の⾼度化を図っていくこととしている。

（２） 国際協調の推進

 国際的な単⼀市場を分けあう世界の造船業の調和ある発展を図るためには、国際協調の推進が不可⽋である。
我が国は、造船分野のリーディング・カントリーとして、ＯＥＣＤ造船部会等の場を活⽤し、造船国間での造船
市場動向に関する共通認識の醸成とそれに対応した政策展開の重要性を訴え、世界の新造船需給の安定化及び造
船市場における公正な競争条件の確⽴が図られるよう努めている。なお、８年６⽉には、「商業的造船業におけ
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る正常な競争条件に関する協定」の国内実施法として「外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防
⽌に関する法律」が公布された。

（３） 造船業と舶⽤⼯業との協⼒関係の強化

 我が国造船業及び舶⽤⼯業の発展のためには、相互の⽴場を尊重しつつ、造船業と舶⽤⼯業との協⼒関係を強
化する必要があることから、舶⽤機器の標準化及び研究開発、舶⽤⼯業の⾼度情報化及び国際化等に対する各事
業者の積極的な⾜り組みが期待される。

３ 舶⽤⼯業の課題と対策

（１） 魅カある舶⽤⼯業の構築

 我が国舶⽤⼯業は、円⾼の⻑期的な進⾏及び船価⽔準の下落に伴う舶⽤機器の価格の低下により近年急速に収
益性が悪化しており、また、欧州舶⽤⼯業による極東市場の開拓の推進、アジアの舶⽤⼯業の成⻑等により海外
との競争が激化している。従って、これまで我が国造船業を⽀えてきた舶⽤⼯業の産業基盤は脆弱化しつつあり、
その再構築を図るとともに、国際競争⼒を強化することが緊急の課題となっている。
 このため、運輸省では、前述の海運造船合理化審議会意⾒書を踏まえつつ、舶⽤⼯業を我が国経済社会、地域
社会に貢献するオリジナリティーのある産業とするため、以下のような取り組みを⾏っている。

（ア） ⽣産基盤の整備

 ８年４⽉に「船舶⽤機関その他の船体部品の製造業」を特定事業者の事業⾰新の円滑化に関する臨時措置法の
特定業種に指定し、新製品の開発・⽣産、新⽣産⽅式の導⼊、設備の向上による⽣産性の向上等に取り組む事業
者に対し、⾦融、税制⾯での⽀援措置を講じ、国内における⽣産活動の活性化を図っている。
 さらに、造船・海運業界と連携しつつ舶⽤機器の標準化を進めるとともに、資機材の共同購⼊、機器・部品の
⽣産協⼒等を促進し、産業全体の⽣産効率を向上させるための環境整備を図っていくこととしている。

（イ） ⾼度情報化の推進

 ⾼度情報化技術を活⽤して設計・⽣産・調達・保守等企業・産業活動全体の⾼度化・効率化を図るため、造船
業をはじめとする関連産業とも協⼒しつつ、舶⽤⼯業の⾼度情報化を促進するための環境整備を進めている。

（ウ） 研究活動の活性化

 企業活動のオリジナリティーを確保し、併せて新規需要を創出する基盤となる技術⼒を向上させるため、共同
研究を促進するとともに舶⽤⼯業の中核を成す中堅・中⼩企業の研究活動等の活性化を図っていくこととしてい
る。

（エ） 国際化への対応
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 総合的な競争⼒を向上させるとともに、成⻑しつつあるアジア諸国の舶⽤⼯業との新しい協⼒関係を構築する
ため、国際的な⼯程間分業等の可能性について調査・検討を進めていくこととしている。

（２） 舶⽤機関整備技術の向上

 近年、乗組員数の減少、舶⽤機関の⾼度化等により質・量ともに社会的ニーズが増⼤している舶⽤機関整備に
関し、これらのニーズに応えるため、７年に設⽴された（社）⽇本舶⽤機関整備協会を通じて舶⽤機関整備事業
者の技術の向上等を図っている。
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第８章 ⼤交流時代を⽀える港湾

第１節 港湾を取り巻く現状と今後の港湾政策

１ 港湾を取り巻く現状−⼤交流時代の到来−

 近年、我が国港湾を取り巻く状況は、⼤きく変化している。今や、⼈、物、情報の交流が国、地域、個⼈の間で
重層的に⾏われ、様々な社会、⽂化が⾼密度で交流する「⼤交流時代」と呼べる新しい時代が到来した感があ
る。
 我が国の港湾は、従来から交通、⽣活、産業等の基盤たる社会資本としてそれぞれの時代の要請に応じつつそ
の役割を果たしてきた。⾼度経済成⻑期においては、産業基盤として⼯業港づくりへの強い要請があったが、近
年は⽇常⽣活に密着した貨物の輸⼊が急増し、また廃棄物海⾯処分場、親⽔緑地等の港湾機能への社会的要請が
⾼まるなど、港湾に求められる役割はより多様に、かつ⾼度になってきている。

２ 今後の港湾政策

 運輸省では、このような情勢の中、港湾整備における課題に的確に対応していくため、平成７年６⽉に発表し
た⻑期港湾政策「⼤交流時代を⽀える港湾」や８年１１⽉に告⽰された新たな「港湾の開発、利⽤及び保全並び
に開発保全航路の開発に関する基本⽅針」を踏まえ、現在策定中の第９次港湾整備五箇年計画（８〜１２年度）
の推進等に積極的に取り組んでいく。

２−８−１図 港湾整備事業の分野別内訳の変化
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第２節 第９次港湾整備五箇年計画等の策定と推進

１ 港湾整備緊急措置法の改正及び第９次港湾整備五箇年計画の策定

（１） 港湾整備緊急措置法の改正

 港湾整備五箇年計画の根拠法たる港湾整備緊急措置法の⼀部を改正する法律は、平成８年５⽉３１⽇に公布・
施⾏された。本法が制定された昭和３６年当時は、我が国の⾼度経済成⻑期であったことから、港湾整備事業の
実施を促進する⽬的を「経済基盤の強化を図り」「もって国⺠経済の健全な発展に寄与」と規定していた。しかし
最近は、港湾に求められる役割が質的に⼤きく変化してきており、今回の改正では、⽬的に「良好な港湾環境の
形成を通じて周辺の⽣活環境の保全に資すること」、「国⺠⽣活の向上に寄与すること」を追加し、さらに配慮
事項として、港湾整備五箇年計画の「実施の⽬標と量を定めるに当たっては、効率的な国際海上輸送網⼜は国内海
上輸送網の拠点となるべき港湾の適正な配置等我が国の港湾整備における課題に的確に対応するため、港湾整備
事業における投資の重点化を図ることができるように留意しなければならないこと」を追加した。

（２） 第９次港湾整備五箇年計画の概要

 ８年３⽉５⽇、第９次港湾整備五箇年計画の計画期間及び投資規模が〔２−８−２表〕のとおり閣議了解され
た。

２−８−２表 第９次港湾整備五箇年計画の投資規模

 本五箇年計画においては、港湾整備に求められる下記のような緊急の課題に対応していくため、来るべき閣議
決定において事業の⽬標及び量を定める予定である。

①国際競争⼒を有する物流ネットワークの形成のための⼤⽔深コンテナターミナル等の整備
②信頼性の⾼い空間の創出のため阪神・淡路⼤震災の教訓を踏まえた港湾の防災機能の向上
③活⼒に満ちた地域づくりの推進のための廃棄物海⾯処分場や親⽔緑地等の整備
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（３） 効率的・効果的港湾・海岸整備のための⾏動指針の策定

 事業の実施にあたっては、第９次港湾整備五箇年計画に合わせてとりまとめる予定の「効率的・効果的港湾・
海岸整備のための⾏動指針」に基づいて、投資の重点化や既存ストックの有効活⽤、他の施策・事業との連携、
実⽤化に重点を置いた技術開発の推進、調査研究の実施など総合的な施策を講じていくこととする。

２ 国際競争⼒を有する物流ネットワークの形成

（１） 現状と課題

 四⾯を海に囲まれ、エネルギーの約９割、⾷料の５割強を海外に依存する我が国では、国際海上貨物は⽇本の
貿易量の９９．８％、貿易額では約８割のシェアを占めている。国際ゲートウェイとしての港湾は、物流の主⼒
を担っている。

２−８−３図 エネルギー、⾷料の海外依存率の推移

２−８−４図 貿易量の８割を担う海上貨物
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 １９６６年に初めてコンテナ船が国際航路に就航してから３０年、海上コンテナ輸送は荷役の効率性等を背景
に年々順調に増加し、今や我が国の外貿定期貨物量の約９割、貿易額の約５割を占めるなど、国際物流の主⼒と
なっている。近年では経済のグローバル化、円⾼等を背景とした輸⼊コンテナ貨物量の伸びが著しく、９４年に
は、初めて輸⼊が輸出を上回った。

２−８−５図 外貿コンテナ取扱貨物量の推移
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２−８−６図 国内市場に占める輸⼊製品の割合の推移
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 世界では、コンテナ貨物量の伸びが特に著しいのがアジアである。アジアでは活発な経済の発展を背景に、４
年間で１．７倍と年平均１４％の⾼い伸びを⽰している。しかしながら、これらの貨物が我が国港湾で取り扱わ
れる⽐率は相対的に低下しつつあり、昨今ではアジアと北⽶、欧州等とを結ぶ基幹航路のうち我が国に寄港しな
い航路の割合が増加している。

２−８−７図 アジア主要港のコンテナ取扱貨物量の推移
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２−８−８図 地域別コンテナ取扱量の推移
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 また、海上コンテナ輸送は、更なる合理化・効率化をめざし、船舶の⼤型化が進められている。特に、９０年
代に⼊ってから、４，０００ＴＥＵ（注）以上のコンテナを積み込むことができる⼤型コンテナ船の建造・就航
が急激に伸びており、世界的なコンソーシアムの形成の進展により、この動きはさらに加速している。このため、
欧⽶等との⻑距離基幹航路に就航する船舶の主⼒となりつつあるこれら⼤型コンテナ船に対応した、⼤⽔深コン
テナターミナルが必要となってきている。

２−８−９図 コンテナ船の船型
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 我が国の⼤⽔深コンテナターミナルの整備状況は世界の主要港の⽔準を⼤きく下回っており、特に⾹港、シン
ガポールで既に供⽤されている５万トン級の船舶が接岸可能な⽔深１５ｍ級の⼤⽔深コンテナターミナルが不⾜
している。加えて、荷役サービス、港湾に係る⼿続きの簡素化、港湾における情報化などソフト⾯の改善の必要性
も指摘されている。

２−８−１０図 船舶の⼤型化に遅れをとった我が国の港湾（１９９３年）
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 このような課題に適切に対応せず、我が国港湾の国際競争⼒が失われ、我が国港湾に基幹航路に就航する⼤型船
が寄港しなくなりフィーダーポート化した場合には、

①荷主の求めるジャスト・イン・タイムサービス等への対応が困難となる
②積み替えによる輸送時間やコストが増⼤し、効率的な物流システムのメリットを享受できる圏域が狭ま
り、国内の製造業者等の国際競争⼒が低下する
③さらに、物流とともに世界を駆けめぐる情報、⾦融等の分野でも、国際的企業のアジアにおける拠点が⽇
本から逃避し、我が国が国際経済の中枢から脱落する

ことなどが懸念され、その影響は港湾のみにとどまらず、我が国経済全体の問題となると考えられる。

 また、真に豊かな国⺠⽣活の実現と我が国産業の国際競争⼒の保持のため、物流の⾼コスト構造を是正するこ
とが喫緊の課題となっている中、物流の基盤として重要な役割を果たしている港湾においても適切な対応を図るこ
とが重要である。

（注）２０フィート・コンテナに換算したコンテナ個数

（２） ⽅策と効果
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 上記の課題に対応するため、第９次港湾整備五箇年計画を策定し、以下の施策を着実に実施することにより、
課題の解決を図っていく。

①国際競争⼒の強化
 中枢国際港湾（三⼤湾及び北部九州の４地域の港湾）において⽔深１５ｍ級の⼤⽔深コンテナターミナル
を２０００年までに⾹港、シンガポール並に整備するとともに、中枢国際港湾におけるコンテナターミナル
の⼤⽔深（⽔深１４ｍ以上）⽐率を現状の約２割から国際⽔準並の約５割まで向上させる。
②物流コストの削減
 ⽇本の物流コストを削減し、⽇本経済の健全な発展を促すとともに、成⻑著しい東アジア等との海運ネッ
トワークの形成を図るため、地域の中核となる港湾にコンテナターミナルを拠点的に配置する。これによ
り、コンテナの輸出⼊にかかる陸上輸送コストは２０００年において約１割削減される。また、⻑距離・⼤
量輸送に優れ、環境にやさしい海上輸送の特性を活かしモーダルシフトを推進するため、複合⼀貫輸送に対
応した内貿ターミナルの整備を推進する。これにより、フェリー等の海運を利⽤した複合⼀貫輸送のメリッ
トが享受できる圏域（陸上輸送半⽇往復圏）の割合は２０００年までに現状の約７割から約８割へ向上す
る。

 なお、８年度は、国際海上コンテナターミナルの整備を名古屋港等１７港で、多⽬的国際ターミナルの整備を
⽯巻港等７９港で実施しているほか、複合⼀貫輸送に対応した内貿ターミナルの整備を博多港等１９港で実施し
ている。

２−８−１１表 コンテナターミナルの整備状況（⽔深１５ｍ級）及びコンテナ取扱量
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２−８−１２図 コンテナターミナルの整備による陸上輸送コスト削減の概念図
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２−８−１３図 複合⼀貫輸送に対応した内貿ターミナルの陸上輸送半⽇往復圏
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３ 信頼性の⾼い空間の創造

（１） 災害に強い港湾システムの構築

（ア） 地震に強い港湾を⽬指した整備の推進

 阪神・淡路⼤震災の教訓を踏まえ、７年８⽉にとりまとめた「地震に強い港湾をめざした当⾯の措置」及び同
年１１⽉の「港湾の施設の耐震設計に係る当⾯の措置」に基づき、災害に強い港湾システムの構築を図るため、
以下の施策を講じる。

①港湾施設の構造形式の多様化への配慮、②耐震設計基準の厳正な適⽤、③耐震強化岸壁の設計に際し直下型
地震を想定地震に加える等、耐震設計の充実強化を図る。
 また、被災直後の緊急物資輸送等の確保に加えて、被災地域及び域外の経済社会活動に及ぶ影響を最⼩限に抑
えるため、これまで進めてきた⼀般埠頭における耐震強化岸壁の整備に加え、新たに三⼤湾等の国際海上コンテ
ナターミナルや複合⼀貫輸送に対応した内貿ターミナルにおいて、耐震強化岸壁の整備を図るとともに、多⽬的
国際ターミナルについても耐震強化岸壁の整備を図る。
 さらに、港湾空間の有する特性を活かし、被災直後はもとより、市⺠⽣活や経済社会活動の復興にも幅広く貢
献していくため、耐震強化岸壁、緑地等の多⽬的に利⽤可能なオープンスペースと⼀体となった防災拠点の整備
を進めるとともに、震災時の市⺠等の安全を守るための避難緑地を背後市街地における避難地と連携して港湾内
において整備する。

２−８−１４表 耐震強化岸壁、防災拠点、避難緑地の整備

平成８年度 262



（イ） 液状化防⽌対策の推進

 昭和５８年の⽇本海中部地震に伴う液状化による港湾施設の被災状況にかんがみ、昭和６０年度から、新たに
整備される施設についてはすべて液状化防⽌対策を実施している。また、昭和６０年度以前に整備された既存施
設で液状化防⽌対策を実施していない施設については、液状化の可能性を点検し、液状化の可能性が⾼いと認め
られた岸壁については、施設が被災した場合の影響等を考慮し、順次液状化防⽌対策を実施している。
 今後も、地震時の液状化による港湾施設の被害を防⽌するため、引き続き液状化防⽌対策を推進する。

（２） 海上交通の安定性の向上

 第９次港湾整備五箇年計画の期間内に、港湾内の船舶航⾏の安全性の確保のため、防波堤、航路等を整備し、
港内における所要の静穏度確保を⽬指す。また、沿岸域における船舶航⾏の安全性、安定性を確保するため、関⾨
航路等の開発保全航路の拡幅、増深を実施する。８年度は常陸那珂港等６０港で防波堤、航路の整備を、関⾨航
路等１３航路の開発保全航路の拡幅、増深を⾏っている。
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２−８−１５図 防災拠点のイメージ図

２−８−１６図 港湾の静穏を守る防波堤の整備
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４ 活⼒とやさしさに満ちた地域づくりの推進

（１） ウォーターフロントを活かした交流・連携と地域の活性化

（ア） 交流空間の形成による地域の活性化

 運輸省では、港湾を快適な交流空間として活⽤していくための諸施策を推進している。
 まず、⼈々のウォーターフロントへの多様な要請に応え、港湾空間を海辺の持つ恵まれた資質を⽣かした交流空
間としていくために、緑地、交流施設、賑わい施設などが相互に連携し、⾯的な広がりをもって⼀体的に配置され
た親しみやすく利⽤しやすい空間の整備を、港湾整備事業や⺠活事業等を組み合わせて効果的に推進することと
している。
 このうち緑地については、良好な港湾環境の形成と周辺の⽣活環境の保全や⼈々の交流の活発化を図るため、
７年度までに全国で約２，３００ｈａの整備を実施しており、８年度には横浜港など全国１６５港で整備を実施
している。特に整備を促進する必要がある再開発地区などの緑地については、運輸省と⾃治省が協調し、従来か
らの補助事業と地⽅単独事業（都市⽣活環境整備特別対策事業：⼀般単独事業債）を組み合わせた「港湾緑地⼀
体整備促進事業」を８年度よりスタートさせ、⻑崎港など全国７港で約２４ｈａの整備を実施している。また、
これら緑地の整備などを通じて、⼈々が港へ安全かつ快適に⾏き来でき、海や港の魅⼒を楽しむことのできるプ
ロムナード（港のパブリックアクセス）の整備を推進している。
 このほか、歴史的に価値の⾼い港湾施設を保存・活⽤する「歴史的港湾環境創造事業」や、港湾の特⾊を活かし
て個性的で良好な景観形成を図る「港湾景観形成モデル事業」などを推進している。
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 また、⺠活事業については、昭和６１年の「⺠間事業者の能⼒の活⽤による特定施設の整備の促進に関する臨
時措置法（⺠活法）」、昭和６２年の「⺠間都市開発の推進に関する特別措置法（⺠都法）」の制定以来、釧路
フィッシャーマンズワーフや⼤阪港の海遊館など全国で約１２０のプロジェクトが推進されており、活⼒と賑わ
いのある豊かなウォーターフロント空間の形成に寄与している。
 ⺠活法については、平成８年５⽉までの時限⽴法であったことから、７年１１⽉に適⽤期限を１０年間延⻑す
るとともに、新たな対象施設として、⽔質環境の改善や廃熱等未利⽤エネルギーの有効利⽤により、快適な港湾
環境を創造する施設（港湾環境創造⽀援施設）を追加するなどの⽀援の拡充を⾏った。８年には、塩釜港、平良
港などにおいて地域の交流拠点となる旅客船ターミナルが供⽤を開始したほか、神⼾港などにおいて港、船、海
に関する会議、イベント等のための多⽬的ホール、展⽰・体験施設などを備えた港湾⽂化交流施設をはじめとす
る交流・賑わい施設の整備を推進している。
 さらに、多くの⼈々が利⽤するこれらの施設の整備にあたっては、安全性の確保はもとより、⾼齢者や障害者
など社会的弱者の利⽤にも⼗分配慮することとしている。

（イ） 港湾を活かした地域連携の推進

 運輸省では、海上交通による物流ネットワーク、観光ネットワーク等を活⽤した沿岸域相互あるいは沿岸域と内
陸部との連携を強化することにより、活⼒と魅⼒にあふれた地域の⾃⽴的な発展を促す「にぎわい・交流海道」
の形成を推進してきた。
 具体的には、７年１１⽉に発⾜した⽇本海沿岸１２１の県及び市町村等から成る「⽇本海にぎわい・交流海道
推進協議会」の活動の⼀環として、８年８⽉に復元船「咸臨丸」による⽇本海沿岸クルージングが実施されてい
る。瀬⼾内海においても、３年５⽉に発⾜した１９８の県及び市町村等から成る「瀬⼾内・海の道ネットワーク
推進協議会」の活動の⼀環として、歴史や豊かな⾃然環境を⽣かした交流の実現に向け、北九州港や⼩松島港等
において明治・⼤正時代の歴史的な洋⾵建築物を修復・保存する事業が既に実施されている。
 これらの活動状況を踏まえ、港湾を活⽤した地域の交流と連携の具体化について検討し、国⼟開発の新たなビ
ジョンとして各地で提唱されている新たな国⼟軸構想や地域連携軸構想の実現を⽀援していくため、運輸省として
は、今後とも「にぎわい・交流海道推進調査」を実施していくこととしている。

（ウ） 放置艇問題への対応と健全な海洋性レクリエーションの振興

 国⺠の余暇志向の⾼まりやプレジャーボートの低価格化に伴い、プレジャーボートを活⽤した海洋性レクリエ
ーション需要が増⼤している。しかし、需要の増加に対し利⽤できるマリーナ等の保管施設が不⾜していること
から、港湾等の公共⽔⾯に放置されるプレジャーボート、いわゆる放置艇による問題が全国各地で顕在化してい
る。これに対応するため、マリーナ整備や既存静穏⽔域を活⽤した簡易な係留施設であるプレジャーボートスポ
ット（ＰＢＳ）の整備を進めている。また、プレジャーボートの増加に対応して、⽔域の利⽤を⼀層適切に進め
ていくため、運輸省、⽔産庁及び建設省の３省庁共同で、８年度よりプレジャーボートの全国実態調査を⾏うと
ともに、公共及び⺠間によるマリーナ等のプレジャーボート保管施設の整備のあり⽅などプレジャーボートの適
切な保管を図るための対策について検討を⾏っている。さらに、クルージングネットワークの形成による地域間交
流⽅策、その他の海洋性レクリエーションを通じた地域振興⽅策の策定も合わせて⾏っていくこととしている。

（２） 物流・産業構造の変化に対応した臨海部空間の形成
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 近年、我が国の輸⼊の増⼤は製品を中⼼に著しく、７年に全国の港湾で取り扱われた輸⼊コンテナ貨物量は、
初めて８千万トンを越え前年に引き続き２年連続で輸出量を上回った。こうした輸⼊貨物の増⼤に対応するた
め、輸⼊促進地域（ＦＡＺ）などで、製品・⾷品等の保管、荷捌き、流通加⼯を効率的に⾏うための総合輸⼊タ
ーミナル等、物流施設の整備を進める必要があり、運輸省ではこれらの整備を⺠活法等により⽀援している。
 ８年には、松⼭港、四⽇市港、北九州港、横浜港及び⼤分港において、総合輸⼊ターミナルの供⽤が開始し
た。また、現在川崎港及び境港において整備が進められている。
 これらの施設整備は、アジア諸国をはじめとした世界と我が国の各地域が直接交流していく新しい時代の物流
拠点を形成し、地域の活性化や⼀雇⽤の拡⼤に貢献している。更には、国際展⽰施設や国際会議場等の整備によ
り、⼀般の⼈々も来訪する国際的な交流空間としても期待されている。
 また、港湾を中⼼とした臨海部は、物流、国⺠⽣活、産業等多様な活動を⽀えてきた空間であるが、近年、産
業構造の変化や荷役形態の変化、施設の⽼朽化等により、利⽤の低下している地区も⼀部に⾒られ、質の⾼い空
間への再構築が期待されている。
 運輸省では、従来より、機能の低下したインナーハーバー（内港地区）のふ頭機能の再配置や交流拠点として
の再⽣など、港湾の再開発を推進してきたところであるが、今後⼀層港湾空間の⾯的・総合的な再編整備を推進す
るため、港湾整備事業や⺠活事業等により⽀援を⾏うこととしている。

２−８−１７図 横浜港流通センター
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（３） エコポートの形成、廃棄物への対応

 将来の⼈々に対し豊かな港湾環境を継承し、持続可能な発展を確保するために、⽣物、⽣態系に配慮し、⾃然
環境と共⽣した、アメニティ豊かな、環境への負荷の少ない港湾「環境と共⽣する港湾（エコポート）」の形成
を、今後の港湾環境整備の⽬標に置いている。この実現に向け、各地で港湾環境計画の策定やエコポートモデル
事業への取り組みを⾏っている。
 港湾環境計画は、港湾管理者が港湾整備にあたり、その計画、設計、建設、利⽤の各段階で⾏う環境施策や配
慮を総合的、計画的にとりまとめ、広く⼀般に公表するもので、７年１１⽉に、愛知県三河港、沖縄県中城湾港
において策定された。
 エコポートモデル事業は、エコポートの形成を促進する観点から全国の模範的な整備事例となる港湾を対象
に、環境の保全や創造のための施設の総合的な整備を重点的に⾏うもので、これまでに横浜港（新港地区）等６
港が指定されている〔２−８−１８表〕。

２−８−１８表 エコポートモデル港指定⼀覧

 また、８年度から岩⼿県⼤船渡港で⽔質浄化施設（エアレーション）の整備が実施されている。
 ⼀⽅、都市活動に伴い発⽣する廃棄物の処分については、内陸における処分地の確保が困難なことから、海⾯
処分への要請が⾼い。このうち東京湾、⼤阪湾など背後に⼤都市圏が存在する地域では、⼀般廃棄物の海⾯処分
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の割合は５割を越えている状況にある〔２−８−１９図〕。このため処分する廃棄物や浚渫⼟砂、建設発⽣⼟等
について、減量化、再利⽤の拡⼤、内陸処分の促進を前提に、今後とも、廃棄物海⾯処分場を計画的に確保す
る。８年度においては東京港等４０港及び⼤阪湾において約６ｋｍの廃棄物埋⽴護岸を整備し、９次五箇年計画
内では総延⻑７５ｋｍの廃棄物埋⽴護岸を整備する。このうち⼤阪湾においては、広域臨海環境整備センター法
に基づく事業（フェニックス事業）として尼崎⻄宮芦屋港及び堺泉北港において引き続き廃棄物海⾯処分場の整
備を⾏う。さらに、今後の廃棄物の海⾯処分需要に適切に対応するため、同法に基づき新たな海⾯処分場の確保
等を内容とした基本計画の変更に向けた取組みが⾏われている。

２−８−１９図 ⼀般廃棄物の海⾯処分量のシェア（平成４年度）

 また、⾸都圏においては、処分に苦慮している建設発⽣⼟を、港湾整備等のための埋⽴で必要とする地域に供
給し、⾸都圏における廃棄物処分量の減量化と資源の有効活⽤を図るスーパーフェニックスを推進する。８年度
は⽯巻港、三河港、広島港、⾼知港において受⼊れが⾏われる。
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第３節 新しい潮流に対応した港湾振興

１ ボーダレス時代を背景とした地⽅の港湾の国際化

 地⽅圏（三⼤湾及び北部九州の４地域以外の地域）における国際海上コンテナ貨物量及びシェアは着実に増加
しており、また、地⽅圏の港湾に就航する国際定期航路数（特に⽇韓定期航路）も急激に増加している。しかし
ながら、地⽅圏の港湾で取り扱うコンテナ貨物はいまだに全体の５％弱であり、平成５年度における「全国輸出
⼊コンテナ貨物流動調査」によると、⽇本全体のコンテナ取扱貨物量の約４分の１は、地⽅圏と三⼤湾及び北部
九州の間を陸上輸送されている状況にある。このため、地⽅圏の貨物需要の実態に応じコンテナターミナルを整
備することにより、地⽅の荷主の物流コストの削減を図るとともに、地域の主体的な国際交流と個性ある発展を
⽀援する。

２−８−２０図 地⽅圏の国際コンテナ便数及び港湾数の推移

２−８−２１図 地⽅圏の⽇韓定期航路便数及び港湾数

平成８年度 270



２ ポートセールス活動の活発化

 ポートセールスとは、船舶や貨物の誘致のため、国外にあっては誘致の⽬標とする航路や船社の所在国に港湾
管理者や港運事業者、商⼯会議所などの港湾振興関係者により構成されたミッションを派遣し、国内では背後圏
域本社・⽀社機能の集中する都市、地元において説明会、⾒学会等を開催し、船社や荷主等を集めて当該港湾を
利⽤するメリットの説明を⾏い、あわせて利⽤者のニーズを把握し、施設整備や管理運営の改善に反映させてい
くものである。

 ポートセールスは、主要８⼤港をはじめとして⾏われてきたが、近年では、地⽅港における港湾施設の充実や
ＦＡＺ施設の整備など港湾機能の拡⼤と荷主企業の地⽅圏への⽣産拠点の分散化、企業経営における物流の合理
化やコスト削減の観点から、⾃社⼯場に近い港湾を利⽤しようという荷主の意向とも重なり、さらには、近隣東
アジア諸港の急速なハブポート化も影響して、航路誘致を中⼼としたポートセールス活動が地⽅圏の港湾におい
ても活発化している。その結果、現在３０数港の地⽅圏の港湾にアジア域内航路を中⼼とした外貿コンテナ航路
が開設されている。

２−８−２２図 近隣港湾の利⽤による物流コスト削減
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３ 新たな国際交流・連携への取り組み

（１） 「⼤交流時代」の到来と国際交流・連携の必要性

 我が国は従来から国際航路会議協会（ＰＩＡＮＣ）や国際港湾協会（ＩＡＰＨ）等を通じて国際交流を活発に
進めるとともに、政府開発援助による開発途上国への国際協⼒に積極的に努めてきた。しかしながら「⼤交流時
代」を迎えた今⽇においては、従来進めてきたこれらの施策のみでは急速な国際化の進展に⼗分に対応できない
状況となっている。したがって今後は、港湾がネットワークを形成して初めてその機能を発揮する国際交通インフ
ラであることを再認識し、近隣アジア諸国を中⼼とした各国との港湾政策上の協調関係を通じて、港湾の国際化
に的確に対応することが不可⽋である。そのためには各国との間で新たな国際交流・連携を推進することが極め
て重要な課題となってきている。

（２） 新たな国際交流・連携の展開
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 ７年１１⽉には港湾局⻑が⼤韓⺠国を訪問し、同国海運港湾庁開発局⻑との間で第１回⽇韓港湾局⻑会議を開
催し、また、第２回は８年９⽉に⽇本で開催した。さらに、８年４⽉にカナダで開催された第９回アジア太平洋
経済協⼒（ＡＰＥＣ）運輸ワーキンググループにおいては、我が国の提案により、同ワーキンググループに港湾専
⾨家会議を設置することが了解された。
 ⽇韓港湾局⻑会議は、両国が港湾⾏政に係る様々な課題について政府レベルで正式に意⾒交換を⾏った初めて
の試みであり、またＡＰＥＣ港湾専⾨家会議の設置は、多国間の枠組みで港湾政策に関する政府レベルでの対話
を可能とするものである。これらの会議は港湾⾏政の国際化に対応した新たな国際交流・連携のための具体的な
施策のひとつである。今後も引き続き港湾⾏政の⼀層の国際化の進展に的確に対応するため、国内各港湾の国際
化への⽀援を含めて、政府レベルでの国際交流・連携への取り組みを更に強⼒に推進する予定である。

４ 港湾における⼊出国⼿続の簡素化及び情報化への取組み

（１） 港湾管理者に係る⼊出港⼿続の簡素化

 我が国港湾における⼊出港⼿続は、異なる書類を異なる官署に提出し、また、港湾管理者に提出する書類は港
湾毎に異なることから煩雑であり、関係者より改善の要望が多く寄せられている。このため効率的な港湾物流の
実現の⼀助とし、我が国港湾の国際競争⼒強化を図る観点から⼊出港⼿続の簡素化について、早急に対応する必
要がある。具体的には、各種申請書類の係留施設使⽤許可申請書への⼀本化、申請書の記載項⽬の簡素化・統⼀
化、ファクシミリによる申請書類の受付、電話連絡による申請後の変更受付等を推進する。

（２） 港湾における情報化

 世界の主要港においては、ＥＤＩによる港湾物流の情報ネットワーク化やコンテナターミナルの⾃動化が進展
しており、荷役作業の効率化や港湾を経由する貨物輸送に係る諸⼿続の簡素化・迅速化が図られている。⼀⽅、
我が国においてはこうした動きに⼤きく遅れをとっており、早急に港湾における情報化等を推進する必要があ
る。
 運輸省では、効率的な港湾物流を実現するための⼀助として、船社等が港湾管理者に提出している⼊出港に係
る諸⼿続の簡素化・情報化を図るため、８年度より六⼤港湾の港湾管理者と共同で調査を実施し、各種書類の簡
素化・標準化等を⾏うとともに、ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴ（⾏政、商業、運輸のための電⼦データ交換規則）によ
る情報交換を可能とするシステムの構築について検討を⾏う。この際、１１年更改予定の海上貨物通関情報処理
システムとの連携についても考慮していく。

２−８−２３表 主要港の港湾情報システム
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２−８−２４図 ⾃動化が進むロッテルダム港
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（３） 港湾整備事業におけるＣＡＬＳの導⼊

 港湾整備事業（建設事業）は、事業に係わる主体が多い、情報量が多い、ライフサイクルが⻑期間に及ぶ、と
いった理由からＣＡＬＳ的な⼿法による事業執⾏は、建設費の縮減、⽣産性の向上等の改善効果が⾼いと⾔われ
ており、運輸省においては、ＣＡＬＳの導⼊を強⼒に推進することとしている。具体的には、８年度から段階的
に港湾ＣＡＬＳモデル⼯事を実施し、実際⼯事での実証・評価により、その効果と問題点を把握していく予定で
ある。

５ 新しい⼊札・契約制度

 ５年に⽇⽶建設協議が合意に達したことを受け、政府は、６年１⽉に公共⼯事における⼀般競争⼊札⽅式や公
募型⽅式の採⽤などの、より競争性・透明性の⾼い⼊札⽅式の導⼊を内容とする「公共事業の⼊札・契約⼿続の
改善に関する⾏動計画（閣議了解）」を策定した。
 また、ウルグアイ・ラウンドと並⾏して交渉が⾏われた結果、６年４⽉にＷＴＯ（世界貿易機関）の枠組みの
下で運⽤される「政府調達に関する協定」が作成され、８年１⽉に発効したことにより、今後、本格的な建設分
野の国際化の進展が予想される。このため、同年初頭に運輸省は「⼯事請負契約書」や「港湾⼯事共通仕様書」
などの⼀連の契約図書について、外国企業にもなじみやすいものへと全⾯改定を⾏った。
 更に、８年６⽉に政府は「公共事業の⼊札・契約⼿続の改善に関する⾏動計画」の具体的な運⽤の改善措置と
して「運⽤指針」を策定した。
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第４節 港湾の技術開発への取り組み

 港湾⾏政上、特に重要であると考えられる技術課題に重点的に取り組むため、平成８年度から「港湾の技術開
発五箇年計画」を策定した。
 本計画では、４年６⽉に策定した「⼈と地球にやさしい港湾の技術を⽬指して〜港湾の技術開発の⻑期政策
〜」で掲げている１０の重点技術開発課題を中⼼に、ある程度の研究蓄積があり五箇年内において実⽤化等の明
確な成果が期待できるものを重点技術開発テーマに選定した。重点技術開発テーマについては、実施にあたり、
課題の集約化、体系化を図り、優先的に取り組むこと、また、⽬標、具体的な技術課題、期待する成果を掲げ、研
究開発成果を評価する指標にすることとしている。
 重点技術開発テーマとその⽬標は以下のとおりである。

①⼤型港湾構造物の建設費の縮減
⼤型「防波堤」、「岸壁」、「護岸」等の建設コストを１０％以上削減する。

②リサイクル材料の実⽤化
港湾⼯事に伴う副産物（浚渫⼟、コンクリート塊）は全量有効利⽤を⾏う。陸上建設副産物、産業副産物
の港湾⼯事への活⽤により、天然資材の利⽤を１０％〜３０％削減する。

③地震に強い港の形成
阪神・淡路⼤震災の解析を踏まえた総合的な耐震設計法を確⽴し、防災拠点、耐震強化岸壁等へ適⽤す
る。

④⾃然環境と共⽣した港湾（エコポート）の形成
⾃然環境や⽣態系と融合した⼲潟、港湾・海岸構造物創出技術を確⽴する。（しっかりした技術に基づく
環境インフラづくり）

⑤港湾機能の⾼度化
６０００〜８０００ＴＥＵクラスのコンテナ船対応ターミナルの輸送コストダウンとサービスレベル向上
のための⾃動化・省⼒化を図る。
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第５節 ２１世紀に向けた豊かな海辺の創造

１ 第６次海岸事業五箇年計画の策定

 我が国は、四⽅を海に囲まれ、⼊り組んだ地形を持つことから⾮常に⻑い海岸線を有し、その総延⻑は約３
５，０００ｋｍにも及ぶ。また、国⺠⽣活、⽣産、流通等の諸活動は臨海部を中⼼に営まれており、臨海部を⾼
潮、津波、侵⾷などから防護することは重要な課題である。平成７年度末現在、堤防や護岸等の海岸保全施設に
より防護する必要のある海岸約１６，０００ｋｍのうち、整備された海岸延⻑はわずか６，５００ｋｍ（整備率
４１％）にすぎず、今後とも計画的な海岸の整備が必要である。⼀⽅、国⺠⽣活のゆとり指向を受けた「余暇空
間」としての観光、レクリエーション等の場としての利⽤や、地球環境の保全に対する関⼼の⾼まりから、海岸は
「環境空間」としての役割を期待されている。このため、第６次海岸事業五箇年計画（８〜１２年度）は、安全
という単⼀の⽬的にとどまらず、利⽤の促進や⾃然との共⽣に資するよう、事業⽬的の複合化を図ることとしてお
り、その閣議決定がなされる予定である。本五箇年計画の基本⽬標は、①国⺠の⽣命と財産を守り、国⼟保全に
資する質の⾼い安全な海岸の創造、②⾃然との共⽣を図り、豊かでうるおいのある海岸の創造、③利⽤しやすく
親しみの持てる、美しく快適な海岸の創造の３つとし、１２年度末には整備率を５割（４８％）に引き上げるこ
とにしている。

２−８−２５表 第６次海岸事業五箇年計画の投資規模

２ 海岸事業の推進

 運輸省の所管する港湾海岸には、延⻑４，４００ｋｍにのぼる防護の必要な海岸があり、その背後は⼈⼝・資
産が集積した地域である。第６次海岸事業五箇年計画の初年度である８年度は、全国３６３の港湾海岸において
事業費８４４億円により海岸事業を⾏っている。

（１） 国⺠の⽣命と財産を守り、国⼟保全に資する質の⾼い安全な海岸の創造

 港湾海岸では⾼潮対策、侵⾷対策を推進するとともに、近年頻発している地震災害の状況にかんがみ、海岸保
全施設の耐震対策や津波対策など震災時の沿岸域の安全性の向上を図っている。東京湾、伊勢湾、⼤阪湾等で⾼
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潮対策を、三陸沿岸等で津波対策を継続的に実施している。また、施設整備に際して、災害に対してねばり強く、
施設の耐久性に優れ、かつ海辺へのアクセスや景観、環境にも優れた⾯的防護⽅式（注）を積極的に採⽤してお
り、８年度は⾯的防護⽅式を⽤いて、より⾼質な海岸の創出を図る「ふるさと海岸整備事業」を⾦沢港、那覇港
等３１海岸で実施している。

（注） ⾯的防衛⽅式：護岸（緩傾斜）海浜、離岸堤（潜堤）等の海岸保全施設を⾯的な広がりを持って適切に
配置し、波浪等の外⼒を沖合から徐々に弱めることにより、背後地域を⾼潮、侵⾷等の災害から防護する⽅式。

（２） ⾃然との共⽣を図り、豊かでうるおいのある海岸の創造

 海岸は、極めて優れた⾃然価値を有しており、地球環境を保全する重要な空間でもある。このような観点か
ら、⽣態系や周辺の⾃然景観に配慮した海岸整備を⾏う「⾃然環境保全型海岸整備モデル事業」を６年度から実
施しており、８年度は「エコ・コースト事業」に⾐替えして博多港、⼲葉県興津港等１０海岸で実施している。ま
た、⽩砂⻘松の復元を図るため海岸事業と保安林の整備を⾏う治⼭事業とを⼀体的に実施する「海と緑の環境整
備対策事業」を新潟港で実施している。

（３） 利⽤しやすく親しみの持てる、美しく快適な海岸の創造

 海岸は、海洋性レクリエーションやイベントなど多様な活動が⾏われているとともに、地域の⽣活環境⾯でも
重要な役割を果たしている。このような観点から海浜や遊歩道等を整備し、快適な海岸空間を創出し海岸の利⽤
増進を図っている。特に、マリーナ、オートキャンプ場等と連携した⼤規模で⼈々が多様に親しめる海浜レクリエ
ーション空間を形成する「ビーチ利⽤促進モデル地区制度」による海岸整備を８年度は宮崎港等７海岸で実施す
るとともに、海⽔浴等の海岸の持つ健康増進効果を⽣かし、厚⽣省事業と連携しつつ海岸整備を⾏い、健康で快
適な地域づくりを⽬指す「健康海岸事業」を８年度新規事業として広島県鮴崎港等で実施していく。
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第９章 航空輸送サービスの充実に向けた取り組み

 我が国の航空輸送は、時間価値の上昇に伴う⾼速ニーズの⾼まりや内外の⼈的・物的交流の拡⼤等を背景とし
て、旅客・貨物ともに急速な発展を遂げている。これらの増⼤する航空需要に対応するためには、空港の整備と
航空輸送サービスの充実を図り、国内・国際ネットワークを充実させる必要がある。
 そのため、平成８年度を初年度とする第７次空港整備五箇年計画を策定し、⼤都市圏における拠点空港の整備
を最優先課題として推進する。具体的には、引き続き新東京国際空港の整備及び東京国際空港の沖合展開事業の
完成を図るとともに、関⻄国際空港の２期事業、中部新国際空港及び⾸都圏空港を新たなプロジェクトと位置づ
けて推進する。また、我が国航空企業の競争⼒強化を図るとともに、利⽤者ニーズに対応した航空輸送サービス
の充実に向けて、幅運賃制度の導⼊や国内線のダブル・トリプルトラック化基準の引き下げ等の施策を推進してい
るところである。

第１節 空港整備の推進

１ 第７次空港整備五箇年計画の策定

（１） 第７次空港整備五箇年計画の策定

 航空需要の増⼤に対応して、計画的な空港及び航空保安施設の整備を推進するため、昭和４２年度以来「空港
整備五箇年計画」を策定してきている。
 ８年度を初年度とする第７次空港整備五箇年計画については、７年３⽉に航空審議会に「今後の空港及び航空
保安施設の整備に関する⽅策」について諮問を⾏い、８⽉に航空審議会空港・航空保安施設整備部会において
「第７次空港整備五箇年計画の基本的考え⽅」（中間とりまとめ）がとりまとめられた。中間とりまとめの内容
は、以下のとおりである。

①我が国が経済的・社会的に今後とも安定した発展を持続し、国際社会に⼀定の地位を確保していくために
は、航空需要に対応した空港の整備とりわけネットワークの拠点となる国際ハブ空港や国内拠点空港の整備
を時機を失うことなく進め、空港がそのボトルネックとならないよう努めることが喫緊の課題となってお
り、⼤都市圏における拠点空港の整備を最優先課題として推進する。具体的には、新東京国際空港の整備及
び東京国際空港の沖合展開事業を引き続き推進するほか、関⻄国際空港の全体構想のうち２期事業について
上下主体分離⽅式により着⼿し、また、中部新国際空港については、総合的な調査検討を進めその事業の推
進を図るとともに、⾸都圏空港については、総合的な調査検討を進めその事業着⼿をめざす。
②地域拠点空港については、近中距離の国際路線を中⼼とした国際ネットワーク及び国内ネットワークの形
成及び強化を図るための所要の整備を進め、地⽅空港の新設及び滑⾛路の延⻑については、継続事業を中⼼
として整備を進めることとし、これに加えて、需要への対応を基本としつつ、既存空港の⾼質化等を進める。
③このほか、空港周辺環境対策事業の推進、航空保安施設の整備、震災対策の推進を図る。

 この中間とりまとめを受けて、五箇年計画の策定作業を進めているが、８年２⽉２７⽇には、その投資の規模
を対前計画⽐１２．９％増の総額３兆６，０００億円（空港整備事業２兆８，２６０億円、⺠間出資関連事業
５，７４０億円、調整費２，０００億円）とすることが閣議了解されたところである〔２−９−１表〕。今後
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は、中間とりまとめに沿って具体的内容の詰めを⾏い、航空審議会の答申及び五箇年計画の閣議決定を得ること
としている。

２−９−１表 第７次空港整備五箇年計画の事業規模

（２） 空港使⽤料の在り⽅

 航空審議会の中間とりまとめの別紙において、特別着陸料の取扱いとともに「空港整備財源の確保に留意しつ
つ、空港使⽤料の在り⽅について早急に検討を⾏うべきである」と指摘されたことを受け、７年１０⽉から「空
港使⽤料に関する有識者懇談会」（座⻑：⾕川久成蹊⼤学教授）が開催され、特別着陸料と普通着陸料の⼀元化
の問題も含め、幅広く空港使⽤料の在り⽅について検討を⾏い、８年６⽉に報告書がとりまとめられた。同報告
書の内容は以下のとおりである。

①空港使⽤料⽔準については、今後１０年間は相当規模の空港整備費が必要であること等から、必要な空港
整備を進めるためには⼀般財源の拡充を含めた所要の財源の確保に取り組むことが喫緊の課題であり、この
ような状況の下で空港使⽤料⽔準を引き下げることは、そのための補填措置を講ずることなしには困難。
②現在ではほとんどの機材がジェット機となっており、また、⽻⽥の沖合展開事業に⾒られるように環境対策
と⼀体となった空港整備が⾏われていることから、特別着陸料を普通着陸料と別⽴てとする必要性は希薄と
なっており、両者を⼀元化すべき。

 同報告書の趣旨を踏まえて、特別着陸料と普通着陸料の⼀元化等について９年度予算に反映させるべく、関係
者間における調整等必要な作業を進めているところである。

２ 関⻄国際空港の整備

（１） 関⻄国際空港の現況
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 ６年９⽉４⽇に開港した関⻄国際空港は、⼤阪湾南東部の泉州沖５ｋｍの海上を埋め⽴てて建設された、我が
国初の本格的な２４時間運⽤可能な国際空港である。現在は、５１０ｈａの空港島に３，５００ｍの滑⾛路１本
と旅客ターミナルビル等の施設で運営されている。
 本空港には、開港当初から鉄道と幹線道路がそれぞれ２本ずつ直結しているほか、海上アクセスを通じて神
⼾、淡路、徳島等とも結ばれており、関⻄圏各都市からのアクセスが容易である。また、国内線・国際線の両⽅
が乗り⼊れ、相互の乗り継ぎが容易であることも特⾊となっている。

（２） 国際ハブ空港としての関⻄国際空港の運⽤とその効果

 関⻄国際空港への乗り⼊れ便数は、開港前の⼤阪国際空港で国際線２８便／⽇、国内線１４８便／⽇であった
ものが、開港時には国際線４８便／⽇、国内線６７便／⽇（⼤阪国際空港とあわせて１８８便／⽇）となり、そ
の後急速に増加して、８年９⽉認可便数で国際線８０便／⽇、国内線８４便／⽇（⼤阪国際空港とあわせて１９
８便／⽇）となっている。特に国際線はめざましい伸びを⽰しており、開港２年⽬の７年９⽉〜８年８⽉の国際線
旅客数は１，０１４万⼈に達している。
 ２−９−２図は関⻄国際空港開港前後１年間（５年９⽉〜６年８⽉と６年９⽉〜７年８⽉）の旅券取得者数の
伸びを関⻄と関東で⽐較したものである。震災の影響のあった兵庫県を除き、関⻄各県はいずれも⾼い伸びを⽰
しており、関⻄国際空港の開港によって、それまで抑えられていた関⻄圏の国際交流のポテンシャルが顕在化して
きたことがうかがわれる。

２−９−２図 開港前後の旅券取得者数の伸び（％）

 また、２−９−３図、２−９−４図は、開港前後の５年度と７年度の国際航空旅客数と貨物量の変化を⽰した
ものである。全体として⼤幅な増加が⾒られる中で、特に⼤阪国際空港時代に⽐べて関⻄のシェアの増加が⽬⽴
っており、成⽥⼀極集中の是正が進みつつある。
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２−９−３図 開港前後の国際線貨物量とシェアの変化

２−９−４図 開港前後の国際線貨物量とシェアの変化

（３） 関⻄国際空港の２期事業

 関⻄国際空港への乗り⼊れ便数は、増⼤する航空需要に合わせて今後ともますます増加し、現在の滑⾛路１本
のままでは、２１世紀初頭にはその処理能⼒の限界である１６万回に達することが予測されている。
 ⼀⽅、現在近隣アジア諸国においては、増⼤する国際航空需要に応えるべく国際ハブ空港の建設が進められて
おり、関⻄国際空港についてもこの需要増に適切に対応するため空港能⼒の拡充を図る必要がある。
 このような状況の中、地元において全体構想の地元案が決定されるとともに、航空審議会の中間とりまとめに
おいて、「残る２本の滑⾛路を整備する全体構想のうち、当⾯、２期事業として平⾏滑⾛路の建設及びそれに関
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連する施設整備に早急に着⼿する。」との位置付けがなされた。これらを踏まえて、８年度予算において２期事
業の着⼯が決定された。
 ２期事業の内容は、現在の空港島の沖合に新たに約５３０ｈａの空港島を埋め⽴て、２本⽬の平⾏滑⾛路
（４，０００ｍ）、エプロン、誘導路、サテライト、１期地区との連絡シャトル等を整備するとともに、全体構想
との関係を踏まえ、横⾵⽤Ｃ滑⾛路の取り付け部分の地盤改良を⾏うものである。
 また、２期事業の事業⼿法の概要は以下のとおりである〔２−９−５図〕。

２−９−５図 ２期事業の事業⼿法

①滑⾛路やエプロン等の空港諸施設（上物）については、１期と同様、関空会社がこれを整備し、無利⼦資
⾦の割合は３０％（出資⾦）とし、その負担割合は、国と地元（上物については⺠間経済界が負担）が２：
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１とする。
②⽤地造成（下物）については、関⻄国際空港株式会社（関空会社）と地元地⽅公共団体の共同出資による
⽤地造成会社がその整備を⾏うこととし、無利⼦資⾦の割合は５５％（出資⾦３０％、無利⼦貸付⾦２
５％）とし、その負担割合は、国と地元地⽅公共団体が２：１とする。関空会社は⽤地造成終了後、⽤地を
賃借するとともに、⻑期的には取得することとなる。

 この後、８年５⽉には「上下主体分離⽅式」を法的に位置付ける「関⻄国際空港株式会社法の⼀部を改正する
法律」が公布、施⾏されるとともに、同年６⽉１１⽇には、⽤地造成主体である関⻄国際空港⽤地造成株式会社
が設⽴され、同１３⽇、運輸⼤⾂が２期事業の指定造成事業者として指定した。これにより、関⻄国際空港は２
期事業を推進する体制が整い、本格的な国際ハブ空港を⽬指すこととなった。
 ８年度は、１０年度末の現地着⼯、１９年（２００７年）平⾏滑⾛路供⽤開始に向けて、空港計画調査、環境
アセスメント、埋⽴、空港施設設計調査等の実施設計調査を⾏っている。

３ 新東京国際空港の整備

（１） 空港の現況

 ７年度において成⽥空港には、３８カ国５１社の航空会社が乗り⼊れており、その利⽤状況は、年間発着回数
１２万４，０００回、年間旅客数２，４７２万⼈、年間取扱航空貨物量１５９万トンに上っているが、現在供⽤
中の滑⾛路１本による運⽤では、既に乗り⼊れている航空会社からの強い増便要請や、３９カ国からの新規乗り⼊
れ希望に対応できない状況にある。
 このため、昭和６１年度から⼆期⼯事に着⼿し、４年１２⽉には第２旅客ターミナルビルの供⽤を開始すると
ともに、現在、第１旅客ターミナルビル等の既存施設の能⼒増強に取り組んでいるところである。しかしなが
ら、空港能⼒の拡⼤を図るためには、新たな滑⾛路等の整備が是⾮とも必要であり、成⽥空港問題の解決が喫緊
の課題となっている。

（２） 新東京国際空港の整備に向けて

 未買収地問題を含む成⽥空港問題については、平和的に話し合いで解決するべく最⼤限の努⼒をはらってきた
が、千葉県等の地元⾃治体や住⺠代表も参加して、空港と地域の共⽣の道を話し合うための「成⽥空港問題円卓
会議」で真摯な議論が積み重ねられた結果、平⾏滑⾛路等の整備の必要性について理解が得られたところであ
る。
 このような動きの中で、７年１⽉、円卓会議には参加していなかった空港建設反対派である⼩川派の農⺠から
総理⼤⾂及び運輸⼤⾂宛にこれまでの空港づくりについて反省を求める書簡が発出され、国側としても空港建設
にかかるこれまでの事態について改めて遺憾の意を表した書簡を閣議に報告の上発出した。これに対し、⼩川派
は派としての反対運動の終了を表明し、７年７⽉には、元⼩川派の農⺠と国等との間で裁判を通じて争ってきた問
題を解消するとともに、今後対等の⽴場に⽴ってこれからの空港建設の進め⽅について話し合うことに合意し
た。さらに８年４⽉には、空港⽤地内の地権者である元⼩川派の代表が空港内⽤地約３．２ｈａを空港公団へ譲
渡し、空港⽤地外に移転することに合意し、７⽉には売買契約を締結した。さらに１１⽉には、同じく空港⽤地
内の地権者である同⽒の実弟も空港公団との間で空港内⽤地約１．９ｈａの売買契約を締結した。
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 また、７年６⽉には、成⽥空港第２旅客ターミナルビル南側エプロン部分に存する⼀坪共有地（いわゆる「梅
の⽊共有地」）について、共有持分権が元地主に返還され、その元地主から当該⼟地の所有権を空港公団が取得
し、７年１２⽉よりエプロンとして供⽤されている。
 この他にも、８年１⽉には、元熱⽥派代表と国との間で畑の作物等の被害にかかる損害賠償請求事件について
裁判上の和解がなされるなど、話し合い解決に向けて具体的な動きがでてきている。
 空港と地域との共⽣については、円卓会議の結論を受けて、７年１⽉に学者、地域代表等からなる「成⽥空港
地域共⽣委員会」が設置されたが、同委員会は、騒⾳対策の充実をはじめとする円卓会議の合意事項の実施状況
について点検等を⾏うことにより空港と地域との共⽣の実現に資することを⽬的としている。円卓会議の合意事
項等共⽣策については、⺠家防⾳⼯事の再助成や失われた緑・林の回復等その多くの部分は既に実現に着⼿して
いるところであり、また、新東京国際空港公団法の改正により、８年７⽉には、地域との共⽣策の⼀層の充実を
めざして空港公団の本社を成⽥空港内に移転した。
 共⽣委員会はその点検業務が⼀巡したことから、８年８⽉には、共⽣策の実施のほか、空港整備、地域整備の
全体像とその⼿順を具体的に明⽰するよう国・公団に対し要請してきた。運輸省では、この要請を受けて、１０
⽉末に「今後の成⽥空港と地域の共⽣に関する基本的考え⽅」を提⽰したところであり、さらに年内を⽬途に空
港整備、地域整備を含めた基本的考え⽅の全容を提⽰することとしている。また、９年度できるだけ早くその全
体像をとりまとめることとしている。
 このように運輸省としては、成⽥空港問題の⼀⽇も早い解決をめざして、地域と共⽣でさる空港の整備に取り
組んでいるところである。

４ 東京国際空港の沖合展開事業の推進

 （新Ｃ滑⾛路の８年度末供⽤開始に向けて整備を推進中）
 東京国際空港では、全国４３空港との間に１⽇約２８０便（５６０発着）のネットワークが形成され、年間
４，３００万⼈が利⽤している。同空港の沖合展開事業は、将来とも⾸都圏における国内航空交通の中⼼として
の機能を確保するとともに、航空機騒⾳問題の抜本的解消を図るため、東京都の造成した⽻⽥沖廃棄物埋⽴地を
活⽤し、事業を３期に分けて段階的供⽤を⾏うことにより⽻⽥空港を沖合に展開するものである〔２−９−６
図〕。現在は、第３期に係る事業の推進中であり、２年度より着⼿した地盤改良⼯事を６年度で終了し、現在は
８年度末の新Ｃ滑⾛路供⽤開始に向けて、滑⾛路、誘導路等の舗装⼯事や航空保安施設等の整備を実施してい
る。なお、新Ｃ滑⾛路の供⽤開始後は、１１年度末供⽤開始予定の新Ｂ滑⾛路について整備を推進することとす
る。

２−９−６図 東京国際空港（⽻⽥）沖合展開事業段階計画
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５ 中部新国際空港及び⾸都圏空港の調査

 中部新国際空港構想については、中部圏の経済⼒を背景とした航空需要に対応するものとして、３年度より、
愛知県、岐⾩県、三重県および名古屋市等地域の諸団体と連携して成⽴可能性調査を⾏い、伊勢湾東部の海上で
ある愛知県常滑沖において、空港の概略の整備内容、採算性等について検討してきたところであるが、これを踏
まえ、８年度より新しい空港について計画案等の作成に関する総合的な調査を⾏うこととしており、地域の諸団
体と連携して、空港の位置、規模及び環境影響等について検討を⾏っている。
 ⼀⽅、⾸都圏においては、東京国際空港の沖合展開事業が完成しても、国内線で２１世紀初頭には再びその能
⼒が限界に達することが予測されることから、将来の国内航空需要の増⼤に対応するための空港能⼒の⼀層の拡
充を図っていく必要がある。そこで、３年度から調査を進めてきた結果、既存の⾶⾏場の活⽤及び内陸における
新規の空港設置については、ともに航空機騒⾳問題等から拠点空港としての利⽤が期待できないと判断されるこ
とから、８年度は、海上を中⼼とした新たな拠点空港の⽴地に関する調査を⾏っている。なお、８年３⽉に運輸
省と航空利⽤の観点から関係の深い地⽅公共団体で「⾸都圏の空港に関する意⾒交換会」を設け、⾸都圏の空港
及び航空問題全般について情報交換、意⾒交換等を⾏っているところである。
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６ その他の空港の整備

 その他の空港の整備についても、昭和４２年度を初年度とする第１次から第６次に⾄る空港整備五箇年計画に
基づき着実に実施してきた。８年度からは新たに第７次空港整備五箇年計画（８〜１２年度）に基づき、新規着
⼿事業として隠岐空港の滑⾛路延⻑のための実施設計調査に着⼿するなど、空港の新設、滑⾛路新設・延⻑事業に
取り組んでいるところである。
 ８年１１⽉１⽇現在で、我が国全体の空港の数は９０、うちジェット機の就航が可能な空港（滑⾛路２，００
０ｍ級以上）は６０％にあたる５４空港、⼤型ジェット機（ＤＣ−１０、Ｂ−７４７等）の就航が可能な空港
（滑⾛路２，５００ｍ級以上）は３１％にあたる２８空港となっている。その結果、７年度においては、国内航
空２４０路線（⼤阪国際空港から関⻄国際空港への移⾏路線及び震災対応の臨時便による路線を含む）のうち８
３％にあたる１９８路線でジェット機が就航し、ジェット機を利⽤した旅客数は国内航空総旅客数７，８１０万
⼈の９７％にあたる７，５８０万⼈を占めるまでに⾄っている。
 今後２１世紀の初頭には、滑⾛路の新設・延⻑などにより、これらの空港においてさらに国際及び国内の航空
ネットワークの充実が図られることになる。
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第２節 我が国の航空輸送の現状

１ 我が国の航空輸送の実績

 平成７年度の国内旅客輸送実績は約７，８１０万⼈（対前年度⽐約４．８％増）、国際旅客輸送実績は約４，
３５７万⼈（対前年度⽐約１２．２％増）となった。国内旅客輸送実績は、３年度以降景気後退の影響を強く受
けて低迷を続け、５年度には８年ぶりに前年度をわずかながら下回った。６年度においても、上期の輸送実績は
前年度並みか若しくは前年を下回ったが、６年９⽉の関⻄国際空港の開港、さらには７年１⽉の阪神淡路⼤震災
の発⽣に伴う臨時便等の代替旅客輸送により、特に７年１⽉〜３⽉に前年同⽉⽐１０％〜２０％超の伸びを⽰し
た結果、年度計では増加に転じた。７年４⽉以降は前年同⽉⽐５％〜９％増で推移していたが、８年１⽉〜３⽉
は前年度の阪神淡路⼤震災による代替輸送がなくなったため、前年同⽉⽐１％〜７．５％減となっている。その
結果、７年度計では対前年度⽐４．８％増となっている。
 また、国際旅客輸送実績の伸びについては、４年度以降低迷していたが、６年度は急激な円⾼に伴って海外旅⾏
に割安感が出てきたことに加え、６年９⽉の関⻄国際空港の開港により⼤阪⽅⾯の国際航空旅客需要が喚起さ
れ、⼤阪発着の国際旅客数は前年度に⽐べ年度計１２７万⼈（２３．３％）伸びたため、やや回復した。その後
阪神淡路⼤震災の影響により７年２⽉〜３⽉は需要が落ち込んだものの、５⽉以降は、引き続き活発な旅⾏需要
を背景として着実に輸送⼈数が伸びたため、７年度は年度計で前年度に⽐べて⼤きく輸送実績が伸びることとな
った〔２−９−７図〕。

２−９−７図 航空旅客輸送実績の推移
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 貨物輸送については、７年度国内貨物輸送実績が７９．１万トン（対前年⽐６．０％増）、国際貨物輸送実績
が２１２．６万トン（対前年⽐６．５％増）となった。６年度の国内貨物輸送は、⻑引く景気の低迷にもかかわ
らず、低需要期に阪神淡路⼤震災が発⽣したため、７年１⽉〜３⽉は代替輸送により前年同⽉⽐で２桁台の伸びを
⽰した。７年度にはいってからは前年同⽉⽐３．３％〜１０．１％で推移しており、８年２⽉に、国内旅客輸送と
同様、前年同⽉⽐４．３％減となっている以外は、堅調な伸びを⽰している。
 国際貨物輸送は、８年１⽉以降前年同⽉⽐１．６％〜０．７％減の時期も出ているものの、年度計では着実な
伸びを⽰している〔２−９−８図〕。

平成８年度 290



２−９−８図 航空貨物輸送実績の推移

２ 我が国航空企業の経営状況

 我が国の航空企業の収⽀は、３年度以降、国際線・国内線とも景気後退の影響を強く受け、４年度、５年度に
は、航空３社（⽇本航空、全⽇本空輸、⽇本エアシステム）計でそれぞれ４２８億円、３６０億円の経常損失を
⽣じるに⾄った。その後各社の⼈件費削減などによる経営合理化に加え、景気の回復傾向や阪神・淡路⼤震災に
伴う臨時便等の代替輸送需要増により、６年度には９億円の経常利益を計上し、概ね収⽀の均衡を⾒た。７年度
には、国内線においては地⽅路線が堅調に推移し、国際線においては円⾼の影響により海外旅⾏需要が伸びたほ
か、経営合理化によるコスト削減等によって３社とも増収となり、２１４億円の経常利益を計上した〔２−９−
９図〕。

２−９−９図 航空企業３社の経常利益合計額の推移
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 しかしながら、累積債務の残存する会社もあり、経営状況はまだ厳しい状況にある。

３ 我が国航空企業の競争⼒向上に向けての取り組み

 近年、世界的な航空不況が続く中で、⽶国における巨⼤航空企業による寡占化、欧州における国境を越えた企
業間の連携、アジアにおける低コスト企業の台頭など、世界の航空業界は⼤きな変貌を遂げようとしており、⽇本
発着の国際航空需要の積取りにおける我が国航空企業のシェアは近年低下している。
 このような状況下で、我が国航空企業は懸命な合理化等の経営改善努⼒により体質強化を図ろうとしている
が、従来から安定した経営基盤を有しているとはいえないことに加えて、国内線・国際線の双⽅における⼀層の競
争激化等により、その収⽀は末だ厳しい状況にある。
 国⺠の⾜として必要不可⽋な国内航空はもちろん、国際航空においても我が国航空の果たすべき役割はますま
す重要なものとなっており、利⽤者の⽴場から⾒ても我が国航空企業の競争⼒強化は喫緊の課題となっている。
 そこで、運輸省では、我が国航空企業の競争⼒強化にかかる６年６⽉の航空審議会答申を受けて、定例整備の
海外展開に道を開き、ウェットリース及び共同運送の要件を緩和するなど、競争⼒強化の環境の整備に努めてい
るところである。
 また、各航空会社においても懸命なリストラに取り組んでおり、コスト⾯では雇⽤形態や賃⾦体系の⾒直しを
はじめとする構造的問題にも取り組んでいるほか、ベア・賞与等の抑制等による⼈件費の圧縮、宣伝費その他の
管理費の節減に加え、ウェットリースや航空貨物における運航委託の活⽤、コードシェアリングの活⽤による路
線運営の改善、定期整備の海外への委託等に取り組んでいる。また収益⾯では、ＦＦＰ（常顧客優遇制度）の特
典の拡⼤等各種の営業努⼒、ＰＥＸ運賃の設定等により増収に取り組んでいるところである。
 また、国内航空の⾯でも後述する幅運賃制度の導⼊に伴い、各社間で実質的な競争が⾏われることとなり、
各々コスト削減等に努めつつ企業間競争を⾏っている。
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第３節 利⽤者ニーズに対応した航空サービスの充実に向けての取り組み

１ 航空運賃の弾⼒化

（１） 幅運賃制度の導⼊

 平成６年１１⽉の閣議了解において、「公共料⾦のうち市場原理を導⼊できる分野については、競争環境の整
備を図る中で規制緩和を⼀層推進することとし、（中略）、経営の効率化を促す⽅策について検討する」ととも
に、「多様化した利⽤者ニーズに対応した料⾦体系の確⽴を図る」こととされ、さらにこれを受けて、７年３⽉
に閣議決定された規制緩和推進計画においては、運輸産業の運賃・料⾦の設定⽅式のあり⽅等について検討を⾏
うこととされた。
 これらの経緯を踏まえて、運輸省においては、航空会社が創意⼯夫を活かして多様化・⾼度化する利⽤者ニーズ
に弾⼒的に応えて、季節、時間帯、路線の特性等を加味した多様な運賃設定を⾏うことができるような運賃設定
⽅式を検討した結果、幅運賃制度という新しい制度を導⼊することとした。
 この幅運賃制度とは、標準的な原価を最⾼額とする⼀定の幅の中で、航空会社が⾃主的に運賃を設定できると
いうものである。この新制度においては、①航空会社の経営判断に基づく⾃主的な運賃設定が可能となり、②競
争的条件の下で標準原価を導⼊しているためヤードスティック効果（標準原価が⼀定の⽬安（ヤードスティッ
ク）となり、航空各社による経営合理化が促進されるという効果）が働き、また、③航空運賃に対する公平感の
確保という国⺠の要請にも応えることができる。
 また、運賃の上限となる標準原価については、その算出⽅式を公表するなど、運賃制度の透明性確保にも配慮
している。
 新運賃制度の導⼊については、８年２⽉に⽇本エアシステムに対し、その他の会社に対しては８年３⽉に認可
し、５⽉以降各社とも新運賃に移⾏した。８年２⽉〜３⽉に各航空会社による運賃値下げ競争があった後、８年
６⽉にも再度の運賃値下げが⾏われるなど、幅運賃制度導⼊による効果が現れ始めている。

（２） 規制緩和に伴う割引運賃の多様化

 近年の国内航空に対する利⽤者ニーズの多様化・⾼度化や個⼈型の割引運賃の充実を求める声の⾼まりなどに
対応するため、運輸省では６年６⽉に航空法を改正し、割引率５割までの営業政策的な割引運賃及び料⾦につい
て６年１２⽉から届出制とした。この規制緩和により、事業者は利⽤者ニーズに対応した運賃・料⾦を⾃主的な
判断に基づいて設定することが⼀層容易となり、７年２⽉には事業者より事前購⼊割引（搭乗予定⽇の２８⽇以
前に航空券を予約した場合に運賃が最⼤３６％割引される制度）の届出がなされ、７年５⽉８⽇以降導⼊され
た。事前購⼊割引は、国内航空運賃において従来⾒られなかった、利⽤主体に制限のない新しい種類の割引運賃
であり、⽶国等で⾒られるように使⽤条件に制約はあるものの割安なサービスを提供できることとなった。この
割引運賃制度は、国内需要の喚起にも資するものとして期待されている。
 ８年８⽉以降も、特定便割引、２１⽇前予約割引など新しい割引運賃が登場し、割引率も５０％に⾄るものが
現れており、多様な利⽤者ニーズに対応して、より⼀層選択の幅が広がり、需要の喚起が期待される。

２ ネットワークの充実

（１） 国内線のダブル・トリプルトラック化、国際線の複数社化の推進
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 現在、我が国においては、昭和６１年６⽉及び平成３年６⽉の運輸政策審議会答申の趣旨に沿って、安全運航
の確保を基本としつつ、航空会社間の競争促進を通じて利⽤者利便の向上を図るため、国内線については⾼需要
路線を中⼼にダブル・トリプルトラック化（国内航空路線就航会社の２社化及び３社化）を、また、国際線につい
ては複数社化を推進している。ダブル・トリプルトラック化については、さらなる利⽤者利便の向上を図るため、
４年にダブル・トリプルトラック化基準となる年間旅客数を引き下げたが、さらに８年の⼀層のダブル・トリプル
トラック化基準引き下げにより、現在ダブルトラック化基準については年間旅客数２０万⼈以上、トリプルトラッ
ク化基準については３５万⼈以上に引き下げたところである。この基準に基づき、８年４⽉以降、札幌−仙台
線、札幌−福岡線がトリプルトラック化され、福岡−宮崎線、⼤阪−函館線、札幌−新潟線及び札幌−広島線が
ダブルトラック化され、８年１１⽉現在、トリプル化路線が２２路線、ダブル化路線が２９路線となっている〔２
−９−１０表〕。

２−９−１０表 国内線のダブル・トリプルトラック化の実施状況
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 また、同審議会答申に沿って、６年１０⽉に⼤阪−ブリスベン線、⼤阪−シドニー線及び⼤阪−⾹港線、６年
１１⽉には東京−ブリンスベン線、６年１２⽉には⼤阪−グアム線、７年７⽉には⼤阪−上海線、⼤阪⼀バンコク
線、⼤阪⼀クアラルンプール線、７年１０⽉以降は、⼤阪⼀ロンドン線等が複数社化されている〔２−９−１１
表〕。

２−９−１１表 国際線の複数社化の実施状況
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 国内航空においては、幅運賃制度の導⼊とあいまって、これら競争促進策の推進により、他社との競争による
航空各社の効率的な経営促進が図られるものと期待され、また、国際航空においては、従来より各国他社との厳
しい競争がなされてきたところだが、⽇本の航空会社間においてもさらに競争が促進されるものと期待される。
 なお、９年春の⽻⽥空港の新Ｃ滑⾛路供⽤に関連して、同空港発着便数の増便を予定しているが、これに関し
て、同空港の発着枠の配分の考え⽅について、学識経験者等から成る会議において検討を⾏い、意⾒を承ること
としている。

（２） 地域航空輸送の展開

（ア） 離島航空

 離島航空路線は現在３７路線におよんでおり、離島住⺠の⾜として⽣活に密着した役割を果たしているが、採
算性の確保等種々の問題が存在するところである。その開設及び維持のためには、離島航空事業者の⾃主的な経
営努⼒を基本としつつ、離島路線の必要性を踏まえ、国においては、国が管理する空港の空港使⽤料の軽減措置
を講じるとともに、離島航空に使⽤する⼩型航空機の購⼊費補助を⾏っており、地⽅公共団体においても、地⽅
管理空港の空港使⽤料の軽減措置、固定資産税の軽減措置、⽋損補助等の助成を⾏って⽀援してきている。
 ８年度においては、離島路線に係る空港使⽤料を従来の２分の１に軽減し、離島航空に使⽤する⼩型航空機の
購⼊費補助の対象を拡⼤、さらには離島路線に就航する⼩型航空機に対する固定資産税の軽減措置の拡⼤も⾏う
など、離島の航空輸送の確保のために国等による⽀援措置の⼤幅な拡⼤を実施した。
 特に国及び地⽅公共団体による空港使⽤料の軽減措置拡⼤により、離島路線における割引運賃制度などが導⼊
されている。

（イ） 離島航空以外のコミューター航空

 コミューター航空は、地域住⺠の⽣活の向上、地域経済の活性化等の観点から、現在２０路線において運航さ
れている。近年、地⽅空港の整備の進展と相まって地域の⾜としてのコミューター航空が各地で注⽬を浴びてお
り、８年度に⼊ってからは、広島−出雲、⾼松−福岡等の路線が新たに開設され運航されている。しかしなが
ら、コミューター航空各社においては、合理化等の経営努⼒を⾏っているものの、各社の経営はいずれも厳しい
状況にあるのが現状である。
 そのため、こうした状況に鑑みて、地⽅⾃治体を中⼼とする地域による⽀援が⾏われているが、国においても
コミューター航空事業者が航空機の購⼊及び格納庫等の整備に要する資⾦について開銀等の政府系⾦融機関から
低利融資を⾏っているところである。

（３） 国際航空ネットワークの形成

 ８年１１⽉現在、我が国の２０都市と世界の４２カ国１地域１０５都市との間で我が国航空企業６社と外国航
空企業５６社により国際航空ネットワークが形成されている。

（ア） ⼆⼤都市圏（東京・⼤阪）
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 旺盛な⽇本⼈海外旅⾏需要等を背景として、我が国への新規乗り⼊れや増便を希望する国は依然として多い。
また、このような国の多くは、旅客・貨物需要の重要なポイントたる東京・⼤阪の⼆⼤都市圏への乗り⼊れ等を
希望しているのが現状である。
 このような状況の中で、成⽥空港については、空港制約等の問題から、３年以降いかなる国に対しても新規乗
り⼊れや増便を認められない状況にある。
 関⻄国際空港においては、開港以来、着実に世界各国からの乗り⼊れが⾏われ、８年１１⽉現在、我が国航空
企業５社と３２カ国の４０社の外国企業が同空港に乗り⼊れている。特に、同空港では、アジア、オセアニア諸国
といった新しく需要が伸びている地域からの乗り⼊れが多く⾏われている。最近では、関空＝ウランバートル
（８年４⽉）、関空＝ヤンゴン（８年７⽉）といった路線が開設されている。しかしながら、関⻄国際空港につ
いても、時間帯によってはスケジュールが過密化しており、航空企業の要望する時間帯への乗り⼊れが事実上不可
能となっている。
 したがって、増⼤する航空輸送需要に対応できるよう滑⾛路の増設等空港容量の拡充を図ることが重要な課題
である。

（イ） 地域拠点空港・地⽅空港

 福岡、名古屋等の地域拠点空港については、成⽥・関空に次ぐ国際航空マーケットとして、アジア、ハワイ、オ
セアニア等の近・中距離路線が運航されており、今後とも各地域内の需要に対応する形でネットワークを形成し
ていくこととしている。
 その他の地⽅空港においては、ソウル線を中⼼に近距離路線が運航されている。地⽅空港の国際化は、地域経
済の活性化に与える好影響もあり、特に国際定期便の開設に対する地元の期待が⾼いことから、相⼿国との間で
⼗分な需要が⾒込める場合には、国際定期路線の開設に適切に対応していくことが必要である。

（ウ） 国際チャーター便の運航

 国際チャーター便の運航は、広島、新潟、秋⽥等の地⽅空港と韓国、中国、グアム／サイパン等⽐較的近隣諸国
との間を中⼼に⾏われており、７年度における国際航空チャーター実績は、⽚道ベースで約２，５００便となっ
ている。
 国際チャーター便の運航は、新規需要、新規路線の開拓のための有効な⽅策となりうることから、国際定期路
線を維持していくだけの⼗分な需要が⾒込めない地域については、国際チャーター便を活⽤することにより地⽅
空港の国際化を⽬指すことも重要である。
 なお、チャーター便の利⽤促進のためには、「フライ・アンド・クルーズ」等の多彩なパック旅⾏に対応した
⽚道のみの包括旅⾏チャーターの導⼊等を検討する必要がある。

３ 航空機の安全性の確保

 航空機の安全確保に関する制度は、昭和２７年の航空法制定以来、⼀機毎に国が検査を⾏う等基本的な枠組み
は変更されなかった。この間⺠間事業者の能⼒の著しい向上や国際的な相互承認の進展など、航空機の検査制度
を取り巻く内外の情勢が変化してきている。
 航空審議会は平成７年１２⽉「航空機検査制度のあり⽅について」答申を⾏い、国と⺠間の役割分担を⾒直
し、国際化等時代の要請に対応した航空機検査制度のあり⽅を提⾔した。これを受け、「航空法の⼀部を改正す
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る法律」が８年５⽉９⽇公布され、１年６カ⽉以内に施⾏されることとなった。新制度では、国は更なる航空機
の安全性の向上を図るため設計検査や安全情報の提供等の業務の⼀層の充実を図ることとする⼀⽅、耐空証明検
査等において、⺠間事業者の能⼒や外国の証明の活⽤による国の検査を省略する範囲の拡⼤、航空機使⽤者の負
担軽減を図ることとし、また認定事業場制度の⼀元化等、制度の簡素・合理化を⾏うこととした。なお、国際的
な環境保全に貢献するため、騒⾳規制に加え発動機の排出物について規制が導⼊されることとなった。

４ 「空の⽇」・「空の旬間」事業の展開

 ４年に、⺠間航空再開４０周年を記念して、従来の「航空⽇」に代えて「空の⽇」（９⽉２０⽇）「空の句間」
（９⽉２０⽇〜３０⽇）が定められた。これは各種の⾏事・イベントを通じて広く航空に親しんでもらうことに
より、国⺠の航空に対する理解と関⼼をより⼀層深めようとするものである。
 ８年度においてもその趣旨を引き継ぎ、「もっと感動、空はフロンティア」をキャッチフレーズに、記念式典、
空の⽇芸術賞、中学⽣海外主要空港派遣事業、北海道（新千歳空港）地区における「ＳＫＹ ＦＥＳＴＡ ＮＥ
Ｗ ＣＨＩＴＯＳＥ ʼ９６」をはじめ、全国各地の空港など（約９０カ所）で、⼀⽇空港⻑、施設⾒学、体験搭
乗、航空教室、物産展など多彩な催しが⾏われた。
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第１０章 運輸における地球環境問題等への取り組み

 運輸における環境問題は、地球温暖化、オゾン層の破壊、海洋の汚染等の地球全体に影響を及ぼす問題（地球
環境問題）と、⾃動⾞排出ガス等による⼤気汚染等の地域的な環境問題に⼤別されるが、いづれも運輸⾏政にお
ける極めて重要な課題である。このため、これまで運輸省においては、環境にやさしい交通体系の形成をめざ
し、地球環境に関する観測・監視体制の充実強化、⾃動⾞の排出ガス規制や燃費の改善、船舶からの油等の排出
規制等の個別の交通施設ごとの対策、物流における⾃動⾞から鉄道や海運へのモーダルシフトの推進、公共交通
機関の整備と利⽤の促進、低公害⾞の普及等の対策を総合的に展開してきたところである。
 今⽇の環境政策の対象領域の広がりに対応して、環境の保全の基本理念とこれに基づく基本的施策の総合的な
枠組みを⽰す環境基本法が平成５年１１⽉に成⽴し、環境基本計画が６年１２⽉に策定された。さらに、７年６
⽉には環境基本計画を受けた「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実⾏計画」が策定さ
れ、経済主体として⼤きな位置を占める国が⾃ら⾏う活動に際し環境保全に率先して取り組むことを明らかにし
た。
 運輸省では、環境基本法の制定等を踏まえ、「環境の保全に関する運輸⾏政指針」を６年６⽉に策定し、運輸
省の⾏政における環境保全施策の⼀層の充実を図ることとしている。

第１節 地球環境問題への対応

１ 地球温暖化

（１） 地球温暖化問題への対応

 近年、⽯油等の化⽯燃料の消費増⼤に伴い、⼆酸化炭素等の温室効果ガスの⼤気中濃度が増加する地球温暖化
問題がクローズアップされている。世界中の科学者で構成される「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ
Ｃ）」によると、２１世紀の末には、地球全体の平均気温が２℃上昇し、海⾯が約５０ｃｍ上昇するおそれがあ
るなどの指摘がなされている。
 ６年３⽉に発効した「気候変動に関する国際連合枠組条約」（８年７⽉１⽇現在、締約国は１５９カ国。）
は、当⾯の⽬標として、先進締約国が温室効果ガスの排出量を１９９０年代の終わりまでに従前のレベルに戻す
ことを掲げている。
 我が国においては、地球温暖化防⽌⾏動計画（１９９０年１０⽉の地球環境保全に関する関係閣僚会議で決
定）に基づき、①⼀⼈当たりの⼆酸化炭素排出量について２０００年以降概ね１９９０年レベルでの安定化を図
ること、②⾰新的な技術開発等により⼆酸化炭素排出総量の１９９０年レベルでの安定化に努めること、を⽬標
として設定している。同計画では、運輸部⾨の対策として、⾃動⾞等のエネルギー効率の向上、低公害⾞の導⼊・
普及、モーダルシフトの推進、トラック輸送効率の向上、公共輸送機関の利⽤促進、観測・監視、研究の推進を
定めており、これに沿って施策を推進しているところである。
 しかし、我が国の⼆酸化炭素排出量は増加傾向にあり、このままでは１９９０年代の終わりまでに従前のレベ
ルに戻すとする現在の⽬標の達成は困難な状況である。運輸部⾨における⼆酸化炭素排出量は我が国全体の約２
０％を占め、そのうち約７０％が⾃家⽤⾃動⾞からの排出である。運輸部⾨においても、１９９４年度は⼆酸化
炭素排出量が⼤幅に増加しており、⼆酸化炭素排出量の⼤部分を占める最終エネルギー消費においても、１９９
４年度の消費量が⼤幅に増加している。このまま放置すれば、２０００年には１９９４年６⽉に総合エネルギー
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対策推進閣僚会議で了承された「⻑期エネルギー需給⾒通し」で推計された２０００年度の消費⾒込量を⼤幅に
超過する状況にある。
 このような状況の中で、９年１２⽉に気候変動枠組条約の第３回締約国会議が京都で開催されることとなり、
同会議において２０００年以降の新たな⼆酸化炭素等の排出削減の⽬標及び政策・措置が採択される予定であ
る。
 地球温暖化問題をめぐるこのような状況に鑑み、運輸省では、運輸政策審議会総合部会に地球環境問題⼩委員
会を新たに設置し、地球温暖化問題に対応した環境にやさしくエネルギー効率のよい交通のあり⽅について、審
議を⾏っているところである。
 このような国内的取り組みと合わせ、第１回締約国会議において推進していくことが決定された各国が協⼒し
て⼆酸化炭素等温室効果ガスの排出抑制削減対策を⾏う「共同実施活動」についても、積極的に取り組んでいく
こととしている。

（２） 観測・監視体制の充実強化

 気象庁は、地球温暖化の実態解明を進めるため、世界気象機関（ＷＭＯ）が推進している世界気象監視計画や
全球⼤気監視（ＧＡＷ）計画等に基づく全球的な監視網の⼀翼を担うべく、観測・監視体制の強化を図ってい
る。具体的には、⼤気環境観測所（岩⼿県三陸町綾⾥）及び南⿃島気象観測所における、⼆酸化炭素、メタンな
ど温室効果ガスの濃度等の観測に加え、９年１⽉からは沖縄県与那国島で⼆酸化炭素濃度等の観測を開始する予
定である。また、５年４⽉から⺠間団体との協⼒により⾏っている⽇本−オーストラリア・シドニー間における
定期航空機による上層⼤気中の温室効果ガスの定常観測や元年からおこなっている海洋気象観測船「凌⾵丸」に
よる北⻄太平洋での⼤気及び海⽔中の温室効果ガス〔２−１０−１図〕、海⽔中のフロン、有機炭素等の観測を引
き続き実施する。

２−１０−１図 北⻄太平洋亜寒地域の洋上⼤気と表⾯海⽔中の⼆酸化炭素の分圧差の分布

平成８年度 301



 このほか、ＷＭＯ等の世界気候研究計画（ＷＣＲＰ）等の⼀環として、東経１３７度線に沿った⾚道域までの
海⽔温・海流等の海洋観測をほぼ３０年間にわたり続けている。また、⼆酸化炭素等の温室効果ガスの世界各国
の観測・監視データの収集・管理・提供を⾏う「ＷＭＯ温室効果ガス世界資料センター」の役割を担っており、
これらの観測・監視の成果をもとに温室効果ガスと気候変動の動向についての評価を、毎年「地球温暖化監視レ
ポート」として公表している。
 さらに、アジア・南⻄太平洋地域各国におけるＧＡＷ観測・監視データの品質向上を図る「ＷＭＯ品質保証科
学センター」に関する業務を、７年１０⽉から実施している。
 気象研究所では、ＷＣＲＰに沿って⼤気中の⼆酸化炭素濃度の増加に伴う地球温暖化の予測実験を気候モデル
により⾏い、その成果は７年末に公表されたＩＰＣＣの第⼆次評価報告書にも取り⼊れられた。また、雲の地球
温暖化への影響、成層圏変動が気候に及ぼす影響、⼆酸化炭素等の⼤気−海洋間の循環等の研究を進めている
他、⼈⼯衛星を⽤いて地球温暖化に伴う全球の海⾯⽔位変動を検出する⼿法の研究を開始した。
 また、気象庁は、⼤気中の⼆酸化炭素濃度の増加に伴う向こう１００年間の気候変化の気侯モデルを⽤いた予
測計算結果を基に「地球温暖化予測情報」を作成し、その内容をＣＤ−ＲＯＭに収録して８年７⽉に公表した。
 海上保安庁では、海洋が地球温暖化に与える影響の解明に役⽴てるため、国連教育科学⽂化機関・政府間海洋
学委員会（ＵＮＥＳＣＯ／ＩＯＣ）が推進している⻄太平洋海域共同調査に参加し、本州南⽅から⾚道域におい
て測量船による海流、⽔温、塩分、波浪等の定常モニタリング観測等を実地している。
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 また、海上保安庁及び気象庁は、地球温暖化に伴う海⾯上昇の実態把握等のため、⽇本の主な港湾及び南極昭
和基地において潮位観測を⾏っている。
 このほか、南極における国際科学活動の調整・推進等を図るために国際学術連合会議の中に設置された、南極
研究科学委員会の調整のもとに実施されている⽇本南極地域観測の海洋定常観測部⾨を担当し、南極海の海洋構
造把握のため海洋観測及び漂流ブイの追跡調査を実施している。
 ⼀⽅、海上保安庁の「⽇本海洋データセンター」では、地球温暖化問題に係る各種共同調査のデータ管理機関
として得られた海洋データの収集・管理・提供を⾏っている。

２ オゾン層保護

 オゾン層の破壊を防⽌するために、１９８５年に「オゾン層の保護のためのウィーン条約」、１９８７年に
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が作成された。その後、モントリオール議定書は１
９９０、１９９２、１９９５年に改正等による規制強化が図られた。１９９５年の議定書改正では、先進国につ
いては、ＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）、臭化メチルの規制強化等が⾏われるとともに、途上国
についても、新たにすべてのオゾン層破壊物質について規制スケジュールが設定された。
 我が国ではこれらを的確かつ円滑に実施するため、昭和６３年、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に
関する法律」を制定している。また、平成６年４⽉には関係１８省庁による「オゾン層保護対策推進会議」を設
置し、７年６⽉には、「ＣＦＣ等の回収・再利⽤・破壊の促進⽅策」を取りまとめた。これらに沿って、⾃動⾞
整備時におけるカーエアコンからの特定フロンの⼤気中への放出の抑制指導及び回収再利⽤の促進、船舶での特
定ハロンの使⽤抑制の指導等を⾏うとともに、各種運輸関連施設・設備について脱特定フロン型設備への転換を
促進するための税制上の優遇措置等を講じている。
 また、気象庁の観測・解析によれば、７年も６年に引き続き南極で過去最⼤規模のオゾンホールが観測される
など、オゾン層の破壊が進⾏している。このため気象庁は、オゾン層、オゾン層破壊物質及び紫外域⽇射の観測・
監視・解析及び関連の研究〔２−１０−２図〕を引き続き推進する。

２−１０−２図 ⽇本のオゾン全量年平均値の推移
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３ 海洋汚染及び海洋変動

（１） 海洋汚染をめぐるＩＭＯ等の動き

 国際海事機関（ＩＭＯ）では、船舶に起因する海洋汚染防⽌に関する条約である「１９７３年の船舶による汚
染の防⽌のための国際条約に関する１９７８年の議定書（ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約）」等を基礎に、常に新
たな課題への対応を進めてきているが、７年９⽉に、船舶内で発⽣する廃物の不法投棄を防⽌するためのプラカ
ードの船内掲⽰、廃物管理計画の備置等を内容とするＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約附属書Ｖの改正を採択し、ま
た現在、船舶からの⼤気汚染防⽌に関する新たな条約について規則の内容をとりまとめるなどの海洋汚染に関す
る取り組みを継続している。
 また、７年５⽉に発効した（我が国については８年１⽉に発効）、⼤規模な油流出事故における防除体制の強
化及び国際協⼒体制の確⽴を主たる⽬的とする「１９９０年の油による汚染に係る準備、対応及び協⼒に関する
国際条約（ＯＰＲＣ条約）」については、油以外の有害物質の流出事故への条約の適⽤範囲の拡⼤についての検
討が進められている。
 このほか、輸送中の有害危険物質により⽣じた海洋汚染損害等について補償の確保等を図るための「危険及び
有害物質の船舶による海上輸送に伴う損害についての責任並びに賠償及び補償に関する国際条約（仮称、ＨＮＳ
条約）」が８年５⽉に採択された。さらに、タンカーの油濁事故による被害者への国際的な損害賠償補償制度を
定めた「油による汚染損害についての⺠事責任に関する国際条約（ＣＬＣ条約）」及び「油による汚染損害の補
償のための国際基⾦の設⽴に関する国際条約（ＦＣ条約）」について、船舶所有者及び国際油濁補償基⾦による
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被害者への損害賠償等の限度額を引き上げること等を内容とする議定害が４年１１⽉に採択され、８年５⽉に発
効した。
 また、６年９⽉に採択された北⻄太平洋地域海⾏動計画の枠組みにおいては、⽇本海及び⻩海における海洋環
境保全を⽬的として、海洋環境モニタリング、海洋汚染防⽌措置等についての具体化のための検討が進められてい
る。

（２） 海洋変動の監視・予測

 気象庁は、⽇本周辺及び⻄太平洋を中⼼に海洋変動の常時把握を⾏うとともに、我が国をはじめ世界の気候に
も多⼤な影響を及ぼすエルニーニョ現象の監視・予測にもあたっている。８年度からは数値モデルによるエルニ
ーニョ予測に向けた開発を開始した。
 また、ＩＯＣとＷＭＯが推進している全世界海洋情報サービスシステムの特別海洋中枢として、海⽔温等の海洋
環境の即時情報提供につとめるとともに、全球海洋観測システムの地域プロジェクトである、北東アジア地域海
洋観測システムの、取得後３０⽇以内の海洋観測データの収集・提供を⾏う「リアルタイムデータベース」を担
当することとしており、その運⽤に向けて準備を進めている。
 さらに、海上保安庁の「⽇本海洋データセンター」においても、北東アジア地域海洋観測システムにより取得
したデータを３０⽇以降に管理する機関として機能するよう準備を進めている。また、⻄太平洋海域共同調査に
おいては、責任国⽴海洋データセンターとして、加えて、世界海洋循環実験においては、超⾳波ドップラー流速計
により取得したデータの集積センターとして国際的な役割を担っている。

４ 国際協⼒

 運輸分野における環境関係の途上国に対する国際協⼒については、我が国における技術、経験の蓄積を⽣か
し、①鉄道等公共交通機関の整備によるエネルギー効率が良く環境負荷の少ない交通体系の形成、②⾃動⾞の修
理・検査体制の整備等による交通機関からの環境負荷の低減・抑制、③気候変動及び地球環境に関する観測・監
視体制の整備及び調査研究の推進、④海洋汚染防⽌能⼒の向上等の分野において積極的な協⼒を実施している。
 特に、⼤気汚染をはじめとする深刻な交通問題に苦しむ開発途上国を対象にして、総合的・計画的な交通公害
対策の実施を⽀援する「エコ・トランスポート協⼒計画」を５年度より実施している。
 このほか、⼤規模油流出事故対策に資する油防除要員の訓練体制向上のため、調査検討及び要員訓練を⾏う
「海上防災対策協⼒事業」を８年度より実施する。
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第２節 地域的環境問題への対応

１ ⾃動⾞対策

（１） ⾃動⾞からの排出ガス対策

 ⾃動⾞排出ガス対策については、平成元年１２⽉の中央公害対策審議会答申「今後の⾃動⾞排出ガス低減対策
のあり⽅について」を踏まえ、短期⽬標値については、既に窒素酸化物及び⿊煙排出量の削減、粒⼦状物質の規
制の導⼊等の規制を実施しているところである。
 また、同答申の⻑期⽬標値のうち、ガソリン中量⾞及び重量⾞については、５年１０⽉に道路運送⾞両の保安
基準を改正し、６年及び７年にかけて規制強化を実施している。ディーゼル⾞については、８年１⽉に道路運送
⾞両の保安基準を改正し、⾞両総重量１２トンを超える⼤型⾞を除いて９年規制及び１０年規制として実施する
こととしており、残りの⾞種についても１１年中に規制強化を実施する予定である。
 加えて、⾸都圏、阪神圏等の⼤都市においては、⾃動⾞排出ガスに対する規制強化にもかかわらず、窒素酸化物
による⼤気汚染の改善がはかばなしくないまま推移していることから、４年６⽉に公布された「⾃動⾞から排出
される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき、５年２⽉に策定した「運輸
業に係る特定地域における⾃動⾞排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針」を着実に実施するとともに、
⾞検制度を⽤いた使⽤⾞種規制を５年１２⽉から実施し、あわせて税制上の措置等により規制適合者への代替を
進めている。
 さらに、低公害⾞（メタノール⾃動⾞、ハイブリット⾃動⾞、圧縮天然ガス⾃動⾞、電気⾃動⾞）の普及も重
要な課題であり、これらについて技術開発の状況等を踏まえ、必要な技術上の基準等の整備を⾏うとともに、普
及のための税制上の優遇措置、⽇本開発銀⾏等による低利融資等による助成措置を講じている。

（２） ⾃動⾞騒⾳対策

 ⾃動⾞騒⾳対策については、新⾞の加速⾛⾏騒⾳規制の規制強化、使⽤過程⾞に対する近接排気騒⾳の導⼊、
消⾳器装着の義務付け等について実施してきたところである。
 また、４年１１⽉の中央公害対策審議会中間答申及び７年２⽉の中央環境審議会最終答申「今後の⾃動⾞騒⾳
低減対策のあり⽅について（⾃動⾞単体対策関係）」を踏まえ、⾃動⾞単体の騒⾳規制強化を図るべく所要の措
置を講じたところであり、７年３⽉の中央環境審議会答申に⽰された総合的施策についても、着実に推進してい
くこととしている。
 さらに、７年７⽉の「国道４３号・阪神⾼速道路騒⾳排気ガス規制等請求事件」に関する最⾼裁判決を受け
て、同年１２⽉「道路交通公害対策関係省庁連絡会議」においてとりまとめた「道路交通騒⾳の深刻な地域にお
ける対策の実施⽅針」に基づき、道路構造対策、交通流対策、沿道対策、⾃動⾞単体対策等からなる総合的な施
策について、関係省庁と協⼒して推進に努めているところである。

２ 鉄道騒⾳対策

 新幹線の騒⾳対策については、「新幹線鉄道騒⾳対策要綱」等に基づき、関係旅客鉄道会社に対し防⾳壁のか
さ上げ、改良型防⾳壁の設置、パンタカバーの取り付け等の対策の実施、騒⾳低減に係る技術開発の推進について
指導を⾏っている。
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 在来線については、７年１２⽉に環境庁が在来鉄道の新設⼜は⼤規模改良を⾏う際の騒⾳対策について、⽣活
環境の保全、騒⾳問題の未然防⽌のための⽬標となる当⾯の指針を定めたのを受け、この指針に基づく騒⾳対策
が適切かつ円滑に実施されるよう指導している。また、既設線については、地域の実情に応じ発⽣源対策を基本
として各種対策を適切に実施するよう指導している。
 さらに、⾏政機関、鉄道事業者及び研究機関が協⼒して鉄道騒⾳に関する効果的な対策を推進する上で必要な
連絡・調整を⾏うことを⽬的として、４年３⽉に設置した「鉄道騒⾳等対策会議」の場を活⽤し、騒⾳対策に関
する検討を⾏っている。

３ 空港周辺環境対策

 空港周辺地域において、「航空機騒⾳に係る環境基準」の達成を⽬標として低騒⾳機材の導⼊等の発⽣源対策
を促進する⼀⽅、周辺対策として、学校・病院等の防⾳⼯事、建物等の移転補償、緩衝緑地帯やエアフロントオ
アシス（親空港親⽔公園）の整備、地⽅公共団体と協⼒した移転跡地等の活⽤による公園・緑道等の整備を進め
ている。
 また、移転跡地の管理や空港周辺の地域整備に係る調整等を通じて、空港と周辺地域との調和ある発展を図る
ことが近年益々重要となってきていることから、８年度より改組された地⽅航空局「周辺環境センタ⼀」、空港
事務所「周辺環境課」を中⼼として、地⽅公共団体その他の関係機関との連絡調整を緊密に⾏いつつ、地域の実
情に即した対策を講じていくこととしている。

４ 海洋汚染対策

（１） 海洋汚染の状況

 海上保安庁及び気象庁は、我が国周辺海域、閉鎖性の⾼い海域等において、海⽔及び海底堆積物中の油分、Ｐ
ＣＢ、重⾦属等の汚染調査、海洋における海上漂流物の定期的な実態調査を⾏っているほか、ＩＯＣの海洋汚染
モニタリング計画に参画し、廃油ボールの漂流・漂着状況の調査を⾏っている。
 ７年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発⽣件数は８１１件であり、６年より７９件
（約１１％）増加した〔２−１０−３図〕。

２−１０−３図 海洋汚染の発⽣確認件数の推移
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 我が国周辺海域等における海⽔及び海底堆積物中の油分、ＰＣＢ、重⾦属等による汚染状況は全体的に低いレ
ベルである。また、我が国周辺海域等における海⽔及び海底⼟中の放射能調査についても継続的に実施している
が、特に汚染の状況は認められていない。

（２） 監視取締り

 海上保安庁は、海洋汚染が発⽣する可能性の⾼い海域に巡視船艇・航空機を重点的に配備するとともに、監視
取締⽤資機材を活⽤するなどして海洋環境保全のために監視取締りを実施しており、７年には、海上環境関係法
今違反を８５９件送致した。また、ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約に基づき公海上での外国船舶による油の不法排
出に対し、１８件の旗国通報を⾏った。

（３） 排出油の防除対策

 海上保安庁は、油排出事故が発⽣した場合には、原因者、海上災害防⽌センター等防除措置の実施者への指
導・助⾔を⾏うとともに、原因者側の対応が不⼗分なときは、⾃ら排出油等の防除を⾏うなど被害を最⼩限にく
い⽌めるための措置を講じることとしている。また、海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する法律及び７年１２⽉
に閣議決定された「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」に基づき官⺠合同の調整・防除
機関である排出油の防除に関する協議会の組織化等の諸施策を推進している。

（４） タンカー等に対する対策

 ５年７⽉より、船舶からの油の排出基準の強化やタンカーに対する⼆重構造の義務付けを⾏ったほか、⼆重構
造タンカーの導⼊を促進するために特別償却等の税制上の優遇措置や開銀融資⽐率の引き上げ措置を講じてお
り、７年度より⼆重構造タンカーへの早期代替に資する外航船舶等（タンカー）の解撤を促進するため、外航船
舶等解撤促進費補助⾦制度を実施している。
 また、８年１⽉のＯＰＲＣ条約の我が国についての発効にあわせ、油流出事故を発⾒した船舶等の通報に関す
る規定の整備、油保管施設等に対する油濁防⽌緊急措置⼿引書の備置き義務付け等を主な内容とする「海洋汚染
及び海上災害の防⽌に関する法律（海防法）」の⼀部改正法が施⾏された。
 さらに、ＭＡＲＰＯＬ７３／７８条約附属書Ｖの改正の９年７⽉の発効に向けて、船内発⽣の廃物の排出に関
するプラカードの船内掲⽰並びに廃物管理計画及び廃物記録簿の備付けの義務付け等のための海防法の改正を検
討している。

（５） 廃船対策

 ７年度から、最近、社会問題となっているＦＲＰ船舶等の不法投棄について、不要となった船舶の早期適正処
分を指導する内容等を記載した「廃船指導票」（オレンジシール）を当該船舶に貼付することにより、原因者に
よる⾃主的かつ円滑な処理の促進を図っている。
 また、地⽅公共団体等に対し、協議の場を通じ、それぞれの地域に適した廃船の適正処理体制の確⽴を求めて
いくとともに、広く⼀般市⺠の間にも廃船問題に対する関⼼を⾼めていくこととしている。

５ 省エネルギー対策
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 我が国が極めて脆弱なエネルギー供給構造におかれているなかで、アジアを中⼼とした途上国のエネルギー需
給が急増する可能性、さらに化⽯燃料の消費に伴う⼆酸化炭素の排出が地球温暖化の原因の⼀つであることか
ら、省エネルギーの推進が⼤きな課題となっている。
 そこで、地球温暖化対策のため、省エネルギー対策を推進することとしている。さらに、「エネルギー使⽤の
合理化に関する法律」に基づき、製造⼯場（造船、鉄道⾞両等）のうち、特定事業者に対するエネルギー使⽤状
況の定期報告義務などの措置を講じている。
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第１１章 運輸における安全対策、技術開発の推進

第１節 交通安全対策の推進

 交通安全の確保は運輸⾏政の基本であり、このための施策の推進は最も重要な課題の⼀つである。運輸省で
は、毎年度、具体的な交通安全業務計画を定め、各輸送機関の安全の確保に努めてきている。
 平成８年度は、第６次交通安全基本計画（８〜１２年度）に基づき、⼈命尊重の理念を基本に交通事故防⽌対
策を中⼼として具体的施策をとりまとめるとともに、気象資料等の収集の強化並びに適時・的確な予報・警報等
の提供、救難体制の整備や被害者の救済対策にも積極的に取り組むことにより、陸・海・空すべての分野におけ
る交通安全対策の⼀層の充実を図っている。

１ 交通事故の概況

 ７年における道路交通事故による死者数は１０，６７９⼈であり、昭和６３年以降８年連続で年間の死者数が
１万⼈を越え、依然として極めて厳しい状況にある。
 鉄軌道交通事故は⻑期にわたって減少傾向にある（７年の死者数３３７⼈）。
 海上交通においても事故は⻑期的には減少傾向にある（７年の死亡・⾏⽅不明者数１９６⼈）。
 航空交通における事故数は、多少の変動はあるものの、ほぼ横ばい傾向にある（７年の死者数９⼈）。

２−１１−１図 最近の交通事故状況

平成８年度 311



平成８年度 312



２ 交通安全の確保

（１） 道路交通の安全対策

 ⾃動⾞の安全性の向上に関しては、４年３⽉の運輸技術審議会答申を踏まえ、これまで種々の対策を⾏い、８
年９⽉には側⾯衝突時の安全性の向上等安全基準の拡充強化を⾏ったところである。
 今後も、本答申を踏まえ、（財）交通事故総合分析センターの実施する交通事故の総合的な調査分析等を活⽤
し、安全基準のより⼀層の拡充強化、研究開発の推進等を⾏うとともに、⼤型バスの構造等の⾯からの安全対策
についても検討を進めることとしている。
 ⾃動⾞の検査及び点検整備については、⾃動⾞の安全確保及び公害防⽌の⼀層の充実を図るため、５年６⽉の
運輸技術審議会答申に基づき、⾃動⾞ユーザーの保守管理責任の明確化等を含む道路運送⾞両法の改正が⾏わ
れ、７年７⽉より施⾏されている。現在、その円滑な実施のため、⾃動⾞ユーザーの保守管理意識の⾼揚対策等
所要の措置を講じているところである。
 また、事業⽤⾃動⾞の安全運⾏の確保のため、運送事業者に対して営業所毎に運⾏管理者を選任させるととも
に、運転者の労務管理、乗務員の指導監督等⽇常の運⾏の安全を管理させ、更に、運⾏管理者に対しては研修を
義務づけ、安全運⾏に対する資質の向上を図っている。
 事業⽤⾃動⾞の重⼤事故発⽣時における情報を迅速に収集し、事故原因の究明を⾏うとともに再発防⽌対策等
の事故警報を発出するなど、⾃動⾞運送事業者等に対するより⼀層の交通事故防⽌対策への積極的な取り組みに
努めている。
 ⾃動⾞損害賠償保障制度の適切な運⽤、⾃動⾞事故対策センターの各種事業、⾃動⾞事故対策費補助⾦等を通
じて、⾃動⾞事故被害者やその家族に対する救済の充実、強化、⾃動⾞事故の防⽌に努めている。

（２） 鉄軌道交通の安全対策

（ア） 鉄軌道交通環境の整備

 線路施設については、列⾞が安全に運⾏することができるよう常に⾼い信頼性を保持する必要があり、保安監
査等を通じて、適切な施設の保守を⾏うとともにレールの重軌条化等の施設の強化を必要に応じて⾏っていくよ
う鉄軌道事業者を指導している。
 地下鉄道における⽕災は、多数の死傷者を伴う⼤災害となる危険性があるので、⽕災対策設備の整備を実施す
るよう鉄軌道事業者を指導している。
 また、障害者、⾼齢者等の安全確保を図るため、駅舎等における誘導・警告ブロック、階段の安全⼿すり等の整
備を進めるよう鉄軌道事業者を指導している。
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（イ） 鉄軌道の安全な運⾏の確保

 列⾞の運⾏管理体制については運転指令と列⾞乗務員間の無線設備、列⾞集中制御装置の導⼊等を促進して迅
速かつ的確な運転指令体制づくりに務めるよう鉄軌道事業者を指導している。
 乗務員等の適正な管理については、動⼒⾞操縦者運転免許試験により運転⼠の資質の維持を図るとともに、乗
務員等の適性検査の実施者のための適性検査講習会を実施している。
 また、運転の安全確保については鉄軌道事業者に対する保安監査を定期的に実施し、それに基づき指導を⾏っ
ている。さらに必要に応じて運転事故等についての現地調査を実施し、それに基づき指導を⾏うとともに、事故
防⽌対策の検討、安全対策に関する情報交換等のため、運輸省とＪＲ各社等の安全担当責任者で構成する鉄道保
安連絡会議を定期的に開催し、安全対策の推進に努めている。

（ウ） 鉄軌道⾞両等の安全性の確保

 ⾞両については、⾞両確認等の機会を捉え、技術上の基準への適合性を確認するとともに、各種の事故事例に
応じた対策を鉄軌道事業者に対し指導することにより安全性の確保を図っている。最近では踏切事故時等におけ
る運転⼠の被害軽減対策として⾞両の前⾯強化対策の指導を⾏っている。また、⾞両の保守については、新技術を
導⼊した⾞両に対応した⾞両検査体制を確⽴するよう鉄軌道事業者に対し指導している。

（エ） 踏切道における交通の安全に関する施策

 運転事故に占める踏切事故の割合は７年度においても約５割を占めており、踏切事故防⽌のため、踏切道改良
促進法及び第６次踏切事故防⽌総合対策（８〜１２年度）に基づき、引き続き、踏切道の⽴体交差化、構造の改
良、踏切保安設備の整備等を計画的に推進していくこととしている。７年度においては、⽴体交差化１１９箇
所、構造改良２４２箇所、保安設備の整備５２箇所の改良が⾏われた。
 運輸省はこれら踏切道整備のために必要な資⾦を財政投融資により確保するとともに、地⽅公共団体と協⼒し
て、⼀定の要件を満たす鉄道事業者に対し、踏切保安設備の整備費の⼀部を補助している。

（３） 海上交通の安全対策

（ア） 海上交通環境の整備

（ａ） 港湾、航路の整備

 ７年度には、港湾内の船舶航⾏の安全性を確保するため、宮崎港等６５港で、防波堤、航路、泊地等の整備を
⾏った。また、沿岸域を航⾏する船舶の安全性を確保するために、下⽥港等１２港の避難港を整備するととも
に、関⾨航路等１６航路の開発保全航路の拡幅、増深を⾏った。

(ｂ） 港湾の耐震性の強化

 ７年８⽉に公表した「地震に強い港湾をめざした当⾯の措置」等に基づき、耐震設計の充実強化を図り、耐震
強化岸壁や防災拠点等の整備を推進するとともに、地震時の液状化による被害を防⽌するため液状化防⽌対策を
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推進し、港湾の耐震性の⼀層の強化を図る。

（ｃ） 海上交通の安全対策

 海上保安庁では、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、航路標識及び海図等の整備を実施している。
 ８年度は、ディファレンシャルＧＰＳの⼀部の正式運⽤を開始するとともに、来島海域における海上交通情報
機構の整備、船舶気象通報の拡充整備等を推進するほか、紙海図等の⽔路図誌の整備、紙海図以上の利便性を有
する電⼦海図表⽰システムに必要な航海⽤電⼦海図の整備及び航海⽤電⼦海図の最新維持情報の提供⽅法の検討
を進める。

（イ）船舶の安全な運航の確保

（ａ） 船員の資質の向上

 ５年毎の海技免状の更新の際、⼀定の乗船履歴⼜は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技
能の維持及び最新化を図るとともに、９年２⽉に発効するＳＴＣＷ改正条約に対応した法令の整備を推進する。
 また、今後においても、時代のニーズに即した船員を確保する必要があることから、教育内容のレベルアップ
を図る等その教育体制の⼀層の整備充実を推進する。

（ｂ） 船舶の運航管理の適正化等

 船舶の運航管理体制に関する国際規範である「国際安全管理（ＩＳＭ）コード」は、各船社の運航管埋体制を
確⽴することにより⼈為的ミスに起因する船舶事故を防⽌しようとするものであり、１０年７⽉から国際航海に
従事する船舶に順次強化されることとなっている。現在、同コードの実施に向け、審査⼿続きの国内法制化等国
内における実施体制の整備を進めているところである。
 また、船舶の安全な運航を確保するため、船員法に基づき、船員労務官による監査等を通じ、発航前検査、操
練、航海当直等の実施の徹底について指導監督を⾏う。さらに、旅客船の安全を確保するため、⼀般旅客定期航
路事業者等に対して義務づけている運航管理規程の作成等の運航管理制度の徹底を図っている。

２−１１−２図 ＤＧＰＳ（ディファレンシャルＧＰＳ）の概念図
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（ｃ） 外国船舶の監督の推進
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 近年、サブスタンダード船の排除が国際的な課題となり、我が国においても、ＰＳＣの充実強化に努めてい
る。特に、最近の⼈的要因による海難の増加により、関係条約が改正されたため、８年６⽉に船員法及び海洋汚
染及び海上災害の防⽌に関する法律の改正を⾏い、操作要件（船員が設備の操作に習熟しているか等）等に関す
るＰＳＣを新たに実施することとし、今後は実施体制の整備を進めることとしている。
 また、６年４⽉から実施されている東京ＭＯＵに基づき、我が国においてもＰＳＣの強化を図っているが、今
後もＩＭＯ等における国際動向を踏まえ、ＰＳＣの充実強化を図ることとしている。

（ｄ） 航⾏安全対策

 運輸省では、ＳＯＬＡＳ条約の改正に対応し、⾼速船の新基準を定める「⾼速船（ＨＳＣ）コード」を取り⼊
れる等、国際的な統⼀基準に基づく国内基準の整備を図るとともに、内航船に対しても、近海航路の貨物船の新
基準を策定する等、基準の全⾯的な⾒直しを⾏い、その合理化を推進している。また、危険物の海上輸送につい
ては、ＩＭＯ及びＩＡＥＡ（国際原⼦⼒機関）の定めた国際規則を国内法令へ取り⼊れ、安全確保に万全を期し
ている。
 プレジャーボート等の船型及び操縦⽅法の多様化、海難の増加傾向に伴い、⼩型船舶操縦⼠免許取得者、指定
養成施設等の関係者に対し、安全な航⾏に関する啓蒙及び指導の徹底を図っている。
 海上保安庁は、海上交通関係法令に基づく規制に加え、船舶の種類毎に所要の安全指導を⾏っている。また、
例年９⽉に実施していた全国海難防⽌強調運動を海洋レジャー活動の盛んな夏期（７⽉１６⽇〜７⽉３１⽇）に
展開し、海難防⽌講習会等を通じ、海難防⽌思想の普及・⾼揚を図った。
 さらに、船舶交通に影響を与えるおそれのある⼤規模プロジェクトについては、その関係者に対し、安全確保
のための指導を⾏うほか、航⾏を制限する海域の設定等の措置を講じている。

（ウ） 海上捜索救助体制等の整備

 海上保安庁は、ＳＡＲ条約等に基づく我が国の捜索救助区域内での海難に迅速かつ的確に対応するため、巡視
船艇・航空機によるしょう戒体制の確保、特殊救難体制・救急救命体制の整備、船位通報制度（ＪＡＳＲＥ
Ｐ）、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度（ＧＭＤＳＳ）の運⽤のほか、洋上救急制度への協⼒を
⾏っている。さらに、沿岸での海難に対応するため、⺠間海難救助組織の育成・強化にも努めている。

（エ） 海難審判による原因の究明

 海難審判庁は、海難の発⽣防⽌に寄与するため、迅速かつ的確な海難原因の究明に努めている。なかでも、社
会的影響が特に⼤きい海難については、重⼤海難事件として指定し、集中的な調査・審判により早期の原因究明
を図っており、７年には重⼤海難事件３件を含む８３１件の裁決を⾔渡した。さらに、審理中であった、漁船第
⼆⼗五五郎⽵丸が転覆し、乗組員１８⼈が死亡⼜は⾏⽅不明となった重⼤海難事件（６年１２⽉静岡県御前崎沖
で発⽣）については、８年４⽉までにその裁決を⾔渡している。

（４） 航空交通の安全対策

（ア） 航空交通環境の整備
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（ａ） 航空保安システムの整備

 今後予想される航空交通の増⼤等のニーズに適切に対応し、かつ、安全性の向上と空域の有効利⽤による航空
交通容量の拡⼤を図るため、⼈⼯衛星を中⼼とした新たな次世代の航空保安システムの整備を進める必要があ
る。このため、これまで航空管制機能を具備する運輸多⽬的衛星の製造、同衛星打ち上げロケットの制作に着⼿
しており、８年度からは静⽌軌道位置に静⽌させる追跡管制のプログラム作成に着⼿することとしている（衛星の
打ち上げは１１年度）。
 また、現在の航空保安システムの中核をなす⽅位・距離情報提供施設（ＶＯＲ／ＤＭＥ等）及び航空路監視レ
ーダー（ＡＲＳＲ、ＯＲＳＲ）等についても引き続き整備を⾏っている。
 ７年度においては、釧路及び熊本のＣＡＴIII ＩＬＳ等の整備を完了し、運⽤を開始した。

（ｂ） 航空交通管制に関わる空域の整備等

 我が国の上空は航空交通の増加による空の過密化が進み、特に特定空域における航空機の過度な集中を避ける
ための⽅策として、広域航法等の導⼊により分散化を図っているところである。
 今後、⾃衛隊等の訓練／試験空域等を含む空域及び航空路等の再編及び効率的な運航を可能とする空域の管理
体制の整備を⾏い、空域の有効活⽤を図る必要がある。

（イ） 航空気象施設の整備

 気象庁は航空機の安全性、定時性、経済性の確保のため、⾵・滑⾛路視距離・気圧等の観測装置、予報・通報
のための情報処理装置等を整備し、空港の気象観測や航空機⽤の予報等を⾏っている。また、低層⾵の急激な変
化（低層ウインドシヤー）を探知できる空港気象ドップラーレーダーの設置を進めており、関⻄国際空港、新東
京国際空港に続き、東京国際空港への設置作業を進めている。
 更に、国際⺠間航空機関（ＩＣＡＯ）の要請に基づき、航空路⽕⼭灰監視装置を整備し、航空機の安全運航に
重⼤な影響を及ぼす⽕⼭灰の監視と拡散予測に基づいた情報を作成・通報する体制作りを進めている。

（ウ） 航空機の安全運航の確保

（ａ） 事故防⽌等指導強化

 航空運送事業者に対しては、運航規程・整備規程の認可、安全性確認検査等を通じ、運航・整備体制の充実、
事故防⽌対策の徹底を図るよう指導している。
 特に６年４⽉に名古屋空港において発⽣した中華航空機の事故に関し、航空事故調査委員会による事故報告書
における、外国航空当局に対する乗員の訓練等に係る安全勧告を参考に、我が国運航者に対し乗員の教育訓練内
容を必要に応じ⾒直す等の指導を⾏った。また、⾃動操縦システムの仕様の標準化等に係る運輸⼤⾂への建議に
対し、調査研究をはじめ、早急に対応することとしている。
 ８年６⽉に福岡空港で発⽣したガルーダ航空機の事故については、航空事故調査委員会による事故調査の進歩
状況を踏まえ、我が国の運航者に対しても、安全対策を適切に指導していくこととする。
 また、⼩型航空機の空中接触等の事故防⽌を図るため、⾒張り要員の同乗、無線電話等の活⽤等を⾏うよう安
全指導を⾏った。
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 この他、スカイレジャーについては、関係団体を通じて事故防⽌等の指導を⾏っている。

（ｂ） 乗員の養成

 航空⼤学校の教育内容の⼀層の充実に努めるとともに、航空運送事業者が⾏う乗員の養成についても所要の指
導を⾏っている。

（ｃ） 航空保安⼤学校の充実

 航空保安⼤学校本校においては、航空路管制実習装置の更新整備を、また、同岩沼分校においては、訓練⽤国
内航空交通情報処理中継システムの更新整備等を８年度に進めることとしている。

（ｄ） 航空保安対策

 ハイジャック等の航空機に対する不法⾏為を防⽌するため、航空保安対策に関する指針等を定め、旅客やその
機内持込⼿荷物等の検査を⾏う航空運送事業者に対する指導等を⾏っており、今後もＩＣＡＯ等の動向を踏ま
え、積極的に航空保安対策を推進する。

（ｆ） 危険物輸送の安全

 危険物の輸送増加及び輸送物資の多様化に対応すべく、ＩＣＡＯ及びＩＡＥＡにおける危険物輸送に関する安
全基準の整備強化を踏まえて国内基準の整備を図っている。また、⽶国バリュージェット機の事故を契機として、
「化学酸素発⽣装置」の旅客機での輸送禁⽌措置を講じた。さらに、航空運送事業者に対し、危険物輸送に関す
る社内教育訓練の充実等を指導している。

（エ） 航空機の安全性の確保

 航空法改正の趣旨に沿い、航空機技術の進展に対応した航空機及び装備品の安全性に関する技術基準の策定や
技術情報の収集・分析・提供を⾏うとともに、航空機検査体制・整備審査体制の充実を図っていく。また、航空
運送事業者に対し、航空機の故障に関する情報処理体制の強化、機体の経年化対策の観点も踏まえた航空機の点
検、整備の強化等今後も更に対策の強化を進めていく。

（オ） 緊急時における捜索救難体制の整備

 ⺠間航空機の捜索救難は、関係省庁の間で取り決めを⾏い、救難調整本部（ＲＣＣ）を東京空港事務所に設置
し実施しており、航空機の捜索救難に関する業務を有効に実施するよう必要な連絡及び調整について関係機関で
随時必要な協議を⾏うとともに、関係機関との合同訓練を定期的に⾏い、捜索救難体制の⼀層の充実強化を図っ
ている。

（カ） 消防体制及び救急業務実施体制の整備
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 空港消防⼒の⼀層の強化を図るため、⼤型化学消防⾞等の整備を図り、また、夜間の事故等への的確な対応を
図るため、各空港に電源照明⾞を配備することとしている。今後とも特に中華航空機事故調査委員会の事故報告
書における運輸⼤⾂への建議をも真摯に受けとめ、⼀層の消防救難体制の充実強化に取り組んでいく。
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第２節 災害対策の推進

 運輸省、海上保安庁及び気象庁は、災害対策基本法に定める指定⾏政機関として、防災業務計画を策定し、災
害防⽌のための予報体制の強化、輸送施設及び交通機関の災害予防対策、国⼟保全対策、災害復旧事業を総合的
かつ計画的に推進している。

１ 災害予防の強化

（１） 予報・監視体制の強化

（ア） 気象情報等の提供

 気象庁は、気象業務の強化・充実を図るため、気象資料総合処理システムＣＯＳＭＥＴＳの更新を⾏い、平成
８年３⽉に量的予報を含む新しい天気予報を開始した。また、８年度には東京Ｌ−ＡＤＥＳＳ（地⽅中枢気象資
料⾃動編集中継装置）を更新整備し、地⽅気象台等が発表する注意報・警報等の精度向上を図る。
 観測施設については、集中豪⾬等⼤気現象の迅速かつ正確な把握を⾏うため、地上気象観測装置の改良更新、
気象レーダーの更新等施設の近代化を図っている。
 海洋に関する情報については、⾼潮や津波に対する注意報・警報を始め、⽇本近海及び北⻄太平洋域の海⽔
温・海流・波浪・海氷の実況及び予報等を発表している。また、エルニーニョ監視予報センターは、世界的な異
常気象の原因の⼀つであるエルニーニョ現象等の監視を⾏い、それに関する解析及び情報の提供を⾏っている。
 さらに、地⽅気象台等に設置されたＬ−ＡＤＥＳＳの端末と、都道府県の防災情報システムとのオンライン化
を推進している。

（イ） 地震対策

 気象庁は、全国的に地震観測を⾏い、防災上必要な津波予報、地震情報等を提供しているほか、東海地域に⼤
規模な地震が発⽣するおそれがあると判断した場合には、気象庁⻑官は内閣総理⼤⾂に「地震予知情報」を報告
することとしている。
 地震対策の強化として７年度には、震度観測施設を約６００箇所に倍増したほか、震度７の計測・速報化、震
度データ伝送の⼆重化を⾏った。また、全国６６か所の検潮所に加え、新たに１０か所に津波観測施設を整備す
るとともに、これら７６か所に巨⼤津波観測施設を併せて整備し、南⿃島には遠地津波観測装置を設置するな
ど、津波観測の体制を強化した。さらに、震度階級を８階級から１０階級に改定し、８年１０⽉から発表してい
る。
 今後も防災対策の⼀層の強化を図ることが必要なことから、津波の⾼さを量的に予測し、津波予報区を府県程
度まで細分化したきめ細かい津波予報を⾏うための準備を進めている。
 海上保安庁は、地震予知に必要な基礎資料を得るため、海底地形・地質構造調査、潮汐観測、地磁気観測、Ｇ
ＰＳ等を利⽤した地殻変動監視観測等のほか、⽐較的⼈⼝密集度の⾼い沿岸海域において、活断層の分布等の調
査を実施している。

（ウ） ⽕⼭対策
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 気象庁は、全国８６の⽕⼭のうち活動的な１９⽕⼭の常時監視を⾏い、その他の⽕⼭については、計画的に基
礎調査観測を実施している。⽕⼭活動に異常が認められた場合には、⽕⼭機動観測班を派遣し、観測・監視体制
の強化を図り得られた観測成果に基づき適時適切な情報発表に努めている。また、都道府県、⼤学等とも連携し
観測体制の強化を図っている。
 ８年度中には、航空機の安全運航のための⽕⼭灰に関する情報提供を開始する計画である。
 また、海上保安庁では、航空機により南⽅諸島及び南⻄諸島海域の⽕⼭活動観測並びに海底⽕⼭の地下構造の
解明のための航空磁気測量等を⾏っている。

（２） 防災対策

（ア） 鉄道の防災対策

 軌道、橋りょう、架線等の施設については、鉄道事業者において鉄道運転規則等に基づく定期検査を実施して
おり、⽇常の巡視により危険筒所の的確な早期把握に務めている。特に８年２⽉に発⽣した北海道古平町豊浜ト
ンネルで起こった崩落事故の教訓を踏まえ、鉄道における同種事故の発⽣を防⽌するため、トンネル坑⼝部等の
法⾯・斜⾯等の状況について緊急に点検を⾏い、必要に応じ監視を強化する等適切な措置を講じるよう鉄道事業
者を指導している。
 また鉄道事業者は鉄道施設を⾃然災害から守るため防災施設の計画的整備を⾏っており、その中で治⼭、治⽔
等の公共防災事業に準ずるものについては、その整備について国が助成措置を講じている。

（イ） 港湾の防災対策

 地震対策として、全国の主要港湾等において耐震強化岸壁や防災拠点等の整備を推進するとともに、既存施設
の耐震性の向上を図る。また、地震対策強化地域である東海地域においては、これまで耐震強化岸壁及び津波対
策のための堤防、⽔⾨等を整備してきており、引き続きこれらの整備を推進する。さらに⽕⼭対策として、⻑崎
県島原港等において避難岸壁等の整備を実施している。その他、津波、⾼潮等への対策として海岸保全施設の整
備を推進している。
 また、北海道古平町豊浜トンネル崩落事故に鑑み、臨港道路のトンネル等の状況について緊急点検を⾏い、そ
の結果を踏まえ必要に応じ監視を強化する等適切な措置を講じるよう港湾管理者を指導している。

２−１１−３図 東京湾⾠⺒⽔⾨の状況
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（ウ） 海上の防災対策

 海上保安庁では、油排出事故、船舶⽕災等の海上災害に備え、排出油防除資機材、消防能⼒を有した巡視船艇
等を整備しており、海上災害が発⽣した場合には、巡視船艇・航空機を出動させ、災害応急活動を迅速かつ的確
に実施することとしている。また、地震等の⾃然災害に備え、ヘリコプター撮影画像伝送装置、災害対応能⼒を
強化した巡視船艇の整備等を⾏うとともに、関係機関との連携体制の強化、緊急参集体制及び官邸等への情報伝
達体制を整備しており、発災時には、被害状況調査や救助活動、対策本部の設置等の災害応急体制を確保するこ
ととしている。

（エ） 航空の防災対策

 主な防災対策として、空港では地震、雪害、⽔害対策などを講じている。地震に対しては、既存施設の補強、
管制施設の多重化等により、空港・航空保安施設の耐震性の向上を進めている。雪害に対しては、除雪⾞両等を
配備して航空機の安全な離着陸を確保するために、空港除雪を実施している。⽔害に対しては、空港内に降る⾬の
円滑な排⽔を確保するために、⾬⽔排⽔施設の整備を⾏っている。
 また、⼤規模な⾃然災害その他の災害に際して、被災地周辺空域を⾶⾏するヘリコプター等について、「災害
時における救難航空機等の安全対策マニュアル」を防衛庁、消防庁等の関係機関や新聞協会等の関係者と協⼒の
下で策定し、円滑な救援活動と航空安全の確保を図っている。
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２ 国⼟保全の推進

（１） 安全で快適な⽣活を⽀える海岸事業の推進

 海岸では、津波・⾼潮対策や侵⾷対策として海岸保全施設の整備を推進するとともに、津波防波堤等の津波防
災対策や海岸保全施設の耐震性の強化など地震時における沿岸域の安全性の向上を図っている。８年度は、⽔⾨
の遠隔操作システムの整備等の防災機能を⾼める海岸保全施設緊急防災機能⾼度化事業を新設し、東京港等３海
岸にて事業を実施している。

（２） 災害復旧事業の推進

 地震、津波、⾼潮、波浪等の災害により被災した施設については、その早期復旧を図るため、公共⼟⽊施設災
害復旧事業国庫負担法に基づく災害復旧事業を実施している。また、災害復旧事業として採択した箇所、⼜はこ
れを含めた⼀連の施設の再度の災害を防⽌するため、災害関連事業を実施している。

３ 近年発⽣した災害の復興状況

（１） 雲仙岳噴⽕災害の復興状況

 島原鉄道は、５年４⽉以降の数回にわたる集中豪⾬により発⽣した⽔無川流域の⼟⽯流のため、線路の埋没及
び流出、橋桁の損傷等の被害を受けた。現在地域全体で実施されている防災事業との整合性を取りつつ復旧⼯事
を実施しており、９年４⽉の運転再開を⽬指している。なお運輸省は、この復旧に対し、６〜８年度予算におい
て助成措置を講じている。
 また、雲仙岳に係る避難施設緊急整備計画に基づく事業については、７年度末までに、岸壁、泊地、防波堤等
が完成しており、残る航路等について整備を推進している。また、早期復興に⽀障となる⼟⽯流に対応するた
め、⼟砂の処分場所として、多⽐良港等において廃棄物海⾯処分場を整備中である。

（２） 北海道南⻄沖地震災害の復興状況

 ５年７⽉１２⽇に発⽣した当該地震により函館線等において多数の被害を受けたＪＲ北海道は、５年７⽉１７
⽇までに全線で復旧作業を完了し、運転を再開している。
 また、津波等により⼤きな被害を受けた港湾施設及び海岸保全施設の復旧については、７年度末までに全て完
了している。

４ 国際防災１０年の推進

 国連において、１９９０年代は「国際防災の１０年」と位置づけられ、７年１２⽉にはアジア防災政策会議が
開催された。今後とも運輸省、海上保安庁及び気象庁は「国際防災１０年」に関する施策の推進に取り組んでい
く。
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第３節 技術開発の推進

 運輸技術の分野は、鉄道、⾃動⾞、船舶、港湾、航空、気象、海上保安等広範囲にわたっており、その技術開
発の成果は、多くの⼈々の⽣活の向上に貢献することが期待される。平成３年６⽉には運輸技術審議会答申
（「２１世紀を展望した運輸技術施策について」）が出され、また、その後、各分野においても今後の技術開発
の⽅向性を⽰す各種答申が出されている。運輸省では、今後も引き続き、同答申の内容に沿って運輸技術施策を
推進することとしている。
 また、所管⾏政に関する重要事項のうち技術に関するものの企画⽴案及び総合調整に関する事務を統括管理す
る職として、８年７⽉⼤⾂官房に技術総括審議官が設置された。併せて、各局・各研究所等が密接に連携し、多
岐にわたる運輸分野の技術研究・開発について、総合的かつ⼀体的な取り組みを⼀層強⼒に推進していくため、
技術総括審議官を本部⻑とする「運輸省技術研究開発推進本部」を設置し、運輸技術開発に係る推進体制を強化
したところである。本体制の下で、８年７⽉に閣議決定された科学技術基本計画の趣旨も踏まえて、運輸分野に
おける研究開発を積極的に推進していくこととしている。
 以下に現在進めている主な技術開発事例を紹介する。

１ 鉄道技術の開発

（１） 鉄道技術開発の促進体制の整備

 ６年６⽉の運輸技術審議会答申「２１世紀に向けての鉄道技術開発のあり⽅について」を踏まえ、鉄道技術関
係者の協調連携活動を効率的に⾏い、総合的な鉄道技術の振興基盤の強化・充実と鉄道技術⽔準の向上を図るこ
とを⽬的として、「鉄道技術推進センター」が８年７⽉に（財）鉄道総合技術研究所の中に設⽴された。

（２） 超電導磁気浮上式鉄道

 昭和３７年に国鉄が開発を始めた超電導磁気浮上式鉄道は、時速５００ｋｍを⽬指した超⾼速輸送システムで
あり、快適性の⾯でも優れた特性を有することから、新しい時代にふさわしい交通システムとして将来の交通体系
の中で重要な役割を果たすことが期待されており、現在は（財）鉄道総合技術研究所を中⼼として開発が進めら
れている。
 宮崎実験線（単線、延⻑７ｋｍ）の⾛⾏実験を踏まえ、２年度からは実⽤化に向けた技術開発を推進するた
め、⼭梨実験線（複線、延⻑４２．８ｋｍ）の建設を進めており、９年春から⾛⾏実験を開始し、１１年度末ま
でに実⽤化のめどを⽴てることとしている。

２−１１−４図 中央⾃動⾞道を跨ぐ⼭梨リニア実験線⼩形⼭橋梁
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（３） 常電導磁気浮上式鉄道

 常電導磁気浮上式鉄道であるＨＳＳＴについては、昭和４９年から最⾼速度１００〜３００ｋｍ／ｈを⽬標と
して研究開発が開始され、最⾼速度１００ｋｍ／ｈ程度のシステムについて実⽤化に対し技術的な問題点はないと
の結論を得ている。現在は、本格的な営業運転の実施に向け、より⼤きな需要に対応できるよう⼤型化等を図っ
た試作⾞両の開発を⾏っている。

（４） 鉄道の⾼速化

 鉄道の⾼速化は、利⽤者の利便性向上につながることから、運輸技術審議会答申において「ＳＵＣＣＥＳＳ２
１計画」の重要課題の１つとして提⾔されており、鉄道事業者が主体となって開発が進められている。新幹線につ
いては、８年７⽉に試験⾞両により４４３．０ｋｍ／ｈが達成されている。
 運輸省では、（財）鉄道総合技術研究所における⾼速化に伴う騒⾳対策等の基礎的、先導的技術開発に対し、
補助⾦による助成措置を講じている。

２−１１−５図 443.0Km/hを達成した試験⾞両
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（５） ライトレール・システム

 欧⽶では、路⾯電⾞が都市内の交通渋滞とこれに伴う環境問題を解消する有効な⽅策として近年⾒直されつつ
あり、⾞両についてもライトレールと呼ばれる従来より⾼速、低騒⾳で移動制約者が乗降しやすい低床式のもの
が開発されてきている。また、我が国の都市部においても新たな公共交通機関としてライトレール・システム等の
鉄軌道整備への期待が⾼まっており、運輸省では、８年度からライトレール・システムの安全性、環境に与える影
響等に関する技術評価を⾏う等、我が国に適したライトレール・システムについて検討を⾏っている。

２ 港湾技術の開発

 港湾建設に従事する熟練⼯の減少や労働者の⾼齢化に対応するため、港湾⼯事の省⼒化や安全性の向上を⽬指
して、ケーソンを現場で簡単に組⽴てることができるプレハブ化の技術や、⼤⽔深での⼯事が可能になる⽔中施⼯
ロボットの開発等を⾏っている。
 港湾技術研究所においては、より良い沿岸域環境の創造を⽬指して、環境条件を制御することのできる⼲潟実
験⽔槽を⽤いて、⼲潟や海浜の⾃然浄化能⼒の測定や物質循環機構の解明を進め、沿岸環境の保全と創造等に関
する技術の開発を⾏っている。また、阪神・淡路⼤震災で多くの港湾施設が被災した状況を踏まえ、このような
⼤規模な直下型地震に伴う３次元の強い地震動に対する耐震技術の開発のため、⼤型⽔中振動台を３次元振動が
可能なように改良しており、研究の充実化を図っている。
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 また、我が国の中枢的国際コンテナ港湾の国際競争⼒を強化し維持するため、⼤量のコンテナを短時間のうち
に低コストで処理する次世代コンテナターミナルの開発を⾏っている。
 なお、昭和６２年度から⼭形県酒⽥港において現地実験を実施してきた防波堤を利⽤した波⼒発電システムは、
７年３⽉に商⽤電⼒系統への接続実験に我が国で初めて成功した。今後は事業化に向けて、さらなる発電システ
ムの効率化と、効率的な電⼒利⽤⽅策の検討を推進していく。

３ 造船技術の開発

 造船技術の⾼度化、海洋空間における社会資本整備等のため、造船業基盤整備事業協会を通じ次世代船舶の研
究開発として、超⼤型浮体式海洋構造物（メガフロート）及び新形式舶⽤電気推進システムの研究開発を推進して
いる。
 メガフロートは、利⽤需要の増⼤が⾒込まれる沖合域に新たな⼈⼯地盤を提供する超⼤型（数キロメートル規
模、耐⽤年数１００年）の浮体式海洋構造物であり、環境に優しい、地震の影響が少ない、⼯期が短いなどの特
徴を有することから、今後の運輸関連施設等の⼤規模な社会資本の整備に当たり従来の⼯法を補完するものとし
て期待されている。現在、実⽤化に向けて、神奈川県横須賀沖で実証実験が⾏われており、８年７⽉には世界最
⼤規模の洋上接合実験が実施され、３００ｍ×６０ｍの浮体モデルが完成したところである。
 さらに、造船業基盤整備事業協会において、地球環境問題に対処するため、環境保全技術の研究開発として、
新形式タンカー構造等の油流出防⽌技術及び排気ガス浄化技術の研究開発を推進している。
 原⼦⼒船研究開発については、⽇本原⼦⼒研究所において、「むつ」によって得られた成果等を内外の新たな
知⾒と合わせて蓄積・整備しつつ、舶⽤炉の改良研究を推進していくこととしている。
 なお、テクノスーパーライナー（ＴＳＬ）については、平成元年度から研究開発が進められ７年度の総合実験
により研究開発を成功裏に終了しており、８年度はその事業化を⽀援するための総合的な調査を⾏っているところ
である。

２−１１−６図 メガフロート洋上接合実験⾵景
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４ ⼈⼯衛星の開発利⽤

（１） 運輸多⽬的衛星（ＭＴＳＡＴ：Multi-functional Transport Satellite）

 カーナビゲーションなどのＧＰＳを利⽤した測位システムが急速に普及し、災害時に衛星を利⽤した通信が活躍
するなど、衛星利⽤の重要性が増⼤する中で、運輸⾏政の各分野においても衛星利⽤に関する期待が⾼まってい
る。
 運輸省ではこのような状況を踏まえ、衛星を利⽤した気象観測、海洋測地、海上測量等を引き続き⾏うととも
に、様々な衛星利⽤ニーズを効率的かつ経済的に満たすため、気象観測及び航空管制をおこなう「運輸多⽬的衛
星」を１１年度に打ち上げる計画であり、６年度から製造を進めている。

（２） 気象観測

 静⽌気象衛星「ひまわり５号」を、７年６⽉２１⽇から⾚道上東経１４０度の上空において運⽤しており、国
内のみならず、アジア・オセアニア地域の台⾵の監視や気象災害の防⽌・軽減に貢献している。
 また、「ひまわり５号」に続く次世代静⽌気象衛星としては、「運輸多⽬的衛星」の気象ミッションを⽤いる
予定である。
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（３） 航空管制

 今後予想される、航空交通量の増⼤に対応するため、運輸多⽬的衛星を中核とした次世代の航空交通システム
を構築し、管制機関と航空機間の通信の⼤幅改善、洋上の航空機の正確な位置の把握等安全性及び管制処理能⼒
の⾶躍的向上を図ることとしている。

（４） 海洋測地

 我が国の管轄海域を正確に決定するため、海上保安庁では、測地衛星「ラジオス」、「あじさい」等を利⽤し
た海洋測地を推進してきた。加えて８年度からは、我が国周辺でのプレート運動を把握し地震予知に貢献し、さら
に、基準点と⾄近験潮所とを⼈⼯衛星測地技術により結合して、地球温暖化に伴って⽣じるとされる海⾯上昇を把
握することとしている。

５ 交通安全のための技術開発

（１） ⾃動⾞

 近年の厳しい交通事故の状況に対処するため、４年の運輸技術審議会答申を踏まえ、画像表⽰装置の安全性評
価法に関する研究、⾃動⾞のフロント構造に関する研究等を推進している。
 また、⾃動⾞を⾼知能化した先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ）について、第１期５か年計画（３年〜７年）成功裏に
終了したことに引き続き、８年度から第２期５か年計画としてヒューマン・インターフェースの最適化及びイン
フラとの整合・連携等を中⼼に研究調査を⾏うこととしている。

２−１１−７図 先進安全⾃動⾞（ＡＳＶ）のイメージ
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（２） 鉄軌道

 鉄軌道については、移動制約者等の乗降の容易さや安全性に配慮した新たな輸送システムに関する研究を⾏って
いる。また、鉄道防災情報オンラインシステムＲａＭＩＯＳ（ラミオス）、早期地震検知情報システムＵｒＥＤＡ
Ｓ（ユレダス）、災害予測・復旧⽀援システムＨＥＲＡＳ（ヘラス）等の技術開発の成果を踏まえ、災害に対処
できる総合防災システムの開発を進めるとともに、事故時の乗客等の被害を最⼩限に抑えるために、衝撃を吸収
する⾞体構造等の開発を進めている。

（３） 船舶

 船舶技術研究所では、近年の船舶の⾼速化、⼤型貨物船の海難事故等に対応し、海上交通の安全確保のため、
船舶の軽量化に伴う構造安全評価に関する研究、船体の寿命評価技術に関する研究、操船時のヒューマンエラー
防⽌に関する研究等を⾏っている。
 港湾技術研究所では、⾼速船の安全かつ効率的な航⾏を可能にする⾼速船対応⽔域施設の計画⼿法及び港内の
航⾏⽀援システムに関する研究を操船シミュレータを⽤いて⾏っている。さらに、天候に影響されずに荷役や乗降
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を安全に⾏うことのできる全天候型港湾施設に関する研究も⾏っている。

（４）航空

 航空機の衝突事故を防⽌するため、空中衝突の危険性を警告する航空機衝突防⽌装置（ＡＣＡＳ）について
は、８年１⽉に航空法施⾏規則を改正し、１３年１⽉より航空運送事業の⽤に供する⼤型航空機等に装備を義務
化することとしているが、装置の更なる⾼性能化を図るため、引き続き開発・評価を推進していく。
 また、航空安全技術分野の重要課題であるヒューマンファクター対策の確⽴や衛星航法などの新たな運航⽅式
の開発を積極的に推進するため、航空安全技術の企画・調査研究体制を整備し、所要の調査研究を進めていく。

６ 地震、気象予測のための技術開発

 気象庁では、数値予報枝術の⾼度化を図り、集中豪⾬等の局地現象の予報モデルや季節予報等のための気候予
報モデルの開発を進めている。エルニーニョ監視予報センターは、エルニーニョ現象等の的確な把握を⽬的とし
た、海洋データ同化システムを運⽤するとともに、エルニーニョ現象の予報に向けて⼤気海洋結合モデルの開発
を推進している。
 気象研究所は、８年度から「内陸部の地震空⽩域における地震・地殻変動に関する研究」を開始する等、地震
予知のための研究を進めている。また、気候変動予測の精度向上を図るための研究の成果は７年に公表された
「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第⼆次評価報告書」にも反映された。更に、ダウンバースト（強
い下降気流）等の激しい気象擾乱の実態把握、発⽣機構の解明の研究も進めている。

２−１１−８図 気象研究所（茨城県つくば市）で捉えたダウンバーストの映像
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７ 海洋に関する研究の推進

 海上保安庁では、海底地殻変動観測にも利⽤可能な⾳波を⽤いた海底測地技術の研究開発、正確な海況監視等
のための衛星データ伝送・処理・解析の研究など、海洋に関する研究、技術開発を推進している。
 気象研究所では、気象じょう乱・⿊潮の変動による沿岸⽔位の変動予測の研究、⼈⼯衛星を⽤いた全球の海⾯
⽔位変動を検出する⼿法の研究等を８年度から⾏っている。
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第４節 情報化の推進

 運輸分野では、消費者利便の向上、安全性の向上、経営の効率化等の観点から、従来より、各種の情報システ
ムが導⼊されてきた。
 平成７年２⽉に、内閣総理⼤⾂を本部⻑とする「⾼度情報通信社会推進本部」において⾼度情報通信社会の構
築に向けた施策を推進する基本的な⽅針（「⾼度情報通信社会推進に向けた基本⽅針」）が決定され、運輸部⾨
については⾼度情報化を進めるべき重要な部⾨として、運輸多⽬的衛星等の衛星システム等の開発・整備、旅客・
貨物の移動に際し必要かつ有益な情報を提供する運輸関連の情報ネットワークの整備等の情報化を推進していく
こととされた。この基本⽅針を受け、運輸省では、７年８⽉に運輸部⾨における情報化実施指針を策定した。同
実施指針は、運輸分野が、不特定多数の国⺠を対象とすること、移動体を対象とすること、⽣活密着型であるこ
と等に鑑み、⾼度情報通信社会に向けてより多様化する国⺠のニーズに的確に対応するため、情報化を⼀層推進
するとしており、これに基づき以下に述べるテーマに積極的に取り組んでいる。

１ 運輸分野におけるＥＤＩの導⼊の推進

（１） ＥＤＩの概要

 異なる企業間で、商取引のためのデータを広く合意された規約に基づき、コンピュータ間で交換するＥＤＩ
（Electronic Data Interc-change：電⼦データ交換）は、取引先情報を瞬時に送付でき（迅速性）、また、帳票間
のデータ転記が不要になる（効率性）とともにその際の誤記が解消される（正確性）ほか、広く合意された規約
（ＥＤＩ標準）に基づくことで、取引先ごとに異なる端末機への重複⼊⼒（いわゆる多端末現象等）の問題も解
消し、業務効率化に資するなどの利点を有している。

（２） 国際的な状況

 ＥＤＩ規約の標準化作業として、昭和６１年より国連欧州経済委員会の貿易⼿続簡易化作業部会（ＵＮ／ＥＣ
Ｅ／ＷＰ．４）において「ＥＤＩＦＡＣＴ（⾏政、商業、運輸のための電⼦データ交換規則）」という国際標準
規約の策定が進められている。この作業を効率的に進めるために、世界６地域（汎⽶、⻄欧、東欧、豪州／ニュ
ージーランド、アジア、アフリカ）を代表する地域専⾨家（ラポーター）が派遣されており、ラポーターの活動を
⽀援するための組織として、各地域にＥＤＩＦＡＣＴボードが設けられている（我が国は、２年度にアジアＥＤ
ＩＦＡＣＴボードを設⽴し、アジア地域を代表してラポーターを派遣するなどの積極的役割を果たしている。）。
８年３⽉現在、既に運輸分野等において合計４２のＥＤＩＦＡＣＴ準拠国際標準メッセージが利⽤可能になるな
ど、鋭意その開発が進められている。
 ⼀⽅、７年１１⽉に開催されたＡＰＥＣ⼤阪会合で、１１年を⽬途とした域内諸国の税関⼿続へのＥＤＩＦＡ
ＣＴ導⼊が合意されたほか、運輸関連分野についても各国の協⼒合意がなされ、アジア太平洋諸国においてもＥ
ＤＩＦＡＣＴ導⼊に向けた実⽤化作業が具体的に進展しつつある。

（３） 我が国の取り組み

 我が国においては、政府及び⺠間の双⽅が参画した「物流ＥＤＩ研究会」において物流分野におけるＥＤＩの
導⼊推進の⽅策を精⼒的に検討してきたが、７年５⽉、組織を「物流ＥＤＩ推進機構」に発展的に改組し、ＥＤ
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Ｉ導⼊の具体的な動きを促進することとした。
 国際物流分野については、運輸⼤⾂の諮問機関である運輸政策審議会情報部会物流ＥＤＩ⼩委員会における検
討を踏まえ、国際標準準拠のＥＤＩ（ＥＤＩＦＡＣＴ）導⼊推進のためのガイドラインとして、「国際海上貨物
輸送の分野において海上運送事業者等が⾏う電⼦計算機の連携利⽤に関する指針」（情報処理の促進に関する法
律に基づく告⽰）を策定した。加えて、我が国における税関等に係る申告・申請⼿続へのＥＤＩＦＡＣＴ導⼊の
検討が開始されていることに併せ、運輸省においても、出⼊港⼿続の簡素化・電⼦化に係る検討を開始したとこ
ろである。
 また、国内物流分野については、関係省庁、業界団体、事業者と連携のもと、「物流業際ＥＤＩ調整委員会」
が７年５⽉に発⾜し、荷主・トラック運送事業者間のＥＤＩに必要な「物流業際ＥＤＩ国内統⼀標準メッセー
ジ」の開発が⾏われ、データ交換実験を経て有効性が検証されたところであり、関係事業者等による今後のＥＤ
Ｉ導⼊が⼤いに期待されている。
 運輸省としても、引き続き、物流ＥＤＩ推進機構の活動を⽀援していくとともに、関係事業者等のＥＤＩ実⽤
化に向けて必要な環境整備に積極的に取り組むこととしている。

２ 運輸分野におけるＩＣカードシステムの導⼊の推進

 ＩＣカード（Integrated Circuit：集積回路）は、カード⾃体でデータ処理が可能であること、既存の磁気カード
と⽐較して、セキュリティが⾼く、記憶容量も⼤きいことなどから今後の有望な情報記憶媒体と考えられてお
り、様々な分野でその活⽤が試みられている。
 運輸省では、５年１２⽉より、学識経験者を交え、運輸分野におけるＩＣカードの活⽤⽅策について検討を進
めてきた。初年度は、具体的利⽤分野の絞り込み等を⾏い、６年度にはバス・鉄道等乗⾞券、貨物追跡管理等の
利⽤分野ごとに諸外国の事例調査、ニーズ調査等を実施し、ＩＣカードを活⽤したシステムの概略と、導⼊にあ
たっての課題の取りまとめを⾏った。これを受けて７年度には、実証試験の実施等実⽤性の検討を⾏った（貨物
追跡管理については、８年度実⽤化に必要とされる技術的要件等を取りまとめる予定。）。
 この結果、バス・鉄道等の乗⾞券については、⾮接触（電波で情報をやり取りする）タイプのＩＣカードを活
⽤したシステム（汎⽤電⼦乗⾞券）の開発に強い期待が寄せられていることから、運輸省では、８年１０⽉に
「汎⽤電⼦乗⾞券技術研究組合」の設⽴を認可する等、８年度から３年を⽬途に、次世代の乗⾞券として、次の
システムの早期の実⽤化を⽬指す研究開発を推進することとしている。

（１） ⾮接触⾃動改札システム

 現在の⾃動改札システムは、乗⾞券を改札機に挿⼊しなければならないため、改札⼝の渋滞や⾼齢者・障害者
が利⽤しにくいなどの問題が⽣じている。
 本システムは、⾮接触タイプのＩＣカードを利⽤することにより、乗⾞券をパスケースに⼊れたまま改札機の
センサー部にかざすだけで改札⼝を簡単に通過できるようにするものである。

（２） 共通乗⾞カードシステム

 現在の乗⾞券は、⼀部の地域・区間を除いて、異なる鉄道やバスの間で共通利⽤できないため、複数の乗⾞券
を所持しなければならない、輸送機関ごとに運賃を精算しなければならないなどの問題が⽣じている。
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 本システムは、⼀枚のカードで、鉄道・バス等複数の公共交通機関を共通利⽤できるようにするものであり、
将来的には乗⾞券をクレジットカード等としても使⽤可能となるようにするものである。
 今後は、これらシステムの研究開発において、情報の読み取り／書込みの信頼性、機器の応答速度等の技術的
課題や、共通乗⾞カード導⼊に伴う事業者間の精算⽅法、機能の⾼度化に伴う運賃制度のあり⽅等の制度的課題に
取り組み、実⽤化に向けた標準システム作りを積極的に推進していくことにしている。

３ マルチメディアに対応した今後の運輸関連情報システムのあり⽅に関する検討

 ⼤容量のデータを双⽅向に通信することが可能になるマルチメディア時代の到来は、運輸分野にも⼤きな影響
を及ぼすものと考えられる。例えば、テレビ会議・在宅学習等の実現による通勤・通学体系の変化、運輸関連情
報提供に関するニーズの変化等が⽣ずるものと考えられる。
 こうしたマルチメディア化の進展の中で、運輸部⾨においても、今後、⾏政機関や交通機関等の有する気象・
海象情報、交通機関の運⾏に関する情報、観光情報等の運輸関連情報を、即時にかつ⾃由に、映像、⾳声等を組
み合わせて双⽅向に伝達することのできる全国的なネットワークが求められてくるものと考えられる。
 このような観点から、７年度より、映像、⾳声等の⼤容量の情報交換が可能になった場合の運輸関連情報に対
するニーズ及び制度的問題点を把握するための調査を実施し、マルチメディアに対応した今後の運輸関連情報シ
ステムのあり⽅について調査を⾏っているところである。
 ７年度は、ニーズ調査等により、「複合ナビゲーションサービス」（道路交通情報だけでなく公共交通機関の
利⽤による最短到達経路情報等も併せて活⽤できるサービス）、「チケットレスサービス」（各種チケット類を
電⼦化し、インターネット等を⽤いて⾃宅のパソコン等で電⼦的に発券するサービス）等、今後の運輸分野に望
まれると考えられる新たなネットワークサービスについて整理した。
 今後は、これらのサービスについて、実験システムの試⾏等を⾏い、実現可能性等について検討を進めること
としている。

４ 気象情報サービスの⾼度化の推進

 国⺠⽣活の多様化に伴い、気象情報に対する国⺠の要望は⼀層⾼度化、多様化するものと考えられる。このよ
うな要望に対処するためには、⺠間部⾨も活⽤し、利⽤者の個別的⽬的に適合する局地的な天気情報や、気象情報
を基にした付加価値情報等を、様々な情報メディアを活⽤し個々の利⽤者の必要に応じて選択的に提供する情報
化社会に相応しい気象情報サービスの実現を図っていく必要がある。⼀⽅、気象情報は多くの場合防災情報と⼀
体となったものであり、⼀般の利⽤に供していくためにはその品質の保証が⽋かせない。以上のような観点か
ら、気象審議会は４年３⽉に「社会の⾼度情報化に適合する気象サービスのあり⽅について」を答申し、気象庁
からの⾼度な各種⽀援データの提供と、予報技術者の資格制度の導⼊等を前提とする⺠間気象業務の推進⽅策を
提⾔した。
 これを受け、５年５⽉気象業務法が改正され、気象庁からの各種⽀援データの提供と、気象予報⼠制度の導⼊
が定められた。これに伴い、６年５⽉には、（財）気象業務⽀援センターが各種データの分岐配信等情報提供業
務、及び気象予報⼠試験の事務を担う機関として指定され、上記業務を始め気象庁からの技術移転等、気象庁と
⺠間気象業務を結んだ総合的な気象業務の推進のセンターとしての業務を開始した。
 気象予報⼠試験は計５回実施され、８年７⽉現在、総計１，６３０名の合格者が出ている。
 また、７年５⽉には予報業務の許可事業者による局地予報の⼀般への提供が始まり、この業務を中⼼に情報化
社会に向けた⺠間気象業務も新たな展開が開始された。８年７⽉現在３２の団体等が予報業務の許可を受け事業
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を実施している。

５ 運輸⾏政の情報化の推進

 ⾏政の情報化は、⾏政内部のコミュニケーションの円滑化、情報の効率的共有化による政策決定の迅速化等の
⾏政運営の質的向上と、国⺠への情報提供の⾼度化、⾏政⼿続きの効率化等の⾏政サービスの向上を図り、国⺠
の⽴場に⽴った効率的・効果的な⾏政の実現につなげるものである。このため、運輸省においては、政府の「⾏
政情報化推進基本計画」（６年１２⽉２５⽇閣議決定）等を踏まえ、７年度を初年度とする５ヵ年計画として
「運輸省⾏政情報化推進計画」を策定し、運輸⾏政の情報化をより総合的な観点から効率的かつ計画的に推進し
ている。
 具体的には、まず第⼀に、情報化推進のための基盤整備として、本省の職員１⼈に１台のパソコンを配備する
運輸省本省ＬＡＮ（Local Area Network）を８年２⽉に構築したところであり、引き続き、外局等との接続を順次
⾏うとともに、地⽅⽀分部局についても順次ネットワーク化を図り、運輸省⾏政情報ネットワークシステム（略
称ＭＯＴwinks）の整備を⾏うこととしている。
 第⼆に、８年５⽉に運輸省ホームページを開設し、インターネットにより運輸省に関する情報を広く提供した
ほか、運輸⾏政に係る申請、届出、報告等の⼿続きについて、⾼度情報通信社会推進本部決定（８年８⽉）等を
踏まえ、申請者の負担軽減、業務の効率化、ペ⼀パーレス化の推進の観点から、申請等が定期的なもの、更新頻
度が⾼いもの、データベースの役割を果たしているもの等から順次電⼦化・オンライン化を推進するなど、⾏政サ
ービスの⾼度化を図っている。
 第三に、電⼦メール、電⼦掲⽰板等を活⽤した共通システムを整備し、事務の効率化、ペーパーレス化を図る
など、⾏政事務の効率化を推進している。
 さらに、９年１⽉から稼働を予定している全省庁間における電⼦情報連絡網である霞が関ＷＡＮにも関係省庁
として参画しており、省庁間における電⼦メール等による円滑な情報交換を⾏うことに取り組んでいる。

平成８年度 337



平成７年１１⽉〜８年１２⽉の運輸の動き

平成８年度 338



平成７年１１⽉ 施策・⼀般 施設整備等 技術開発・研究

平成７年11⽉の運輸の動き

平成７年１２⽉ 施策・⼀般

平成７年12⽉の運輸の動き

平成８年 １⽉ 施策・⼀般 施設整備等 技術開発・研究

平成８年１⽉の運輸の動き

平成８年度 339



平成８年 ２⽉ 施策・⼀般 施設整備等         事件・事故

平成８年２⽉の運輸の動き

平成８年 ３⽉ 施策・⼀般 施設整備等 技術開発・研究

平成８年３⽉の運輸の動き

平成８年度 340



平成８年 ４⽉ 施策・⼀般 施設整備等         事件・事故

平成８年４⽉の運輸の動き

平成８年度 341



平成８年 ５⽉ 施策・⼀般 施設設備等

平成８年５⽉の運輸の動き

平成８年度 342



平成８年 ６⽉ 施策・⼀般 施設整備等 技術開発・研究 事件・事故

平成８年６⽉の運輸の動き

平成８年 ７⽉ 施策・⼀般 施設整備等 技術開発・研究

平成８年７⽉の運輸の動き

平成８年度 343



平成８年 ８⽉ 施策・⼀般 施設整備等

平成８年８⽉の運輸の動き

平成８年 ９⽉ 施策・⼀般

平成８年９⽉の運輸の動き

平成８年１０⽉ 施策・⼀般 施設整備等 技術開発・研究

平成８年10⽉の運輸の動き

平成８年度 344



平成８年１１⽉ 施策・⼀般 施設整備等

平成８年11⽉の運輸の動き

平成８年１２⽉ 施策・⼀般 施設整備等

平成８年12⽉の運輸の動き

平成８年度 345



統計等参考資料編

平成８年度 346



Ⅰ．鉄道

旅客輸送 鉄道旅客輸送の推移

貨物輸送 鉄道貨物輸送の推移

平成８年度 347



新幹線輸送の推移

平成８年度 348



Ⅱ．⾃動⾞交通

旅客輸送量の実績

平成８年度 349



貨物⾃動⾞輸送量の実績

平成８年度 350



⾃動⾞保有⾞両数

平成８年度 351



平成８年度 352



Ⅲ．海上交通

世界の主要品⽬別海上荷動き量

平成８年度 353



我が国の品⽬別海上貿易量及び貿易額

平成８年度 354



我が国商船隊の輸送量の推移

平成８年度 355



我が国商船隊の船腹量の推移

平成８年度 356



国内旅客輸送実績

平成８年度 357



⼀般旅客定期航路事業の⾃動⾞航送台数及び台キロ

平成８年度 358



⻑距離フェリー輸送実績

平成８年度 359



内航貨物輸送量の推移

平成８年度 360



内航船舶の船種・船質別船腹量

港湾運送量の推移

平成８年度 361



Ⅳ．航空

世界の定期航空輸送量（国際線・国内線の計）の推移

平成８年度 362



我が国出⼊国航空貨物量及び我が国航空企業の積取⽐率

我が国航空企業の国際線輸送実績

平成８年度 363



世界の国際航空に占める我が国航空企業のシェア

国内航空旅客輸送実績

平成８年度 364



国内航空貨物輸送実績

空港の利⽤状況

平成８年度 365



空港の整備

Ⅴ．海上技術安全（造船・船員）

世界の新造船建造量の推移（竣⼯ベース）

平成８年度 366



世界の新造船⼿持⼯事量の推移

平成８年度 367



我が国の新造船⼯事量の推移

平成８年度 368



我が国の造船⼿持⼯事量の推移

平成８年度 369



従業員の年齢構成

平成８年度 370



造船設備の現状

部⾨別船員数及び船舶数

平成８年度 371



Ⅵ．港湾

港湾数⼀覧表

平成８年度 372



重要港湾位置図

平成８年度 373



全国の⼊港船舶の状況

Ⅶ．その他⼀般

(1) 国際協⼒

有償資⾦協⼒及び無償資⾦協⼒（交換公⽂ベース）

国際協⼒事業団（ＪＩＣＡ）を通じた技術協⼒

平成８年度 374



(2) 観光

世界の国際観光量

主要国の受⼊れ旅⾏者数及び旅⾏収⽀（1993年）

平成８年度 375



登録ホテル・旅館の軒数及び客室数

平成８年度 376



国際観光レストランの軒数

訪⽇外国⼈数の推移

平成８年度 377



国⺠１⼈当たり平均宿泊旅⾏回数及び宿泊数

平成８年度 378



旅⾏業者数

(3) 倉庫

倉庫業者数及び倉庫⾯（容）積

平成８年度 379



営業倉庫の品⽬別⼊庫量及び平均⽉末在庫量

平成８年度 380



(4) 運輸とエネルギー

平成８年度 381



我が国の最終エネルギー消費に占める運輸部⾨の割合

部⾨別⽯油依存度（６年度）

国内輸送機関の輸送量とエネルギー消費量の構成（６年度）

平成８年度 382



(5) その他

⾼齢者・障害者等のための公共交通機関施設整備等の状況

平成８年度 383



平成８年度 384



業種別事業者数の推移

業種別損益状況（１社平均）

平成８年度 385



平成８年度 386



付加価値労働⽣産性の推移(５０年度＝１００）

平成８年度 387



物的労働⽣産性の推移（５０年度＝１００）

平成８年度 388



輸送原価の推移（５０年度＝１００）

平成８年度運輸経済年次報告（運輸⽩書）付属統計表

第１表 輸送機関別国内旅客輸送量

平成８年度 389



平成８年度 390



第２表 輸送機関別国内貨物輸送量

平成８年度 391



第３表 我が国の国際輸送量

平成８年度 392
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